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決算審査特別委員会

９月１２日（金）午前９時３０分開議

議題１ 「平成２５年度決算事業現地調査」
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〇出席委員（１１名）

１番 森 一 人 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 佐久間 孝 光 委員 ４番 長 島 邦 夫 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 吉 場 道 雄 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 安 藤 欣 男 委員 10番 渋 谷 登美子 委員

11番 松 本 美 子 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

青 柳 賢 治 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 山 岸 堅 護

主 席 主 査 岡 野 富 春

主 査 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

小 久 保 錦 一 教 育 長
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◎委員長挨拶

〇松本美子委員長 皆さん、おはようございます。外のお天気は、きょうは上天気とい

うような形で、ゆうべは大変雨も降っておりましたけれども、まあまあ恵まれた天候

かなというふうに感じております。

本日は、決算特別委員会のご案内を申し上げましたところ、委員の皆様にはご出席

いただきましてまことにありがとうございます。

本日は、現地調査及び審査を本日から行うわけでございますけれども、よろしくお

願いをいたします。

（午前 ９時２９分）

◎議長挨拶

〇松本美子委員長 それでは、ここで、議長に出席をいただいておりますので、青柳議

長からご挨拶をいただきたいと思います。

議長、お願いいたします。

〇青柳賢治議長 改めまして、皆さん、おはようございます。本日より決算審査特別委

員会がスタートするわけでございますが、松本委員長をはじめ、各委員の皆様には大

変ご苦労さまでございます。

ご承知のように、決算は、金銭で見積もられた予算が物品、財産、労働に形を変え

、 。まして 住民の福祉の向上にどのような成果をおさめたかという精算書でもあります

議会といたしましては、住民の税負担を財源にして、住民の福祉の向上、どれだけの

行政効果、経済効果がもたらされたかということを審議することになります。

予算審議での留意点など、決算ではどうなっていたかというような観点を持ちまし

て、またさらには次年度の予算に反映することができるような、簡潔で明瞭な決算審

査特別委員会になっていただくようにお願いいたしまして、簡単でございますが挨拶

とさせていただきます。きょうはご苦労さまでございます。

〇松本美子委員長 議長、ありがとうございました。

◎町長挨拶

〇松本美子委員長 次に、岩澤町長からご挨拶をいただきたいと思いますので、町長、
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お願いをいたします。

〇岩澤 勝町長 おはようございます。議会中、大変お疲れさまでございます。きょう

から決算特別委員会ということでご指導いただきます。

決算、申すまでもなく、今議長さんおっしゃったように、職員にとりましては日々

の仕事、それの総括に当たるわけでして、いろんな形で一生懸命仕事をした中の結果

がどういう形になっているのか、皆様方に調べていただく、ご指導いただく、そうい

うことでございます。

ここのところに座らせて説明をするわけですけれども、大変緊張がきわみに達する

ような状況で皆さんここに来ます。簡単に、そしてわかりやすく、そしてご理解がし

ていただきやすくするように指導しておりますけれども、皆様方の満足がいくように

いくかどうか、その都度いろんな形でご指導いただければというふうに思います。

きょうは、おめでたい話ですので、ちょっとお話をさせていただきますが、これか

。 、 、ら嵐山町の100歳のお祝いをお届けに参ります 嵐山町に今100歳以上の方が 105歳

４歳、２歳、１歳、５名いらっしゃるのですけれども、きょうは２名の方、まだ99歳

で、１人の方が10月に誕生日、そしてもう一方は来年に誕生日ということで、２名に

お届けをさせていただきます。１名の方は話もできるし、あれですということで、元

気な様子でございます。どんな話が聞けるか楽しみなのですけれども、そんな１日に

なります。

きょうはいいお天気にもなりましたので、ケーブルテレビが取材に来るということ

で、１件のほうだけは取材の許可がおりたということでございまして、１件のほうに

はケーブルテレビが入るということでございます。ご承知のように、ケーブルテレビ

が嵐山町にエリアを延ばしてきたわけなのですが、それには加入者がふえなくては全

く意味がないわけでして、逆に広報をする側とすると、そういうような紙のあるいは

声のというだけではなくて、動画の配信もできると、また違った展開になるのかなと

いうような感じがありますが、そんな感じで松山のケーブルテレビも嵐山町に動き始

めているということでございます。

先日も、夏まつりのときにも取材に来て、議長さん、会長さん、実行委員長さんを

中心に撮っておりましたけれども、そんなような状況で、きょうはそんな１日になり

ます。

午後からまたお世話になりますが、よろしくどうぞお願いいたします。ありがとう
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ございます。

〇松本美子委員長 どうもありがとうございました。

◎開会の宣告

〇松本美子委員長 それでは、ただいま出席委員は11名であります。定足数に達してお

りますので、よって決算審査特別委員会は成立いたしました。これより開会をいたし

ます。

（午前 ９時３４分）

◎開議の宣告

〇松本美子委員長 直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

委員会の開会日につきましてお諮りをいたします。本委員会の開催は、本日９月

12日、16日、17日、18日及び19日の５日間といたしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 ご異議なしと認めます。

よって、本委員会の開催は、本日９月12日、16日、17日、18日及び19日の５日間と

決定をいたしました。

◎諸般の報告

〇松本美子委員長 ここで諸般の報告をいたします。

本委員会に付託された案件は、認定第１号 平成25年度嵐山町一般会計歳入歳出決

算認定についての件から認定第６号 平成25年度嵐山町水道事業会計認定についての

件まで及び議案第46号 平成25年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いての件、以上決算議案６件及び議案第46号の１件ですので、ご了承願います。

次に、本委員会の決算審査予定表をお手元に配付しておきましたので、ご了承願い

ます。

本日の委員会次第をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

最後に、今委員会の説明員といたしまして出席通知のありました者の職、氏名を一
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覧表としてお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

以上で、委員長よりの諸般の報告を終わります。

審査の方法についてお諮りをいたします。申し合わせのとおり、認定第１号 平成

25年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件の審査は、歳出を基本に歳入、

実質収支に関する調書及び財産に関する調書等の添付書類を含め、決算審査予定表に

基づき、課局ごとに議会事務局から順に行い、最後に総括質疑といたしたいと思いま

す。

また、認定第２号 平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

から認定第６号 平成25年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件までの審査

は、歳入、歳出を一括して行いたいと思います。その後、議案第46号 平成25年度嵐

山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件を審査したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 ご異議なしと認めます。

よって、認定第１号から認定第６号まで、議案第46号については、先ほど申し上げ

たとおり審査することに決しました。

なお、認定第１号 平成25年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件から

認定第６号 平成25年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件の６議案につきま

しては、総括質疑をする委員は９月17日、ミスプリがございますが、火曜となってお

りますけれども、水曜にお直しいただきたいと思います、の午後１時までに委員長に

届けてくださいますようよろしくお願いをいたします。

◎現地調査

〇松本美子委員長 それでは、これより決算審査特別委員会、本日は現地調査を行いま

すので、よろしくお願いをいたします。

それでは、早速現地のほうへ伺いたいと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。資料等をお持ちになりまして、車のほうが用意してありますので、分乗して乗っ

ていただければというふうに思っておりますけれども。また、説明につきましては現

地のほうでということになりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。
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現地調査 午前 ９時３９分

現地調査箇所：特殊地下壕閉鎖工事（大字杉山地内）

杉山城跡整備事業

町道１―５号舗装修繕工事（花見台地内）

町道吉田３２６号線改築工事

菅谷中学校駐輪場新築工事・舗装工事

Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事

町道菅谷１号線改築工事

現地調査終了 午後 零時０８分

◎現地調査に関する質疑

〇松本美子委員長 それでは、決算特別委員会を開会させていただきます。

現地のほうへ出向いていただきまして、７カ所現地調査させていただいたわけです

けれども、何かご意見等がございましたらお願いします。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 ないようですので、午後の関係もございますので、これでないよう

でしたらば閉会とさせていただくわけなのですけれども、すみません。よろしくお願

いします。

◎散会の宣告

〇松本美子委員長 では、散会とさせていただきます。

ご苦労さまでございました。

（ ）午後 零時０９分
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決算審査特別委員会

９月１６日（火）午前９時３０分開議

議題１ 「認定第１号 平成２５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審

査について
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〇出席委員（１１名）

１番 森 一 人 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 佐久間 孝 光 委員 ４番 長 島 邦 夫 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 吉 場 道 雄 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 安 藤 欣 男 委員 10番 渋 谷 登美子 委員

11番 松 本 美 子 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

青 柳 賢 治 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 山 岸 堅 護

主 席 主 査 岡 野 富 春

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

村 田 朗 総務課庶務・人事担当副課長

伊 藤 恵 一 郎 総務課財政契約担当副課長

中 嶋 秀 雄 地域支援課長

内 田 恒 雄 地域支援課地域支援担当副課長

根 岸 隆 行 地域支援課人権・安全安心担当副課長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

中 村 滋 税務課課税担当副課長

田 畑 修 税務課収税担当副課長

山 下 次 男 町 民 課 長
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贄 田 秀 男 町民課戸籍・住民担当副課長

太 田 淑 江 町民課保険・年金担当副課長

植 木 弘 文化スポーツ課長

萩 原 政 則 文化スポーツ課生涯学習担当副課長

強 瀬 明 良 文化スポーツ課交流センター所長

舩 戸 豊 彦 文化スポーツ課知識の森嵐山町立図書館長

小 久 保 錦 一 教 育 長

柳 勝 次 代表監査委員

清 水 正 之 監 査 委 員



- 13 -

◎開議の宣告

〇松本美子委員長 皆様、おはようございます。ただいま出席委員は11名であります。

定足数に達しておりますので、決算審査特別委員会の会議を開きます。

（午前 ９時３０分）

◎諸般の報告

〇松本美子委員長 ここで報告をいたします。

本日の委員会次第は、お手元に配付しておきましたので、ご了解を願います。

次に、本日より４日間、柳代表監査委員、清水監査委員にご出席をいただくことに

なっております。

次に、説明員中の岩澤町長は、所用のためおくれて出席いたしますので、お願いい

たします。

以上で諸般の報告を終わります。

◎認定第１号の質疑

〇松本美子委員長 それでは、直ちに本日の審査を始めます。

去る８月５日に開催されました議員全員協議会におきまして、質疑を行う場合は、

会議規則第54条３項の「議員は質疑に当たっては、自己の意見を述べることができな

い」との規定を改めて確認いただいたところでございます。今定例会の議会運営委員

会委員長報告におきましても、このことを議会運営において徹底していくとの報告が

ありました。何とぞの皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

、 、 。 、なお 質問の回数は１問につき３回までといたしますので ご了解願います また

質問の際、初めにページ数をお願いをいたします。

次に、説明員に申し上げます。説明員の皆様には、質疑に対しまして簡潔な答弁、

説明をお願いいたします。

認定第１号 平成25年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を議題とい

たします。

既に、本会議において提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますの

で、直ちに質疑に入ります。



- 14 -

まず、議会事務局に関する部分の質疑からお願いをいたします。

それでは、質疑をどうぞ。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 質疑がないようなので、議会事務局に関する部分の質疑を終結いた

します。

暫時休憩といたします。

休 憩 午前 ９時３３分

再 開 午前 ９時３４分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、税務課に関する部分の質疑を行います。どうぞ。

佐久間委員。

〇佐久間孝光委員 それでは、３点ほどお伺いをいたしたいと思います。

まず、14ページですけれども、14ページのこの表の下のほうですが、特別土地保有

税１億3,741万8,760円、これが不納欠損額ということで計上されておりますので、例

えばほかの諸条件が全部同じとすると、これがこれ以降なくなった場合に、徴収率と

いうのは何％ぐらいになるのか確認をさせていただきたいと思います。

それから あとは15ページ ４ の不納欠損処分状況ということで 一番左の第15条、 、（ ） 、

の７第４項に該当ということでありますけれども、この合計額440万6,789円、これが

23年度、これは100万円ちょっと、それから24年度が170万弱ということでありました

が、25年度の決算においては非常に大きくなっているということでありますので、そ

の背景についてお伺いをいたしたいと思います。

、 、 、それから あともう１点ですけれども 57ページの一番上の表でありますけれども

この表の中の還付加算金です。特に、町県民税が23年度、24年度ゼロであったわけで

すが、25年度に関して17万4,600円が計上されておりますけれども、その背景。それ

から、あとは固定資産税のほうも大分大きくなっているかなと思うのですけれども、

それに対する説明。また、還付加算金の率というのは何か変更があったりしたのか、

するのか、その辺のことも含めてお伺いをしたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。
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中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 １点目の特別土地保有税の不納欠損の関係ですけれども、現在、

この不納欠損を入れて、25年度の収納率が92.2％となっております。保有税を抜かし

ますと、多分96％近くこれはいくと思うので、今現在、埼玉県の中で25年度は63市町

村中46番目です。保有税がなくなると、多分５番以内には入ってくると思います。

それと、不納欠損の関係ですけれども、この第15条の７の４の該当というのが、ま

ず不納欠損については、県の指導により期別の欠損処理を行っております。そして、

15条の７の該当ですけれども、これは滞納処分の停止が３年間継続したときの消滅と

いうことで、滞納者に滞納処分を執行することができない、財産がない、滞納処分を

執行すれば、滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるということで、納税相談

等により滞納処分の執行を停止し、その執行停止が３年間継続したことにより不納欠

損とこれはしました。

、 、また 所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明な滞納者においても

執行停止が３年間継続したことにより不納欠損をしました。というのは、３年間不納

欠損を継続するわけですが、３年前に納税相談等をして、担税能力がない方について

は、収税担当のほうで先ほどのように納税相談等をしまして、執行停止をかけます。

、 。 、 、その執行停止が多かったということで 金額がふえております それと あと不明者

これもまぜて不納欠損にしております。

それと、57ページの還付金の関係ですけれども、まず個人の町県民税については、

24年度と比較して100万ほどふえております、還付金が。それで、今回還付加算金が

ついているのは、所得税の修正等がありまして、これが５年さかのぼって、額がちょ

っと多い方がおりましたので、その関係で還付加算金がついております。

それと、固定資産税ですけれども、今回の25年度の固定資産税については、１つ法

人のものなのですけれども、今、還付の要綱がありまして、地方税法で５年、それと

還付要綱で５年、合わせて10年返せるわけなのですけれども、24年度までに10年分は

お返ししました。そして、要綱の中に、確認できる領収書があれば、それも返すとい

うことにうたっておりますので、それが還付加算金要綱の６条にうたってあるのです

けれども、それで今回領収書が出てきました。その領収書が平成５年から平成14年ま

で、平成８年がちょっと領収書がなかったもので、９年分です。その９年分をお返し

しました。ご承知のとおり、民法でも20年は返せるということになっていますので、
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あとは民法と要綱のとおり９年分、平成５年から平成14年分までの領収書があったも

のについてお返ししました。

それと、還付加算金の率ですけれども、民法でもうたってあるのですけれども、５

％です。その関係で、本来でしたら還付加算金が平成25年12月31日までは4.3％でし

た。それより５％ということで、若干多くお返ししております。

それと、平成26年１月１日から還付加算金の率が変わっております。これが1.9％

です。今年の１月１日からは1.9％ということになっております。

以上です。

〇松本美子委員長 佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 そうすると、まず１点目のほうの特別土地保有税の関係との徴収率

ですけれども、これがきちっとここのところで処理されることによって、嵐山町の税

収の徴収率というのが、非常に好成績になるということであるという解釈でよろしい

のか、確認だけさせていただきます。

、 、 、 、それで あと２点目の15ページのほうですけれども これに関しては 例えば３年

３年で６年とかという経過的にはあるかなと思うのですけれども、町民の方々の生活

全般にわたって、少し苦しい状況がだんだん、だんだん大きくなってきているのかな

という解釈でよろしいのか伺いたいと思います。

それから、あとは最後の57ページのほうでありますけれども、そうするとこれはこ

ちらのほうのミスということではなくて、申告側の状況の変化あるいは申告の仕方の

修正によって、こういったことが出てしまったという解釈でよろしいのか。よろしく

お願いします。

〇松本美子委員長 中西税務課長。

、 。〇中西敏雄税務課長 それでは 14ページの不納欠損の関係についてお答えいたします

収税担当が大分うちのほうも頑張っておりまして、平成23年からコンビニ収納が始

まったわけですけれども、それ以来は、うちのほうは今まで夜間徴収をやっていたの

ですけれども、夜間徴収を一切今は出ないで、滞納者についてはコンビニで納められ

る、24時間納められますので、その納付書を送っております。それで、今回特別土地

、 、保有税を不納欠損させていただきましたので 26年度からは本当に収納率が上がって

先ほども申し上げましたように、埼玉県でも上位に行くということで、そのように解

釈しております。
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それと、15ページなのですけれども、この不納欠損の関係なのですけれども、特に

個人町民税については１年おくれの税ですので、前年度の所得に対して税がかかりま

すので、退職した場合、もろにその前年度の所得について税がかかりますので、退職

した場合にはちょっと影響があると思います。

それと、収税担当のほうでも預金調査等もするのですけれども、なかなか積み立て

。 、 、がないと そういう状況で生活状況調査票を書いていただきまして 納税相談をして

そこで執行停止をかけるという形になっております。

あと、57ページですけれども、還付加算金についても、固定資産税のは、これは償

却資産なのです。これが、今うちのほうには償却資産が上がってきたときに、それが

正しいものとして今まで課税していました。去年あたりから少し申告書を見直してい

るわけなのですけれども、この場合には、償却資産の還付で上がってきたとおりに課

税をしたと。松屋フーズと同じような形なのですけれども、今、特にこの固定資産税

関係は還付金に関して、それを商売にしている業者がいまして、各市町村、かなりそ

ういう還付をしているような状況です、今。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 14ページの滞納繰り越し分、固定資産税の収入額が1,461万9,135円あ

ると。昨年末の未済額が1,409万9,430円だったのです。ですので、理論上考えると、

昨年末の滞納分が今年の滞納繰り越し分でほぼ入ったということが言えると思うので

す。ですので、滞納はこれでゼロになるのかなと。

ところが、今年は1,167万、今年はというか、1,167万円あって、繰り越し分のほう

は2,854万円ほどあると。ちょっと頭の中、私、混乱してしまっているのですけれど

も もうゼロのはずではないかなと思うのですけれども 滞納繰り越し分 なぜ2,800万、 、 、

円もあるのかがちょっと私理解できないので、ご説明お願いできないでしょうか。

それから、特別土地保有税なのですが、これ、前全協でもお話があって、不納欠損

にしていくのだということであったわけです。あそこは、線下補償がありまして、そ

の分がこの収入済み額になるのでしょうか、23万1,425円というのが。そうすると、

もう全部処理は終わったのですか。ちょっとその確認なのですが、これが線下補償の

分として入ってきたお金なのか、全部相手方に売却が書類上済んでいるのかを伺いた
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いと思います。

、 、 、それと 今度新しく固定資産税が入ると思うのですけれども どのくらい入るのか

もしわかったら伺いたいと思います。

それと、15ページの納税通知、上の表なのですが、差し押さえの件数、また内容的

にどのようなものがあったのか伺いたいと思います。

それと、今のページでもいいのですが、今というか、次のページで個人町民税の分

があります。平均所得は幾らになっているのか。

それと、法人税のほうですけれども、法人税割が150社今回は入ったということで

すけれども、何社中150社になったのか伺いたいと思います。

それと、56ページの税務総務事業の一番下の（社）地方税電子化協議会、昨年25万

5,857円だったのですけれども、31万円ほどにふえているのですが、これはどういう

協議会で、どうしてふえたのかを伺いたいと思います。

それと、58ページのコンビニ収納ですが、手数料など意外にかかるのだなと思いま

。 、 。した コンビニ収納の効果として 金額がどのくらい入ったのか伺えればと思います

以上です。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 お答えします。

収入未済額の関係ですけれども、これは現年課税分と滞納繰り越し分で分かれてお

ります。現年度分というのが25年度中の税です。それと、滞納繰り越し分というのは

24年以前の分の収入未済額です。

それと、固定資産税の滞納額が多いのは、高額納税者がおりまして、200万、300万

という年税額が出る方がいます。その方がちょっと滞っておりますので、収入未済額

がふえておりますが、平成25年度につきましては、その高額納税者の方の土地建物、

個人が２、共有者が１、これを差し押さえをいたしました。個人１、共有者１、土地

建物を差し押さえをしております。

それと、特別土地保有税の関係なのですが、コリンズカントリーの分については、

競売がありまして所有者がかわりました。所有者がかわったものですから、コリンズ

カントリー分の線下補償については23万、これを充当して、固定資産税のほうにも充

当しました。線下補償の額が全部で36万1,125円です。その分については、先ほど申
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しましたようにコリンズカントリーさんの分として固定資産税と保有税のほうに振り

分けて、その36万円が入っております。

それと、差し押さえの件数ですけれども、まず所得税の還付金、これが11件、金額

が34万7,382円。それと、預金の差し押さえですけれども、17件、259万7,823円。そ

、 、 、 。 、れと 先ほどの東電の線下補償 保有税の関係 これが１件で36万1,125円 それと

換価になっていないのですけれども、先ほど言いました固定資産税の高額の納税者の

差し押さえが３件、共有者まぜて。それと、車も２件差し押さえました。ただ、差し

、 、 。押さえて 車の関係もすぐ税が入りましたので すぐ解除という形になっております

、 。 、 。合計で34件 金額にして330万6,330円です これについて あくまでも税のほうです

また、国民健康保険税についても、またこれ別に差し押さえしておりますので、今

言ったほうがいいですかね。

〔 それは後で聞く」と言う人あり〕「

〇中西敏雄税務課長 国民健康保険のほうでいいですか、これは。

それと、個人町民税の平均所得ですけれども、あくまでもこれは課税している方の

分です。これが平成25年度は286万9,000円です。

それと、法人町民税なのですけれども、その表を見てもらうと、均等割が407社と

ありますね。このうちの150社が法人税割を収めていると。均等割と法人税割は一緒

にセットになっていますので、均等割しか納めてこない法人と、あと均等割と法人税

割を両方納めてくる法人がありますので、その407中の150社が法人税割を収めたとい

うことになります。

それと、56ページですけれども、地方税電子化協議会なのですけれども、これにつ

いては所得税の申告書、今までは紙媒体で東松山税務署から届いていたわけなのです

けれども、それが今電子化になりまして、この電子化協議会から電子で送られてきま

す。それと、今、法人町民税、あと固定資産税の償却資産の申告書等も電子化になっ

ておりますので、地方税電子化協議会を経由して申告書等も役場のほうに届いており

ます。

それと、会費の関係なのですが、ふえたというのが、会費がまずこの電子化協議会

の会費と運用関係費負担金、次期更改準備資金、国税連携関係費負担金、システム運

用関係費分担金、扶養親族等申告書負担金ということで分かれております。それで、

今回ちょっと若干ふえているのが、運用関係費の負担金がふえております。それと、
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国税連携関係の負担金が若干ふえております。あとは変わっておりません。

あと、コンビニの関係ですけれども、コンビニについては、現年課税分、滞納繰り

越し分で延べ件数になりますが、平成25年度は１万5,268件、収入済額が１億9,827万

4,040円です 前年度と比較しまして 件数で1,842件の増 金額にして3,217万4,531円。 、 、

の増となっております。これについては、個人住民税、個人町民税ですね。それと固

定資産税、軽自動車税、国民健康保険が入っております。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 固定資産税の関係なのですが、ちょっと話聞いただけだとわからない

のですよね。とりあえずいいです。

特別土地保有税なのですが、そうしますと書類は全部整ったというか、処理をされ

たということなのですか。この前、杉山城の関係で今土地を購入していますよね。線

下の部分だけは除いて購入なのですよね、線下は相手方に入るからということで。嵐

山もそういうふうにすればよかったなと思ったのですが、可能であれば、そういうふ

うにすればよかったなと思ったのですけれども、わかりました。いいです、これは。

それで、平均所得の関係なのですが、2012年、一昨年、23年度ですけれども、その

ときは291万2,000円というお答えでした。今回が286万円と、５万円ほど落ちている

わけです。これは、やはり働く人の人数が減ってきたと、それと所得が減ってきたと

いうことなのでしょうか。具体的にお答えできますでしょうか、人数がどのくらい減

って、所得がどのくらい減ったというようなことは。

それから 法人税なのですが 150社ということで 昨年は130社なのですよね 20社、 、 、 。

ふえている だけれども 法人税は昨年から比べて落ちているわけです 昨年３億500万。 、 。

円ほど、今度は２億8,700万円ですから。これは監査委員の評価のほうにも書いてあ

りましたけれども、なぜふえたのに、収める会社は減少してしまったのか伺いたいと

思います。

あとはいいです。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

中西税務課長。

〇中西敏雄税務課長 お答えします。

、 。個人の町民税の所得の関係ですけれども 25年度については平成24年中の所得です
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平成24年中は各会社もベースアップがない時期ですので、そういう給料の伸びがなか

ったと。

それと、納税義務者ですけれども、特別徴収と普通徴収、両方足しまして平成24年

度が納税義務者が9,021人、平成25年度が納税義務者が8,973人、48人のマイナスにな

っております。特別徴収は若干ふえているのですけれども、普通徴収のほうがちょっ

と納税義務者減っていますので、そういう影響もあります。

それと、法人町民税なのですけれども、確かに件数はふえているのですけれども、

24年中は合計の調定額で３億超していました。25年度は２億8,000万ということで、

法人税割も件数はふえているのですけれども、金額については減っておりますので、

平成24年度のときには、法人税割を納めている法人が平均して3,000万とか2,000万、

1,500万とか、そういう会社が多かったのです。25年度については、1,000万円台、

2,000万円台と、あと3,000万円台、この法人税割を収めている法人が少なくなってお

ります。それが影響していると思います。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

ほかにございませんか。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 16ページのほうなのですけれども、先ほど個人町民税の平均所得が

、 、286万9,000円ということで 一応平成24年度の所得で分かれていたわけですけれども

特別徴収、普通徴収、それぞれの女性の割合と男性の割合、それから男性と女性の課

税の状況というのは、年代別の例えば退職した人の所得、それから生産年齢人口の人

の割合、そういったものがわかってこないと次に進まないと思っているの、どのくら

いになっているか伺いたいと思います。

あと、先ほどコンビニのことを言われたのですけれども、コンビニ徴収のことがあ

ったのですけれども、コンビニ徴収と、それから口座振替、口座振替はそのまま件数

がどの程度で、同じなのか。コンビニ徴収に関しては、普通徴収の部分でふえている

ということだと思うのですけれども、口座振替でも同じようだと思うのですが、大体

どのくらいな感じで口座振替とコンビニ、割合があるのか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 渋谷委員、よろしいですか。

〇渋谷登美子委員 はい。
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〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

中西税務課長。

、 、〇中西敏雄税務課長 一番初めの質問ですけれども これについては資料がありません

全然。いずれにしても、特別徴収と普通徴収というのは調定が出るのですけれども、

男女別、年齢別、その関係は出しておりません。多分、電算会社へ頼めば出るのかも

わからないですけれども、税務課としてはその資料は持っておりません。

あと、コンビニと口座の関係ですけれども、コンビニ収納については、全体の町税

。 。 、の割合で構成割合は4.7％です それと口座については20.8％です 口座については

住民税も年金から引くようになっておりますので、この口座の率を上げるというのが

なかなか難しくて、これは今全体で口座振替をしている税のうち38％ぐらい、毎年ち

ょっと少しずつ下がっている。年金が始まったものですから、今まで年金をもらって

いた人も口座振替していた人がいたのです。でも、年金から今度引くようになったの

で、その口座振替の率が今下がっているという状況です。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

ほかにございませんか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、税務課に関する部分の質疑を終結いたし

ます。

暫時休憩とさせていただきます。

休 憩 午前１０時１１分

再 開 午前１０時１３分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、総務課並びに会計課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方はどうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 まず、19ページの一番下段の自動車取得税交付金についてです。こち

らが前年度より566万2,000円の減ということで、当初予算では4,000万1,000円を見込

んでおりましたけれども、実際は3,781万3,000円ということなのですけれども、この
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減の内容についてお伺いしたいと思います。

次、33ページの寄附金のところで、嵐山町観光協会様から170万円の寄附というこ

とで、もうけが出てこれだけ入れていただいたと思いますけれども、一応内容をお伺

いしたいと思います。

そして、こちらが44ページ、平和事業ということで、原爆写真パネル展示受付業務

委託料ということで４万3,656円。こちらの会場はどちらでされて、参加人数は何人

いらっしゃったのかお伺いします。

そして、50ページ、提案型団体補助事業、デザイン嵐山に６万6,937円。予算では

５万円、３団体、上限10万円ということでうたってありました。こちらどういう、１

団体だけということだったみたいですけれども、一応確認させていただきたいと思い

ます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 まず初めに、19ページからお答えします。

自動車取得税交付金、ご指摘いただきましたように566万2,000円ほど前年対比減額

になっています。この自動車取得税につきましては、説明欄にありますように都道府

県が自動車取得税を課して、その額に100分の95を乗じて得た額の10分の７の相当額

が市町村との延長、面積によって案分されて交付されるものでございます。566万

2,000円ほど減額になったわけですが、まだエコカー減税というのが続いている影響

もあるのかなと。平成24年５月１日から平成27年４月30日まで新エコカー減税という

、 、 、 、のが続いていまして これの免税 減税 ハイブリッド車については免税されますし

ある程度環境基準を満たす車については50％あるいは75％の減税があると、そういう

ような状況がありまして、減額になっているものと推測をしております。

次に、観光協会の寄附については、副課長からお答えします。

44ページ、平和事業の関係でございますけれども、平和事業につきましては、昨年

の９月５日から９月９日まで町民ホールで５日間、来場者につきましては183人、9月

11日から15日までの５日間、これはふれあい交流センターで行いました。171人ご来

場いただきました。合計しますと354名の方がご参加をいただきました。

費用の内容は、通信運搬費につきましては、広島県の広島市の平和記念資料館から
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、 。 、 、パネル等を借りましたので その運搬のための費用 業務委託料につきましては 土

、 、 、 、日も含まれておりますので 社協のほうに委託をして 受付やら警備 警備というか

会場の中の、貴重な町民の方からの資料もお借りしておりますので、それを見ていた

だいたというものでございます。

それから、50ページの提案型団体補助事業でございますけれども、昨年度はデザイ

。 、ン嵐山というグループで申請をいただきました ９月の25日に申請をいただきまして

27日に交付決定をいたしました。交付決定をした額は９万8,500円でございました。

年が明けまして実績報告が出てまいりまして、最終的に６万6,937円というふうな実

績でございましたので、交付決定からこの額を引いた３万1,563円については、返還

をしていただいたところでございます。

、 、やっていただいた内容につきましては 子供の教育あるいは医療福祉ということで

人生の大先輩と子供の意見交換会ですとか、ペーパープレーン大会ですとか、嵐山町

の医療を考える会の懇談会ですとか、それぞれ結構な人数に参加をしていただいて事

業実施していただいたというものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、伊藤副課長のほうからお願いをいたします。

〇伊藤恵一郎総務課財政契約担当副課長 それでは、33ページの観光費寄附金のことに

ついてご説明させていただきます。

嵐山町観光協会様から３月31日にご寄附をいただきまして、観光協会の関係で使っ

ていただきたいという寄附でございます。ただし、嵐山町では、その寄附金を公共公

益施設建設基金に積み立てておりますので、平成25年度末、428万観光事業に残高が

ございますので、今回の補正予算にてこの額を積み立てさせていただきまして、今現

在は598万円の残高というふうになっているものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 そうしましたら、自動車取得税のほうは、エコカーとかのそういう減

税、免税があるために金額は減っているということですけれども、台数なんかは案分

で分けられているのですから、台数がふえたとか、そういうことは数はわからないの

でしょうか。台数はふえていますとか、そういう、もしおわかりでしたら教えていた

だきたいと思います。
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そして、寄附金のほうは598万円がたまっているということですけれども、ちょっ

と今聞き損なってしまいましたので、観光などのお金として今後の使い道、もう一回

教えていただきたいと思います。

それと、デザイン嵐山ですが、そうしますと子供教育、医療福祉というお話がござ

いましたけれども、この６万6,937円の使用の明細といいますか、会場費ですとか印

刷物だとか、そういうことに使われているのがほとんどなのか、例えば誰か講演に来

ていただいた方の、そういう講演していただいた方の何費というのですか、お礼に使

ったのか、もし内容がわかれば教えていただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

井上課長お願いいたします。

〇井上裕美総務課長 自動車取得税の関係につきましては、前年比減額になっておりま

すので、そういった意味では、自動車取得税そのものは取得税ですよね。そのものの

取得税ですので、購入されたときにかかるお金でございますので、自動車自体は少な

く、取得されたのが少なかったという結果がここに出ているのだというふうに思いま

す。

それから、50ページの補助金の関係でございますけれども、事業費の内容でござい

ますけれども、事業費の内容を細かく申し上げますと、会場費が3,700円、人件費と

いうことで、講師をしていただいた方、あるいは劇団を呼んだりした費用、そういっ

たものの人件費が５万円、それから保険料が2,575円、それから広告費ということで

3,486円、原材料費が7,176円、合計しますと６万6,937円ということでございます。

〇松本美子委員長 伊藤副課長、お願いいたします。

〇伊藤恵一郎総務課財政契約担当副課長 今後の公共公益建設基金の観光事業に対する

考え方でございますけれども、今年度の平成25年度におきましても、33ページにある

とおり、公共公益基金から観光事業に取り崩して入れさせていただきました。今後に

つきましても、観光協会様等と協議させていただいて、必要なものについて繰り入れ

て充当していこうというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 では、一番最後の50ページになりますけれども、人件費、あと劇をや
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ったということですけれども、もし、その講師の方とか劇の内容がわかれば教えてい

ただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

まず、人件費の関係は、梅津達也先生、渡辺浩二先生、それぞれお医者さんでござ

、 。いますけれども そういった方に来ていただいた講師料が各１万円ずつでございます

それから、人形劇団「星の馬」という、そういった劇団が来て、そこで劇団が「賢

者の贈り物」というのをやったそうでございますけれども、その費用が３万円という

ことでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、質疑の途中ですけれども、休憩をさせていただきます。

では、再開の時間は40分とさせていただきますので、お願いいたします。

休 憩 午前１０時２６分

再 開 午前１０時３９分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

それでは、総務課並びに会計課に関する部分の質疑を続行させていただきます。

先ほどの畠山委員の質疑の中で発言の訂正を求められておりますので、これを許可

いたします。

井上総務課長、お願いいたします。

〇井上裕美総務課長 先ほど私の答弁の中で、訂正をさせていただきたいと思います。

44ページの平和事業の関係の中で、原爆写真・パネル展の受付業務委託料、この業

務委託について社会福祉協議会へというふうに申し上げたと思いますが、シルバー人

材センターの間違いでございますので、訂正をお願いいたします。申しわけありませ

ん。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、質疑を続行させていただきますので、どうぞ。

河井委員、どうぞ。
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〇河井勝久委員 すみません。２点ほどお聞きいたします。

１点は、32ページですけれども、16款のところで、財産売り払い収入の中のインタ

ーネットオークション、金額幾らでもないのですけれども、ブリキ製おもちゃという

のは何だったのでしょうか。

、 、 、それから 48ページの２款の総務費の関係の中で財政調整基金 この関係が私も前

800万円ぐらいまで下がったことがあって、これで嵐山町は何かあったときにどうす

るのかということで一般質問したことがあったのですけれども、そのときの答えは、

嵐山町としては、安定基金とすればどのくらいまでが基金としては考えているのかと

いうことを言ったときに、そのときの答弁が約４億円という話で、４億円は持ってい

なければ、町としては何かあったときに大変なことと考えてるけれども、これから財

政調整基金については随時それに近づけるような形でいきたいという形で、既にここ

まで来ているのですけれども、少しずつは伸びてきているという形でありますけれど

も、こういう形で４億に近づけるという望みは出てきているのかどうか、お聞きをし

たいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 32ページの物品売り払い収入、インターネットオークションの関

係のブリキ製のおもちゃでございますけれども、これは私ぐらいの年代だと憧れの車

だったのですけれども、トヨタのＳ800というおもちゃ、大きさにすると、これくら

いのブリキのおもちゃでございます。やっぱり、マニアの間では相当人気があるよう

でございまして、今、お宝鑑定団という番組があると思いますけれども、その番組の

中でもブリキのおもちゃ、箱がついているものがさらに高く売れるそうでございます

けれども、そういう人気のものだったということでございます。

それから、48ページ、財政調整基金の関係でございますけれども、ここにあるのは

積立金ということで、25年度末現在高は４億4,793万997円、これは年度末の額でござ

いまして、ここから当初予算編成するに当たりまして、取り崩しを行わなくては予算

編成ができないというのが、毎年の状況でございます。これを取り崩すのが大体いつ

も２億から３億、多いときは４億ぐらい取り崩している場合もございます。

理想は、先ほど河井委員がご質問の中にございましたように、当初予算を編成する

に当たって取り崩した後の残が４億から５億、これをいつも目標にしております。そ
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れでも、県下の中では財政調整基金比率と言っていますけれども、その比率は低いほ

うです。これを平成22年のときには、取り崩し後が6,000万円しかなかったという時

代もございました。それを少しずつ貯金をさせていただきながら、一番多いときは６

億を超えたときがあったのですけれども、例の松屋フーズの賠償金がありまして、そ

れで１億7,000万円ぐらい取り崩しをした例がございます。最終的に４億4,700万とい

うのが25年度末の状況でございます。

今、ちょうど６月の、今年の話になってしまうとちょっとあれですけれども、９月

の補正後は大体４億ぐらいにはなっています。これを最終的に取り崩さないでいけれ

ばいいわけですけれども、そういうわけにもいかないということもありまして、今は

年度末には３億の後半から４億の半ばぐらいまでの財調はありますけれども、それを

取り崩しながら翌年度の予算を編成しているのが現状、こういった状況をなくすよう

にしていきたいと。取り崩し後が４億あるいは５億の金額になるように、担当課とし

てはやってまいりたいというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 河井委員、どうぞ。

〇河井勝久委員 ブリキのおもちゃということですけれども、これ、どこに置いてあっ

たものなのでしょうか。庁内のどこかの施設に置いてあったのかどうか、そこら辺は

お聞きしておきたいと思います。

それから、財政調整基金の関係ですけれども、その年度、年度で特別に取り崩さな

ければならないということはあるわけですけれども、前の説明、答弁の中でも４億と

いうのが町としては最低のラインなのだと。これ以上を常に置いておきたいというの

が答弁でされたのですけれども、町によっては２桁億の、いわゆる15億とか20億近く

まで持っているところもあるのですけれども、そういう面では嵐山も当初４億という

ことでありますから、できる限りそれを維持できるような形で、今後、政策的には大

変なのだろうと思うのですけれども、やっていただければというふうに思っていると

ころです。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

伊藤副課長、お願いいたします。

〇伊藤恵一郎総務課財政契約担当副課長 それでは、ブリキのおもちゃなのですけれど
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も、このブリキのおもちゃのトヨタＳ800につきましては、購入年月日は不明なので

すけれども、教育相談室にありまして、寄附とかもらったものではなくて、多分町が

購入したものではないかなと思います。教育相談室に子供が来られたときに、遊ぶた

めに置いてあったものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

ほかにございませんか。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 ２点ほど質問させていただきます。

最初に、26ページ、25ページと言ったほうがいいのでしょうか、地域の元気臨時交

付金の中の26ページに載っています畠山重忠像の修理の関係でございますけれども、

一時期震災の大きな地震で倒れかかったのをロープを結んで補修をしておりました。

その後、どこかで資料で見たのですが、中にコンクリートを詰めてしっかりしたもの

にしたのだというふうなことを見ましたですが、それの関係についてもう一度、どん

な修理をしたのか確認をしたいというふうに思います。

それと、もう一点なのですけれども、33ページ、基金の繰入金としてデマンド交通

事業ということで530万何がしのっていますが、デマンド交通といいますと、広域バ

スですとかタクシーの無料券ですとか、そのような関係を言うのだというふうに思う

のですけれども、その使い道というか内容、ここに書かれているデマンド交通事業と

いうことについての内容についてお聞きしたいというふうに思いますが。

以上、２点だけ。

〇松本美子委員長 申し上げます。すみません。暫時休憩させていただきますので、よ

ろしくお願いします。

休 憩 午前１０時４９分

再 開 午前１０時５０分

〇松本美子委員長 それでは、再開させていただきますので、引き続きお願いいたしま

す。

長島委員の質疑に対しまして答弁をお願いいたします。

井上総務課長、お願いいたします。
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、 。〇井上裕美総務課長 まず 26ページの関係の畠山重忠公像補修工事事業でございます

これは128ページの上のほう、ここのところに修復工事の設計監理あるいは修復工事

の内容が載っております。ぜひ、これを参考に文化スポーツ課のほうでご質問いただ

ければというふうに思います。

それから、33ページのデマンド交通の関係ですが、デマンド交通事業576万3,000円

でございます。これにつきましては充当先ということで、これも69ページにございま

す高齢者外出支援タクシー実施委託料、こちらのほうに充当先として総務課のほうで

はしておりますので、長寿生きがい課になりますが、そこでご質問いただければあり

がたいというふうに思います。

以上です。

〇長島邦夫委員 はい、了解しました。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

そのほかにございますか。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 31ページの一番下の表の東電の杉山、玉ノ岡の件ですが、これはどう

いうことで入るようになったのでしょうか。昨年ありませのでしたので、伺いたいと

思います。

それから、35ページの中ほどから上に東日本大震災における東電の空間線量検査機

器購入賠償金、これが入っているのですけれども、これは何を購入したのか。それか

ら、その下の賠償金ですが、昨年23万円ほどで、今回は倍増して、倍以上ですけれど

も、検査の回数をふやしたので、これだけ入ったのか。そこではわからないのか、こ

れも。ちょっと伺いたいと思います。

それから、46ページに庁舎の排煙窓修繕がのっているのですけれども、これはどう

して壊れたのか伺いたいと思います。その下は、雪の関係なのかなと思いますが、ち

ょっと中身を伺いたいと思います。

それと、55ページの入札の関係ですけれども、町内業者の状況を伺いたいと思いま

す。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

井上総務課長、お願いいたします。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。
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46ページの関係は、副課長のほうからお答え申し上げます。

まず、31ページの関係の東京電力からの29万7,942円の関係ですが、これは鉄塔敷

に対する賃借料ということで、３年に１度の支払いでございます。25年度が３年目の

支払いの月だったと。次が26、27、28年度なのですかね。次は28年度に３年分をまと

めて支払ってもらうと、そういうものでございます。

35ページの関係でございますけれども、東日本の関係の東京電力からの空間線量検

査機器購入賠償金、これは平成23年10月25日に購入した放射線のシンチレーションサ

ーベイメーターという、そういう器械でございまして、それを購入した分を昨年度賠

償金として東電のほうからいただいたというものです。

その下の給食検査費賠償金につきましても、平成24年度の食材の検査委託分という

ことで、その金額そのものをいただいたというものでございます。

55ページの入札の関係でございますが、契約金額30万円以上の設計、建築工事とい

うことでまずお答えをさせていただきたいと思いますが、総件数は59件で、金額にし

て５億685万3,000円でございました。そのうち町内業者ですが、29件、率にしますと

49.15％、金額で１億9,766万4,000円、割合は39.0％でございます。

次に、委託の関係でございますが、業務委託合計で262件でございました。金額で

３億7,873万6,000円でございます そのうち96件 36.64％が町内 金額で１億9,238万。 、 、

4,000円、50.8％が町内でございました。

以上です。

〇松本美子委員長 村田副課長、お願いいたします。

〇村田 朗総務課庶務・人事担当副課長 それでは、46ページの庁舎管理修繕料につき

ましてお答えいたします。

排煙窓の修繕の件ですけれども、庁舎、平成８年に建築されまして、こちらに移り

ました。経年劣化ということもありますけれども、空調の関係で夏場エアコン等きい

ていない時期、暑い時期等あった場合、手元で排煙窓をあける操作盤があるのですけ

れども、そちらの操作を何回も行っているということもあるかと思います。

修繕内容といたしましては、今回、企業支援課、町民課のところ、ハンドルボック

ス、アームステー、ワイヤーの交換をいたしました。

続きまして、庁舎天窓ガラス交換工事の関係ですけれども、２月の大雪の際に、か

なり今回大雪でして、庁舎の屋根、そこから大きな雪の塊が落ち、天窓ガラス合計５
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枚ですけれども、それを壊してしまった。その修繕にかかった費用です。なお、こち

らにつきましては全額町村会から補償が出ていまして、歳入のほうで補填されており

ます。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 そうですか。いろいろわかりました。放射能の関係につきましては、

関係課のほうがいいですね。いいですねというのは、そちらでわかるのか。なぜ平成

23年に購入したものが、24年に入らなくて25年になってしまったのかというのは、何

か理由があるのでしょうか。

それと、46ページの排煙窓なのですが、これはなぜ壊れたのですか。ハンドルボッ

クスって、何か回すものがあるのでしょう。これでしょう。これがどういうことで壊

れてしまうのか。経年劣化だというお話が最初にあったわけですけれども、余り使う

と、これが壊れてしまうようなものなのですか、説明できればお願いしたいと思いま

す。

〇松本美子委員長 それでは、答弁お願いいたします。

伊藤副課長、お願いいたします。

〇伊藤恵一郎総務課財政契約担当副課長 それでは、東日本大震災における東電の補償

についてお答えさせていただきます。

こちらにつきましては、昨年度は東京電力から補償の対象にはなっておりませので

、 、したが 平成25年７月11日に東京電力から該当になるという通知がございましたので

補償を、賠償金の請求をさせていただきました。

以上です。

〇松本美子委員長 井上総務課長。

、 、 、〇井上裕美総務課長 排煙窓の関係でございますけれども 字のとおり 煙を外に出す

排出する本当は窓なわけでございます。この庁舎できたときには、全面空調はエアコ

ンでするというのが基本的な部分でございました。しかしながら、電気料の節約、光

熱費の節約等もございまして、空調を入れられない時期、排煙窓、下の１階の窓、ご

存じかもしれませんが、ボタンスイッチ一つで端からぱたぱたぱたぱたという形で窓

。 、 。があいていきます これは本当なら 火事のときに煙を逃がすための窓でございます

だから、一般的には常にあけたり閉めたりするようなものではないわけなのです。そ
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ういったこともございます。

閉めるときには、こういうハンドルがありまして、ハンドルで閉めていくと。それ

がワイヤーでつながっているものを閉めていくわけですので、そこでワイヤーがすれ

たりとかということもありますので、そういった本来の使い方と違うことをしている

ということもございまして、経年劣化が激しいということで、こういうようなものが

どんどん出てきているのが現状ということでご理解をいただければと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 ただいまの排煙窓の関係なのですが、そうしますと、これは企業支援

課と町民課だと。ほかでも今後起こるということなのでしょうか。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

以前も、これはほかのところも修理しています。ですから、これは全体的に１回修

理をしないと、昨年度はその２カ所、２課でございましたけれども、ほかでもやって

おりますので、順次多分そういう形で補修が必要だというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑ございますか。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 まず、20ページになるのですけれども、20ページというか、基準財

政需要額と交付基準額 交付税の関係ですけれども 今回交付税は６億4,667万9,000円、 、

ですよね。臨時財政対策債が３億9,827万3,000円、特別交付税が１億914万8,000円と

いう形になっているのですけれども、地方交付税のうちに臨時財政対策債にかかわる

元利償還金がどのくらい加わっているのか、計算されているのか。

同じく、地方交付税のうち投資的経費にかかわる元利償還金は、何年度分からどの

程度入っているのか伺います。

それから、同じように公債費のほうでいきますと133ページになりますけれども、

これは言わなくてもわかるかもしれないのですけれども、公債費のうちに、本年度で

はないのですけれども、地方交付税に算入されてくると思われる金額はどの程度あっ

て、何本あるのか伺いたいと思います。
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それと、134ページになりますけれども、予備費の充当なのですが、特にちょっと

気になったのが児童措置費の２件が136万円というのがあるのですが、これについて

は何にかかるのか伺いたいと思います。

それと、先ほどの35ページの東電の賠償金なのですけれども、学校給食にかかわる

給食検査賠償金なのですが、24年度の決算比で見ますと、これが金額が食材検査手数

料が49万5,600円なのです。これ、水道の検査も加わってなのか、それとも期間が違

ってくるのかということを伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 まず、20ページの関係の交付税の関係でございます。

まず、普通交付税に算入される公債費の関係でございますけれども、これは一般会

計分ということで３億6,233万4,000円が一般会計における算入分でございます。

それと、本数ということでございますが、本数は215本というふうに計算をしてお

ります。

あと投資的経費と予備費の関係については、副課長のほうからお答えをさせていた

だきます。

〇松本美子委員長 伊藤副課長、お願いいたします。

〇伊藤恵一郎総務課財政契約担当副課長 それでは、普通交付税のうち投資的経費の、

どれくらい入ってきたかというご質問でございます。

平成25年度の普通交付税のうち、事業補正と公債費に関する算入額は全体で４億

9,335万6,000円ございました。そのうち一般会計に係る部分が３億6,233万4,000円で

ございます。交付税のうち、その他債に係る金額が２億7,424万3,000円分、残りの事

業費に対する交付税算入額は8,809万1,000円がございまして、こちらが普通交付税の

基準財政需要額に入ってくる金額の合計でございます。

予備費の関係でございます。こちらにつきましては２本、136万円だというふうに

思うのですけれども、児童措置費の児童手当及び特例給付の関係で、補正等を行った

ときに積算の間違いを犯したということがございますので、児童手当、２月に払わな

くてはならない分が不足したということで、予備費を充当させていただきました。担

当課には、今後このようなことがないように指導させていただいているところでござ

います。



- 35 -

また、東電の賠償金の関係でございますけれども、これにつきましては検査手数料

と食費分を賠償させていただきました。去年と違うのは、昨年度は途中まで給食の会

費というか、町が払うのではなくて、給食費の口座というか、通帳から払った分を請

求させていただきましたので、24年度からは町が食材費も全て負担して、検査費の食

材費は負担しておりますので、その分を全て請求させていただいて54万6,732円でご

。 、 、ざいます ですから 24年度の分が町が検査委託料と食材費を全て請求しましたので

この金額になったということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 普通交付税の関係がよくわからなかったのですけれども、一般会計

にかかわるものは３億6,229万円で、他会計にかかわるものがよくわからなかった。

、 。２億幾らというふうに言われたのですけれども そのうちに一般会計にかかわるもの

今までの普通交付税の計算の仕方というのは、それぞれの基準額があって、道路とか

人口とかによって出してきていると思ったのですけれども、これには、私がお伺いし

たのは投資的経費にかかわるものと、それと臨時財政対策債にかかわる元利償還金が

どのくらい加わっているのかということなのです。公債費に入っている投資的経費と

いうのは、215本ということになるのですか。ちょっと何かよくわからなくて、とい

うことでよろしいのでしょうか。もう少しゆっくり話していただくとわかりやすいか

と思うのですけれども。

もう一点なのですけれども、東電の損害賠償金は、24年度は町のほうが給食センタ

ー食材検査手数料として49万5,600円を出しているのですけれども、それが東電から

実際に賠償された金額というのは54万6,732円で、その差というのがあるのですけれ

ども、これは東電のほうから賠償されたものの内容と、学校給食の検査の内容とが違

っていてこんなふうになったのか。実際に食材費が入っているということで、多分食

材費をやったと思うのですけれども、ちょっと何かよくわからなかったので、もう一

度言っていただければ助かります。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

井上総務課長。

〇井上裕美総務課長 公債費の関係でございますけれども、平成25年度の償還金、これ
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は元利合わせて６億7,741万4,435円というのが返還分でございます。先ほど話した交

付税の算入分ですが、一般会計における算入分、先ほど私、３億6,233万4,000円とい

うふうに申し上げました。プラス、繰出金や負担金にも含まれる算入分というのがあ

るわけですけれども、これは下水道事業だとか一部事務組合等へ出している、それを

計算した額というのが１億3,102万2,000円。一般会計とそれを足しますと、合計が４

億9,335万6,000円というふうになります。

そのうちの中で臨時財政対策債の分、算入されている分につきましては、１億

8,282万9,000円という額が臨時財政対策債分として計算をされております。そのほか

に臨財債だけではなくて、例えば減税補填債でありますとか減収補填債あるいは減収

補填特例交付金、そういったようなものも含まれているわけですけれども、そういっ

たもろもろの額というのがあります。わかりづらい説明かもしれませんけれども、そ

ういったものが合わさった部分が入っているという形でご理解をいただければという

ふうに思います。

〇松本美子委員長 伊藤副課長、答弁お願いいたします。

〇伊藤恵一郎総務課財政契約担当副課長 食材費のことについて、再度説明させていた

だきたいと思います。

平成24年度の食材検査手数料は49万5,600円でございました。その他、町が食材検

査費のために購入した食材購入費が５万1,132円、それを合計して54万6,732円を東京

電力のほうに賠償していただいたということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 たびたびで申しわけないのですけれども、普通地方交付税に関しま

しては、そうすると臨時財政対策債の返還分が１億8,290万円ということで、臨債は

今までで35億ぐらいになっていると思うのですよね。もっといっていますかね。それ

のうちの１億8,290万円が入ってきて、そしてさらに25年度で臨時財政対策債で３億

幾らぐらいの公債費として出ていますよね。

そうすると、臨時財政対策債はこれからもずっと続くのだと、延々とつながってい

って、私もちょっと計算がよくわからないのですけれども、莫大な金額になっていっ

て、延々と続くような形で今あるような状況かなと思うのです。投資的経費に関して

は、嵐山町が終われば、ある程度地方交付税が入ってくるのですけれども、投資的経
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費にかかわる地方交付税算入額というのはよくわからないのですけれども、地方交付

税に70％は入ってくるからとか、50％は入ってくるからと言われていて、それの細か

い金額が20年償還払いであったりするわけですけれども、そこの部分というのはどの

くらいになっているのか伺っていて、普通交付税というのは、今現在ではほとんど公

債費の返還部分になっているというふうに考えていいのか、特別会計の部分以外はと

いうふうに考えていくべきなのかどうか、ちょっと内容がよくわからないので伺いま

す。

〇松本美子委員長 井上総務課長、答弁お願いいたします。

〇井上裕美総務課長 まず、臨時財政対策債の関係ですけれども、平成13年度から折半

ルールというのができまして、３年ごとの更新をずっとしてきているのです。そうい

う中で、これはこれからも続いていくのだと思います。国税５税の中の税金だけでは

地方交付税を賄い切れない、こういうこともございますので、その不足分を国と市町

村が折半をしましょうというのが折半ルールでございます。

そういったことでずっと続いてきているわけでございますけれども、それを国は、

しかしながら元利は保証しましょうというのが臨時財政対策債でございまして、13年

から始まりまして、13年から20年は３年据え置きの20年償還というのが臨時財政対策

債の償還方法でございますので、３年間分の利息、13年から20年になりますか、元利

ですね、その分は計算されて入ってきていると。その元利と利息分を合わせたのが、

先ほど申し上げました１億8,282万9,000円ということでございます。ですから、臨財

債につきましては、計算上は間違いなくこの中に入ってきていると、そういうような

理解でお願いをできればと思います。

臨財債のほかに普通債というのがあるわけですけれども、普通債につきましても算

入、例えば50％算入、75％算入というような普通債もございますので、そういった部

分も計算上はちゃんと入ってきているということでございます。ただ、地方交付税に

、 、つきましては ご承知のように総額が地方財政計画の中で抑えられてしまったりとか

今年度は１兆円減だとか、そういうようなことがございます。特別交付税につきまし

ても、例えば広島市の大災害が起こった、あるいは東日本の大震災のときには、特別

交付税というのは、交付税総額の今６％が特別交付税、94％が普通交付税になってい

るわけでございますけれども、そちらのほうに重点的に配分をされてしまうというこ

、 。 、ともございますので 本当にある程度未知数的な部分もございます そういうことで
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計算上は入っていることになっておりますので、市町村はそういうふうに受けとめる

しかないというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 伊藤副課長、お願いいたします。

〇伊藤恵一郎総務課財政契約担当副課長 それでは、普通建設事業費の公債費に対する

普通交付税の算入額でございますけれども、普通債及び災害復旧債の25年度の償還額

の合計が３億8,915万8,000円でございました。そのうち事業費補正及び公債費で交付

税算入されている額というのが8,809万1,000円ということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

質疑、ほかにございませんか。

安藤委員さん、お願いします。

、 、 、 、〇安藤欣男委員 それでは 47ページなのですが 公用車管理事業 それから行政バス

２点をお伺いしたいのですが、公用車管理事業が、今、嵐山町が公用車を使っている

というか、この借上料というのはリースだというふうに思っておりますが、29台。財

産のほうでのっているのが15台あるわけなのですが、合計で44台という捉え方でよろ

しいのでしょうか。

燃料費が大分上がっているように見ているのですが、燃料は大体町内業者から購入

されているのかどうか、その点をお聞きしておきます。

それから、今度は自動車損害保険なのですが、これについてはリースの関係につい

てはどんな取り扱いになっているのでしょうか、お伺いをしておきます。

それから、次に行政バスなのですが、620万ということで、運行のほうの歳入とい

うか、約100何万雑入で入っております。したがって、500万ぐらいで行政バスが運行

されているわけですが、現在の行政バス、学校等々でかなり運行もされているわけで

すが、学校の行事等で、この対応が間に合わなかったとか、そういうことがあったの

でしょうか。

それから、１台ですから、そういうことを聞いておきますが、今のバスの状況とい

うのは、何キロぐらい走っていてということがありましたら、わかりましたらお伺い

しておきます。

以上です。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

井上総務課長、お願いいたします。

〇井上裕美総務課長 バスの関係につきましては、副課長のほうからお答えさせていた

だきます。

公用車の管理事業の関係ですが、自動車の借上料、29台でございます。お話いただ

きましたようにリースでございます。町管理の車両の関係でございますけれども、所

有が14台、リースが29台、それから貸与、シルバーにトラックを１台貸与しておりま

して、それが１台、そのほかに上下水道課に５台ということで、総台数は49台でござ

います。

それから、燃料の関係につきましては、今、ＪＡの七里で、ほぼ一括で入れており

ます。

それから、損害保険料につきましては、任意保険に入っております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、村田副課長、答弁お願いいたします。

〇村田 朗総務課庶務・人事担当副課長 行政バスの関係です。

運行委託料としまして、平成25年度は620万7,656円、歳入ですが、104万5,160円と

いうことで、こちらは利用者からの運行実費等の歳入でございます。こちらの差なの

ですけれども、516万2,496円となっております。

また、学校の行事で間に合ったのかというご質問がございましたけれども、こちら

につきましては遠足等間に合わない場合は、各学校で借り上げを実施した場合もござ

いました。

次に、何キロ走っているのかということですけれども、このバスが14年経過してお

りまして、約24万キロ走行ということになっております。

以上です。

〇松本美子委員長 安藤委員さん、どうぞ。

〇安藤欣男委員 総台数ざっと49台ということでございまして、上下水道課のほうは私

もカウントしていませんでした。そうしますと、49台の中で29台がリースだという捉

え方でいいのですよね。リースの関係がふえてきているわけですが、先ほど保険の関

係については、リースの車両はどういう取り扱いになっているのでしょうか。そこが

聞きたかったのですが、答弁ありませんでした。
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リースの契約の仕方の中で個々あるのでしょうが、特に大きなハイエースがあるわ

けですが、あの車両はリースになってから今何年目なのでしょうか。リースの途中で

変更できるというか、そういう契約があるかなと思うのですが、あるいはリースの中

で、途中で正規な車になってしまっているとか、そういうのはあるのでしょうか。リ

ースが終われば、それでまた新しくリースで違うのを入れるという捉え方でやってい

るのでしょうか。

それから、次に行政バスですが、もう既に14年経過をして24万キロだということで

すが、学校で借りたいというときに借りられなかったという、そういう件数は何件ぐ

らいあったのでしょうか。やっぱり学校のほうも費用が、それはリースが使えなけれ

ば学校のほうで、それはそれで経費で民間の車を借りるわけですが、これとの兼ね合

いと民間で借りたいということのバッティングがしたりしますと、どうしても学校の

ほうにしわ寄せにはなるのかなと思うのですが、そうしたときにはどういう取り扱い

をしているのでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

井上総務課長、お願いいたします。

〇井上裕美総務課長 まず、リースの関係でございますが、リース車両につきましては

町で一般の保険会社の任意保険に加入しております。

それから、ハイエースの例がございましたが、ハイエースは平成24年度に入れかえ

た車両でございます。これの途中で変更ができたりとかするかどうかというようなご

質問だったと思いますが、リースというのは基本的に５年リースということでやって

おりますので、その大きな金額に、当初の金額に対して毎月定額で払っているもので

ございます。ですから、解約というか、それを一遍に払ってしまえば、それはその部

分でおしまいになるということでございますので、そういったことも可能だと思いま

す。しかしながら、そういう何か特別な理由があるとすれば、そういう方法も考えら

れるということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 村田副課長、答弁お願いいたします。

〇村田 朗総務課庶務・人事担当副課長 行政バスの関係ですけれども、学校等でバッ

ティングした件数とかは、把握はしてございません。年間の利用回数で、小学校は、

七小につきましては８回、志賀小は５回、菅小は３回、玉ノ岡中学校は５回、幼稚園
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が１回になっておりますが、この中でのバッティング状況は、正確には把握してござ

いません。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁者に申し上げますけれども、先ほどのリースの終了

後の車両についての取り扱いというような質疑があったかと思うのですけれども、ご

答弁いただければと思いますが、お願いいたします。

井上総務課長、お願いいたします。

〇井上裕美総務課長 リースが終了しますと、また改めてリースのやりかえというので

すか、５年で終了した場合には、またその時点でおしまいにして、再リースというの

はしないで、また新しいリースにするという形にしております。

このリースのメリットというのは、一般的に購入するよりも、すごく安い金額でリ

ースができるのです。理由は何だろうなと、私も車屋さんにちょっと聞いてみたので

すけれども、役場で、公共団体で使用する車というのは距離数が短いのだと。５年た

っても距離数が余り伸びていないので、中古車としての価値が高いということでござ

います。特に、それほど傷をつけたりとか、そういうことも少ない、そういうような

、 、メリットがあるので 当初見積金額を入れるときに低い金額で入れることができると

そのようなお話を伺っております。そういうことで、再リースではなくて、終わった

段階では、新たに違う車をリースがえをしていくということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 安藤委員さん、どうぞ。

〇安藤欣男委員 リースで活用するというのは、修繕費も当然かからないということも

ありますから、効率的かなというふうに思っております。

ただ、１点、ハイエースを24年に購入して、今運行をしているわけですが、これの

需要もかなりあるのかなと思っているのです。町で、こういう車両を民間にも貸し出

すとか、そういう運行の関係が、このくらいの車が民間でも利用しやすいのかなと思

っているのですが、それでそれが１点あるのです。

それと、もう一点、この今のハイエース、非常に使いづらい。今、新しい車が、も

う少しゆとりのある車が同じハイエースでもあるのですが、そういうものと切りかえ

るというようなことは、途中では、５年間の中ではできないというシステムになって

いるのでしょうか、そのあたりをお伺いしておきます。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

井上総務課長、お願いいたします。

〇井上裕美総務課長 ハイエースの関係の民間への貸し出しというようなお話がござい

ましたが、民間への貸し出しは行っておりません。これをし出すと、きっとあっちも

こっちもというような形で収拾がつかなくなるようなことも考えられますので、また

事故があったときも困りますから、そういった意味で貸し出しは行っておりません。

切りかえにつきましては、24年から始まりまして５年リース、それまでは毎月々、

５年間分のリースを一括して支払えば、その車両のリースというのは終わるわけでご

ざいますので、そういった意味では切りかえることができるかもしれません。はっき

り、すみません、できるというふうに申し上げられませんけれども、できるというふ

うに私は想像しておりますけれども。ただ、その理由、なぜそういうふうにしなくて

はいけないのかということが、ちゃんと皆さん方のご理解をいただいた上でないと、

なかなか難しいのではないかというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑ございますでしょうか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 それでは、質疑がないようですので、総務課並びに会計課に関する

部分の質疑を終結いたします。

暫時休憩とさせていただきます。それでは、おおむね15分ということで、45分の再

開にさせていただきますので、お願いします。

休 憩 午前１１時３６分

再 開 午前１１時４５分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、地域支援課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方はどうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 ４つお願いします。

まず、44ページ、15工事請負費、ＬＡＮ配線工事一式、こちらは庁舎の中のどの辺

あたりをつけたのか確認させてください。
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45ページの広報紙発行事業、こちらが昨年より若干ですけれども、印刷製本費が下

がっております。単価と冊数を教えていただきたいと思います。

そして、49ページ、ホームページ運用管理事業、こちらが昨年ホームページをリニ

、 、 、ューアルしたということで520万ほど 530万弱かかっておりましたが 23年は95万円

昨年が530万弱、今回使用料ということで124万7,400円ということで、ここが主なの

かなと思いますけれども、リニューアルして使用料が124万円もかかっているという

ところの内容をお聞かせいただきたいと思います。

４点ではなくて、３点。以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

内田副課長。

〇内田恒雄地域支援課地域支援担当副課長 それでは、まずＬＡＮ配線工事の場所、庁

舎のどこかというご質問でございます。

こちらにつきましては、現在使用しております情報系機器、それから基幹系の機器

の使用している庁舎内の部屋、それから会議室も含めたところでございまして、ほと

んどの庁舎内の部屋、事務室を含めた部屋にＬＡＮ配線を新たに敷設したという工事

でございます。

それから、45ページの広報紙の単価と冊数ということでございまして、まず単価で

ございます。単色１ページの単価が１円、差し込みが70銭、それから２つ折り込みが

90銭と、こういう契約内容でございまして、実際１部の単価としましては、24ページ

標準で24円というような内容でございます。発行部数は6,400部となっております。

次に、ホームページの関係でございます。平成25年の３月から現在のホームページ

の運用を開始しておりまして、平成24年度までは町のホームページは、ホームページ

・ビルダーというソフトを使いまして、専用のホームページの端末で、各職員がホー

ムページをつくるというような形で行っていました。ですから、公開用のサーバーの

使用料程度の費用しか実際のところかかっておりませんでした。それを25年度に新た

にリニューアルするということで、25年度中は、運用経費につきましては１カ月分、

それで実際の構築費というものが多くかかったというものでございまして、25年度に

ついては構築費はなくなりまして、実際データセンターにありますサーバー上のシス

テムを使っているという形の使用料、それの金額がこの額というものでございます。

以上です。
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〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 ＬＡＮの配線の話なのですけれども、確かに議会だよりをつくるとき

に202号室とかをお借りして、作成するのにパソコンなどが持ち込めて、ＬＡＮを接

続できてインターネットを見られるということで、大変便利になりましたけれども、

工事の仕方といいますか、配線が飛び出ていて、どこの場所に行っても延ばせるから

便利性はいいのですが、例えば無線ＬＡＮの考え方はなかったのか。例えばこれだけ

の庁舎の広さがあって、無線ＬＡＮではできなかったのか、ちょっとその辺を確認さ

せていただきたいと思います。

あと広報紙のほうですけれども、１部が24円程度、ページ数にもよるのでしょうけ

れども、部数のほうが6,400部ということで、24年と比較しますと、金額が若干です

けれども下がっているのですが、部数は6,400部は変わっていないのか、それともそ

の前と単価も変わっていないのか、申しわけないのですけれども、もう一回確認そこ

だけお願いします。

それと、あとカラーへの変更をしてみようとかというので、例えば見積もりを出し

てみたとか、そういう検討はなかったのか、そこも確認したいと思います。

49ページのほうのホームページの運用ですけれども、データサーバー代が124万

7,400円ということで書いてございますけれども、これは毎年この金額が確実に年間

契約でかかるのかどうなのか、お伺いしたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田恒雄地域支援課地域支援担当副課長 ＬＡＮ配線の工事の関係で、無線ＬＡＮの

検討と、その辺考えはなかったのかということでございます。かつて庁舎内の情報系

、 。の機器の配線について 一時期無線ＬＡＮという形で行っていた時期がございました

ただ、昨今いろんな技術が進歩しております。一番の問題としては安定稼働と、あと

は安定稼働よりもセキュリティーの面で、やはり無線ＬＡＮを使うよりも有線でつな

がっていることのほうが、外部からの侵入が確実に防げるのではないかというもの、

それから運用の上での動作の安定性。無線ＬＡＮですと、やはり電波状況によって、

なかなか安定した通信ができない場合があります。業務に支障が出ないよう、そうい

う面も含めて有線という形で今回の工事を実施したものです。

以上です。
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〇松本美子委員長 中嶋地域支援課長、お願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 私のほうからは広報紙の発行部数の関係、それから単価の関

係、この金額の増減の関係なのですけれども、単価はそれほど毎年変わっておるわけ

ではないのですが、基本的にやはり一番大きく変わるのはページ数でございます。

この間もちょっと議会でのご質問もいただきましたが、広報紙の発行のページ数、

十分なページ数が確保されて、必要な情報が毎月掲載されているかというようなご質

問をいただいたことがございましたように、なるべく広報紙の基本的な契約のページ

数は契約しておりますが、その月々によっては載せる情報というのが変わってまいり

まして、その辺をどうしても多く載せますと、ページを多く必要になる。ですから、

金額も上がるというような感じで、基本的にはその号、その号のページ数によって、

大きく金額が変わるというふうに考えていただければありがたいかなというふうに考

えております。

それから、ホームページの運用管理の関係でございます。経常的な経費というもの

は、今後毎年かかっていくということでございます。そして、今回のホームページの

リニューアル、これの大きな目的というのが、先ほど副課長のほうからもお答えをさ

せていただきましたように、リニューアル前というのは地域支援課のところに１台パ

ソコンがございまして、そこに各課の職員が来て、そして情報を入れると。要するに

そのような形でのホームページのつくり方でございました。

現在は、各課から直接担当のほうがホームページを作成できるという形になってお

りますので、情報の発信力というのが大幅に上がっていると。それから、ツイッター

等の導入もさせていただきながら、なるべくタイムリーな情報を出していくというこ

とにおいては、リニューアル前と今現在とではまるっきりと言っていいほど、その運

、 、用の仕方が違ってきているということで 今後もその内容について充実できるように

各課が連携をしましてやっていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 答弁漏れがございますので、お願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 すみません。カラーについてということでございました。カ

ラーの印刷も年に１回ぐらい入れさせていただいているのですけれども、なかなかど

うしてもカラー化というのが、はっきり申し上げて単価がかなり高くなるということ

もありまして、今、基本的には入れていないということなのですけれども、必要なと
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ころについてはカラーも入れていくということで、予算との関係から、なるべくここ

はアピールしたいというところについては使わせていただきたいというふうには考え

ております。

〇松本美子委員長 それでは、畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 ＬＡＮの件ですけれども、無線ＬＡＮは過去はやっていたけれども、

セキュリティーの問題で、確かにそうかなと思います。でも、しかしながら部屋によ

っては、まだ無線ＬＡＮを使っているようなお部屋はまだあるのかどうなのか。

あと今後、今の状態のままで、無線ＬＡＮ、むき出しの配線の状態のままで一応完

了なのか。202号室なんかそうなのですけれども、あのままで一応完了という形で、

今後は進展はないのか、確認だけしておきたいと思います。

あと広報紙の件ですけれども、年に１度だけカラーに広報をしていますけれども、

この間ちょっと深谷市の方とお話しすることがありまして、何か単価がさほど変わら

ないでカラー化ができたというお話を伺ったのです。やはり見積もりの出し方と、あ

と今入札式でやっていると思うのですけれども、議会だよりのほうも大変いつも５月

１日号を苦慮するのですが、なかなか入札をして決定するまでに４月の中旬になって

しまうということで、いつも広報紙つくるのに大変な思いしているのですけれども、

今後は例えば入札をして安くできるのだったら、５年契約とか長いスパンでできたら

ありがたいなと思うのですけれども、その辺の関係などをちょっとお伺いしておきた

いと思います。

あとホームページは、大変以前に比べてタイムリーな情報を流すためにということ

でお話がございましたので、よかったのかなと。本当に町民に素早い情報をいち早く

届けるという意味では、若干金額は上がりましたけれども、とにかく情報が一番大事

だと思いますので、今後も頑張っていただきたいと思います。

では、その２点お伺いしたいと思います。

〇松本美子委員長 では、答弁お願いいたします。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田恒雄地域支援課地域支援担当副課長 ＬＡＮ配線の関係で、庁舎内の無線ＬＡＮ

、 、使用しているところということですけれども 現在のところは工事終了しましたので

ございません。

それから、202があのままかということなのですけれども、実際壁のモジュラーコ
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ンセントといいますか、ジャックというか、そこから引き出す形を会議室はみんなと

っております。事務室につきましては、この役場庁舎が１階も２階もＯＡ化という形

で、床下あけると配線が通せる形になっておりますので、実際は机の下、歩くのに邪

魔にならないところからまとめて出して、各机のパソコンにつなぐという形をとって

おりますので、202の場合は床下を通して出すところが定まってない状況だと、やは

り壁からのＬＡＮ配線については、そこそこ表をはうような形にせざるを得ない部分

はあると思います。

〇松本美子委員長 中嶋地域支援課長、お願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 まず、広報紙のカラー化の関係でございます。

今、大変申しわけないです。カラーの場合は年間的な見積もりをとっておりません

ので、若干高いかなという私のほうでイメージがありました。今、委員さんから、そ

れほど変わらないのだよというようなお話がございました。これについては、今度と

る際にはカラーも含めてとってみたいというふうに思っております。

それから、カラー化と何だっけ……。

〇松本美子委員長 では、申し上げますけれども、長期契約の考えはということで。

〇中嶋秀雄地域支援課長 すみません。長期契約の関係でございますね。大変失礼しま

した。今現在は、毎年度業者を選定いたしまして、１万円当たりの単価、差し込み利

用、そういったものを見積もりをとって業者を選定し、年間契約をしている。要する

に単年度でございます。今のところ、基本的にはそれで何とか広報が間に合っており

ますので、単年度は単年度という形でやっておるのですけれども、前の委員さんのご

提案もございますので、その辺については少し検討させていただきたいというふうに

思います。

〇松本美子委員長 それでは、地域支援課に関する部分の質疑の途中ですけれども、暫

時休憩とさせていただきます。再開につきましては、午後１時30分からとさせていた

だきますので、よろしくお願いをいたします。

休 憩 午後 零時０２分

再 開 午後 １時２９分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

、 、 。続いて 地域支援課に関する部分の質疑を続行いたしますので お願いいたします
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川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 43ページの住民税情報システムの件なのですが、この６番目、埼玉県

町村情報システム共同化事業1,600万円ほどありまして、次のページの４番目にまた

同じものが出ているのです。これは２回共同化事業を行ったので、こういう明細にな

ったのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

それから 12 役務費の電子自治体推進事業の通信運搬費 昨年が470万円ほど 150万、 、 、 、

円くらい上がっているのですが、これは電話代ということなのでしょうか。上がった

のがちょっと気になりますので、伺いたいと思います。

それから、45ページに町政モニターの委員報酬がありますが、昨年８人で今度７人

と、１人減員になったのはどういうことなのでしょうか。それと、モニターさんから

はどういう意見が寄せられているのかを伺えればと思います。

それから、50ページの行政区運営推進事業ですけれども、区からの要望はどの程度

あり、どの程度応えられたのでしょうか。この前、区からの要望は何でもかんでも受

けるのではないのだということであったのですが、結構無理な要望というのはどのく

、 、 。らいあったのかを 内容として 中身どういうものがあったのか伺いたいと思います

それから、コミュニティ推進事業、一番下の関係なのですが、次のページのふるさ

と獅子舞保存会補助金等にコミュニティから出されているわけですね。文化財の関係

で出るほうがふさわしいのではないかなと思うのですけれども、コミュニティから出

した理由を伺いたいと思います。

それと、消防の関係で消防の108ページなのですが、自主防災組織の関係、昨年か

ら支出がふえているのですけれども、中身を伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、随時答弁をお願いいたします。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田恒雄地域支援課地域支援担当副課長 それでは、まず43ページの住民税情報シス

テム運用管理事業の委託料の部分と使用料及び賃借料の部分、こちら両方に埼玉県町

村情報システム共同化事業という形でのっている、この分の説明をさせていただきま

す。

まず、委託料にのっております埼玉県町村情報システム共同化事業の1,637万

4,750円でございます。こちらにつきましては、契約自体がこの中で３つに分かれて
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おります。まず、１つの契約につきましては、長期継続契約として、この環境の構築

業務、それから運用保守、クラウド基盤の利用料、データセンターの運用費、ハード

ウエアの利用料、ハードウエア保守料、こういったものを１つにまとめた契約が長期

継続契約で１本。それから、もう一つ、基本処理量、帳票の印刷ですとか、封入封緘

といったことが毎年各事業であるわけなのですけれども、こちらの単価契約として結

んでいるものが１つ。それから、これは平成25年度のみになりますけれども、町で共

同化になる前からＴＫＣのほうで提供している各システムを使ってた業務がございま

す。そちらのシステムを、もともと共同化をしなくてもクラウド化をしていこうとい

うような予定で進めておりましたもの、共同化とは別に町独自のシステムの部分をク

ラウド化した、その設定費用でございます。業務システムとしましては、農業行政、

それから障害者福祉、障害者自立支援、人事情報、給与計算、こういったもののクラ

ウド化の設定費というもの。この今申し上げた３つの契約の部分が、委託料のほうに

のせております共同化事業の1,637万4,750円というものでございます。

そして、使用料及び賃借料のほうにございます241万7,628円というものでございま

すが、先ほど委託料の最後に申し上げました農業行政のシステム等、こういったもの

の利用料、こちらのほうがクラウドの関係の利用料という形で、こちらにのっている

ものでございます。両方に分かれているというものは、こういったわけで契約のほう

が分かれているというもので、それぞれ分けているものでございます。

それから、44ページの電子自治体推進事業の通信運搬費が上がった理由というもの

でございます。こちらにつきましては、平成25年度中に埼玉県の総合行政ネットワー

クＬＧＷＡＮというものの回線を、今まで使っていた回線から、これは埼玉県全体の

自治体が該当するのですけれども、新しい形に、通信速度も１メガから10メガという

通信速度に上がったわけなのですけれども、新しい回線に変えております。

こちらについては、旧のＬＧＷＡＮの回線が４月から９月までの運用、それから新

しいのが重なる部分もございまして、７月から３月の運用、そういったものの変更に

伴う費用が発生していたり、そのほか、それとはまた別に嵐山町の役場の庁舎から各

出先機関への専用の通信回線、これまでスーパーワイドＬＡＮというＮＴＴのサービ

スを利用していたわけなのですけれども、こちらを基幹系と情報系、それぞれを別の

サービス、より安価なサービスに変えております。

こちらについても、旧のスーパーワイドＬＡＮというサービスを４月から９月まで
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利用、それからそれぞれそれを重なる期間がございますけれども、新しい環境に移行

しているものでございまして、それに伴ったいろいろ各種ネットワーク機器の設定で

すとか、そういったものも含めて細かくたくさんございまして、それぞれ説明はなか

なかできないのですけれども、そういったもろもろございまして、費用的に上がって

いるというものでございます。

それから、45ページの町政モニターの人数が１人減っているという部分につきまし

て、１名申し出がございまして、おやめになっていらっしゃいます。この方につきま

しては、町の臨時職員になったということで、モニターさんに該当しなくなったとい

うことを理由に申し出ていただいてやめたというようなもので、１人減になっており

ます。

〇松本美子委員長 中嶋地域支援課長、お願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 それでは、行政区の区からの要望の件数と、それから回答の

関係について、私のほうから申し上げます。

まず、区からの要望件数は何件かということでございますが、要望件数は大変申し

、 、 、わけございませんが ちょっと手元にはないので 件数としてはお答えできませんが

、 。回答については 区から要望があったものは全て回答をさせていただいておりますと

ただし、その次の委員さんのご質問にもありますが、中には無理な要望というよう

なお話もございましたが、例えば道路照明灯の球が切れているとかあるいは道路の草

が覆っているとか、そういったものに関してはすぐにお応えができる。

しかしながら、すぐにお応えできない内容というのは、特に土側溝の部分を側溝整

備をしていただきたいとか、あるいは道路の改良を至急やっていただきたいとか、こ

のような要望もございます。そういったところにつきましては、今後の道路計画の中

で検討させていただきたい、あるいは多くの需要があり、今年度事業としてはすぐに

は側溝整備はできないというようなことで、即の対応ができないというものも確かに

ございます。ただ、そういったものについてもその理由を付して、要望があったもの

については、必ずご回答をさせていただいているというような状況でございます。

それから、コミュニティ推進事業としてふるさとの獅子舞の補助事業、これをなぜ

これから出したのかということでございますが、これは歳入のほうにも少し関係がし

てございまして、歳入のページでいきますと、35ページをちょっとごらんいただけれ

ばと思います。こちらにつきましては、35ページの歳入の雑入の中になりますが、ち
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ょうど真ん中のあたりに雑入で地域支援課と書いてあるところがございます。その中

で、自治総合センターコミュニティ事業助成金、この250万円、これがそっくりふる

さとの獅子舞のいわゆる獅子頭の助成に100％補助で出ているものでございます。宝

くじ協会からの助成でございまして、これについては以前にも志賀２区のみこしの助

成でありますとか、そういったものもこれで活用させていただいておるところでござ

います。そういったコミュニティ事業の助成事業ということの歳入との関係からも、

コミュニティ事業としての歳出を組ませていただいたというふうにご理解いただけれ

ばありがたいと思います。

それから、続きまして自主防災会の関係でございます。108ページの自主防災会の

組織の育成事業という形で、補助金として出させていただいております。こちらにつ

いてということで、委員さんよろしいでしょうか。

〔何事か言う人あり〕

〇中嶋秀雄地域支援課長 自主防災組織の活動事業といたしましては36万8,891円を支

出させていただいておりますが、25年度からはそれまでのいわゆる活動費補助、１団

体３万6,000円という定価での補助を12団体に出しておりました。25年度からは、こ

の補助事業を２つに分けさせていただきまして、活動事業といたしましては防災訓練

等の実費という形にさせていただきました。それは１団体限度額が２万円、活動費と

しては３万6,000円から２万円に統一をさせていただいたと。なおかつ事業費補助と

いう形で、実際に防災訓練等を行った経費に対して補助を出すというふうにさせてい

ただきました。

それと同時に、もう一つは資機材の購入事業という形で、それぞれの自主防災会で

必要な資機材、これについて限度額は５万円でございますが、３分の２の補助率で出

させていただいたというものでございまして、今回の決算につきましては、活動費が

12団体で19万1,891円、そして資機材の購入費といたしまして６団体から申請がござ

いまして、17万7,000円の支出をさせていただいているというものでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 執行側の皆さんにお願いをいたします。町政モニターの関係で質疑

がございまして、答弁漏れとなっておりますので、お願いいたします。

中嶋地域支援課長、お願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 大変失礼いたしました。
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町政モニター会議でどのようなご意見があったかということでございます。町政モ

ニター会議については、２回実施をさせていただいております。主な意見といたしま

しては、むさし嵐丸くん、辛モツ焼そば、知名度のアップについてということでご協

議をいただいたり、あるいは武蔵嵐山病院の移転のそういううわさについてというよ

うなこともございました。

それから、町財政の緩和と将来展望について、あるいはのらぼう菜ジェラート、仮

称ですけれども、こういったものの活用といいましょうか、町で取り入れたらどうか

というようなご意見もございました。

また、それからもう１度の会議の中では、防災無線についてのご提案あるいは笛吹

峠の橋の拡張について、あるいは企業誘致について、待機児童の現状や給食の現状に

ついてあるいは公園の整備や充実について、このようなことでモニターさんからご意

見をいただき、そのご意見について、この会議の中で検討したというような内容でご

ざいます。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 わかりました。

それで、ふるさとの獅子舞の関係なのですが、前も出しているわけですか。ただ、

どうなのでしょう。考え方として、コミュニティで出すことが中身的にこれはふさわ

しいのかどうかというのを、ちょっと考えていただきたいというふうに思うのです。

これ、私、前も指摘したのですが、健康いきいき課で補助金が来て、使うのはこども

課というのがあるのですよね。これ、一緒にしたほうがいいのではないですかという

ことを前ご質問したのですけれども、そのときの担当者は、別に問題ありませんから

ということで変えなかったわけですけれども、そういう一緒でなくてもいい場合もあ

るのではないかと思いますので、ちょっとお考え、ご検討いただければと思います。

〇松本美子委員長 すみません。川口委員に申し上げますけれども、ただいまの獅子舞

の件なのですけれども、これは予算的なもので計上されておりますので、そこでの審

議になるかなと思いますので、決算ですから、取り下げていただければと思いますけ

れども、よろしいでしょうか。お願いします。すみません。

〇川口浩史委員 そうか、質問の仕方が悪かったか。

〇松本美子委員長 はい。ということで、では続けてどうぞお願いします。

〇川口浩史委員 区からの要望の件数なのですけれども、ちょっと総括でやりたいもの
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ですので、後で結構ですので、数字を、幾つあり、対応ができたのが何件だったかを

ご回答願いたいと思います。

〇松本美子委員長 答弁は後でよろしいでしょうか。

〇川口浩史委員 答弁は……

〔 答弁していただかないと」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 そうですね。では、答弁いただきますか、川口委員。

〇川口浩史委員 うん、では……。

〇松本美子委員長 では、答弁をお願いいたします。

中嶋地域支援課長、お願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 調べさせていただきたいと思います。

〇松本美子委員長 ほかにございませんか。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 まず、21ページのアイプラザの使用料なのですが、６件で４万円と

いうことでした。そして、行政や使用料免除団体というのはどの程度使われたのか、

25年度ではアイプラザというのはどのくらいの活用があったのか伺います。

それと、30ページになりますけれども、県の自衛官募集事務委託金というのは30ペ

ージだったと思ったのだけれども……

〔 総務管理費委託金」と言う人あり〕「

〇渋谷登美子委員 自衛官募集事務委託金、総務管理費委託……

〔 ３項１目」と言う人あり〕「

〇渋谷登美子委員 ３項１目、どこだろう。企業支援課で……

〔 30ページです」と言う人あり〕「

〇渋谷登美子委員 30ページですよね。それは１万1,000円なのですけれども、どのよ

うな事業を行ったか、伺いたいと思います。

、 、 、 、その次なのですけれども 35ページ これは広告料になるのですけれども 広告料

、 、 、ホームページバナー広告ですが それは若干 ７万ぐらいふえているのですけれども

それはどのような形で広告がふえてきたのか。募集して、公募してふえてきたのか、

手を挙げていただいたのか、それを伺いたいと思います。どのような内容かわからな

いのですけれども。

あと、54ページなのですが、駐輪場の敷地賃借料なのですが、104万4,000円だと思
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うのですが、それは管理上の問題として、私もかなりいろいろ問題あるなと思ってい

るのですけれども、どのように把握されているのか伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 では、答弁をお願いいたします。

内田副課長、お願いいたします。

〇内田恒雄地域支援課地域支援担当副課長 それでは、私のほうからはステーションホ

ールアイプラザの使用料の関係をお答えさせていただきます。

まず、行政、それから免除団体の利用がどの程度あるかということでございます。

行政につきましては、障害者の作品展を８日間続けて使っておるもののみでございま

す。それから、免除団体につきましては、行政書士会による無料相談会、これを年間

偶数月に行っていますので、６回ほど使っております。そのほかの団体が使用料を納

、 、めていただく団体ということで 年間実際の貸し出し回数という形で申し上げますと

25年度が49回、全部免除団体も含めての貸し出し回数でございます。これは平成16年

度の実際の貸し出し回数が154回ということで、実質３分の１程度に25年度は減った

と、そういう状況でございます。

それから、35ページの広告料のホームページのバナー広告の件でございます。どの

、 、ように募集しているのかと 増加につながったのかということでございますけれども

実際のところ、これはホームページのバナー広告に申し込んでいただいた、代行の会

社に伺った話なのですけれども、そういうホームページのバナー広告を行政なりにつ

くって載せる代行の業がありまして、そういうところのサイトでランクづけがあると

いうようなお話でございます。

嵐山町もそれなりのランクにあって、バナー広告の料金が比較的近隣と比べても安

い、安価であるということ。それから、その後のアクセスする段階のシステムの環境

というのも、そのランクには関係するらしいのですが、それは専門的な話になってき

ますので、ちょっと我々もどのような形でランクづけされているのかわからないので

すけれども、そういったところからいろいろそういう会社を通じて申し込みがあると

いうことで、今現在、バナー広告には、本当に全国からも載せていただきたいという

話が来ております。どうしてそういうところから来るのかなということで、少し業者

のほうに伺った結果、そんなお話を伺ったということでございます。

〇松本美子委員長 根岸副課長、お願いいたします。
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〇根岸隆行地域支援課人権・安全安心担当副課長 続きまして、自衛官の募集事務委託

、 。金の関係なのですが こちらは広報紙の印刷製本費に充てさせていただいております

内容につきましては、年４回、自衛官募集についての記事を載せさせていただいてお

ります。

以上です。

〇松本美子委員長 中嶋地域支援課長、お願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 駐輪場の管理で、問題点はどんなところにあるかというご質

問でございました。

問題点といたしますと、まず１つは、いわゆる違法駐輪です。違法駐輪というより

も 放置自転車対策というふうに申し上げたいと思います 年間大体放置自転車が50台、 。

から60台ぐらい、今の３つの駐輪場でございます。それの撤去、そういったものが問

題になります。

それから、もう一つは、これが犯罪にかかわってくるわけでございますけれども、

逆に自転車の盗難、こういったものがどうしても発生をすると、これの抑止というも

のが問題になります。

それと、もう一つは実態的な話として、除草等のいわゆる衛生的な管理、これを職

員でやっておりますけれども、なかなか草が生えてしまうと、そういったようなとこ

ろの問題がある。大きく言えば、この３点かなというふうに考えております。

〇松本美子委員長 ないですか。ほかにございませんか。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、地域支援課に関する部分の質疑を終結い

たします。

暫時休憩させていただきます。

休 憩 午後 １時５８分

再 開 午後 ２時０８分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、町民課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方はどうぞ。

畠山委員。
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〇畠山美幸委員 23ページの１カ所だけです。23ページの住民基本台帳事務手数料につ

いてお伺いします。

住民票閲覧が昨年は25万9,200円ありましたが、今回、件数も３分の１ぐらいに、

半分強減っていまして、こんなに差があるのか。何か特別なことが昨年度、24年度が

あって、25年度がこれだけ減ったのか、ちょっと内容についてお伺いします。

あと、住民票の写しの記載の仕方なのですが、24年度の記載は世帯５人までと世帯

６人以上ということで分けて記載があったのですが、今回から住民票写しということ

で１項目になりました。金額のほうも両方足しても、昨年より若干こちら住民票の写

しがふえているなと思ったのですが、内容についてお伺いしたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 それでは、お答えさせていただきます。

23ページの住民票の関係でございますが、住民票の閲覧の関係でございます。これ

は毎年住民票の閲覧をされる方、国ですとか地方公共団体のとか、あとは会社等の法

人の関係がありますけれども、それの件数の多い、少ないによって、この辺の額は変

わってきてしまいます。

それで、25年度の関係ですと、国、地方公共団体等の閲覧が６件ございました。そ

れから、法人等の閲覧が４件ということで、これでその手数料のほうは、１世帯当た

り200円というような形でいただいておりますので、閲覧をしたその件数によって額

が違ってきてしまいますので、25年度についてはこの額だったということでございま

す。

それから、住民票の関係で世帯全員というか、５人以上とその他ということで昨年

は分かれたということなのですけれども、そこの関係につきましては、今まで５人以

上になってしまいますと、１枚の住民票ではおさまらなかったのです。そうすると２

枚ということになりまして、２枚になると倍の値段をいただいていたわけなのです、

400円ということで。昨年度からは、それが枚数が何枚になっても１件といいましょ

うか、200円というような形になりましたので、記載としましては、こういった形で

記載をさせていただいているということでございます。

以上でございます。
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〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 わかりました。

ちょっと私も23年度を見ればよかったのですけれども、そんなに、24年度1,296件

閲覧があって、今回498件ということで、やっぱりその年、その年でこんなに差があ

るのか、また確認させてください。

それと、住民票の写しに関しましては、では今回は６人以上でも200円で済むとい

うことで、それなのに件数がふえていて、収入がふえてよかったなと思いますけれど

も、この件はわかりましたので、結構です。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えさせていただきます。

24年度の細かい資料がちょっとございませんので、はっきりとした件数等はお答え

できませんけれども、24年度はたしか１社で相当その件数、閲覧の件数が多かったと

ころがあったのです。町内全体だったか、市外だったか、ちょっとはっきり覚えてな

いのですけれども、24年度につきましては、今申し上げたとおり１社といいましょう

か、それが多く閲覧をしたところがございましたので、そういうふうな形になってご

ざいます。

ですから、件数は多くても、例えばその地域の一部だけを見る、10件見たとか50件

見たとか、そういうのが件数が多くても、１件当たりでどかんと見てしまうと、件数

が多くなるというような状況でありますので、これについては一概に多い、少ないと

いうのはちょっと言えないのですけれども、そういうふうな状況で24年度と25年度の

差は出てきているということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございませんか。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 59ページの住基ネットワークの住基ネットワークシステム保守委託

料、それとその下のハードウェア保守委託料、昨年から大幅に約半分に減っているの

ですけれども、大変結構なことなのですが、これだけ大幅に減った理由を伺いたいと

思います。
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それから、昨年、コミュニケーションサーバー端末借上料があったのですが、これ

はほかの機器で対応できるようになったのでしょうか。

それと、70ページの国民年金の件なのですが、次のページに年金受給者の幾ら支払

ったかという総額が、32億4,500万円ほど出ていると。私が聞きたいのは、では払っ

た人は幾らぐらい払えたのか。ここで、どの程度の差があるのかと思って、おわかり

でしたら伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えさせていただきます。

59ページの住基ネットワーク事業の関係でございますが、委託料等の関係が半分ぐ

らいになっているということでございます。これにつきましては、クラウド化の影響

がございまして、町民課のほうの予算につきましては、一応６カ月分ほどの予算とい

うことでございまして、約半分の支払額になっているというものでございまして、残

りのほうはクラウドに伴いまして、地域支援課のほうでというような形になってござ

いますので、うちのほうはこのような額ということでございます。

それから、コミュニケーションサーバーの関係でございますけれども、これにつき

ましては去年でリースが切れておりまして、去年だけは再リースということで１年間

やったのですけれども、去年、24年度は１年間の延長したのですが、25年度につきま

しては新たに機械のほうの購入をいたしましたので、それもクラウド化に伴う形で、

総務課のほうと相談しまして機器のほう、リースというより購入してしまったほうが

いいということで、買ってしまいましたので、このリース料は発生してないというこ

とでございます。

それから、年金の関係でございますけれども、保険料のほうを25年度末納付した方

につきましては１万4,341人でございます。24年度末が１万4,768人ということで、

427人ほど保険料のほうを払っている方は少なくなってございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 クラウドというか、住基ネットのほうはわかりました。

国民年金なのですが、もらったお金はここに32億だと。保険料を収めたほうは、総

額で嵐山町民はそれは幾らになるのか、その差はどのぐらいなのかちょっと見たかっ
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たので、それをわかりましたら伺いたいと思いますけれども。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 こちらのほうに年金事務所のほうからいただいている年金に関す

る資料がございますが、納付額についてはこちらのほうに記載ございませんで、幾ら

かということはちょっと把握してございません。申しわけございません。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 国民年金が厳しいという話はよく出るわけですよね。だけれども、実

態はわからないというのが、それが実態なわけなのですか。これ、調べればわかるの

ですかね。もし調べてわかるのでしたら、後でもいいのですけれども、ちょっとそこ

をお願いします。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 今の関係につきましては、年金事務所のほうに問い合わせて確認

をしてみたいと思いますけれども、こういった配られている資料の中にそういったこ

とがないとすると、教えていただけるかどうかというのはちょっとわからないのです

けれども、確認のほうはさせていただきたいと思います。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

河井委員、どうぞ。

〇河井勝久委員 35ページ、雑入の関係の市町村交通災害共済加入推進費なのですけれ

ども、この加入者が年々落ちているような感じがするわけなのですけれども、現在の

嵐山町の加入率はどのくらいになっているのでしょうか。

それから、家族加入みたいな形になってくると思うのですけれども、その割合でい

くと、学校単位の加入というのもあるのでしょうか、そこをお聞きしておきたいと思

います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えさせていただきます。

交通災害のほうの加入者が年々減っているのではないかということでございますけ



- 60 -

れども、確かに年々減ってきてございます。それで、24年度につきましては2,903人

ほどの加入がございました。25年度につきましては2,753人ということで、150人程度

でしょうか、少なくなっている状況でございます。こちらにつきましては、一応この

加入推進につきましては、３月に毎年しているわけなのですけれども、区長会のほう

で区長さんにお願いをいたしまして、各区の加入のほうを図ってくださいということ

でお願いをしている状況でございます。そして、加入がされているのですけれども、

うちのほうも何とかこの加入はふやしたいなと思っているのですけれども、なかなか

ふえてないのが現状でございます。

今、委員さん言われたように、学校単位の加入ということなのですけれども、この

交通災害共済については、特にこのパンフレット等を見ますと、学校単位ということ

ではなくて世帯でという形で、その世帯の中にお子様もいらっしゃいますので、そち

らで申し込みをしていただくというふうな形で推進をしているのだというふうに思い

ます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 河井委員、どうぞ。

〇河井勝久委員 そうすると、これずっと最初のころからすると、先ほど課長が言って

いるように減っているのです これだけの数というと 嵐山町なんか 今 １万8,000何。 、 、 、

百人かいるわけですよね。それで2,700人台。まだまだこれは減るのかなと思ってい

るのですけれども、こういう形でやっていると、保険運営というのはやっていけるよ

うになるのかどうか、その辺も疑問に感じるのですけれども、県全体でいけばもっと

、 。変わってくるのでしょうけれども そこら辺は幾らか話やなんかは出るのでしょうか

どのぐらいの数になったら、保険はとても運営成り立たないとか、あるいはそのため

にどのくらいの事故補償が今までされてきているのか。それらによっては、赤字経営

みたいになる可能性も出てくるわけですよね。その辺はどうなっているのでしょう。

〇松本美子委員長 山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 お答えをさせていただきます。

この交通災害共済が、どのくらいの加入者がいれば成り立っていくかというような

ことにつきましては、特に共済のほうからも説明といいましょうか、そういったよう

な説明というのはされていないわけでございまして、説明会等がございますと、少な

くなっているので加入の促進といいましょうか、推進には力を入れてやっていただき
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たいというようなことは説明をしていただくわけですけれども、言われたように埼玉

県内全部の市町村がこれをやっているというわけではないのですけれども、多くの市

町村がやっていますので、今のところはある程度加入者が減ってきてもやっていける

のかなと。

それから、また加入が減っている理由の中には、こういったものではなくて、個人

で保険に入られている方がやっぱり多いので、改めてこの交通災害共済には加入しな

いでやっていっているのかなというふうに思っております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 河井委員、どうぞ。

〇河井勝久委員 加入の関係で、この推進費なのですけれども、これは１件当たりで推

進費を支払っていくのでしょうか、あるいは加入者数で支払っていくのでしょうか。

その場合、幾らぐらいの支払いが、１件当たりにするのだったらされてくるのでしょ

うか。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えをさせていただきます。

この推進費につきましては、１人当たり幾らということで交付されるものでござい

まして、１人当たりが40円ということになってございます。それの昨年度で言います

と2,753人分が交付されたということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 23ページに住基ネットカードの発行数が52枚と出ていますよね。そ

れで、先ほどの続き、川口さんの続きの住基ネット事業なのですけれども、始まって

からの経費総額というのはどのくらいになっているのか。それから、25年度で総発行

数は幾らになっているのか。そうしますと、今までの発行件数で発行額、総経費で１

枚当たりの発行額というのは大体出てくると思うのですが、どのくらいになるのか伺

いたいと思います。

それから、70ページの先ほどの国民年金の話なのですが、免除率が37％になってい

ますけれども、法定免除が319人、そして申請免除が336人で、納付猶予が70人で、学
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生特例が278人ということになっていますけれども、私は先ほど聞いていてわからな

、 、 。 、かったのは 年金の総加入者と言ったのですかね １万4,341人 加入者というのは

20歳以上の人のことを言うのか、それとも第２号被保険者というのが入れていないか

ら、こういうふうな形になってきているのか。この形、実態把握をするのは、この表

でいくのはちょっと難しいかなと思うのですけれども、その点について伺えたらと思

っています。

続いて、71ページになりますけれども、これで老齢基礎年金の方が4,516人、受給

者が4,516人で、30億6200万、年金額がですね、そのくらいになっているのですけれ

ども、そこから町民税と県民税と、それから国保税を支払われていらっしゃる方とい

うのはいるわけなのですが、その事務というのは町民課でやっていくのか、どこでや

っているのか伺いたいのですけれども、ここの関連ですね。今まで気がつかなかった

のですけれども、それはどういうふうな形でやられていたのか伺いたいと思います。

それと、72ページになります。後期高齢者医療保険事業なのですが、これが健康診

査業務委託料が385万6,010円、人間ドック委託料が114万円ということで、大体人数

と健診の結果でわかる嵐山町の高齢者の状況というのはどのようなものか伺いたいと

思います。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員に申し上げます。25年度の決算審議は、現在行われている

わけですけれども、住基カードの関係につきましては、総務費の総経費の質問はそれ

以前も含まれておりましたので、よろしくすみません、お願いしたいと思います。

〇渋谷登美子委員 何ですか。ちょっとわからない、言っていることが。

〇松本美子委員長 住基カード総経費です、質問は。

〇渋谷登美子委員 総経費ですけれども、例えば１枚当たりの発行額を、160万856で割

ると52ですよね。そうすると、１枚円当たりの発行額というのは、嵐山町では３万円

ぐらいなのです でも 実際に総額でいくと 総経費でいくと 多分総発行数は605枚。 、 、 、

になると思うのです。それで、総経費でいくとどのくらいになるのかというのを、私

は一応事前に言ってあるのです。

〇松本美子委員長 言ってあるからいいというものではないから。

〇渋谷登美子委員 ということで話してあって、それで経費総額と、それから大体わか

る範囲でというふうな形でお願いしてあります。１枚500円ですからね。町民の方が
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、 。払うお金は500円で 町の負担額はどうなっているかということを聞くわけですから

聞くなと言われたら、総括にしますけれども。このくらいのこと言ったっていいので

はないの。

〇松本美子委員長 それでは、暫時休憩させていただきます。

休 憩 午後 ２時３２分

再 開 午後 ２時３５分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開させていただきます。

町民課に関する部分の質疑を続行させていただきます。

渋谷委員さんの質疑に対して答弁をいただきたいと思います。

まず、住基カードの関係ですけれども、答えられる範囲内で山下町民課長、お願い

をいたします。

〇山下次男町民課長 それでは、お答えをさせていただきたいと思います。

23ページの住基ネットワーク事業の関係で、住基カードの関係でございますけれど

、 、も この住基ネットワークシステムというのが平成13年度から始まってございまして

25年度までですけれども、その経費、町で払っている経費といたしましては4,685万

6,260円というのが、この経費で支払いをしている状況でございます。住基カードの

発行枚数というのが、住基カードはちょっとおくれて、平成15年８月25日から住基カ

ードの発行が開始されました。それ以降の発行枚数といたしますと、611枚を発行し

てございます。これの単純な計算をいたしますと、さっき申し上げました4,685万

6,260円を611枚で割りますと、１枚当たりの単価としますと、７万6,688円が１枚当

たりの単価というような形になります。

、 。 、それから 70ページの国民年金の関係でございます 被保険者の加入者というのは

どういう人のことかというようなご質問だったかと思うのですれけれども、こちらの

70ページの中段ぐらいにあります表を見ていただきますと、被保険者のことが書いて

ございますが、第１号被保険者と第３号被保険者、こちらを合わせて合計いたしまし

て4,009人が26年３月末現在の加入者というような形になります。加入者とまた年金

。 。 、をいただいている人とは違う もう受給されておりますから この加入者については

保険料等を支払わなければいけないわけですけれども、60歳以上といいましょうか、

その人たちは逆に年金をいただくというような形になりますので、加入者といいます
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と、ここに書いてある人数ということになります。

それから、71ページの老齢基礎年金の関係でございますが、これは年金からの天引

きをどこで担当しているかというようなご質問だと思いますが、町県民税につきまし

ては税務課のほうでございます。それから、国保税もそうですね。それと、あと年金

からは介護保険料も引かれますし、後期の保険料も引かれます。というようなものが

天引きをされるような形になってございます。

それから、72ページの後期の高齢者医療の関係でございますけれども、人間ドック

の人数と状況、あと健康診査の業務委託料の状況でございます。こちらの健康診査業

務委託料につきましては、広域のほうから後期に関する健康診査を受託してやってい

るものでございまして、こちらの健康診査に係る費用として、このうちの371万

8,285円、それから受診券の作成料といたしまして１万9,873円、それからデータ管理

料ということで７万6,590円、それからデータ手数料４万1,262円というようなことを

合計いたしまして、健康診査業務委託料の385万6,010円ということでございます。

健康診査のほうを実施した人数でございますけれども、25年の４月１日現在で対象

者数が1,937人、うち実施をしていただきました人数につきましては448人ということ

で、実施率につきましては23.1％というような形になってございます。それから、人

間ドックの関係でございますけれども、こちらにつきましては57人の方が受けていた

だきまして、１人当たり２万円の助成ということで114万円の支出になってございま

す。

以上でございます。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 これは、年金からの介護保険料とか、控除、引いてあれするのは全

部税務課がやっているのですか、介護保険料も、それから全て税率を。それは税務課

がやっているということで考えることなのですね。ちょっとよくわからないのですけ

れども、それが１件と。後期高齢者はこちらでやるのかなとか思ったのですが、それ

も違うのですね。

健康診査業務委託料は、これは県のほうに、どういうふうな傾向かというのは、結

局嵐山町の傾向というのは、全部後期高齢者のほうに行くから、嵐山町ではこれもわ

からない。医療の傾向というのですか、大体の健診をした後の後期高齢者の健康状況

の傾向というのは、嵐山町では把握できない感じですかということを伺います。
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〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えさせていただきます。

失礼しました。介護保険につきましては、長寿生きがい課、それから後期高齢者医

療につきましては町民課のほうでやってございまして、先ほどの税務課とあわせて天

引きをしている状況でございます。

それから、健康診査を受けた医療の傾向ということでございますけれども、その診

査を受けたということではなくてお答えをさせていただきたいと思いますが、後期高

齢者医療に加入をされている方の疾病の状況というとで、ちょっとお話をさせていた

だいてよろしいでしょうか。

〇渋谷登美子委員 それは、後期高齢者医療のほうでやるからいい。

〇山下次男町民課長 いいですか。ちょっと資料のほうが、健康診査を受けたそのデー

、 、 。タはないものですから 申しわけございませんが ではそのようにお願いいたします

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 私、今まで全然気がつかなかったのですけれども、年金に関しての

ことというのは、介護保険料と、それから後期高齢者と住民税と、そして国保にかか

わるものというのは、それぞれの担当課がそれぞれ天引きというか計算をして、年金

の中から、年金額がそれぞれの人の年金額ちょっとずつ違うと思うのですけれども、

それぞれを計算して、そして年金を支払うところというのは、嵐山町のこの町民課が

行うということなのですか。

これ、今まで全然気がつかなくて、国から直接来るものだとばかり思っていたので

すけれども、そういうふうな形なのか。それとも、計算したものを国のほうから嵐山

町が徴収して、そしてその部分を各年金受給者に渡すというふうになっているのか。

私、この手順が全く気がつかなかったので、すみません、教えてください。

〇松本美子委員長 山下町民課長、答弁お願いいたします。

〇山下次男町民課長 お答えをさせていただきます。

年金受給者の方にそれぞれお支払いをするのは、手続をするのは年金事務所が行い

ます。その額、その個人の方に支払う年金額というのがありますけれども、その中か

らこれだけを引いてくださいというのは、町のほうでやるという、各担当課のほうで

やるということでございまして、町のほうでその額をもらって、それを個人の方にお
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支払いをするというようなことではございません。年金事務所のほうから直接でござ

います。その中から引くというのは、町のほうが年金事務所に、この額をこの人とこ

の人たちについてはこれだけ引いてくださいというのは、データをつくって年金事務

所のほうで引いていただいているというような形になります。年金事務所といいまし

ょうか、各社会保険庁ですね。年金事務所ですね。すみません。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

安藤委員さん、どうぞ。

〇安藤欣男委員 今、この保険、国民年金の関係ですが、今は社会保険庁になっている

ので、なかなかわかりにくいわけですが、免除率が大変高くなってきているというこ

とが一般的に報道もされています。嵐山町の免除率は37.3％という捉え方でいいのだ

と思うのですが、この数字というのは近隣からしてどんな状況なのですか、わかった

。 。 。ら教えてください 学生免除なんかが多くなってきているのかどうか それが１点と

学生免除が終わった後、この免除の期間のあれは後で精算させるのですか。今度、

新しく厚生年金なんか入っていくわけだけれども、その期間のあれは、社会保険庁の

ほうが、直接担当者、関係者に手当てをしていくというシステムなのでしたっけ。ち

ょっとわかりにくいので、教えてください。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えをさせていただきます。

国民年金の免除の関係でございます。嵐山町は、25年度、37.3％というような状況

でございますが、近隣の状況ということでございますけれども、免除率、川越管内で

見ますと平均が30.8％です、川越の。そして、市町村別に見てみますと、東松山市が

34.5％、滑川町が32.1％、小川町が34.4％、川島町が27.7％、吉見町が30.4％、鳩山

町が29.3％、ときがわ町が32.8％ということでございますので、嵐山町がこう見ます

と、一番高い免除率というような形になっているのかという、そんな状況でございま

す。去年に比べましても、４％弱ですけれども、高くなっております。

これも皆さんにこういった免除の制度というものが、ある程度普及をしてきたとい

うようなことも大きいのかなというふうに思います。個人、個々の状況といいましょ

うか、それはそんなに一概に苦しくなったというようなことはないと思いますので、
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逆にこういう制度があるというのを皆さんがご承知いただいて、申請をしているのか

なというふうに思います。

それから、この学生免納付特例の後、終わった後の関係でございますが、後納制度

という形で10年間、払うような形になるわけですけれども、それについては多分納付

書で、会社とかではなくて納付書が送られてきて、それによってお支払いをしていた

だくというような形になるのだというふうに思っています。

以上です。

〇松本美子委員長 安藤委員、どうぞ。

〇安藤欣男委員 今の答弁でわかりましたが、そんなに嵐山は高い。ただ、今おっしゃ

ったシステムがよくわかってきて、活用しているのだろうということですが、そのほ

かには法定免除の関係は、そんなにはふえてきていない捉え方でいいのですか。

〇松本美子委員長 山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 お答えをさせていただきます。

法定免除の関係ですけれども、法定免除の人数につきましては、逆に減っておりま

す。24年度が324人、25年度につきましては319人ということで、５人減っているとい

う状況でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございませんか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、町民課に関する部分の質疑を終結いたし

ます。

暫時休憩をとらせていただきます。10分間の休憩ということで、すみません、お願

いいたします。３時ということで、すみません、再開させていただきます。

休 憩 午後 ２時５２分

再 開 午後 ３時０１分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、文化スポーツ課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方はどうぞ。

森委員、どうぞ。
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〇森 一人委員 主要な施策の説明書の125ページになります。

放課後子ども教室事業ですが、県からも補助金が46万円ほど出ております。前年の

120万何がしから大幅に減額となっておりますが、参加者の減から来るものなのか、

どういった理由なのか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

強瀬交流センター所長、お願いいたします。

〇強瀬明良文化スポーツ課交流センター所長 お答えいたします。

放課後子ども教室の参加者総数が 平成24年度は35名ほどおりました 25年度は31名、 。

と、若干減少しております。そういった中で、コーディネーター、サポーターの勤務

時間、こちらが大幅に減少いたしまして、総額が減額ということになっております。

以上です。

〇松本美子委員長 森委員、どうぞ。

〇森 一人委員 今、放課後子ども教室については、文教のほうでも調査課題といいま

、 、 、すか 調査研究させていただいておりますが 要望的なものになるかもしれませんが

今後、文科省と厚労省とが放課後子どもプランというのを推進しているとなっており

ます。嵐山で行っている子ども教室が独自性があって地域性があるとはしても、事業

が縮小傾向になるのであれば、国の方針に沿うような事業の見直しも必要ではないか

と思いますので、要望と出させていただきます。お願いします。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 では、質問させていただきます。

最初に、ページ数の少ない21ページからお願いします。行政財産の使用料というこ

とで、ふれあい交流センター行政財産使用料ということで、行政財産というのは何を

言うのか、まず最初にお聞きいたします。

それと、次に53ページ、ボランティア活動支援事業の中に報酬として153万円の支

出が出ておりますが、何か聞くところによると、この１年間お勤めではなくて、若干

期間が短かったようなことがお聞きするのですが、その辺の理由をちょっとお聞きし

たいというふうに思います。

それと、３点目に130ページのノルディックウオーク、スポーツの一種の中でノル

ディックウオークというスポーツが最近はやっておりますが、いろんな方がストック
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を持って運動を楽しんでおりますが、ここに講師謝礼ということがのっております。

どんなことをしての謝礼なのか、それをお聞きしたいというふうに思います。

４点目ですが、次のページ、131ですが、上部のほうに都幾マレットゴルフ草刈り

等謝礼と書いてありますが、この草刈り等と、等というのはどういうことなのか、ま

たこの謝礼の内容をお聞きできればというふうに思いますが。

以上、お願いいたします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 それでは、お答えいたします。

まず、21ページの行政財産使用料でございますが、こちらにつきましては商工会に

貸している部分の使用料でございます。24万円ということで、年間の使用料でござい

ます。商工会につきましては、このほかにも面積割ということで、光熱水費等も負担

をしていただいておるところでございます。

続きまして、53ページ、ボランティア活動の非常勤職員報酬でございますが、こち

らにつきましてはボランティアコーディネーターの報酬でございます。月額17万円で

ございますが、昨年度につきましては、年度の途中でご本人の健康上の理由で退職を

されました。若干、すぐに補充といいますか、後任が見つからずに、最後３カ月です

か、12月末で退職ということで、１、２、３カ月につきましては空席でございます。

その分が減額となっております。

それから、130ページのノルディックウオークでございますが、こちらにつきまし

ては講師２人で、これは歩き方の指導等でございまして、そういう指導者への謝礼と

いうことでございます。

それから、131ページの都幾マレットゴルフ場の草刈り等でございますが、大蔵町

南会に一括でこの管理をお願いしておりまして、草刈りだけでなく日常的な管理も含

めて、除草剤をまいていただいたりとか、それも含めて管理をしていただいていると

いうところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 それでは、最初から再質問させていただきますが、商工会の使用料、

主にということだと思うのですが、この中に先ほどそのほかにもというお話だったで
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すが、ここには載っていないわけですね。商工会の施設だけが24万ということで、先

ほど何点かありますというふうなことは、ほかのページに載っているということです

ね。

、 、 、２点目ですが ボランティアの推進ということで ボランティアコーディネーター

お勤めしていただいていたわけだというふうに思いますが、内容的にも全てのものを

ボランティアについて、あそこでするものについては統括してやっていただいたのだ

というふうに思います。いろいろなボランティアがあるわけですから、仕事的にも大

変だったのではないかなというふうに思いますが、そこら辺でおやめになるときに何

かお話しになったことがあるかどうか、やめる理由が何かほかにもあったかどうか、

ありましたらお聞きできればというふうに思いますが。

それと、３点目ですけれども、ノルディックウオークの謝礼なのですけれども、教

室というか、先生が何か指導してくれたのだというふうに思いますが、どういう状態

で、例えば団体を集めて参加者を募ってやっただとか、何かもうちょっと詳しくわか

ればというふうに思いますが。

それと、都幾マレットゴルフについては、町南会に一括したものだということで、

私、個人にやっているのかなというふうに思ったものですから、これについては結構

です。

以上、よろしくお願いします。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

まず、行政財産の使用料でございますが、ほかにもということではなくて、これは

施設の使用料ということで、年間決まった額をお支払いいただいているのが24万円で

ございます。この商工会さんについては、施設の使用料だけでなく、電気や水道とい

った光熱水費についても、それは使った分の床面積割ということでご負担をいただい

ているということでございます。

それから、ノルディックウオークについての内容等でございますが、参加者につき

ましては昨年は13人でございました。これは広報等で募集を行いまして、ご参加をい

ただいた一般の町民でございます。講師につきましては、ファイブルクラブという総

合型地域スポーツクラブに講師をお願いいたしました。



- 71 -

以上です。

〇松本美子委員長 答弁漏れをすみません、お願いいたします。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 ボランティアコーディネーター、おやめになった理由と

いうことでございますが、秋口ぐらいから健康についてのご相談をいただいておりま

した。かつて持病をお持ちだということで、それが再発をしたのだけれども、主治医

と相談をして、手術をするかあるいは経過をそのまま見守るかということで、夏ぐら

いからしばらく様子を見ていたのですけれども、やはり体調が思わしくないというこ

とで、責任ある仕事ですので、周りに迷惑をかけてはということでご本人のたっての

申し出でございまして、あくまでも健康上の理由というふうに伺っております。

以上です。

〇松本美子委員長 長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 再質問２つほどさせていただきますが、まずはノルディックウオーク

の関係ですけれども、13名の方がその広報に対して申し込みをして、教室を行ったの

だと。これ、１回だけだったのかどうか、継続的なものももし何か考えているものが

あれば、少し教えていただければというふうに思います。

それと、ボランティアの活動支援事業のことですが、なかなか多岐にわたって統括

するので大変なのだろうなというふうに思ったものですから、多少なりとも仕事上で

詰まってしまったところがあったのかななんて思ったりなんかしたものですから、勘

ぐってお聞きしたわけでございますけれども、そういうことではないということでお

聞きしました。

それで、私、総括をするのですが、このボランティアのことについて少し突っ込ん

で質問したいというふうに思いますので、各課にわたるところがあるでしょうから、

お願いしたいというふうに思います。

それでは、ノルディックウオークのことだけよろしくお願いします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁お願いいたします。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

ひとり１スポーツの事業として、スポーツ教室を毎年行っております。幾つか新し

い種目を、競技について導入をするというのが一つの狙いでございまして、その新し
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いスポーツについての普及を図るということが１つ。それから、普及を図れたその次

の段階としては、自主サークルのような形で、その競技に取り組む町民の方をふやし

ていきたいというような狙いで実施をいたしておるものでございます。

ノルディックウオークにつきましては、ストックを持って歩くということで、回数

を多くということは特に考えておりませんで、こういうような方法で歩くということ

を知っていただくというのが、まず１つ、体験をしていただくということと、それか

ら町が育成に力を入れております総合型地域スポーツクラブのファイブルクラブとい

うところでも、そのノルディックウオークを行っておりますので、その後の活動等に

ついては、そちらのクラブのほうを紹介するというような形をとらせていただきまし

た。ということで、昨年につきましては１回のみの開催でございました。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 ３カ所お伺いします。

、 、21ページの使用料及び手数料の中に 南部交流センターの使用料58件ということで

昨年40件でしたが、今回約1.5倍にふえております。どういった方々が使用なさった

のかお伺いいたします。

次のページの22ページ、海洋センター使用料、プール3,669人ということで、昨年

より約400人ぐらいの人数が伸びております。きれいにリニューアルをしたところで

ございますので、やはりきれいになって、新しいところに行ってみようと思って多く

なったのかなとは思いますが、たしか無料の日を設けていただいたと思うのですが、

、 、 、 、その無料の日も入れての人数なのか 内訳 小学校 中学校の人数とかもしわかれば

教えていただきたいと思います。

そして、128ページの鎌形八幡神社拝殿補修工事費ということで50万円、これ説明

もありましたが、順調にきれいになったと思いますが、一応内容をお伺いしておきた

いと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

強瀬交流センター所長、お願いいたします。

〇強瀬明良文化スポーツ課交流センター所長 私のほうからは、21ページの南部交流セ
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ンターの使用料の関係につきましてお答えしたいと思います。

昨年40件から25年度は58件に増加ということですが、その中で音楽関係の団体、あ

るいはそれから先ほどから話に出ていますファイブルクラブの関係者のご利用といっ

た利用が増加いたしました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 萩原副課長、お願いいたします。

〇萩原政則文化スポーツ課生涯学習担当副課長 海洋センターのプールの利用人数につ

いてお答えします。

3,669名という数字は、お金をいただいた有料の人数でございます。無料の方を含

めますと4,167名、無料の方は498名いらっしゃいました。

以上です。

〇松本美子委員長 植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 鎌形八幡神社の改修についての補助事業についてお答え

いたします。

こちらにつきましては、拝殿、指定文化財になっている本殿を覆う拝殿ということ

で、その文化財保存に極めて影響が大きいということで、町の文化財の補助金の交付

要綱に基づいて支出をさせていただいたものでございまして、事業費の２分の１が補

助率でございますが、事業費の上限が100万円となっておりまして、支出額は50万円

が限度ということでございます。

事業に当たっては、はるかに多額の経費がかかったというふうに伺っておりますけ

れども、これによりまして雨漏り等が防止できる。屋根の吹きかえということでござ

いますので、ごらんいただいておられるかと思いますけれども、きれいに仕上がって

おります。年度の当初で実施をさせていただきました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ちょっとお待ちください。先ほどの畠山委員さんの質問の中で答弁

漏れがございますので、お願いしたいと思います。ＢＧプールの小中学生の使用につ

いての人数というようなことがあったかと思うのですが。

では、萩原副課長、お願いいたします。

〇萩原政則文化スポーツ課生涯学習担当副課長 今持っている資料では、大変申しわけ

ありませんが、有料の人数だけで、細かく分かれた数字は持っていません。
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〇松本美子委員長 それでは、畠山委員、質問どうぞ。

〇畠山美幸委員 21ページの件はわかりました。

22ページのプールの件ですけれども、細かい内訳はわからないと思うのですが、大

体町外の方と町内の方で、何人ずつぐらいいるかというのは把握されていますか。そ

、 、 、れで できれば町内の方が お子さんが中学校くらいまでが例えば６割とか４割とか

そのくらいのレベルぐらいはわかるかどうか、もう一度そこをちょっと確認させてく

ださい。

それで、お子さんが来る場合は、恐らく自転車、徒歩で来ていると思うのですが、

あそこに来るまでの、徒歩なのか、何を利用してあそこまで来ているのか、そこまで

もしわかったら教えていただきたいと思います。

128ページのほうは、文化財指定ということできれいになりましたし、何かこの年

度中に周知をして、ぜひごらんくださいとか、そういうような周知活動はなさったの

か、あとお披露目会みたいなものはなさったのか、確認をしたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お願いいたします。

プールの無料ですが、無料につきましてはチケットを発行しておりませんので、ど

のぐらいの年齢の方が何人というような把握はしておりません。団体として、例えば

嵐山幼稚園さんがお使いになるとかという場合には、そういう事前の団体予約のよう

、 、なものでいただいておれば人数は把握しておりますけれども 細かい内訳については

チケット発行しないということで、チケットを発行する場合には、小学生かそれ以上

かということがわかるのですけれども、そこまでの細かい数字はなかなかちょっと把

握できないところでございます。

それから、交通手段につきましては、小さなお子さんですと、親御さんもご一緒に

見ていただくというのが条件になっておりますが、小学生あるいはそれ以下のお子さ

んですと、大概親御さんが送り迎えをされているというのが多いようでございます。

、 。町外か町内かということも そういうチェックも実際には窓口では行っておりません

続きまして、鎌形八幡神社でございますが、難しいところなのですが、特に町民へ

の周知というのは行っておりませんで、先ほどもちょっと申し上げたのですが、文化
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財は拝殿の中に納まっている一回り小さな社殿があるのです。その建物が指定の文化

財になっておりまして、この建物につきましては、ふだんから一般の方がごらんいた

だけるものではないのです。春祭り、秋祭り等のお祭りのときに扉を開いていただい

て、そこから中がごらんいただけるというものでして、特に特別なイベント等を設け

てごらんをいいただくというものは、昨年は実施しておりません。ご指摘のように貴

重な公費を使って補助をしておりますので、今後、何らかのことを地元の総代さんと

もご相談をして検討させていただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 プールの関係ですけれども、無料のところだけではなくて、3,669人

の方々の小学校、中学校、また大人の方という、もし比率というか内訳がわかると助

かるなと。多分、子供は100円だったかな、大人が倍の200円ということですから、券

の販売数を見れば割合がわかると思うので、もしわかれば、そこをちょっと教えてい

ただきたいと思います。

鎌形のほうは、私もその中のものというのは全然わからない。そこが文化財という

、 、 、 、 、ことが 今 私わかったのですけれども ぜひ もし見せていただけるものであれば

期間を決めてぜひごらんになっていただいたらいかがかなと思いますので、今後の課

題にしていただきたいと思いますので、答弁はプールのほうだけでお願いします。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 申しわけありません。ちょっと手元に小学生と大人の分

けた数字を持っておりません。後ほど数字をお届けすることでよろしいでしょうか。

〇畠山美幸委員 お願いします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑ございますか。

吉場委員、どうぞ。

〇吉場道雄委員 １点ほどお伺いします。

今の128ページ、文化財の関係なのですけれども、指定文化財保護管理ということ

で、予算の中には越畑の獅子舞保存会、３年連続して15万の予算で出ているのですけ

れども、やはり３年前の東日本大震災のとき、自粛ムードで中断してから、それから
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全然活動がされていないのですけれども、その地区の、町の考えで予算をつけている

、 、 。わけなのですけれども その考えを聞きたいのですけれども よろしくお願いします

〇松本美子委員長 吉場委員さんに申し上げますけれども、予算関係はここでは……

〇吉場道雄委員 使われていないけれども、使われていない考えなのです。いいのでは

ないですか。

〔 使われなかったのはなぜかということ」と「

言う人あり〕

〇吉場道雄委員 どうして使われていないか。使われていないのに予算つけるのかとい

うことで、決算のほうで。

〇松本美子委員長 ページは、すみません。決算に出ていないって。

〇吉場道雄委員 予算がついているけれども、使われていないからいいのではないです

か。

〇松本美子委員長 すみません。吉場委員に申し上げます。もう一度ページ数をしっか

りとお話をしていただきながら、質疑をしていただければと思います。

。 。 。〇吉場道雄委員 いいのですよね すみません 私の説明不足で申しわけございません

、 、 、ページ数128ページ 先ほどの文化財の関係なのですけれども 予算で越畑の獅子舞

15万と予算つけているのですけれども、実際には活動していないということでゼロな

のです。ある程度予算つけたのは、使ってもらうような努力していると思うのですけ

れども、町の考えをちょっと聞きたいのですけれども、間違っていますか。

〇松本美子委員長 それでは、吉場委員さんの質疑に対して答弁をいただきたいと思い

ます。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 指定文化財のこちらの指定文化財保存管理事業の中に

、 。 。は 決算としては越畑獅子舞保存会への支出は出ておりません 発生しておりません

震災の年から活動を中止しております。保存会さんとも何回も協議をさせていただい

ておりますが、後継者が実態としていないということで、後継者養成のための事業が

できないのだということで、現状では活動ができないというふうに承っております。

ただ、神社への奉納もされておりませんし、獅子舞としての、後継者養成だけでな

く、活動が今は行われていない状態なのです。このままですと、貴重な文化財が途切

れてしまう可能性があるということで、町としては何とか形を、どういう形でもいい
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から絶やさないための努力をしていただけないだろうかということで、お話をしてい

るところなのですけれども、なかなか保存会だけでは限界があると。それから、区の

中にもなかなか理解をいただけない部分があるということで、難しいのだというお話

を承りました。

ここの28ページのところの文化財保護事業というのが、このすぐ下にあるのですけ

れども、ここの報償費で文化財講演会ということで、ここに講師謝金として１万円を

上げさせていただいたのが、これは越畑獅子舞に関する越畑区民を対象とした講演会

でございました。町としては、こういう講演会等を通して越畑獅子舞の文化財として

の価値を区民の方に知っていただき、何とか文化財の途切れないで今後続けていくた

めの関心を高めていただきたいということで、25年度についてはこういう講演会を実

施させていただき、そして保存会さんとは協議をさせていただいているというところ

でございます。

ということで、予算は、何とか続けていただく体制が整えば、いつでもこちらとし

てはお支払いをする用意がありますという、そういう町の姿勢を保存会さんにお示し

するためにも、予算は計上させていただいたということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 吉場委員、どうぞ。

〇吉場道雄委員 再質問したいと思います。

私も、今課長が言ったような考えで質問させてもらいました。やはり、町の文化財

の指定になっているし、かつて県の指定にもなっていたわけなのです。本当にすばら

しい文化財だったわけですけれども、やはり一度消滅すると、新しく復活すること絶

対無理だと思うし、新しいこういう文化財をつくるというのはもっと難しいと思いま

すし、ふるさともかつてそういうことがあったのです。だけれども、いろいろ形を変

えたり、工夫を変えたり、安藤委員なんかもいろいろ相談しながら、いろいろ形を変

えて神社の……

〇松本美子委員長 吉田委員に申し上げますけれども、個人的な考え方は申しわけない

ですが、決算ですので。

〇吉場道雄委員 わかりました。かつて努力してきたことがありますので、そういうこ

ともあるのだから、そういう指導も地域の方にして、どういう形でもいいから、私も

だからそこは町の考えと同じなのですけれども、絶やさない、絶対、そういうような
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努力をしてもらいたいと思うのですけれども、その辺の考えちょっと。

〇松本美子委員長 答弁をいただきます。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 町も吉場委員さんおっしゃるとおり、同じ考えでござい

まして、今後も越畑の保存会あるいは地区に対しましては、そういう趣旨で働きかけ

を続けていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 21ページの先ほどのふれあい交流センターの行政財産の件なのです

が、そうすると観光協会はどういうふうになっているのかなと思いまして、ちょっと

伺いたいと思います。

それから、22ページの各小中学校の体育館、使用料が入ってきているわけですけれ

ども、意見として、夏場の使用者からの、暑くてしようがないという苦情というのは

上がってきているのかどうか伺いたいと思います。

それから、36ページですけれども、一番上なのですけれども、自動販売機の管理料

や一時金がここで入ってきているのですが、図書館には一時金はないですよね。ふれ

あい北部交流センターにも一時金がないと。これはどういうものなのでしょうか、ち

ょっと伺いたいと思います。

それと、127ページの文化財保護審議会の運営事業なのですが、これはどういうと

きに審議会を開くのでしょうか。昨年は、これだとちょっと開いていないみたいです

けれども、何か文化財が出たときに、これを嵐山町の文化財として指定するために開

こうとするのか、それはどういう経路で審議会のほうに情報が伝わるのか、ちょっと

伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁お願いいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 それでは、お答えいたします。

まず、行政財産の使用料ということでございますが、観光協会につきましては、こ

れは商工会のほうに町からお貸しをいたしまして、商工会から使用の許可をいただい

てお使いいただいていると、そういうことでございます。
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それから、22ページの小中学校の体育館、夏場の暑さの苦情等があるかどうかとい

うことでございますが、主に利用は夜間が中心でございまして、町のほうには、暑い

のでエアコンを入れてほしいとか、そういうような苦情はいただいておりません。

それから、36ページの自販機の件についてでございますが、こちらについては昨年

度はＢ＆Ｇの４台、それからふれあい交流センターの１台、そして北部交流センター

の１台を新たに設置をいたしました。図書館については、その前から入っているもの

でございまして、特に前の契約そのままの継続でございます。

これについては、新しく昨年度途中で契約をする時点で、自動販売機についてもた

くさんの会社がございまして、それぞれにセールスポイントを持っております。場所

によって売り上げが変わってまいりますので、業者とすると、同じ条件では置けない

ということでございまして、かつてやすらぎに置いてあった自販機については、業者

が撤退をしたという経緯がございます。北部交流センターにつきましては、やすらぎ

も、それから北部交流センターの利用者も共通して使えるようにということで、今回

。 。は北部交流センターの外に設置をさせていただきました こういう経緯がございます

、 、 、そして 売り上げが異なるので 業者としても同じ条件では置けないということで

それぞれの場所に合った条件というのを、業者のほうから提案をしていただくという

ようなことで業者選定を行わせていただきました。その結果、町にとって最も有利な

条件という中で業者の決定を行いましたので、それぞれの場所によって、一時金があ

るとかないとか、それから一時金の金額ですとか、そういった条件も異なってまいり

ます。ということで、このような金額になったということでございます。

続きまして、127ページの文化財保護審議会でございますが、こちらは審議会でご

ざいまして、昨年は１回会議を行っておりますけれども、町のほうから諮問をする事

項がなければ、基本的には開かないというのが原則でございます。指定文化財にかか

わる、例えば昨年の場合ですと、鎌形八幡神社の指定文化財の補助事業が行われたり

とか、あるいは新たに指定文化財を町で考えているのだけれども、その価値について

どうかというような事案が生じた場合に、文化財保護審議会のほうに諮問をいたしま

して、それに基づいて会議を開いていただくということでございます。昨年は、それ

が１回行われたということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、お願いいたします。どうぞ。
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〇川口浩史委員 そうですか、わかりました。

文化財の関係なのですが、今回の事業の中で防空ごうが埋められたわけなのです。

ちょっと私考えまして、なぜ嵐山で防空ごうが必要だったのだろうかと、空襲があっ

たのかなと。

〔 それはちょっと違う」と言う人あり〕「

。 、 、 、〇川口浩史委員 いやいや それで 私 博物誌をちょっと読んでみたのですけれども

嵐山の空襲というのは載っていないのです。ほとんどがビルマだとか、ガダルカナル

だとか、そういうところでの戦いはいろいろ経験して苦しかったというのは、これは

載っているのです。これはいっぱいなのです。ただ、嵐山の状況というのは載ってい

ないのです。唯一、宮本先生、前教育委員長された、あの方が嵐山も空襲、空襲とい

、 。 、 、うかな １機来てばばばっとありましたと それが書いて ちょっと私が見ただけで

急いで見たので。そうすると、なぜ防空ごうがあったのだろうか。しかも杉山のあの

辺で。

〔何事か言う人あり〕

〇川口浩史委員 私も、それも考えました。これから来るのではないかということも考

えました。そういうこともあるのかなと思って、あれは文化財にはなじまないという

ことであるのでしょうか。担当課としてはどういうふうに考えたのか、ちょっとお聞

きしたいのですけれども。

〇松本美子委員長 では、答弁を植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

防空ごうの埋め戻しにつきましては、これは指定文化財でございませんで、担当は

。 、 。文化スポーツ課ではございません ですから 決算の上にも上がってきておりません

余談といいますか、参考までにお話をしておきますと、嵐山町の防空ごうについて

は幾つかあるのですけれども、これは空襲に備えては空襲に備えてなのですが、平澤

を中心に軍需工場が建設されたり、あるいは町内菅谷や川島あたりでは、松の根っこ

を掘って松根油という油をつくったりとか、そういうような軍需物資を一時保管する

ための防空ごうというふうに承っております。

ただ、軍事機密が多かったようでして、実態は余りよくわかっていないというのが

実態でございまして、防空ごう関係で町の指定文化財になっているものは、現状では

ございません。今回、埋め戻されたものについても、安全対策ということで埋め戻さ
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れたというふうに伺っております。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 平澤や菅谷のことは、博物誌にも載っているのです。ですので、工場

として、これは河井委員が詳しいのですけれども、よく私も聞きまして、そういう工

場建設がされてあったと。カネボウがあそこの工場をつくろうとしたというようなこ

とまで書いてありました。

問題は、あそこの杉山がふさわしくないのかということなのです。指定はされてい

ないのは、それはわかっているのです。ふさわしいのか、ふさわしくないのかという

ことで、ちょっと総括的になってしまうから、総括でやります。やろうと思っていた

のですが、いいです。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

〇川口浩史委員 はい。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員さんの再質問につきましては、取り下げさせて

いただくということにします。

そのほかに質疑ありましたら、どうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 21ページ、22ページになると思うのですけれども、ふれあい交流セ

ンターや文化スポーツ課の持っている施設なのですけれども、住民の方が活用される

施設なのですが、使用料という形ではわかるのですけれども、無料で使われている、

子供さんたちも使われている、そういったものは全体にそれぞれどの程度ぐらいずつ

使われているかというのを、まず伺いたいと思います。無料の部分とそうではない部

分、活用状況というのですか。

、 、 、その次に 放課後子ども教室なのですが 嵐山町としての事業評価というのですか

それはどのように捉えているのか伺いたいと思います。

それと、次に126ページで図書館に係る問題なのですが、図書館運営協議会の方が

５人という形で、現状で図書館の課題というのはどのように思っていらっしゃるか。

、 、例えば図書館多目的室の利用回数とか利用者数 そして図書館を利用される方の変化

それに合わせて本も、24年度と比べると若干ですけれども、購入額がふえているので

すけれども、それに合わせたような本とかＤＶＤに、多分なっているのだろうなと思
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いますし、その点についてどのように把握されているのか伺いたいと思います。

それと、127ページの作業員賃金なのですが、35万400円、これはどのような作業を

１人でなさっていたのか伺いたいと思います。

129ページになりますけれども、博物誌編さん事業なのですが、25年度ではどのよ

うな事業を行ってきて、それは進捗に対して、評価としてはどのような形になってい

るのか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

強瀬交流センター所長。

〇強瀬明良文化スポーツ課交流センター所長 私のほうからは、21ページのふれあい交

流センターの使用料の関係で、細かい数字の話になってしまいますが、ここに表示さ

れておりますふれあい交流センター使用料2,179件、これはあくまでも歳入の部分で

ございますので、１回に会議室を２部屋、３部屋予約をして申し込みをし、お金をお

さめていただいた件数という形になっております。

そして、25年度の会議室の年間利用件数は4,407件ございました。その中で、有料

件数は3,816件、免除件数が591件でございます。同じように、北部交流センターでご

ざいますが、利用件数は526件、有料件数が305件、免除件数が221件。それから、南

部交流センターですが、こちらは利用件数は171件でございます。有料件数が122件、

免除件数は49件でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 体育施設のほうについては、手元にそういった細かい数

値を持っておりませんが、先ほどもプールのところで申し上げましたように、細かい

ところまで内訳を出すのがちょっと難しい状況でございます。概要については、後ほ

ど精査してご提示させていただきたいと思います。

放課後子ども教室の事業評価ということでございますが、県から補助金をいただい

ているという関係で、毎年、活動報告を県のほうに提出をさせていただきまして、そ

の実績に基づいて、また次年度の補助事業として認定をいただいているというところ

でございますが、何分にも、今までですと、小学校の高学年、４年生、５年生、６年

生を対象にしておりましたけれども、子供の人数が少しずつ減っていると。
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それから、放課後の過ごし方としては、学童保育等もございまして、あるいは塾に

通うというようなこともあって、なかなかこちらのほうの放課後子ども教室に多くの

お子さんが通っていただけないということもあります。毎年、内容については見直し

、 、 、をしておりますし 決算に直接はかかわりないかもしれませんが 26年度については

対象のお子さん方を小学校１年生まで広げるというようなことで、内容のてこ入れを

行っているところでございます。

それから、場所についても、今はふれあい交流センターで実施しておりますが、学

校の空き教室の状況等も検討して、もし学校の放課後の教室が使えれば、場所はそち

らのほうに移すということも検討課題として、今年度については検討しているという

ところでございます。まだ強化のためのいろいろな検討作業を行っているというとこ

ろでございます。

それから、図書館協議会についてでございますが、こちらについてはさまざまな図

。 、 、書館の課題がございます それについてご審議をいただくということで 年に２回で

人数については８人でございまして、有償が５人ということでございます。今、委員

、 、さんからもお話ありましたように 余り使われていない多目的室の有効利用ですとか

それから図書の選定、その他の事業の内容、進捗、そういったものについて検討をい

ただく審議会という位置づけでございます。

それから、127ページの作業員の賃金でございますが、こちらについては指定文化

財の保存管理事業ということで、主に杉山城跡の日常的な管理でございまして、杉山

城跡については、杉山城跡保存会という組織が70人ぐらいいらっしゃいますが、こち

らが年に３回ほど、メーンで下草刈りを実施していただいております。

それから、シルバー人材センターにお願いをして、斜面部の危険な箇所の下草刈り

を実施していただいたり、あるいは玉ノ岡中学校の生徒たちに、体験学習ということ

で参加をしていただいたりということはありますけれども、日常的な見学遊歩道の部

分の草刈りをしていただいたりとか、貴重な草花を保存していただいたり、倒れかか

った木を整理してもらったりとか、そういった日常の安全管理、維持管理を含めた作

業ということでお一人お願いをしている、それがこの作業員賃金でございます。

それから、次の博物誌編さん事業でございますが、こちらにつきましては、昨年度

、 。ホームページ上の公開が全て済みまして 編さん事業そのものが完了をしております

ここに決算で上がってきているものにつきましては、今、３階に、博物誌編さん室は
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閉鎖をいたしましたけれども、その残務整理というのでしょうか、資料を整理して、

今後活用していくための整理とか、あるいは資料を別の場所に保管をしたり、ＰＣの

中のデータを整理をしたりとか、そういうような残務整理にかかった経費ということ

でご理解いただきたいと思います。

以上です。

〇渋谷登美子委員 そのほかにございますか。

安藤委員、どうぞ。

〇安藤欣男委員 ２点、お伺いいたします。

128ページ、上の囲ってある関係ですが、指定文化財環境整備業務委託料、25年度

で畠山重忠公の像が修復をされました。これも国の資金を使ったりしながらやれたと

いうことで、大変よかったなというふうに思っております。

ただ、私も申しわけないというか、現場へ行って見ていないので、どんな直し方を

したのか不勉強で申しわけないのですが、ポリマーセメント注入ということでござい

ます。セメント注入をして、傾きかけたのを直したと。土台あるいはあそこまで行く

ところの整備とか、そういうものは全然手はつけないということなのでしょうか。注

入だけ書いてありますので。

その上に歴史環境研究所、ここが修復工事設計監理ということで48万3,000円払っ

ています。事業料からすれば、設計監理料がパーセント的には大変高いように思うの

ですが、ここは25年７月25日からということで計画をしたのでしょう。最終的には、

これは監理ですから、20日でわかりますが、ここの会社はどういう関係のどこにある

会社なのでしょうか、それも含めてお聞きをしておきます。

それから、次、31ページですが、Ｂ＆Ｇの海洋センター、今回財団から補助金をい

ただいて中が整備をされました。また、プールも直されて、先ほど現場も見に行って

説明いただきまして、内部的には本当にきれいになったなというふうに思っておりま

す。その努力に対しましては敬意を表する次第でもございますが、本当に大がかりな

事業であって、Ｂ＆Ｇからも補助金がもらえたわけですが、予算にはもちろんなかっ

たわけなのでしょうが、体育館の屋根は直しましたが、外周塗装的なものは手をつけ

てありません。

行ってみますと、やっぱりネームは直しましたね、嵐山町Ｂ＆Ｇ海洋センターとい

うことでネームは直してありますが、外装塗装全体は手をつけていないのです。補助
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事業の関係で外装塗装までは組めなかったのか、あるいはＢ＆Ｇ財団が外装までは含

められないということで、こういう対応をしたのか。なかなか後で塗装するといった

って大変なことになると思うのですが、今回、そういう決断をした理由はどうだった

のでしょうか、そのことを聞きたいと思います。

〇渋谷登美子委員 それでは、答弁お願いいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

まず、畠山重忠公像の修復でございますけれども、町の指定文化財でございます。

指定文化財の修復というのは、現状を変えないで修復するというのが、現状を維持す

るというのが原則でございまして、まずその点でできる最良の措置ということは何か

ということで、平成24年度に調査を実施しております。この調査を請け負ったのが、

歴史環境研究所というこの会社でございまして、有限会社ですが、埼玉県の白岡市に

ある会社でございます。文化財関係のこうしたいわばコンサルのような事業を専門に

、 、やっている会社でございまして かつて杉山城跡の保存管理計画を策定するときにも

この会社にお願いした経緯がございます。

今、申し上げましたように、現状を変えないでどのように修復をするかということ

で、本当ですと解体をしてみたりとか、そういうことができれば、抜本的なといいま

すか、傾きを直すとかというような方法で、あるいは芯にまた鉄筋を入れて補強する

とかということもできるのでしょうけれども、ご承知のように、ここは国の指定史跡

菅谷館跡の土塁の上になっているという条件もございまして、大規模な工事が実施で

きないという条件もございまして、そういう中で、像の中に長年、八十数年の経年劣

化といいますか、そういう中で空隙ができていると。像の中、それから地面と像の間

の基壇の部分、玉石を組んでコンクリートが詰めてありますけれども、その中にも空

隙があると。その空隙が広がった関係で、その部分が沈下をしたのではないかという

結論になったわけなのです。

まだまだ空隙がたくさんあるということで、その空隙の部分にポリマーセメントを

流し込むことによって、像全体を固定をするといいますか、補強をするということに

よって、この像は現状で十分に保存にたえるものになるだろうという見込みの上で、

今回の修復事業を行うことになりました。

ただ、先ほどから申し上げていますように、解体をして中の構造を完全に確認した
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というわけではございません。それから、空隙部分についても、サンプルで穴をあけ

たところで見つかった空隙でございまして、どの程度の広がりを持っているかという

のが未知数の部分がございました。ですから、実際に工事を行う施工業者と、それか

ら現地の調査の未知数の部分、そのそごを埋めるためにも、設計の業者が現地で監理

をする必要があったということから、今回のこの設計監理料というものを上げさせて

いただいたわけでございます。計算どおりにやれば大丈夫なはずだという工事とは違

いまして、その分、その手間がかかったというふうにご理解をいただければと思いま

す。

それから、ＢＧの修繕でございますが、こちらにつきましては平成20年、21年ぐら

いの段階から、ＢＧ財団のほうには修繕を行いたいという計画を上げておりまして、

時間をかけて、全国たくさんある自治体の中から、たくさん上がってくる計画の中か

ら、嵐山に決定をしていただいたという経緯がございまして、その計画の中で、ここ

とここは直したいのだということで計画を上げさせていただきました。財団のほうが

持っている補助の財源の総額ということもあります。割り振りということもありまし

て、いろいろ計画を上げた中で、ではこれとこれは認めましょうということで、今回

の工事についても、事業についても認可をいただいたという経緯がございます。

、 、 、できれば体育館の床ですとか プールの上屋ですとか もっと予算に余裕があれば

実施したい箇所もたくさんあるわけなのですけれども、今回は特に傷みのひどい部分

ということで優先順位をつけさせていただきまして、最低これだけは外せないという

ところで実施をさせていただきました。外見上は、ご指摘のようにもっときれいにな

ったほうが、それは見ばえもよくなるわけなのですけれども、とりあえず使用する側

として、床にでこぼこがあるとか、釘が飛び出しているとか、そういう危険な箇所を

優先させたために、今回については、外壁の塗装まではできなかったというのが現状

でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 安藤委員、どうぞ。

〇安藤欣男委員 畠山重忠公像の関係ですが、ポリマーセメントの注入というのは、そ

れは外から注入を、穴をあけて注入したということに理解をするのですが、結局中は

空洞だというふうにかねてから聞いておりますが、空洞の部分が、解体しないからわ

、 、かんないということですが エックス線で調べたりいろいろしたのだとは思いますが



- 87 -

その結果、ポリマーセメントで直すのが一番安上がりだということはわかりました。

現状を余りいじらないということですので、そうすると曲がった状況だったわけで

すが、それと台座も当然曲がっているわけですが、それは全然いじっていないという

ことなのでしょうか。せっかく、この歴史環境研究所という、ここは恐らく歴史の関

係ではプロなのだと思うのです。文化庁ですか、そういうところとの協議というか、

現状を理解した交渉というか、そういうことは全然できなかったということなのです

か。せっかく直すわけですから、嵐山町の一つのシンボルですよ、これも。畠山重忠

公の像が、また40年、50年続けてあそこにあるということを願うわけですが、そうい

う長期的なことについては、問題ないという捉え方なのでしょうか。それは、やっぱ

り聞いておきたいと思います。

それから、海洋センターの関係ですが、ＢＧの財団の補助ということで、１年延び

て25年度にできたわけでございまして、この改修ができて、中は本当にきれいになり

ました。剣道、武道場なんかも本当に使いやすく、あるいはけがなんかが起こさない

ような状況になってよかったなというふうに思いまして、ご努力に対しましては敬意

を表するわけですが、あそこもかなり経年劣化を外からもしたりしています。将来的

には、私は延ばして、何とか予算措置もする必要があるかと思うのですが、ちょっと

踏み込んでしまいますが、上屋シートの脱着、委託で上屋シートも脱着をして、そう

いう方式であります。これの将来的な構想的なものが、今のところ何かあるのでしょ

うか。特別はないという……。あえて踏み込みますけれどもと言って……。

〇松本美子委員長 そういうことなのですけれども、答弁を植木文化スポーツ課長、範

囲内で結構ですから、お願いいたします。すみません。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

先ほども申し上げましたが、畠山重忠公像につきましては、それ自体は町の指定文

化財でございますが、のっている地面は国の史跡であるということで、どちらも大切

な文化財なのです。重忠公像を例えば今傾きを直そうとしますと、大変大がかりな工

事になってしまいまして、下の史跡のほうの遺構を壊すといいますか、現状を変えな

ければならないということでありまして、その辺については、国の許認可が必要にな

るわけなのです。

県を通じて事前に調整をさせていただきました。どうなのでしょうかということで

お諮りしたところ、やはり難しいだろうということであります。では、どんな方法が



- 88 -

あるかということで、現状を変えないで最良の方法をということで、今回のポリマー

セメントの注入ということになったわけです。24年度の調査で、像がのっているコン

クリートの強度ですとか、下の台座の部分の強度等も計算をしていただきまして、ポ

リマーセメントを内部に、内部も大きな空洞というよりも、小さな空洞が幾つもある

のです。そこを全部流し込むことによって充填をするということで、全体が強くなる

ということでありますので、この修復工事によって、今後も当分の間といいますか、

数十年と言ったらいいのでしょうか、維持ができるだろうということで、この方法を

選ばせていただいたということでございます。

それから、ＢＧのほうにつきましてですけれども、将来的にはどうかということで

ございますが、外壁を塗る、塗らないということもありますが、先日の一般質問の本

会議のときの中にも、公共施設を今後どうしていくかというふうなことでも触れたか

と思うのですけれども、将来的な公共施設の維持管理については、町内全体を見渡し

て、それから人口の動態ですとか財政の状況、いろいろなものがかかわってまいりま

すので、今現状で、このＢＧの体育館だけをどうしていこうかというような具体的な

プランというのは、今のところまだ持っておりません。全体の中で決まってくるのか

なというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

そのほかに質疑ございますか。

河井委員さん、どうぞ。

〇河井勝久委員 １点、お聞きいたします。

128ページの文化財の発掘調査事業なのですけれども、昨年発掘された主なところ

はどうだったのか。

それから、例えば発掘することによって、さまざまなものが出てきたりなんかする

のだろうと思うのですけれども、現在まで、町はどのくらいのものが保管されてきて

いるのでしょうか。発掘すれば、もとのように戻していることもあるのだろうと思う

のですけれども、どのくらいのものが保管されているのか。それの例えば修復作業等

については、３階に行くと、幾つか土器やか何かもあるのですけれども、現在どこで

保管して、どのような形で行われているのかお聞きしたいと思います。

この発掘作業、昨年８人でやっているわけなのですけれども、今後、町として発掘
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する史跡、遺跡、その他の調査あるいはこうしなければならないとかというのは、町

の開発や何かともあわせてされてくのかなと思っているのですけれども、どのくらい

の数がまだあるのか、その辺は調査されているのでしょうか。ちょっと踏み込んでし

まうのですけれども。

〇松本美子委員長 河井委員に申し上げますけれども、答弁のほうはお答えできる範囲

内ということで、すみません、お願いしたいと思います。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

昨年度、これは発掘調査事業となっておりますけれども、厳密に言う発掘調査では

ございませんで、試掘確認調査というふうにご理解いただきたいと思うのですが、町

では国庫補助金をいただきまして、この事業は、個人が住宅を建ている場合に、個人

専用住宅については、公費で調査ができるということでございまして、建て替え、新

築等の計画が上がった段階で、こちらでその場所を、家が建つ部分について試掘をさ

せていただきまして、下に埋蔵文化財があるかないかの確認をさせていただいており

ます。昨年は、９カ所の確認調査を実施をさせていただきました。全て埋め戻した上

で、その上に建物を建てていただいておりまして、発掘調査そのものは実施しており

ません。

出土品の保管ということでございますが、試掘確認調査では、あるかないかの確認

だけですので、出土品はほとんどありません。現在までに、昭和57年度ぐらいから発

掘調査を実施しておりますけれども、大きなところでは、ミカン箱と言ったらいいの

でしょうか、そのくらいのコンテナケースに1,000箱以上出た遺跡もございます。

今、場所としては、七郷小学校の裏に文化財整理室という、元七郷中学校の技術家

、 、 、庭科教室だったところですが そこに保管をし そこで入り切れないものについては

Ｂ＆Ｇ海洋センターのそばにある砂利の駐車場のところにある昔の農業倉庫、その倉

庫の奥半分、３分の１くらいでしょうか、半分ぐらいを使わせていただいて、そこに

棚を組んで、そこに保管をさせていただいております。その２カ所で、今、保管をし

ています。若干、一部については、役場の３階ロビー等に展示もさせていただいてお

りますけれども、保管場所は２カ所でございます。

過去の発掘出土品等については、もう既に整理がほとんど終わっておりまして、例

えば修復ですとか、実測ですとか、そういった作業はほとんど終わっております。こ
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こ５年、10年ぐらいで出てきた遺跡の出土品等について、まだ完了していない部分に

ついて、今、学術報告書を出すための整理作業を進めさせていただいているものがご

ざいます。今回、８人の作業員は、そういった作業、それから過去のＢＧの砂利倉庫

が半分ぐらいいっぱいになるくらいありますので、その過去の資料をきちっと整理す

るための台帳整備ですとか、そういったものもあわせて実施をさせていただいており

ます。

それから、今後の調査の計画ということでございますが、計画といいますか、実態

がどうなっているかということでございますけれども、いわゆる周知の埋蔵文化財包

蔵地といいまして、この土地には埋蔵文化財が埋まっている可能性が高いですよとい

うところは、地図上に線を引きまして、そういった箇所が190カ所余り嵐山町内にご

ざいます。

ただ、それは畑になっているとか、田んぼになっているとかということで、地表面

が観察できる場所に限られておりまして、山林内部は足を踏み込んでも、その下まで

は見えないということで、未調査の区域も相当あります。そういう部分については、

大きな例えばゴルフ場開発ですとか、工業団地開発ですとか、そういった具体的な開

発の計画が上がった段階で、その都度確認をさせていただいているということでござ

います。

周知の埋蔵文化財包蔵地につきましても、個人住宅の建設ですとか、あるいは町が

町道を建設するとか、そういった公共事業ですとか、あるいは民間の企業が工場をつ

くるとか、そういうような具体的な計画が上がった段階で確認調査を実施しまして、

発掘調査をしないで埋め戻すことによって保存ができるものについては、その場で埋

め戻して工事を実施していただく。どうしても山を切り通して平らにしなければ、家

が建たない、工場が建たないというような場所については、やむを得ず遺跡なくなり

ますので、埋蔵文化財の発掘調査を実施させていただくということでございまして、

実態としては、バブル崩壊以降、発掘調査の件数は極めて少なくなっておりますけれ

ども、今後どのくらい数字が上がってくるかというのは、全く未知数であります。年

間５件から10件ぐらいの個人住宅の確認調査については、ここ数年間は同じような数

字で推移をしているというところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 河井委員、どうぞ。
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〇河井勝久委員 今、説明、答弁を受けて、これだけのものが発掘されてあるというこ

とも、保管がどこにされているのかも、私も初めて知ったのですけれども、ＢＧのと

ころにそれだけのものが置かれているとか、あるいは七郷小学校の中にそれだけのも

のが置かれていると。その修復作業に携わる人たちというのは、ある程度専門的な知

識を持って携わっているのでしょうか、それともそうではなくて、一般の人の公募か

何かでやっているのかどうか。

それから、さらに修復されて、町民にこういうものが出土しているのですよという

のを、私も展示されているものは幾つか、この３階等も含めて、あるいは学校等にも

あるところがあるのですけれども、見ているのですけれども、これは町民に見てもら

、 、わなければならないのかな あるいは見てもらいたいなというものや何かについては

その都度、その都度、発掘というか、作業工程の中で出てきているのでしょうか。そ

こら辺はどうなっているのでしょう。

〇松本美子委員長 それでは、答弁お願いいたします。

植木文化スポーツ課長、どうぞ、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 まず、作業に当たる人間の専門的知識はどうかというこ

とでございますが、町の埋蔵文化財担当職員は専門知識を持っております。その人間

が、一般公募でパート、アルバイトのような方を研修といいますか、教えることによ

って技術を身につけていただいて、その技術のレベルに応じて作業をしていただいて

おります。ベテランの方になりますと、10年、20年と同じ作業を毎日されている方が

いらっしゃいまして、かなり職人的な技術のレベルを持っている方もいらっしゃいま

す。決して大学を出て考古学を専攻したという人間ではなくて、一般の主婦の方であ

ったりとか、そういう方もいらっしゃいます。

それから、出土品の町民への周知といいますか、活用についてでございますが、専

門家向けには発掘調査報告書等を出しますが、一般の町民の方は、町には残念ながら

町立の博物館、資料館、展示施設はございません。役場のロビーにごく一部を展示を

させていただいているほかは、あとは嵐山史跡の博物館、県立の史跡の博物館に一部

資料を提供したり、あるいはきょうから始まりましたけれども、ふれあい交流センタ

ーで巡回文化財展が、比企８市町で行っているものですけれども、こういうところに

出品をする。それから、あとは出版された本の博物誌、あるいはウエブの博物誌に、

過去に出土した出土資料、満遍なく使っておりまして、そういうところで活用させて
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いただいているというのが実態でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 河井委員さん、どうぞ。

〇河井勝久委員 出土しましたそれぞれの出土品は、管理は嵐山町で今しているのでし

ょうけれども、財産的な関係では、嵐山町のものになっているのでしょうか、文化庁

のものになっているのでしょうか、その辺を聞いておきたいと思います。

〇松本美子委員長 では、答弁お願いいたします。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 これは、出土しますと、県の教育委員会にまず届け出を

いたします。出土品として届け出ます。それと同時に、警察署に遺失物と同じ届け出

を、拾得物として届け出をいたします。警察署では、半年たっても当然その持ち主は

あらわれませんので、その段階で文化財認定というのをされます。文化財認定をされ

ますと、自動的に国庫に帰属することになります。国庫に帰属されたものを、町のほ

うでは譲与申請を出して町のほうで預かって、町の生涯学習等で活用したいというこ

、 、 、とで 国から町が譲り受けるということでございまして 今までの出土品については

その手続は終わっております。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、文化スポーツ課に関する部分の質疑を終

結いたします。

◎散会の宣告

〇松本美子委員長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでございました。ありがとうございました。

（ ）午後 ４時２８分
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決算審査特別委員会

９月１７日（水）午前９時３０分開議

議題１ 「認定第１号 平成２５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審

査について
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金 子 政 己 企業支援課企業支援担当副課長

根 岸 寿 一 まちづくり整備課長

中 村 寧 まちづくり整備課管理建設担当副課長

菅 原 浩 行 まちづくり整備課区画整理担当副課長

新 井 益 男 上下水道課長

清 水 延 昭 上下水道課下水道担当副課長

小 久 保 錦 一 教 育 長

簾 藤 賢 治 教育委員会こども課長

藤 永 政 昭 教育委員会こども課学校教育担当副課長

教育委員会こども課学校教育担当副課長大 野 陽 康 兼主任指導主事

前 田 宗 利 教育委員会こども課こども担当副課長

奥 田 定 男 教育委員会こども課嵐山幼稚園長

藤 田 清 千 教育委員会こども課学校給食センター所長

新 井 孝 行 農業委員会事務次長

柳 勝 次 代表監査委員

清 水 正 之 監 査 委 員
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◎開議の宣告

〇松本美子委員長 おはようございます。ただいま出席委員は11名であります。定足数

に達しておりますので、決算審査特別委員会の会議を開きます。

（午前９時２９分）

◎諸般の報告

〇松本美子委員長 ここで諸般の報告をさせていただきます。

本日の委員会次第は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎認定第１号の質疑

〇松本美子委員長 認定第１号 平成25年度嵐山町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ての件を議題といたします。

既に文化スポーツ課に関する部分までの質疑が終了いたしております。本日は、長

寿生きがい課に関する部分の質疑から行います。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは質疑のある方、どうぞ。

佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 それでは、２点だけお伺いをさせていただきたいと思います。

まず69ページ、これはデマンド交通の関係でありますけれども、この委託料のほう

が伸びていますけれども、登録者数、それから利用者数を、まず確認をさせていただ

きたいと思います。

あと、もう一点は、次のページの70ページ、介護保険利用助成事業のほうでありま

すけれども、これは低所得者に対する助成かなというふうに思うのですが、これは幾

つか段階があろうかと思うのですけれども、それぞれに該当する人数を確認をさせて

いただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

今井副課長、お願いいたします。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、私のほうでデマンド交
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通の利用者数のほうを回答させていただきたいと思います。

25年度におきましては、助成券の交付対象者が1,257人に対しまして453人の申請が

あり、申請率は36％でありました。

前年度が交付対象者が1,274人に対して411人の申請がありましたので、申請率は

32.3％、前年度比に対して対象者で17人減、申請者で42人増いたしまして、申請率は

3.7％増となりました。

それで、利用者なのですが、25年度は397人で8,155枚の助成券利用がありまして、

前年度355人で6,246枚と比較しますと、利用者で42人増、利用枚数で1,909枚増であ

りました。

１人当たりの平均利用枚数にいたしますと、25年度が20.5枚、前年度が17.6枚とい

うことでしたので、2.9枚増加しております。

利用者のうち85％は菅谷、川島、志賀、むさし台、平沢の市街地の在住の方が主で

ありまして、利用状況については、助成券の41.9％が通院、次に、23.1％がその他の

利用理由になっております。

私のほうからは以上です。

〇松本美子委員長 青木長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、２点目のご質問につきましてお答えをさせて

いただきたいと思います。

70ページの介護保険利用料助成事業の関係でございます。

主要な施策の説明書には、トータルの件数2,210件というような記載がございます

が、段階ごとの対象者数はというご質問かというふうに思います。

ご案内のとおり、この制度は市町村民税非課税世帯に属する方が介護保険を利用さ

、 。 、れた場合 その利用料の一定割合を助成をするという制度でございます 段階的には

１段階から３段階目でございまして、１段階、10分の10、助成をする方、老齢福祉年

金受給者で市町村民税非課税世帯に属する方、こちらについては該当者はございませ

。 、 。 、んでした 第２段階 ３割助成をする方でございます 市町村民税非課税世帯に属し

所得及び年金収入が80万円以下の方でございますが、こちらが134名いらっしゃいま

した。第３段階、こちらは１割の助成をする方でございます。非課税世帯に属する方

で、第１段階、第２段階に属する方以外ということでございまして、こちらが59名、

合計193名でございます。
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以上です。

〇松本美子委員長 佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 それでは再質問させていただきます。

まず69ページのデマンド交通のほうですけれども、23年度から24年度、非常に順調

に推移をしているかなというふうに思いますけれども、申請率、それから１人の利用

枚数ともに増加をしていると。これはもう、今まで利用者の方からいろんなご意見が

寄せられている中で、その利便性を高めてきた、また、周知を徹底してきた、その効

果ということで解釈をしていいのか、確認をさせていただきたいと思います。

また、もし今後改善点が、こういうことが考えられるというものがあれば、あわせ

てお願いをいたしたいと思います。

それから、あとは70ページのほうでありますけれども、これは、24年度に比べると

件数的にも減っておりますし、また、対象人数も減っていると。常識から考えると、

逆にふえてもおかしくはないのかなというふうに思いますけれども、この減っている

というのは何か理由があるのか、いろんなほかの政策の中での成果が上がってきて、

そういう形になっているのか、その辺のところを確認をさせていただきたいと思いま

す。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

今井副課長、お願いいたします。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、私のほうでデマンド交

通の件につきましてお答えさせていただきます。

デマンド交通につきましては、先ほどご報告申し上げたとおり、年々利用者の数が

ふえていまして、順調に伸びていると思います。

それで、25年度に運用方法を一部変えまして、２点ばかり変更をしています。それ

までは、１回のご乗車で１枚しか利用ができなかったのですが、25年の４月から、嵐

山町が南北に細長いという点もありまして、例えば、古里の人がタクシーを呼んだと

きに、乗車したときにもう初乗り運賃を超えてしまうということが想定されまして、

そこの部分で、迎車したときに初乗り運賃が超えていた部分については、そこから経

由して目的地まで行ったときには２枚利用が可能だという点の変更が１点です。

もう１点につきましては、ご近所の方で同じようにタクシー券をお持ちの方で、た

またま目的地が同じだったといった場合には同乗をしていただいて、目的地で降りる
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場合にはそれぞれ１枚ずつタクシー券を利用できるというふうに、２点ばかし、25年

度から改正しています。

その改正の原因につきましては、利用者の皆様から、申請時にアンケートを取らせ

ていただきまして、アンケートの結果から施策に反映するものとか、あとは苦情とい

うのですか、そういったご意見を承った上で、変更できるところは変更するというこ

とで対策をしております。

今後につきましては、また必要に応じてアンケート等をとらせていただいて、それ

をまたスパイラルアップということで、施策のほうには反映していこうという方向を

考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 青木長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、２点目のご質問につきましてお答えをさせて

いただきたいと思います。

介護保険利用料の助成事業でございますが、介護保険特別会計とも若干関係がござ

いますので、そちらのお話もちょっとさせていただきたいと思いますが、介護保険に

つきましては、まず認定者の数が平成24年と25年を比較をいたしますと、706名とい

うことで同数というふうになっております。

こうした状況は、対象となる第１号被保険者数が伸びているにもかかわらず、認定

者が伸び率ゼロであったということが、まず１つ言えると思います。

、 、 、 、また 居宅サービス こういったものをご利用の方につきましても 24年が391名

25年が390名ということで、１名が減という結果となっております。

また、介護の給付費全体でございますが、総額で申し上げますと、24年と25年を比

較をいたしますと、2.8％の増というような形になっておりまして、計画で見込んで

いた伸び率をかなり大幅に下回るような伸び率というようなことになっております。

、 、直接的な原因が何かというのは なかなか分析のほうは難しいわけでございますが

、 、これは介護予防事業の取り組みだけではなく 例えばいろいろなスポーツであるとか

健康づくり事業であるとか、町全体のいろんな取り組みがいい方向で行っているので

はないかというふうに担当課としては考えております。

今、申し上げましたように、この介護保険利用料助成事業、前年より若干金額的に

は減っておりますが、ただいま申し上げたような理由のもとにこういった結果になっ



- 101 -

たというふうに考えております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 まず、69ページのほうですけれども、利用者に私も聞いてみると、

大変に喜んでおります。また、いろんなデマンド交通といいましても、いろんな形の

中で自治体が実施しているところがありますけれども、予算の規模ですとか、そうい

った効率性で考えると、嵐山町に非常に合致した運営が今なされているかというふう

に思いますので、今後とも、ぜひまた利便性を高めるような努力をしていただきたい

と思います。

それと、あとは70ページのほうですけれども、こちらのほうも、今、お話があった

ように、普通であれば高齢者、高齢化率というのがどんどん高まる中で、認定者数だ

って当然それに連動してふえていくというが常識的なところであるにもかかわらず、

こういった逆に減になる、アップしてもアップの仕方が許容範囲内であれば、それは

当然のことだと思うのですけれども、それとは逆に減るというようなことは、今、課

長からもいろんな政策が連携して功を奏しているのではないかという話がありますけ

れども、ぜひそういったことを今後ともお願いしたいと思います。

答弁は結構です。以上です。

〇松本美子委員長 それでは質疑のある方、どうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 まず、ちょっと細かいことを伺うと思いますけれども、よろしくお願

いします。

21ページのなごみとやすらぎの使用料及び手数料というところがございます。やす

らぎに関しましては340万円ほど利用料がふえております。内容のほうをお伺いした

いと思います。

、 。 、 、そして 次が67ページのやすらぎの光熱水費です こちらは なごみと違いまして

お風呂などがあったので値段が高いとは思うのですけれども、この内訳をお伺いした

いと思います。

そして、68ページのシルバー人材センター、こちらに790万円出しておりますけれ

ども、内容のほうをお伺いしたいと思います。

そして、69ページの、先ほどの佐久間委員さんがおっしゃった高齢者のデマンド交
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通についてですけれども、アンケートの内容と苦情について、おわかりの範囲で結構

ですので教えていただきたいと思います。

そして、77ページ、こちらはやすらぎトレーニングルーム運営指導委託ということ

で、４月から９月、10月から３月ということで契約、委託をしておりますけれども、

どのような内容なのかお伺いしたいと思います。

以上です。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 健康いきいきですか。77は健康いきいき、失礼しました。それはなし

です。トレーニングは、だってこれ健康いきいき課でした。

〔 わかれば 「かかわっている事業があるから」「 」

と言う人あり〕

〇畠山美幸委員 でも、わかる範囲、わかるのかしら。大丈夫かしら。

〔 わかる範囲でお答えをします」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員 65歳以上も使いますものね、具体的には。

〇松本美子委員長 畠山委員に申し上げます。

77ページにつきましては、健康いきいき課のほうで聞いていただければと思います

ので、お願いいたします。

それでは、答弁をお願いいたします。

今井副課長、お願いいたします。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、今、ご質問されたこと

に関してお答えいたします。

初めのやすらぎの利用料の内容から答弁させていただきたいと思います。

やすらぎの利用料の内訳につきましては、まず１回限りの１回券というのがあるの

ですが、それの町内分、単価が200円なのですが、それが4,259人分で85万1,800円、

それと、町外の方の１回券というのがあるのですが、これは町内の方の倍の単価が

400円になっておりまして、それが727人分で29万800円です。

それと、半年券がございまして、これも町内、町外とあるのですが、25年度の実績

につきましては、町内分のみでありまして、こちらが単価8,000円で15人分、12万円

です。

、 、 、 、 、それと １年券 こちらも町内 町外とあるのですが 町内の単価が１万2,000円
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これが38人分で45万6,000円です。町外がやはり倍になるのですが、単価２万4,000円

で、２人分の４万8,000円ということです。

それで、合計176万6,600円なのですが、そのほかにカラオケがありますので、カラ

オケの代金が１曲当たり100円で、2,439回分の24万3,900円です。

それを合わせまして、25年度の利用料の計が201万500円となろうかと思います。

それと、２番目のご質問のやすらぎの光熱水費につきましては341万1,299円の内訳

なのですが、電気料金が141万688円です。水道料金が68万6,536円。それで、灯油を

使っていますので、こちらが131万4,075円の内訳になっております。

次に、シルバー人材センターへの補助の内容なのですが、こちらが25年度790万円

、 、 、の補助をしているわけなのですが こちらが県のほうの補助単価がございまして Ａ

Ｂ、Ｃというランクがありまして、Ａが870万円、Ｂが710万円、Ｃが560万円という

ランクにあるのですが、シルバーさんのほうが25年度はＢランクに当たるということ

で、本来710万円ではありますが、それプラスＡとＢの差額の160万円の２分の１をＢ

ランクの710万円に足した金額の790万円ということで補助を差し上げてございます。

あと１点、すみません、訂正させていただきたいのですが、今、県のほうの基準と

いうお話をしましたが、国の間違いです。申しわけございません。

それと、４番目のデマンド交通のアンケートの内容なのですが、アンケート結果は

26年度にもうやっていますので、こちらの最新の情報でお伝えしたいかと思うのです

が、今年の５月23日に終了時の集計結果なのですが、299個体からのアンケートをい

ただきまして、アンケートの内容につきましては、満足されている方が194件の

64.9％、不満足の方につきましては、78件の26.1％ということでありました。

それと、先ほど佐久間委員からの答弁で申し上げましたように、25年度よりタクシ

ーの利用方法も一部変更してありますので、こちらについてのアンケートもさせてい

ただいたのですけれども、50.1％の方が満足しているということになっております。

どちらでもないという方が41.8％ということでなっています。

こちらの事業についての内容についての評価なのですが、264件の88.3％の方につ

いては、今の制度のままでいいですよということでご回答いただいております。

電話のほうの苦情、ご意見につきましても、もう少し、原則的に１回に１枚の使用

でということになっているのですけれども、何枚でも使えるようにしてもらいたいと

かっていうご意見はいただいております。あとは、１年間に最大36枚の券を交付して
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おるのですが、この件の枚数についてもふやしてほしいという意見も出ております。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 21ページのところに戻ります。

やはり、こちら利用が伸びたというのは、やすらぎのマシンがふえたというのも承

知しているのですけれども、この中で、お風呂を利用された方っていう人数とかは把

握をされているのかお伺いをしたいと思います。

それと、68ページのシルバーさんですけれども、こちら登録人数とかはおわかりに

なっているのでしょうか。人数がおわかりでしたら登録人数と、何時から何時という

就業時間についてお伺いしたいと思います。

そして、69ページのアンケートの内容ですけれども、ほとんどの方が満足というご

回答かと思います。今までのままでオーケーという方が88％ということで、苦情の中

には枚数をふやしてほしいなんていうこともあるみたいですけれども、大体が皆さん

満足していらっしゃるのかと思いますけれども、先ほど今井副課長の答弁の中に、利

用していらっしゃる方が町内の平沢、菅谷、川島、むさし台だったかな、という範囲

からの方の利用が主ですという、しかしながら今回いろいろと試行錯誤していただい

て、２つのことを変更させていただいて、遠い方には２枚使ってもいいです、お友達

と乗ってもいいですということでやっていただいていますけれども、北部のほう、ま

た南部のほう、どのくらいの利用率があるのか、パーセンテージがわかれば教えてい

ただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

今井副課長、お願いいたします。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それではお答えさせていただきま

す。

まず、１点のお風呂の人数なのですが、こちら利用券のほうが施設の全施設を使え

るということなので、お風呂に限っての利用というわけではございませんので、風呂

のみの人数というのは、こちらのほうでは把握はできない状況でおります。

それと、２番目のシルバーの人数なのですが、平成25年度はたしか登録数は755人

だったと思います。失礼しました。ちょっと私勘違いしまして、申しわけございませ
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ん、会員数が258人です。すみません。

あと就業時間のほうは、ちょっと私どものほうで把握はしていないので、お答えが

できません。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 ３点目のご質問につきましては、私のほうからお答えを

させていただきたいと思います。

デマンドタクシーの北部、南部の利用率というご質問かと思います。利用率の捉え

方、いろいろあるかと思いますが、利用者の実人数でまず申し上げさせていただきた

いと思います。全体で、25年度は398名の実利用者数でございました。内訳を申し上

げますと、北部につきましては33名、割合ですと9.3％でございます。南部につきま

しては８名、2.3％、残りが314名で88.5％という実人数の割合でございました。

もう一つ、総利用枚数、こちらで申し上げたいと思いますが、全体で8,155枚ご利

用いただいておりますが、北部が539枚、全体の8.6％、南部が……大変申しわけござ

いません。今、申し上げました数字は平成24年度のを申し上げてしまいまして、ちょ

っと訂正をさせていただきたいと思います。

利用者数398名は全体では変わりません。北部が39名でございます。申しわけござ

いません。9.8％。南部が10名で2.5％、残りが、中央が349名で87.7％でございまし

た。

総利用枚数につきましては、8,155枚は同様でございます。北部が704枚、8.6％、

南部が215枚、2.6％、残りが7,236枚、88.7％という内訳でございました。申しわけ

ございませんでした。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 21ページの関係は大丈夫です。

そして、シルバーのほうですけれども、268名の方ということなのですけれども、

大体何歳の方から後ろは何歳とかというものはわかるでしょうか。もしおわかりでし

たら、すみません、教えてください。

あと、今の北部と南部の利用率ですけれども、南部のほうはときがわのほうから来

ているバスもある関係でこういう数字なのか、ちょっとわかりませんけれども、やっ

ぱり北部、南部の利用率は少ないなということで確認できましたので結構です。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁お願いいたします。

青木長寿生きがい課長。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、シルバー人材センターに登録されている方の

年齢別の人数を申し上げさせていただきたいと思います。

基本的には60歳以上の方が会員として登録をされているわけでございます。５歳刻

、 、 、 、みで申し上げますと 60歳から64歳が28名 全体の10.45％ 65歳から69歳の方が72名

26.87％、70歳から74歳の方が113名、42.16％、75歳から79歳が49名で18.28％、80歳

以上の方が６名いらっしゃいまして、全体の2.24％を占めております。平均年齢で申

し上げますと、71.05歳ということでございます。

先ほど申し上げましたように、大体70歳から74歳が全体の４割強いるということで

ございますので、大体このあたりの年代が中心となっておるものと思います。

また、一番歳の大きい方、最高年齢の方は男性の方で84歳の方も元気にお仕事をさ

れているというふうに伺っております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、ほかに質疑のある方、どうぞ。

河井委員、どうぞ。

〇河井勝久委員 68ページ、老人クラブの助成事業、これで各地区の老人クラブ、かな

り減ってきているのだろうというふうに思っているのです。会員数もそれぞれ同じよ

うに数が減って、加入者がいないという状況があるというふうに聞くわけです。

現在、嵐山町で幾つのクラブがあって、昨年もクラブがなくなったところというの

は幾つだったのでしょうか。

それから、高齢者スポーツ促進事業の関係なのですけれども、町で助成してきてい

るわけですけれども、今ゲートボール場を各地区が会員数もほとんどいなくなってき

て、なくなっているところがかなり見受けられるわけでありますけれども、今、嵐山

町でゲートボールをやっている各地区は幾つぐらいなのでしょうか。

そのことをお聞きしたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

今井副課長、お願いいたします。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 お答えいたします。

１点目の老人クラブにつきましては、25年度現在、18クラブありまして、会員数が
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755人です。それで、今年度は１つふえて19クラブになっています。

たしか24年度から25年度に移行するときに、遠山のクラブさんがおやめになるとい

うか、休止状態に入りました。それで実際問題は、補助を出すときには１クラブ減と

いうことで18クラブになっています。

それと、２点目のゲートボール場なのですけれども、ゲートボール場の管理の原材

料として、塩化カルシウムを各老人クラブさん宛てに配付をしているのですが、今、

何団体がゲートボールをやっているかにつきましては、ちょっと私どものほうでは把

握はしておりません。

以上です。

〇松本美子委員長 河井委員、どうぞ。

〇河井勝久委員 そうしますと、老人クラブも１つふえて、遠山が休止状態になって、

18クラブに支援しているということなのですけれども、今、高齢化が進んで、それぞ

れ元気なお年寄りも多くなってはいるのですけれども、そういう中にあって、いわゆ

る老人会、いろんな名称があるのですけれども、そこに入ってこない原因というのは

把握しておりますか。そこのところを、ひとつお聞きしておきたいと思います。

それから、ゲートボールの関係なのですけれども、今、ゲートボール場でゲームを

。 、やっている地域が見受けられないのです 今年の５月のときのスポーツ祭典のときも

随分、かつて盛況なときよりもそれぞれ参加者も少なくなってきているし、参加クラ

ブも少なくなってきていると。

各地区のゲートボール場の維持管理というのは、塩化カルシウムという話もちょっ

と副課長のほうから出たのですけれども、塩化カルシウムというのは雪を解かすため

のものであって、今、なくなってきている通常のゲートボール場をどういうふうな管

理をされてきているのでしょうか。単なる草むしりだとかなんとかだけで維持してい

るのでしょうか。その辺をお聞きしておきたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

今井副課長、お願いいたします。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは答弁させていただきま

す。

１点目の老人会の会員数がふえない原因ということなのですけれども、こちらにつ

いては正式に調査をしたことはないかと思うのですが、間接的に入ってくる話から申
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し上げますと、まず１点が、老人会さんなんかでゲートボールをされるのですけれど

も、ゲートボールが集団でやるスポーツなものですから、よく加熱してしまってけん

かになるという話は１点聞いています。

それと、もう一点、ちょっと申しわけづらいですけれども、やっぱり会でお年を召

している方でも上のほうの人が幅をきかせていて、若い60代とか、70代の方がいつま

でも使いっぱしり的なことをしているというようなお話も聞いておりまして、そうい

った複数の原因が絡み合って、今の若いお年寄りについては、趣味も多趣味かと思い

ますので、そういった老人会への加入というのはなかなか伸びないのかと推測できる

ところでございます。

あとは、長年やってきたいろんなことがマンネリ化しているというのも、一つには

あるのかとは推測できる次第でございます。

それと、２点目の、ちょっと私今２点目に関しても話してしまったのですが、ゲー

トボールの伸び悩みということでしょうか、こちらにつきましてもやはりこの集団…

…失礼しました。ゲートボール場の管理につきましては、お使いになっている団体さ

んで自主的にやっていただいておりまして、町で借りているゲートボール場というの

は今存在しておりません。菅谷に町がつくったゲートボール場は１つありますけれど

も……。

それで、塩化カルシウムは雪のときだというお話を受けたのですが、24年度までは

砂の配布もしていたみたいなのですが、24年度で砂の配布は廃止ということで、記録

上、こちらに残っておりますので、塩化カルシウムにつきましても、皆さんにお配り

するというわけではございませんで、申請のあったところだけにお配りしておりまし

て、25年度につきましては、４袋だけ、お配りしたところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 河井委員、どうぞ。

〇河井勝久委員 老人クラブ、このままいくと先細りになるのかというふうに思ってい

るのです。お年寄りがふえているというのは間違いないわけですから。

これも、本当にその地区地区で一生懸命やる人がいないとなかなか大変なのだろう

と思っているのですけれども、そういう面でのクラブの楽しみというのが一つあるか

どうかの、その辺も私もまだ理解はできないのですけれども、そういう面での、やっ

ぱり一つのコミュニケーションがとれるという状況があれば、もっともっとクラブそ
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のものも各地区でできてくるのだろうと思うのですけれども、そういう面で、この老

人クラブの関係についても、少なくとも減らないような状況を町のほうでも考えるべ

きだろうというふうに思っています。

それから、ゲートボールの関係ですけれども、やっぱり一つのブームが去ったのか

と。先ほど課長が言うように、中のいろんな問題というのは私も聞きますけれども、

聞くところによると、指導員が既に高齢化してしまって、そのこと自体がやっていけ

ないのだというのもお話を聞くのですけれども、やっぱりそこら辺も一つはあるのか

というふうに思っておるのです。

それから、確かになくなってしまえば、そこのゲートボール場は管理されずにきて

しまう。どうなるのだろうというので、地域の人もただ見守っているところもあるの

ですけれども、そういう面を含めますと、一つの転機に来たのかというふうに思うの

ですけれども、その辺はもう一歩、こういう項目を一つ一つ持っているということで

は、考える必要もあるのではないかなというふうに思っているのですけれども、どう

なのでしょう。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

今井副課長。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 ゲートボール、老人会も含めてな

のですけれども、先ほどもお話ししたように、ちょっとマンネリ化しているというの

も推測できるわけなのですけれども、社会福祉協議会のほうで老人クラブ連合会の事

務局をつかさどっておりますので、こちらの担当としては、社会福祉協議会のほうへ

提案はしたことがあるのです。老人クラブの人数の減少化に歯どめをかけるには、今

までどおりの同じことの繰り返しでは伸びないということで、今、先ほども話しまし

たとおり、趣味が多様化しておりますので、趣味のクラブで１団体、老人クラブみた

いなのをつくっていただいて、その輪を広げていっていただければ、同じような老人

クラブ的な集まりができて、そちらのほうが人数がふえていくのではないのかという

提案を、社会福祉協議会の事務局のほうにはさせていただいたことがございます。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 68ページのシルバー人材センターの件なのですが、国基準でＡ、Ｂ、
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Ｃに分かれていて補助金が決まっていると。だけれども、ＡとＢの間をとって出した

のだと、そういう自由な補助金の出し方ができる制度になっているわけなのですか。

、 、 、事業が大きく伸びたので 少し少なくなったのかと 固定のものであったとはいえ

その関係があるのかと思ったのですが、事業の伸びはどうだったのか。それと、補助

金というのは、自由に裁量の部分があるということで理解していいのか伺いたいと思

います。

それから、69ページの地域包括支援センターの報償費なのですが、今年が９人、昨

年が８人で金額は同じと、なぜ金額が同じなのか伺いたいと思います。

それから委託料で、居宅介護支援サービス計画作成委託料、これは昨年もありまし

て、今年もあると。金額は今年は２万1,000円と、本当に低額です。もう計画はでき

たのか、中身はどうなのか伺いたいと思います。

それからデマンド交通なのですが、何か聞いていると、満足が約65％だということ

で、何となく担当課としては、今のやり方でいいのだというような話に聞こえるので

、 、 、すけれども やっぱり課としては なぜ北部や南部の利用が伸びないのかというのを

もう少し改善の努力をしていくべきだと思うのです。

中心地が利用者が多いというのは、それは結構なことなのですけれども、余りにも

差が大き過ぎるわけですので、やっぱりそこは私は公平性に欠けるというふうに思う

のですけれども、その辺の努力をしていくべきだと思うのです。

不満足の意見にはどういう意見があったのか、ちょっと伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

質疑の途中なのですけれども、暫時休憩をさせていただきますのでよろしくお願い

いたします。30分までということにさせていただきます。

休 憩 午前１０時２１分

再 開 午前１０時３１分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き、長寿生きがい課の質疑を続行させて

いただきます。

川口委員の質疑に対しまして、答弁をお願いをいたします。

青木長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、私からは１点目のシルバー人材センターにつ



- 111 -

きましてお答えをさせていただきたいと思います。

まず、事業の伸びはいかほどかというご質問でございますが、契約金額で申し上げ

ますと 平成25年度が総額で１億6,600万円ほどございました 前年比マイナスの1.2％、 。

でございます。マイナスの伸びということでございますが、ただ、この１億6,600万

円という金額は、過去の数字から見ても大変多い状況でございます。そのあたりをご

理解いただければというふうに思います。

また、補助金の金額につきまして、裁量があるのかというご質問かと思いますが、

ご案内のとおり、平成24年度までは団体補助ということで行っておりましたが、平成

25年度からは、嵐山町シルバー人材センター事業費補助金交付要綱と、このような要

綱を別途設けまして、補助金のほうの支出をさせていただいております。

こちらの交付要綱の基準を若干申し上げますと、補助額といたしまして、国が定め

ている高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱において規定する基準額Ａラン

クの額を上限とし、当該年度の予算の範囲内の額を補助をするということで規定をし

ております。

平成25年度につきましては、Ｂランクの710万円に80万円を上乗せをして支出をさ

せていただいたところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 近藤副課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課包括支援担当副課長 私からは、地域包括支援センター事業

についてお答えさせていただきます。

まず、報償費ですが、地域包括支援センター運営協議会は年に２回開催しておりま

して、平成25年度は２回に出席された方が７名、１回出席された方が２名となってお

ります。それで、平成24年度は２回出席された方が８名で、２回とも欠席された方が

１名となっておりますので、金額は同じなのですが、人数は９人と去年より１人多く

なっている状況です。

続きまして、居宅介護支援サービス計画委託料について説明させていただきます。

これは、介護予防支援のケアマネを委託しているところに支払うサービス料なので

、 、すが 県内の事業所に委託した場合は国保連合会から直接支払われるのですけれども

県外の事業所に委託すると、国保連合会との契約ができていませんので、一度町のほ

うに入って、町からそちらの事業所に支払うというものになっております。
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昨年度は、２名の方が県外の事業所のほうを利用されていまして、延べ５人分を支

払っている状況です。

以上です。

〇松本美子委員長 今井副課長、答弁をお願いいたします。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 最後に、私のほうからデマンド交

通についてお答えさせていただきます。

こちらのアンケートの不満足の理由ということなのですが、まず、25年度から利用

方法の一部を変更したということで、ここについての不満足につきましては、299件

中８件で2.7％の不満足という回答を得ております。

それで、全体的なこの事業の内容についての評価については、先ほどこのままでい

いという方が約９割ということでお答えさせていただきましたが、見直すべきという

方がやはり８件で2.7％の方がご不満に思われているのかなという結果が出ておりま

す。

不満足という方の理由につきましては、先ほどお話ししましたとおり、やはり原則

的に１回のご利用で１枚のご利用ということですが、何枚でも使えるようにしてほし

いとか、あと１年間に最大36枚の券を交付しているわけなのですが、その券の枚数を

もっとふやしてほしいというご意見をいただいております。

あと、先ほどちょっと言葉が足りなかったかもしれないのですが、こちらのアンケ

ートにつきましては、75歳以上のタクシー券の交付対象者の方を対象にアンケートを

行っておりますので、どうしても人口的に市街化のほうに対象者の方が多くなってし

まいますので、このアンケート結果につきましても、やはり市街化のほうに偏ったア

ンケート結果になってしまうかなと思います。

また、北部、南部のほうのご利用がふえるようには、今後また努力してまいりたい

と思います。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑がある方は、どうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 67ページのなごみとやすらぎの利用状況なのですが、町が随分努力

しているということもわかるのです。

なごみに関しては来館者がふえていますし、やすらぎはなごみよりは多少ふえてい
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るという感じはあるのですけれども、町のほうで25年度開催したものというのはどの

ぐらいあるのか。それでふえている部分が多いと思うのですけれども……。

そのほかに、全体の町民の利用というのはどのような状況になっているのか。町外

ではなくて、町民の方の利用の仕方というのは、それぞれどのように把握をしている

のか 特になごみに関しては カラオケの利用回数が非常に多いです やすらぎが24万。 、 。

3,900円であるのに対して、なごみに関しては41万9,700円ととても多いような状況に

なっていて、全体的になごみとやすらぎの利用状況をどのように把握していたのか、

伺いたいと思います。

68ページになりますけれども、緊急通報システムの利用の借上料31万2,643円です

けれども、具体的にどのような形で利用されているか、緊急通報があった回数とかが

わかれば伺いたいと思います。

それと これは佐久間さんが質問された介護保険料利用料助成金ですけれども 24年、 、

度は２号の人が165人が134人、３号の人が61人が59人で、これは、介護保険料利用料

助成金というのは、居宅介護に限っているわけですよね。私の推測では、24年度居宅

介護だった方が施設利用に変わっていったというふうな形の推移があると思うのです

けれども、そこら辺の把握がされていないと、どのように実際に嵐山町で介護保険の

利用状況が変わってきているかということがわからないと思うのですけれども、そこ

ら辺についての把握はされているのかどうか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

今井副課長、お願いいたします。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、一番初めのご質問のな

ごみ、やすらぎの利用状況ということで、そちらをお答えさせていただきます。

まず、なごみにつきましては、23年度まで利用者の数が右肩下がりで下がってきた

わけなのですが、若干24、25年度と持ち直しています。なごみにつきましては、ご指

摘のとおり、お風呂がございませんので、若干伸びている理由というのが、平成25年

の10月からカラオケの一部機器の入れかえをしましたので、25年の９月までは新曲の

配信が停止していました。25年の10月からカラオケの機器の入れかえと新曲がまた配

信できるようになりまして、あと、芸能愛好会さん等の団体の方に施設のご利用をい

ただきまして、そういった人数の伸びが反映しているかと思います。

もう一つのやすらぎにつきましては、こちらはトレーニングルームのご利用者の方
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が、たしか24年度から上がっている傾向にありますので、その原因は、24年度にトレ

ーニングルームの機器の入れかえを全面的に行ったということがあるので、その新し

い機器をご利用されてトレーニングをなさっている方のご利用がふえたということ

で、やすらぎ全体の利用者の数がふえたと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 近藤副課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課包括支援担当副課長 それでは、私のほうからは２点お答え

いたします。

まず、なごみの町の事業での利用回数なのですけれども、一次予防事業で利用して

おりまして、昨年度はシニアなごみ教室20回、シニアステップアップ教室20回、それ

から、脳の健康教室24回、合計64回となっております。

続きまして、緊急通報システムの緊急通報の回数なのですけれども、こちらは昨年

度は60名の方が設置をされていまして、緊急通報があったのは５件です。いずれも救

急搬送をされている状況です。

以上です。

〇松本美子委員長 青木長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 私からは、３点目の介護保険利用料助成事業につきまし

てお答えをさせていただきたいと思います。

この事業につきましては、町の単独事業ということで行っておりまして、県内市町

村でも行っていない自治体が少ないような事業になっております。

対象としましては、先ほど議員さん、居宅介護サービスに限るのではないかという

ようなお話がございましたが、居宅であっても、施設介護サービスであっても、この

要件に該当する方であれば、助成のほうはさせていただいているという制度になって

おります。

また、居宅の方が施設に移行したから減ったのではないかと、そのあたりの把握は

されているのかというご質問かと思いますが、個別なケースとしては、それは把握は

できるかと思いますが、統計等、そのあたりをちょっととっておりませんので、申し

わけございません。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。
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〇渋谷登美子委員 そうしますと、なごみのほうは、町のほうの利用があって64回とい

うことで、そのほかが利用ということだから、やはり5,107人の利用があったわけで

すけれども、そのうち、どの程度の方が町の利用というふうな形になってくるのです

か。それは、ちょっとカウントでは出てこないのですけれども……。

それと、１日平均では16.8人利用されているのです。その16.8人の中に、64回の町

の利用が入っていると思うのですけれども、そのほかの町の利用以外のものというの

はどの程度になってくるのか伺いたいと思います。

あと、介護保険の利用料の助成ですけれども、そうしますと、施設介護だと利用料

が段階的に決まっています。私だったら、居宅介護の場合、所得の低い方に関しては

施設介護のほうにコーディネートするというふうに思っていたのですけれども、実際

に施設利用の方で、そしてこの介護保険利用料助成金を使っている方というのはどの

程度いらっしゃるのですか。それは全く把握できていないんですか。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

今井副課長、お願いいたします。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、なごみのご質問につい

てお答えさせていただきます。

、 、こちらの25年度なごみの利用者が5,107人につきましては 町の事業としての利用

それと個人の利用ということで、総体的な人数になっておりまして、町事業として使

っている人数をちょっと今見ましたら、延べ687人が町の事業としてお使いになって

います。

その他、あと社会福祉協議会の事業としても、おばあちゃんちという子育てサロン

とかでもお使いになっていますので、ちょっとそちらは全体的な人数は把握していな

いんですけれども……。

以上です。

〇松本美子委員長 青木長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 では、利用料助成につきましてお答えをさせていただき

ます。

この利用料助成につきましては、今、施設をご利用された場合にというお話をされ

ましたが、まずは高額介護サービス、これは特会のほうですけれども、高額介護サー

、 、 、ビス費 あるいは高額医療合算介護サービス費 こういったものをまず先に適用して
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それでもまだ残りがあるわけですけれども、そういった額の１割だとか、３割だとか

というものを助成するというような形になっております。

また、施設に入居されている方が何人対象かということにつきましては、ちょっと

統計が手元にございません。申しわけございません。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、今井副課長、答弁をお願いいたします。

〇今井良樹長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 すみません。

先ほど、なごみの町事業としての人数で、延べ687名ということでご報告を申し上

げましたが、訂正をお願いいたします。延べ965人ということです。申しわけござい

ません。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑がある方は、どうぞ。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、長寿生きがい課に関する部分の質疑を終

結いたします。

暫時休憩とさせていただきます。

休 憩 午前１０時５０分

再 開 午前１０時５９分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、環境農政課並びに上下水道課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方は、どうぞ。

佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 ２点お伺いしたいと思います。

まず83ページ、これの一番上のところですけれども、委員報酬というところで、人

数が45名というふうに記載されていますけれども、昨年は10名ということで、随分大

幅にふえているのですけれども、その辺のところのいきさつを説明していただきたい

と思います。

それから、もう一点は89ページのため池の一斉点検なのですけれども、これの内容

についてお伺いしたいと思います。

以上です。
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〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

大塚環境農政課長、お願いいたします。

〇大塚 晃環境農政課長 委員報酬の45人で22万5,000円の支出ということでございま

すが、これにつきましては、延べ人数45人ということでございます。

環境審議会がありまして、こちらの委員さん15名でございます。７月18日に会議を

開きまして11人、10月24日に会議を開きまして10人、２月13日に会議を開きまして８

人、それから、ストップ温暖化推進委員会委員さんが10名でございます。８月29日に

開催いたしまして８人、11月25日に開催いたしまして８人ということで、この２つの

委員会の延べ人数ということで45人でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 金井副課長、答弁をお願いいたします。

〇金井敏明環境農政課農業振興担当副課長 私のほうからは、ため池一斉点検調査業務

の内容につきましてご報告申し上げます。

、 、 、こちらにつきましては 町内27カ所のため池でございまして 貯水量が1,000立米

また、受益面積が２ヘクタール以上のため池の点検でございます。

主な内容といたしましては、現地踏査、人家や国道、河川等の調査、それから近接

目視ということで、ため池の状況の調査、それから資料調査、問診調査、それから聞

き取り調査、それから土質調査、１メートルの掘削の堤体材質の調査、測量等でござ

います。

以上です。

〇松本美子委員長 佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 まず、83ページのほうの委員の数でありますけれども、これは例え

、 、ば85ページのほうには農業委員会のほうの委員として16名ということで そうすると

延べ人数で記載をされたり、委員の数で記載をされたりということで、委員会によっ

て多少この決算書の中に出てくる人数というのが変わってくるのかどうか、ちょっと

もう一度確認をさせていただきたいと思います。

それから、あとは89ページのほうでありますけれども、今、説明をしていただいた

ような調査、これをする目的、どのような形で生かしていくのかということを確認さ

せていただきたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。
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大塚環境農政課長、お願いいたします。

〇大塚 晃環境農政課長 環境基本計画の策定事業のところの委員さんにつきまして

は、延べ人数45人ということで記載させていただきましたが、そのほかのところを見

ますと実人数ということでありますので、統一性という意味では、実人数、今回です

と、環境審議会委員さんの委員が15人、それから、ストップ温暖化推進委員さんの委

員さんが10人ということで、25人というほうが適当かと思われます。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

金井副課長、お願いいたします。

〇金井敏明環境農政課農業振興担当副課長 ため池一斉点検の調査の目的ということで

、 、 、ございますが こちらにつきましては 以前の東日本大震災等の震災等を受けまして

ため池等、大分老朽化している箇所が全国的に見受けられるということで、主に震災

等の、ため池の下流域等に人家やそういったところがあるところに関しての防災や減

災のための調査ということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 83ページに関しましてはわかりました。

89ページのため池に関してですけれども、そうすると、その調査の中で問題がある

というような調査結果が出たようなところには改善を図っていくというような理解で

よろしいのでしょうか。

〇松本美子委員長 では、答弁をお願いいたします。

金井副課長、お願いいたします。

〇金井敏明環境農政課農業振興担当副課長 この調査の結果、危険と思われる箇所が公

表されたところに関しましては、今後また詳細調査等を検討してまいりたいと思いま

す。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方、どうぞ。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 細かいことですけれども、少し質問をさせていただきます。

最初に36ページですが、中ほどの雑入の中に、不法投棄物の保管及び処理に係る損
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害賠償金というふうに書いてありますが、これについて、どのようなものなのかお聞

きをいたします。

次に、82ページの河川美化の清掃に関してなのですが、自分も多少かかわっている

のですけれども、その上に需要費として消耗品がございますが、推測として、下の槻

川をきれいにする会の事業があったときの消耗品についてだというふうに思うのです

が、詳しいことをお聞きをしたいというふうに思います。

次に、84ページのこれも不法投棄の関係ですが、２の不法投棄物の処理事業という

ことで、この中に、わからないのですが、除草の委託料ということで出ていますが、

この内容、または除草を委託するということはどこか場所があるのだと思いますが、

それを教えていただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

大塚環境農政課長、お願いいたします。

〇大塚 晃環境農政課長 36ページの不法投棄物の保管及び処理に係る損害賠償金とい

うことなのですけれども、これにつきましては、町内に不法投棄をされまして、その

関係で、当初は不法投棄を誰がされたかわからなかったので、町の予算でもって不法

投棄物を処理したわけなのですけれども、小川警察署等に被害届を出しまして、そん

な中から、実際に不法投棄をした方が見つかりましたので、その方から、町でかかっ

た費用についてを損害賠償金として納めていただいたものであります。

〇松本美子委員長 続けて答弁をお願いをいたします。

〇大塚 晃環境農政課長 河川美化清掃事業の消耗品ということなのですけれども、こ

ちらにつきましては、美化清掃等で使う小川地区衛生組合の指定ごみ袋を購入したも

のでございます。失礼いたしました。ウグイの放流等で使うためのごみ……失礼しま

した。河川美化清掃事業のほうの消耗品でございますが、ウグイの購入費でございま

して、ウグイ63キロで12万6,500円というものでございます。

不法投棄処理事業の除草委託でございますが、こちらにつきましては、千手堂の比

丘尼山、これは以前に不法投棄をされた、始まりは平成の初めのころだったのですけ

れども、そのころに不法投棄された場所の測量等をするために、比丘尼山の除草を委

託したものでございます。

以上です。
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〇松本美子委員長 長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 それでは、再質問させていただきます。

まず、一番最初に質問した不法投棄の関係なのですけれども、私も記憶している限

りでは、私が指摘したところについては、町内の方でわかって、それは自分で処理し

てくれたという話を聞いていますが、この場合については、わからずに届け出しをし

て、そのあと今説明があったとおり、賠償金をその方からいただいたということだと

いうふうに思うのですが、どんなものを捨てられたのか、ちょっとお聞きできればと

いうふうに思います。

それと、河川の関係なのですけれども、ウグイ代が占めているということで了解し

ました。

そのほかに、県の河川サポートの活動というのもいろいろあるのですが、いわゆる

連携していて、その消耗品があるのかどうか。あるのであれば教えていただきたい。

、 、 。やっていませんということであれば やっていませんで結構ですから お願いします

それと、あと千手堂の比丘尼山、前に不法投棄されたところを除草をして、ちょっ

とよくわからなくて、再調査をするので除草をして、スポット的なことだということ

で受け取りましたが、それでよろしいのかどうか、お願いをいたします。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 まず、不法投棄、どんなものをされたかということでござい

ますが、アパートを引っ越したようなときに出るようなものでございまして、洗濯機

だとか布団だとか、その他もろもろのものでございます。

それから、あと河川美化清掃の関係の河川サポートの関係ですが、ウグイの放流の

ものだけでございまして、特にサポート関係のものではございません。

それから、千手堂の比丘尼山の関係でございますが、土地の所有者がおりまして、

その土地の所有者の周りが千手堂、それから平沢の方々が持っている土地があるので

、 、 、すけれども その土地に土砂が流出しておりまして その土砂の流出量を図るために

その部分について除草をしたものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

ほかにございますか。
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畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 何点かお伺いします。

まず23ページ、動物死体処理手数料、猫４頭、犬１頭ということで、今までこうい

う記載がなかったのですが、今回からこの記載があるように思ったのですが、お伺い

します。

、 、 、これとは別に 84ページ 動物の死骸を処理するという項目があるにもかかわらず

ここに載ってきているのでお伺いしたいと思います。

それと、82ページ、空き家管理台帳整備業委託の関係ですが、こちらは24年度から

記載がありまして、24年度292棟を調査するということで、今回で多分最終になった

のだと思うのですけれども、内容をお伺いします。

それとあわせて、下のアンケート調査もされたということですので、どういうよう

な内容があったのかお伺いいたします。

それと105ページの真ん中ほどに、金皿山里山公園樹木伐採委託料ということで、

昨年も載っておりましたけれども、この委託先はどこなのかお伺いいたします。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

大塚環境農政課長、お願いいたします。

〇大塚 晃環境農政課長 23ページの動物死体処理手数料の件でございますが、猫が４

頭1,000円、それから犬が２頭1,000円ということでございまして、こちらにつきまし

ては、家庭で飼われている飼い犬を自分で処理できない方につきましては、町で出向

きまして、有料でもって処理をしているものでございます。

それから、84ページの委託の中の平成25年度の動物死体処理死体収集運搬委託につ

きましては、新埼玉環境センターのほうに委託をしているわけなのですけれども、道

路上とか、そういったところにある死体処理を委託しているものでございます。

105ページの金皿山の伐採委託、こちらにつきましては、埼玉中央部森林組合のほ

うに委託をしているものでございます。

空き家の関係につきましては、村田副課長のほうから申し上げます。

〇松本美子委員長 村田副課長、答弁をお願いいたします。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 82ページの空き家等管理台帳整備委託料

につきまして、ご説明を申し上げたいと思います。
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この事業につきましては 議員さんがおっしゃいましたように 平成24年の12月20日、 、

から25年の３月31日までということで、一度事業をさせていただきまして、その後、

４月１日から７月31日までということで428万4,000円の事業をさせていただいたもの

でございまして、この事業としましては、24年の12月から25年の７月31日までの一つ

の中での委託で、事業年度がたまたま２年度にわたったということで、両方の成果を

もちまして292軒の空き家候補が見つかったということでご理解をいただければと思

います。

実際にその年の１月になりますけれども、292軒の空き家の候補の中を今度はアン

ケート調査ということで、実際に平成25年の12月20日から26年の３月20日にかけまし

て、292軒のうちの159軒を対象にアンケート調査をさせていただきました。

アンケート調査で、98件の回収をさせていただきまして、回収率としては61.6％の

方の回答をいただきまして、内容としましては、議会の一般質問でも課長のほうが答

弁をさせていただいたとおり、大方70歳以上の方が半分以上で、町外に住宅をお持ち

で、空き家の利活用としては、たまに来て管理をする程度で余り活用をされていない

ようなアンケート調査をいただいております。

この調査に基づきまして、今、26年度になりますけれども、空き家の管理条例のほ

うを制定を準備させていただいているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 23ページの件は、これは25年度からこういうことが始まったのか、た

またま24年度がなくてその前からあったのか、その辺を確認したいのと、あと飼い犬

とか飼い猫というのは、今まで東松山の斎場に動物の焼き場があったのですが、もう

そこがなくなってしまった関連でこういう受け入れ態勢をしているのか、そこを確認

したいと思います。

それと、空き家管理台帳整備の件ですけれども、アンケート調査に関しましては、

町外の方が半分、70歳以上の方がほとんど占めているというような内容でしたけれど

も、これはわかりました。結構です。

それと、最後の金皿山の管理ですけれども、ここは何年間にわたってやっているの

か、伐採は地元の方々でも、よくまめにやっていらっしゃるのですけれども、どの辺

あたりをされなくてはいけないのか、確認をしたいと思います。
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以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

大塚環境農政課長、お願いいたします。

〇大塚 晃環境農政課長 動物の死体処理の関係でございますが、制度としては以前か

らございまして、東松山斎場が処理できなくなったということではございません。た

またま24年度はそういう実績がなかったということでございます。

それから、金皿山の関係ですが３年計画で実施しております。25年度につきまして

は、その２年目ということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁漏れだと思いますけれども、伐採場所につきましてご答弁いた

だければと思います。

〇大塚 晃環境農政課長 金皿山を３つに区切りまして、３年でローテーションしなが

らやるように実施しております。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 23ページのところに戻りますけれども、飼い猫、飼い犬ということで

あれば、本当は大事にされて処分したいと思うのですけれども、これはどういう処置

を町はするのか、最終的にどういうことをされるのかだけ、ちょっとお聞きしておき

たいと思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

大塚環境農政課長。

〇大塚 晃環境農政課長 死亡している猫、犬を預かりまして、小川地区衛生組合のほ

うに持ち込んで処理をしております。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方、どうぞ。

吉場委員、どうぞ。

〇吉場道雄委員 １点だけ質問させていただきます。

83ページ、外来生物の対策事業ということで、アライグマの捕獲等業務委託という

のですけれども、24年に比べると、事業名から事業内容だとか、期間だとか全部同じ

条件なのに、１回当たり、これ年間40回というのですけれども、1,758円の違いもあ
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るのですけれども、この内容をお願いいたします。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

村田副課長。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 この事業につきましては、平成24年度か

ら委託をさせていただいているものでございまして、実際に24年度にかかったお金と

いうのを、ちょっと業者さんのほうといろいろと検討させていただいた結果、25年度

の見積りのときに、軽油だとかもみんな若干上がっているということで、費用単価、

委託単価を上げてほしいということで、一応、25年度につきましては、上げさせてい

ただいた金額で発注をさせていただいているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 吉場委員、どうぞ。

〇吉場道雄委員 この内容なのですけれども、運搬となっていますけれども、これはあ

る程度予防注射したような人間がどのような作業をしているか、ちょっとお聞かせ願

います。

〇松本美子委員長 村田副課長、お願いいたします。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 お答えをさせていただきます。

内容としましては、町のほうでもともと町のほうにリクエスト、うちのほうに今ア

ライグマが出たとか、農業被害があったとかというお問い合わせをいただきまして、

その方をうちのほうが地図に落としまして、今ですと、月曜と木曜日の午後、半日ず

つなのですけれども、委託業者の新埼玉環境センターの職員のほうにその地図を渡し

まして、大体１回にかけるところというのが、多いときですと15件から20件ぐらい、

少なくても５～６件なのですけれども、そういう方のところにまずおりを置いていた

だいてかけていただきます。

月曜日にかけて、仮に水曜日とかにつかまったものについては役場の職員が回収に

行きまして、たまたま木曜日の委託の日に回収できるものについては、委託の業者さ

んに回収をしていただいてということで、今、委託をさせていただいている新埼玉環

境センターの職員についても、一応、議員さんの中でももしかするとお持ちの方もい

るかと思うのですけれども、東松山環境事務所さんが中心にやっていただいているア

、 、ライグマの捕獲講習会というのを受けていただきまして その受けていただいた方が

今、この委託の従事者ということでお願いをしているところでございます。
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以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方、どうぞ。

森委員、どうぞ。

〇森 一人委員 説明書の83ページになります。水質等調査事業、一番下と、平成25年

度環境調査業務委託、水質、騒音、悪臭とございますが、24年度も計上されていたり

します。企業名とかもあるかもしれませんが、言える範囲でどの辺の地域だというこ

とを教えていただければと思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

村田副課長、お願いいたします。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 83ページの水質等調査業務委託の内容

の、平成25年度環境調査業務委託、水質、騒音、悪臭の委託でございますけれども、

これにつきましては、杉山地内にあります事業者さんのところの周りの騒音だとか、

悪臭、あとは水質をはからせていただいているものでございます。

事業としましては、平成18年から、ですから約８年続いて、今、調査をさせていた

だいているところでございます。

一番下の欄外にございます環境調査業務委託の（悪臭）につきましても、これも同

じ場所でございまして、杉山地内にあります事業所の、これにつきましては、もとも

と今のご説明をさせていただきました調査の日とは別の日、もともとこの調査期間は

平成25年６月19日から25年の８月30日の間で調査をさせていただいた日とは別の日で

実際にはからせていただいているものでございまして、これにつきましては、アンモ

ニアの濃度を測定をさせていただいたところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 森委員、どうぞ。

〇森 一人委員 ８年継続調査ということで、その事業者さんも大変な額を投じてそう

いう改善に向け努力されているというのは聞いているのですが、その事業者さんと８

年も調査をしているわけで、改善に向けての何か進展、進捗とか、そういうものはな

いんでしょうか。

〇松本美子委員長 村田副課長、答弁お願いいたします。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 お答えをさせていただきます。

今、調査はもう８年継続させていただきまして、特に悪臭につきましては基準値が
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ございまして、基準値内に入ると、なかなかクリアをできていないという状況で、今

も実際には月に１回の職員による立ち入りと、あと年に２回による地元との話し合い

の中にも事業者さんが入っていただきまして、いろいろと調整をさせていただいてい

るのですけれども、委員さんご存じのように、そういう事業所から出る悪臭というの

、 、 、を解決できる脱臭槽というのが 全国でもなかなかこれというのがなくて 各市町村

埼玉県もそうですし、群馬県もそうなのですけれども、いろんな企業さんとタイアッ

プをして、いろんな開発をされているのですけれども、やっぱり費用対効果となって

しまうと、生産するものの単価がなかなか上がっていかない中で、事業者さんとして

も大きなお金をかけて対策をできるというのがなかなか難しいというところの中で、

今は、できるだけ周りの皆さんのほうに迷惑がかからないような状況で、お金をかけ

ない形で対策ができないかというのを、群馬県にも町長も行っていただいて、いろん

な視察もさせていただいているところなのですけれども、そういうところの情報なの

かも提供させていただきながら、今、特に町の環境農政の農政担当のほうともタイア

ップをさせていただきながら、企業さんと協議をさせていただいているところでござ

います。

ご理解いただければと思います。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 83ページの温暖化防止の推進計画ができたわけですけれども、町とし

ての取り組みをどうしていこうかというのは持っているのかどうか伺いたいと思いま

す。計画をつくって終わりではないと思うので、伺いたいと思います。

それから、水質調査のこの表の一番上、たびたび122条報告を見ても、基準値をオ

ーバーすることがあるわけです。そういうオーバーした場合の対策は何かとられてい

るのかを、とってきたのかを伺いたいと思います。

一番下の件ですけれども、何となくのんびりしているような感じを受けてしまうの

ですけれども、ちょっと取り組みが弱いのではないかなって思いますので、しっかり

やっていただきたいというふうに思います。何かありましたら、一言お願いします。

それから、84ページの埼玉中部、これは一般廃棄物処理広域化推進協議会というこ

とで、８市町村がこの協議会をつくったわけです。何に支出をされたのか、もしわか

りましたら伺いたいと思います。
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それから、89ページのため池の件なのですが、問題場所、危険箇所というのは27カ

所のうち何カ所あったのか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をいただきます。大塚環境農政課長、お願いいたし

ます。

〇大塚 晃環境農政課長 私のほうからは、環境基本計画兼ストップ温暖化地域推進計

画の町の取り組み、それからあと埼玉中部広域清掃協議会の支出の内容についてお答

えさせていただきます。

この計画につきましては、望ましい将来の姿として 「緑と清流 オオムラサキが、

舞う 自然豊かなまち らんざん」ということで、そういったことを将来像に掲げま

して、４つの基本目標、それから11の個別目標、それから４つの重点施策というふう

な、そういった体系から成っております。町でどんなことを取り組みをしているかと

いうことでございますが、例えば、里山の自然を守るということでありますと、里山

の自然の管理のためにボランティア数、ボランティアさんの数ということで、例えば

、 、 、現状ですと 24年度が525人だったのを目標年には100人にするだとか あるいはまた

水辺の緑を守るということであれば、保護樹林だとか、保護樹木の指定数、こういっ

たものを指定しまして、保護樹林であれば５万7,769だったのを５万3,576だとか、そ

ういった各項目ごとに全部目標、指標を定めまして、現状値、それから目標値という

ことで定めまして、この計画の実行に向かって進めているところでございます。

それから、埼玉中部広域清掃協議会の支出の内容ということでございますが、平成

25年度嵐山町といたしまして、埼玉中部広域清掃協議会のほうには98万8,830円、負

担金ということで納めております。その支出の内容でございますが、協議会のほうの

支出の内容を見ますと、協議会の運営費ということで、協議会の委員さんの報酬等、

こちらのほうが15万円、それからあと、事務費、事務局運営費ということで216万

1,839円、こちらには旅費だとか需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料等

が含まれています。それから事業費といたしまして、基本計画の策定費ということで

420万円ございまして、そのうち一般廃棄物処理基本計画の策定費ということで99万

7,500円、それから施設整備基本構想策定費ということで283万5,000円、それから例

規整備支援事業費ということで36万7,500円、こういったものが主な支出でございま

す。

それからあと、河川の水質、それからあと環境調査につきましては村田副課長、た
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め池につきましては金井副課長のほうからご説明申し上げます。

〇松本美子委員長 それでは、村田副課長、答弁をお願いいたします。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 83ページのまず委託料の一番上なのです

けれども、平成25年度河川水質調査業務委託につきましてご説明を申し上げたいと思

います。こちらにつきましては、今、市野川、槻川、都幾川を各２カ所ずつ定点で観

測をさせていただいているところでございまして、各調査地点でも、超えているもの

というのが大腸菌群数でございます。各調査地点で環境基準というのが定められてお

りまして、大腸菌群数につきましては5,000個以下というのが基準でございまして、

特に市野川の矢崎橋というちょうど川島の鬼鎮様から滑川に抜ける道のところの橋の

たもとではからせていただいたところが、一番数値が多く出ております。平成24年の

ときにもご説明申し上げましたけれども、実際、25年、24年のときには、どこが一番

多いのかというので、今度、市野川をずっとさかのぼりまして、接続点というのです

、 。 、か 遠いところを６カ所はかりました そのときにもご報告申し上げましたけれども

一応、市野川で流入点で一番大腸菌群数が大きいというのが、川島川という、ちょう

ど地産団地の太郎丸分というのですか、嵐山病院の河川を挟んだ反対側のところに出

ているかと思うのですけれども、あそこのちょうど東側のところで、市野川に合流す

るところは川島川という川なのですけれども、そちらのところが一番高く、今年の実

際 この間はかった７月の時点でも 一応 川島川の大腸菌群数というのは７万9,000と、 、 、

いうのですか。ですから、5,000個に対すると10倍以上の数字が出ております。24年

度にもご説明申し上げましたように、川島川の上流というのは、実際にはむさし台の

区画整理地内を通って駅の西口を、駅の東上線のちょうど池袋方のところのホームの

ところの下を推進で1,650ミリの管が通っているのですけれども、その後、広野時計

店さんのところを通って、梅寿司さんの前を通るというのですか、あの辺の流域にな

っていますけれども、その辺のところの雨水が流れる水路でございまして、ですから

その辺につきましては、今後、対策としましては、多分、下水道の水洗化率を上げた

いとか、あとは浄化槽を使っている方については、速やかに下水道につなぎかえてい

。 、 、ただく もともと今のエリアというのは もう公共下水道の整備が終わっていまして

供用開始はもうしている区域なので、その辺の水洗化率を上げていただくのと、あと

同時に、浄化槽の点検をしていただくような形の中で対策はとれるかなというふうに

考えているところでございます。



- 129 -

あともう一つ、杉山の事業所につきましては、平成24年のときに一度、町長名で臭

。 、気に対する改善勧告というのは一応出させていただいております 地元のほうからも

先ほど川口委員さんが言われたように、もうちょっと早く改善ができるようにという

ことで、最終的には改善の次は命令ということなので、それも視野に入れながら、先

ほど森議員さんのときにもお答えさせていただいたように、企業さんとは調整をさせ

ていただいたところでございますので、その辺で対応をさせていただきたいというふ

うに考えているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 金井副課長、答弁をお願いいたします。

〇金井敏明環境農政課農業振興担当副課長 それでは、89ページのため池一斉点検調査

、 、業務につきましての結果 危険箇所の結果の数はということの質問でございましたが

こちらにつきましては、警戒すべきため池として集計いたしまして、豪雨による警戒

すべきため池といたしましては４カ所、それと地震による警戒すべきため池として１

カ所、計５カ所でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 そうですか。水質の件なのですが、ちょうど上下水道課長がいるので

すが、あの辺、広野時計店、大分、大分というか、まだまだ下水道につないでいるの

は少ないのですか。そのために汚水が流れてしまっているのでしょうか。ちょっと状

況がわかりましたらお願いしたいと思います。

それから、ため池の件なのですが、これどこのため池か、豪雨による場所４カ所、

地震による１カ所、これは場所、どの沼かはもうお話しできるのでしょうか。できる

のでしたらお聞きしたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

新井上下水道課長。

〇新井益男上下水道課長 お答えいたします。

新田沼都市下水路というご説明申し上げましたけれども、武蔵嵐山駅の池袋側に寄

ったところから旧254沿いにかけまして、新田沼都市下水道というのが、さっき村田

副課長が申し上げましたようにあるわけですけれども、その流域において、公共下水

道の接続の関係で、まだつながれていない未接続の方につきましては、空き地を除い
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て、住宅の建っているところにつきましては、15軒ほど、武蔵嵐山駅の上から旧国道

254号線の間の区域においては15軒程度、これはアパート３軒を含んでおります。

以上でございます。

、 、 、それから 水洗化率の向上のお話がありましたが 平成23年度の水洗化率が78.5％

平成24年度の水洗化率が79.4％、平成25年度末の水洗化率が81.9％ということでござ

います。

以上でございます。

〇松本美子委員長 金井副課長、答弁をお願いいたします。

〇金井敏明環境農政課農業振興担当副課長 警戒すべきため池等の名称ということでご

ざいますが、まず、豪雨によるため池ということで４カ所でございますが、越畑地区

で川越小沼、それから相模沼、それから廣野地区で弁天沼、それから石倉沼の４カ所

でございます。それから地震による警戒すべきため池でございますが、こちらにつき

ましては、越畑の三ツ沼１カ所でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

安藤委員、どうぞ。

〇安藤欣男委員 105ページですが、オオムラサキの森管理事業、ここで賃金が３人、

、 、 。これは説明員とか そういう形なのだと思うのだけれども 167万払われております

３人というのはどういう形態で支払われているのかちょっとお伺いしておきます。

それから、その関係で、管理もあるわけですが、草刈りをしたり、そういう管理は

シルバーに頼んでいるのだということで、次のページにございます。38万2,200円。

かなりこれ広い面積ですし、このホタルの里の除草も含まれているのですが、この管

理を38万2,200円で、現状何ら問題がないのでしょうか。もっと本来は手入れしなく

てはいけないというものがあるのかどうか。

ただ、その下に負担金ということで、補助があるわけですが、ＮＰＯ法人が10万円

出ております。この団体もボランティアとしてオオムラサキの森の管理はボランティ

アでやってくれているのでしょうが、その辺の連携というか、どんな状況であるのか

お伺いしておきます。あわせて、ここへ来る、来てくれている方は何人ぐらいいるの

かわかりましたら。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。
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村田副課長、どうぞお願いいたします。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 まず、105ページのオオムラサキの森管

理事業の賃金の臨時職員の賃金でございますけれども、これにつきましては、今、臨

時職員さん３名をお願いをしておりまして、４月から11月の第３週目までは、月曜日

の休館日を除いて毎日１人ずつ交代で出ていただいております。11月の下旬から３月

の下旬までは、一応、日曜日のみを開園としまして、その日に１人ずつ交代で出てい

ただいております。臨時職員さんの業務としましては、原則パトロールと、あと必要

に応じて、手で刈れる範囲での除草をお願いしているところでございます。

続きまして、106ページのオオムラサキの森、ホタルの里管理業務委託でございま

すけれども、こちらにつきましては、シルバー人材センターのほうに職員のほうが現

地を見まして、必要なところを最低限刈っていただいている事業でございまして、先

ほど委員さんがおっしゃいましたように、ここがもうちょっと裕福というか、金額が

、 、 、あれば もっと刈れるところもあるのかなというふうに思っておりますけれども 今

最低限の通路と、あとチョウチョウが発生する時期に合わせて、ホタルの出る時期に

ホタルの里の除草だとかはさせていただいておりますけれども、最低限のところをさ

せていただいているということでご理解をいただければと思います。

続きまして、ＮＰＯでございますけれども、この10万円の補助につきましては、一

応、今、ＮＰＯ法人自然の会・オオムラサキにつきましては、一応、ボランティアと

いう形で、農免道路を渡るところの右側というのですか、こちらの大妻側から行きま

すと右側のところの水道庁舎、水道のタンクがある、ポンプ所があるところの手前の

ところの高木を、何年ごとに萌芽更新ということで切っていただいているところがＮ

ＰＯ法人さんで、ボランティアで切っていただいている、管理をしていただいている

とこがございます。

あとオオムラサキに訪れる観光客というか、訪問者なのですけれども、ちょっと今正

確な数字を持ち合わせないで申しわけないのですけれども、大体１万人から１万

5,000人ぐらい年間訪れるというふうに記憶をしております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 安藤委員、どうぞ。

〇安藤欣男委員 ３人ということで、何か11月から３月は日曜日だけだという、それは

わかりますが、そうすると、この４月から11月までやってくれている人と11月から３
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月までの人とは人が違うという捉え方なのですか。そういうふうでないと、３人とは

ならないのですけれども、ちょっと理解ができ切れません。

最低限という捉え方がどういうのだかちょっとわからないのですが、１万人、人数

が１万人から１万5,000人というと、これは大きな差が少しあり過ぎて、状況がつか

み切れてないのですけれども、月に1,000人来て、だからそういう捉え方というのは

してないのですか。あそこに訪れる人と、構わず入ってくる人と、そういう関係のこ

とでわからないということなのですか。管理センターというか、あそこにあります。

あそこで入ってくる人が何人とか、資料とかあそこにあるわけですけれども、そうい

う総合的な管理というのはやってないのですか。そのことをちょっとお伺いしておき

ます。

何といっても、オオムラサキの森というのは嵐山は一つの県が買ってくれて、あそ

こに開いて久しいわけですけれども、いまいち、発信力が１万人から１万5,000とは

言いながら、私は発信力が弱いかなと思っているのです。余りテレビなんかには出な

いし、ホタルの里にしても、一時よりかホタルの発生がふえてきたというのは喜ばし

いことですが、これも除草が間に合わなかったりしますと、これは発生も抑制されて

しいまますから、ある程度手を入れないと、こういうところは環境が１回壊れてしま

うと、なかなかもとへ戻すというのは難しいのだと思うのです。そういう関連では、

どうなのでしょうか。ＮＰＯ法人が本当に10万円でボランティアでそれやってくれて

いるのだと思うのですが、この法人は、小千代山のほうもやってくれているのだと思

うのです。それとの、そういうことは今出てきませんでしたが、それはどうなのでし

ょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

村田副課長、お願いいたします。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 まず、105ページの臨時職員の人数、３

人なのですけれども、これは一応、１年間を通してということで、ですから11月まで

は月曜日を除いて、毎日のように１日交代、３人で交代していただいておりまして、

11月の終わりから３月までは、日曜日だけを、同じ３人の方が週に１回だけ、交代で

出ていただいているということでご理解をいただければと思います。

あと、人数につきましては、すみません。今、調べさせていただいております。

あと、ＮＰＯの自然の会・オオムラサキの10万円の補助金の関係でございますけれ
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ども、ＮＰＯ法人さんは、あくまでも、先ほど言いました農免道路をおりていってい

ただいたときの橋の手前の右側の管理をしていただいておりまして、小千代山につき

ましては、同じ団体なのですけれども、モウモウの国峯さんのほうの団体のほうが、

一応管理のほうはしていただいております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 安藤委員、どうぞ。

〇安藤欣男委員 数字がすぐに出なかったら、後で結構ですから。

そうすると、このホタルの里の除草管理というのは、これは主体的にはどこがやっ

ているのですか。そこのオオムラサキもそうですが、私は素人だからよくわからない

面がありますが、いずれにしても樹液が出るような管理はしていかなければ 、古い、

木は切ったり、あるいは枝をおろしたり、オオムラサキが生息しやすい環境をつくっ

てやらなくてはならないわけですから、除草だけしていたのではだめなわけで、その

辺の管理については、どういうふうに捉えているのですか。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

村田副課長。

〇村田泰夫環境農政課みどり環境担当副課長 では、オオムラサキの森、ホタルの里の

管理業務委託につきまして、再度説明をさせていただきたいと思います。

こちらにつきましては、当然、うちの職員とあと今の臨時職員が必要なところを見

回りをさせていただいて、必要に応じて、その場所をシルバー人材センターのほうに

刈っていただいております。場所につきましては、うちの新井のほうで、現地を確認

をして、地図に落しまして、適材適所のところを刈らせていただいているということ

でございます。

あと、先ほどのオオムラサキの樹液につきましては、これ除草プラス下に、内容の

ところに書いておりますように、伐採等業務ということで、一応、伐採業務も入って

おります。高木の萌芽更新だとか、あとは枯れた木の除伐なども含めて、それが25本

ほど入っているのですけれども、そちらのほうで当然萌芽更新も含めた形の樹液が出

るような形の管理もさせていただいているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 大塚環境農政課長、お願いいたします。

〇大塚 晃環境農政課長 オオムラサキの活動センターのほうの入館者につきまして
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、 、 、 、は 今 調べておりますので 後ほど報告させていただければと思うのですけれども

よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、環境農政課並びに上下水道課に関する部

分の質疑を終結いたします。

。 、暫時休憩とさせていただきます 午後の再開を１時30分とさせていただきますので

よろしくお願いをいたします。

休 憩 午前１１時５６分

再 開 午後 １時２９分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、企業支援課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方はどうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 93ページの１カ所だけです。マスコットキャラクターと維持管理事業

の中に、印刷製本費がございます。内容について伺います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

印刷製本費の中に、49万3,290円で、こちらはＰＲ用のクリアホルダーがございま

すけれども、こちらを３種類作成をさせていただいております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 何年か前だったでしょう。クリアファイルをいつもつくっていらっし

ゃるのですけれども、枚数的には何枚で、クリアホルダーは、何か議会の場合でした

ら、視察に来た方々に資料を入れてお渡しするとか、あと、何かやはりいろんな会合

などで資料を入れてお配りしているという形だと思うのですが、それ以外には、何か

ほかにお考えはなかったのか、枚数が何枚だったのかお伺いしたいと思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。
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山下企業支援課長、お願いいたします。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、枚数その他につきましてお答えをさせていただき

ます。

こちらのクリアホルダーのほう３種類、それぞれ2,000枚ずつをつくらせていただ

いております。合計で6,000枚を作成をしてございます。使用する内容といたします

と、町内あるいは庁舎内でＰＲ用に、それぞれお客様が見えたとき等お配りする。そ

ういったことで、利用させていただいておりますけれども、ご希望があれば、町民の

方にも窓口で配布をしているという状況でございます。よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑ある方どうぞ。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 お聞きします。

最初に、91ページの中小企業の近代化資金利子補給についてなのですが、内容的な

ものはわかっているのですが、その年度に応じて、商工会にこれは委託しているよう

な感じなのだというふうに思いますけれども、内容的なものがわかるのであれば、最

近のことはわからないもんですから、教えていただきたいというふうに思います。

それと、もう一点なのですけれども、次のページの92ページなのですが、観光施設

等の管理事業の中で、ふるさと歩道の案内板設置謝礼等ということでございますけれ

ども、この案内板、非常に歩いている方についてはわかりやすい、非常に好評なので

、 。 、はないかなというふうに そんな話も聞いております これのなった経緯というのは

今までのものが古くなったものが更新するという形でなったというふうに思います

が、まだまだ足らないような感じにも思うのですけれども、今後、どこか新しいもの

に変えていくというようなところがありましたらお聞きをしたいというふうに思うの

ですが、２つお願いいたします。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

山下企業支援課長、お願いいたします。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、２点に関しましてお答えをさせていただきます。

まず、91ページの利子補給の関係でございますけれども、議員さんおっしゃいまし

たとおり、こちらの商工会のほうを通じまして、実施をしていただいております。こ

れは、申請のあったもの、商工会のほうに申請があるわけでございますけれども、こ

ちらに申請のあったものに関しまして、利子分を補給していただくという内容でござ
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います。ちなみに、25年度の件数で言いますと、99件の件数がございました。

それと、92ページの案内板の関係でございますけれども、こちらは、やはりおっし

ゃいますように、まだまだ足りない部分もあろうかと思います。既存のものもあるわ

けでございますけれども、既存のものを使えるものは修繕を順次しながら使っており

ます。今後考えられるものに関しましては、この後の新規の事業の計画もございます

、 。ので そちらのほうで順次計画を立てながら設置をしていくという考えでございます

よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 最初に、利子補給のほうからお聞きしますが、これは近代化資金とい

うことですから、銀行等で借りたものではなくて、近代化資金、制度融資等の関係だ

というようなことだというふうに思っていますが、なかなか少額の方と、大きく借り

ている方といらっしゃるわけです。それで、なかなかこういうふうな質問をする機会

がないものですから、質問させていただくのですけれども、大きく借りている方は、

。 、 、 、相当な利子を受けるわけです それで そうではない 少額借りている方というのは

それに反して少ないわけでございますが、当然、借りている金額が少ないからそうい

うことになるのですけれども、一定額、幾ら大きく借りても、利子補給というのは、

やっぱりある程度のところで抑えないと、際限なく借りているだけの何％というふう

なことになると、ちょっと何かこの趣旨に反するような感じがするのですけれども、

その点、何かお考えがあったらお聞きをしたいというふうに思います。

それと、ふるさと案内板のほうについては、順次更新をしていくということで了解

をいたしました。

１点だけお願いいたします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

山下企業支援課長、お願いいたします。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

、 、 、利子補給の関係でございますけれども 議員さんおっしゃいますとおり 大口の方

あるいは小口の方、さまざまでございます。まず、大口の方で言いますと、1,000万

円を超えていらっしゃる方もいらっしゃるようでございますけれども、そのほか小口

の方、少額の方もいらっしゃいます。事実上といたしますと、決められた額の範囲内

で、この制度を運用していただいているというのが実情でございますけれども、今の
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ところ、大きく変える等々は、特には私どものほうは考えておりません。今の制度の

中で運用を図っていただくというふうなことで考えております。よろしくお願いいた

します。

〇松本美子委員長 長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 企業運営する上に当たって、融資を受ける、それで事業をやっていく

ということは、最終的には自分の活動の中にも大きくプラスになるわけですし、税収

等も上がれば、また町に還元があるということはよくわかっているのですけれども、

やはりある程度の一定のところで切らないと、何か私とすると、その制度が無意味み

たいな、ちょっと過剰保護みたいな感じがするわけですから、借りてくれるのは大い

に結構なことですけれども、そんな感じをいつも思っているものですから、ちょっと

質問させていただきました。ありがとうございました。答弁は結構です。

〇松本美子委員長 そのほかに、質疑のある方、どうぞ。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 90ページの川島地内の土壌分析の件ですけれども、これ川島のいろん

、 、 。なものが埋め立てられたと そこを５カ所調査したということなのですか これだと

26種類を調査して、そのうちのこの含有量試験９種類、ちょっとこれはどういうこと

なのか、結果がどうだったのか伺いたいと思います。

それから、91ページの住宅リフォームなのですけれども、68件、824万6,000円の補

助が、補助金を支給したと。工事費を積み上げていった場合、幾らの工事費になった

のか、わかりましたら伺いたいと思います。

それから、中心市街地の活性化推進委員会、これどんなことを相談されたのか、具

体的なものがあったのか、買い物難民などをここで研究されたみたいですけれども、

、 。その具体的な方向性が出ていないみたいですけれども ちょっと伺いたいと思います

それと、93ページの一番上の都幾川の桜並木ですけれども、ここの桜にてんぐ巣病

が出たということで枝おろしをしたということですけれども、これ何本ぐらい、その

てんぐ巣病にかかってしまったのか、枝おろし程度で済んだのでしょうけれども、枝

おろしだけで済んだのかどうか、ちょっとその辺、詳しくお願いしたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

山下企業支援課長、お願いします。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。
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まず、90ページ、川島地区土壌分析の調査委託の関係でございます。こちらは、皆

さんご存じのように、川島地区、これから工業地域としてという場所でございます。

こちらのほう、過去に昭和57年から60年にかけてだと思いますけれども、ごみ等を捨

、 、 、てられた経緯があったということで 今現在 そういったものの影響がないかどうか

確認をするための土壌調査を実施をさせていただいております。こちらは、環境省さ

んの定める土壌汚染に対する指定基準というものがございまして、その中に溶出試験

を26項目、それと含有試験を９項目という基準がございます。特定有害物質というふ

うなことで定められておる物質があるわけでございますけれども、それらの物質26項

目を調査しまして、その中で含有量調査９項目を実施してございます。結果について

、 、 、というお話でございましたけれども こちら全て 今現在ある基準値がございまして

その基準値を超えるものは何一つ出ませんでしたという調査結果が届いております。

それと、91ページになるかと思いますけれども、リフォームの補助金の関係でござ

います。こちらは、68件で824万6,000円という額でございますけれども、議員さんの

ご質問は、工事費の全体の金額とおっしゃっていたかと思います。こちらのほう、申

請のありました金額を集計をさせていただきますと、トータルで工事費全額を合わせ

ますと9,748万1,146円になります。そのうち、交付をした額が824万6,000円という形

になっております。こちらは、工事費の10％以内で、なおかつ上限額が20万円という

予算でございます。よろしくお願いいたします。

それと、同じく91ページの中心市街地活性化委員会の補助金の関係でございます。

こちらの委員会の活動をしております内容といたしますと、朝市のほうが12回開催し

ておりまして、2,700人の動員をいただいたという報告を受けております。10店舗に

よって、市場のほうを出店をしているという内容でございます。売り上げに関しまし

ては232万5,000円という報告を受けております。そのほか、夕市等々あるわけでござ

いますけれども、活動の内容としますと、町の市街地のほうをにぎわわすという趣旨

の町としての補助でございまして、活性化委員会、当然、会議も開催するわけでござ

いますけれども、その中で協議されて、実行された内容が朝市ですとか、夕市です。

そのほか、いろいろ桜まつり等々もあるわけでございますけれども、そういったこと

が事業の内容ということでございます。

それと、方向性というふうなこともおっしゃっていたかと思うのですけれども、今

後は、考える方向としましては、市街地のにぎわいは当然従来どおり行っていくと、
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あわせまして、さらに中心市街地部分、空き店舗等々を含めまして、今度は活性化の

方向で協議のほうをしていただいて、進んでいけたらなというふうに考えてございま

す。

次に、93ページ、都幾川の桜並木の関係でございますけれども、これは委員さんお

っしゃいましたように、てんぐ巣病、これはカビのようなものというのですか、わか

りやすく言いますと、そういったものがはびこりまして、その部分は伐採をして、広

がらないように手当てをしたという内容でございます。本数にしますと、約20本ぐら

いの伐採を行っております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 そうですか、わかりました。

１点だけ、川島の件ですけれども、そうしますと、基準値以下ですから、もし工場

をどこか建てたいという業者が来たら、もうそのまま建てられると、そういうことで

よろしいのでしょうか。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

山下企業支援課長、お願いします。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

委員さんおっしゃいますとおり、あと、後々に問題が起きないようにというふうな

ことでの調査でございまして、この後、計画によって工場等建ったとしても問題がな

いという趣旨でございます。よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はどうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 最初に、花見台工業団地の管理センターですけれども、管理委託料

300万円。

〇松本美子委員長 渋谷委員に申し上げます。ページ数を先にお願いします。

〇渋谷登美子委員 ごめんなさい。91ページです。91ページので花見台工業団地管理セ

ンターの管理事業、具体的にはどの程度皆さんに、花見台工業団地が活用されたか伺

いたいと思います。

それとあと、91ページの先ほどの住宅リフォーム事業なのですけれども、住宅リフ

ォームの事業は68件なのですが、具体的にこの事業、これを活用してリフォームされ



- 140 -

た事業者数はどのくらいなのかということと、もう一つ、これは、私は合併浄化槽設

置による住宅リフォームがかなり多いのではないかなと思うのですけれども、その点

についての兼ね合いを伺いたいと思います。

それから、同じく下なのですけれども、消費者行政推進事業ですけれども、具体的

に相談内容というのはどのくらいあるのか、どのような内容なのか、伺いたいと思い

ます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

山下企業支援課長、お願いいたします。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

、 、 。まず 91ページの管理センター 花見台工業団地管理センターの関係でございます

大変申しわけないのですが、ちょっと25年度分の利用率にかかわる資料、用意できま

せんでした。後ほどこれは報告をさせていただけたらと思います。

それと、リフォームの関係でございますけれども、内容としますと、トイレ改修に

かかわる部分ですとか、屋根、または外壁にかかわるもの、それとリビングの模様が

え等にかかわるもの、それと台所の改修にかかわるもの、浴室、洗面所等の改修にか

かわるものというふうな内容でいただいております。事業者さんとしますと、多いの

は、やはり町内業者さんが多いです。住宅リフォーム関係の業者さんも中にはいらっ

しゃいますけれども、ちょっと業者さんの関係の資料、手元にございませんので、ち

ょっとはっきり件数等申し上げられないのですけれども、内容としますと、多いのは

やはり町内業者さんが入って……

〇松本美子委員長 暫時休憩をとらせていただきますので、お願いいたします。

休 憩 午後 １時５４分

再 開 午後 １時５９分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

企業支援課に関する部分の質疑でございますけれども、渋谷委員さんの質疑に対し

まして、ご答弁をお願いをいたします。

山下企業支援課長、お願いいたします。

〇山下隆志企業支援課長 どうも大変失礼しました。それでは、お答えをさせていただ

きます。
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先ほどの関係でございますけれども、リフォームの関係でございます。内容としま

すと 先ほど申し上げましたとおりの内容でございます トイレの改修に絡むもの20件、 。

の数がございますけれども、こちらを委員さんおっしゃいましたように、町の浄化槽

の事業とも関連をする内容になっております。

それと、業者数のほうでございますけれども、こちら集計いたしますと、28社の会

社で申請がされております。先ほど申し上げましたけれども、一部、例外規定で、ど

うしても町内業者でできないものに関しては、町外の方にという規定もございますけ

れども、ほとんど申請のものに関しましては町内業者さんでございます。

それと、管理センターの関係でございますけれども、91ページの管理センターの利

用件数でございます。こちら258件、25年度の実績でございます。利用人数にいたし

ますと4,139名でございます。利用収益としますと19万500円の収入になってございま

す。

それと、消費者相談の関係でございます。こちらは、平成25年度に関しましては、

月曜、火曜、木曜、金曜、３名で対応していたわけでございますけれども、32件の相

談を受けてございます。内容にしますと、やはり多いのは、インターネットに絡むオ

ークションですとか、購入の関係は最近多くなってございますけれども、それと訪問

販売等に絡むもののご相談も最近では多く承っているような内容でございます。ちょ

っとこの辺、詳しく申し上げられない部分もございますけれども、内容としますと、

そういったものが主なものになります。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 住宅リフォームの関係の事業者が28社ということで、大体、平均的

に飛び抜けて多いとか、そういうところはあるのかどうか伺います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

山下企業支援課長、お願いします。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えいたします。

28社が飛び抜けて多いかというふうな内容でございますけれども、特に多いという

ふうな感じは、私どもとしては受けては……

〔何事か言う人あり〕

〇山下隆志企業支援課長 大変失礼しました。要は、内容としましては、特定の業者さ
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んという内容でよろしいのですか。そういった内容ということで見ますと、大変難し

い内容なのですけれども、一覧の表で見ますと、かなり町内業者さん、ばらけて出て

おるという見方ができるのかなと思います。ただ、やはりそれぞれ内装に関しては内

装屋さん、外壁に関しては外装屋さんだとかという部分が出てまいりますので、どう

、 、してもその業種さんが何社かいるわけでございますけれども 同じような業者さんが

ところどころでは出てくるというふうな部分はあろうかと思います。

以上でございます。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 そのことについてなのですけれども、住宅リフォーム事業をやめる

というときに当たって、今までの事業者さんで、特定の事業者さんがたくさん割とと

っていらっしゃることが多いというふうな説明があったと覚えているのですけれど

も、そういうふうなことはないということですか。それはないというふうに担当課で

は判断するということですか。

〇松本美子委員長 それでは、山下企業支援課長、答弁をお願いいたします。

〇山下隆志企業支援課長 先ほどの関係でございますけれども、大変失礼いたしました

が、ちょっと過去の内容を把握できておりませんので、大変申しわけございませんで

した。業者さんの名前を見ますと、特定という形で見ると、決まった業者さん、確か

に出てくるのはくるのですけれども かなり 特に屋根ですとか 外壁部分 これ31件、 、 、 、

ほど申請いただいているわけなのですけれども、ほとんどが同じ業者さんの名前が見

受けられる部分もございます。業務する部分に限っていいますと、多少偏っている部

分、見受けられる部分はございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はどうぞ。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、企業支援課に関する部分の質疑を終結い

たします。

暫時休憩させていただきます。

休 憩 午後 ２時０７分

再 開 午後 ２時１９分
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〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、まちづくり整備課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方はどうぞ。

佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 それでは、１点質問させていただきます。

95ページの14のところ、建設機械の借り上げ料のことでありますけれども、これは

多分除雪に関することなのかなと思うのですけれども、これは何社に対してお願いを

して、何日間、それから１日幾らというような単価でお願いをしたのか、確認をさせ

ていただきたいと思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いをいたします。

根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 それでは、95ページの機械借り上げ料についてお答え

いたします。

、 。 、機械借り上げ料のうち 大雪に伴う除雪料が1,001万7,193円かかりました それで

機械の借り上げの単価につきましては、機械の大きさによりまして全て積算をいたし

まして、それにより支払いをいたしました。業者につきましては、13社だったと、今

数えますので、ちょっとお待ちください。約20社の業者に依頼をいたしまして、除雪

のほうを行いました。

以上です。

〇松本美子委員長 佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 機械の大きさということで、多少変わるということですけれども、

例えば一番大きな機械の場合には幾ら、一番小さなものは幾ら、それだけちょっと確

認をさせてください。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 大きな機械で５万、１時間、５万1,000円でございま

す。小さい機械が１時間7,000円でございます。

〇松本美子委員長 佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 それからあと ３月のこの補正のほうで 多分あのときには1,700万、 、

円の補正だったかなと思うのですけれども、このほかに約700万円、どういう形で支
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出されたのか。このあれを見ると、これは52ページなんかの、これは文化スポーツ課

のほうの関連でしょうか、ふれあい交流センターとか、北部交流センターのほうの除

雪ということで31万ほど計上はされておりますが、その差額の約700万円、これはど

のような使途になっているのか、あるいは全額を使わずに落とされたお金になってい

るのか、ちょっとその辺だけ説明をいただきたいと思います。

〇松本美子委員長 根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

補正をとる段階におきましては、一応、概算で金額を出させていただきまして、補

正をいただきました。それで、実際に各業者から費用が上がってきまして、支払いを

しまして、残りについては不用額という形になります。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方、どうぞ。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 77ページの15目というのか、工事請負費のフィットネス21パーク遊具

設置工事、こちらは、これは25年度で終わるのでしたっけ、それともまだこれ継続す

るのだったのか、ちょっと忘れてしまったのですけれども、一応、この25年度は、内

容はどのような内容をされたのか、お伺いをします。

それと、101ページ、道路照明灯施設設置事業、こちらにＬＥＤの道路照明などが

書いてあるのですが、町内の電灯、街灯が幾つあって、ＬＥＤ化には、今回で何％ぐ

らいになったのか、お伺いします。

それで、光熱費といいますか、電気代が24年度、また25年度でどのくらいの、ＬＥ

Ｄ化になって差が出てきたかというのが、どこに書いてあるのかがわからないので、

一応、電気代関係もお伺いしたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

最初に、77ページのフィットネス21パークの工事関係でございますが、25年度につ

きましては、ザイルネット、トランポリンのような形のやつと、あと児童用のブラン

。 、 、 、コを設置いたしました なお フィットネス21パークにつきましては 26年度に一応
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健康遊具を設置するということで、現在、工事のほうが始まっております。まだ、一

応、アンケートをとりまして、まだ幾つか残っておりますので、今後も引き続き設置

のほうをしていければと考えております。

続きまして、101ページのＬＥＤ照明灯の関係でございますが、25年度につきまし

ては、合計で32基のＬＥＤ照明灯を設置いたしました。それで、町内全域の道路照明

灯につきましては、25年度末で1,888基、道路照明灯がございます。電気料金につき

ましては、金額は大した金額でないのですが、総体的に25年度と比べますと、電気料

金につきましては増額となっております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 答弁漏れのようですけれども、根岸まちづくり整備課長、お願いい

たします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 申しわけありません。ＬＥＤの総体の数なのですが、

25年度が32基で24年度が25基設置しております。それと、23年度につきましては11基

設置しておりまして、この合わせた数が現在設置されているＬＥＤの数となります。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 フィットネスパークのほうですけれども、25年度は子供の遊具、26年

度が健康遊具、そして、その後も継続的に続くのでしたか、そこをもう一度確認をさ

せてください。

101ページのＬＥＤの関係ですけれども、そうしますと1,888基のうちの32足す57で

80基。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 失礼しました。23年度に11基。

〔 68」と言う人あり〕「

。 、 、〇畠山美幸委員 68基 では 1,888基のうちの68基がＬＥＤということでよろしくて

金額のほうも、電気代のほうは変わりがないという、今、ご答弁でしたけれども、今

後、順次切りかえていくということでしたが、今回、この間の補正予算で、また設置

をするとか、電気代の補正だとかがあったものですから、早い時期にＬＥＤになると

いいなと思ったので聞いたのですけれども、1,888基のうちの68基でよろしいのか、

もう一度確認をさせてください。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。
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根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

フィットネス21パークにつきましては、今後も一応、あと予定が立ててありますの

で、それにつきまして、また今後も設置をしていきたいという考えでおります。

それと、ＬＥＤ照明灯ですが、全体が1,888基でＬＥＤが68基でございます。今後

。 、 、もこのＬＥＤを設置していきたいと思います なお 照明灯で球切れ等なった場合に

交換等もＬＥＤにするように、今検討して、順次交換を行っているところでございま

す。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 フィットネスパークですけれども、期間のほうが、ちょっと今、いつ

までという答弁はなかったのですけれども、25年は子供向け、26年は健康向け、そし

て、今後はどういう方向けのものを設置するのか、お伺いします。

〇松本美子委員長 畠山委員に申し上げます。今後につきましては、決算でございます

ので、申しわけございませんが、取り下げていただきます。

そのほかに質疑がございましたらどうぞ。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 95ページの道路修繕事業なのですが、ここで８路線を調査したという

ことで、たわみ量を測定したのだということで、その工事が下からずっと８路線ある

のですが、多分ここだと思うのですけれども、お聞きしたいのは、99ページに、町単

独で不陸整正工というのが、これも同じような工事だと思うのです、こちらの工事の

内容を見まして。こちらは単独でやったと。初めのほうは、そうすると補助金が来て

いたということでよろしいのでしょうか。ちょっと工事の内容は、どういうことでた

わみ量が発生して工事をやったのか、ちょっとご説明いただければと思います。

それから、102ページの特殊地下壕閉鎖工事ということで、ここは現地調査の段階

で、杉山の場所を見させていただきました。そのときに、県からの指導により塞ぐと

いうことでお話があったわけですけれども、ちょっとそれを見てから、私、あそこを

戦争の遺跡として残すことを、そういう委員会、審議会等で審議して、その結果、あ

そこはいいよと、塞いでしまってもいいよとなったなら、私は話はわかるのですけれ

ども、きのう文化スポーツで聞きましたけれども、どうもそうではないのです。県の
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指導ということで、県の人は、どの程度、戦争遺跡などに見識のある人だったかどう

か、これわかりましたら伺いたいと思います。

それから、103ページの平沢区画整理の件なのですが、事業はあとどのくらいこの

段階で残っているのでしょうか。それと、保有地の売却はどの程度進んだのか、全体

が幾つで、そのうちどのくらい進んだのか、わかりましたら伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

最初に、95ページの路面性状調査及び舗装たわみ量調査業務委託の関係でございま

すが、この調査につきましては、路面性状調査とたわみ量調査と２種類の調査を行っ

ております。路面性状調査につきましては、嵐山町の主要道路のうち26路線の30.8キ

ロについて実施をしました。この路面性状調査につきましては、１つの路線を右と左

に分けまして、往復を調査しております。それで、20メートルずつに区切りまして、

舗装のひび割れ率というものを出しております。それによりまして、嵐山町では一応

40％以上の道路について修繕を実施しております。もう一つのたわみ量測定の調査で

ございますが、これにつきましては、今まで行った道路の路盤等がわからない路線、

林道等でありますと、その当時の資料が残っておりませんでしたので、舗装をかける

のに、下の路床の支持力を出すための調査でございます。その調査を７路線の７キロ

を実施いたしました。この７路線７キロというのは、実際に組成がわからない部分だ

けしか行っていませんので、１つの路線全線をやったというものでなくて、その路線

のうち、昔工事やった組成のわからない部分だけを実施しております。それによりま

して、一応舗装修繕をしております。

、 、 、 、それと 99ページの町道２―８号 舗装工事でございますが これにつきましては

次、越畑の櫛引道路から小川町へ抜ける土地改良区でつくった道路でございまして、

そこのところの砂利が入っておりましたので、その砂利をならして、上に舗装をかけ

たものでございます。これにつきましては、先ほどの舗装修繕の補助事業には対象に

できない道路でございますので、単独費で工事のほうをさせていただきました。

それと、102ページの特殊地下壕の関係でございますが、杉山地内の特殊地下壕を

先日見ていただきましたが、通学路のところにある地下壕でございます。それで、県

の職員が３名ほど来まして、現地立ち会いをしまして、通学路もあるので、ちょっと
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危険だということで、そこは埋めたほうがいいだろうというお話になりました。それ

で、県の職員が文化財の関係をどのくらい把握しているかというのは、ちょっと申し

わけないのですが、ちょっとわかりませんので、よろしくお願いいたします。

それと、103ページの平沢土地区画整理事業の関係でございますが、現在の事業計

画が、平成６年から平成30年までということになっております。それで、一応、現在

ちょっと事業計画の見直しを行っているところでございます。それと、平成25年度の

保留地の販売の関係でございますが、12画地を販売するという形で行いました。その

うち７区画、1,370平米につきまして、平成25年度中に販売のほうができた状態でご

ざいます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 まず、道路なのですが、そうですか。いろいろな調査して工事をした

ということなのですね。99ページの町単でやったのは、どうしてこれは補助金がつか

なかったのですか。ほかのはこれ全部ついているわけでしょう。こちらがつかなかっ

た理由は、もう県、国のほうにお金がなかったからつけられなかったのか。ちょっと

伺いたいと思います。

それから、平沢の区画整理の件なのですが、計画の見直しというのは、もうそろそ

ろ終わる時期ですよね。当初は27年だったかな、残事業が３年ぐらいで、30年に終わ

ると、残事業っていいましたっけ。そういうことであったと思うのです。３～４年前

に私が聞いたときに。ここへ来て、また何か見直しをするというのは、これちょっと

どういうことでの見直しなのか、全体は平成30年で終わるのだけれども、終わるとい

うことですよね。ちょっとこの見直しの中身をお話しできるようでしたら伺いたいと

思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 それでは、最初に99ページの舗装工事の関係について

お答えいたします。

95ページの舗装修繕工事というものは、現在、舗装のかかっている道路の老朽化し

た箇所について修繕を行うことによって補助金がいただけるものでございまして、

99ページの舗装工事につきましては、新設の舗装工事になります。そのために、こち
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らにつきましては、補助対象には該当いたしませんので、単独費で一応、新設工事を

行いました。

それと、平沢の関係につきましては、菅原副課長のほうから回答いたしますので、

よろしくお願いいたします。

〇松本美子委員長 それでは、菅原副課長、答弁をお願いいたします。

〇菅原浩行まちづくり整備課区画整理担当副課長 それでは、お答えをさせていただき

ます。

まず、平沢の事業計画の見直しでございますが、現在、資金計画と、それから施行

期間の延長について検討しているところでございます。資金計画につきましては、第

５回の変更が平成22年度に実施されてございます。その際には、まだ消費税の動向等

のお話が現在の状況と違いまして、５％で計算をしておる関係がございます。ここに

来まして、８％に増額になりまして、さらに10％になる見込みが非常に強い状況の中

で、資金については見直しをしなければならない部分、それから、震災の関係がござ

いまして、建設費のほうの人件費ですとか、材料費のほうが高騰しておる中で、工事

費だけでなくて、測量等の人件費につきましても、上昇が見られます。そういったも

のも含めまして、資金計画の見直しをさせていただきたいというふうに考えてござい

ます。

それから、施行期間につきましては、これまでの進捗のほうを確認いたしまして、

残事業がこれからどの程度必要になるかを、今年度かけて精査をいたしまして、施行

期間につきましても、検討をしているという状況でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 94ページの業務委託料で25年度道路台帳整備補正業務委託が743万

1,900円ですけれども、これは道路台帳については、そろそろ固定資産台帳をつくる

という形になってきていると思うのですけれども、この固定資産台帳に耐え得るもの

なのか、例えば、この固定資産台帳は、改築とか補修とかの年限とか金額等も入れて

おくというふうになっていますが、それはどのような形だったのか、伺いたいと思い

ます。

その次に、その下に作業員賃金で47万1,180円というのがありますけれども、原材
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料費というのがあるわけなのですけれども、これは作業員賃金で嵐山町が直接雇用し

て道路作業等ができるようなものがあって、どの程度、そういったものが可能だった

のか伺いたいと思うのです。

その次ですけれども、106ページの天沼公園基本計画業務委託という形で59万

9,550円になっていますけれども、これは実際にどのような形のものが基本計画とし

てできてきたのか伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

最初に94ページの道路台帳整備補正業務委託でございますが、この事業につきまし

ては、前年に整備の終わった道路につきまして、道路台帳に新しく書き入れ直すとい

う作業でございます。それで、固定資産台帳との関係ですが、現在、うちのほうでつ

くっている道路台帳とちょっと合うかどうかというのは、まだ確認しておりませんの

で、申しわけありませんが、ちょっとわからない状態でございます。

それと、同じく94ページの作業員賃金でございますが、これにつきましては、町が

側溝のみの道路が何カ所かございます。それで、地元要望がありまして、側溝のふた

をかけていただきたいという要望の中で、町が材料を買いまして、業者にお願いをし

てふたをかけていただいているという作業の中の賃金となっております。

それと、106ページの天沼公園の基本計画業務委託でございますが、この業務の内

、 。 、容につきましては 基本計画図を作成するという業務の内容でございました それで

天沼をどのような形で整備をしたらいいかという図面を作成したところでございま

す。その図面につきましては、一応、地元にも、こういう形で絵をつくりましたとい

うことで、お話のほうはさせていただいてございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 図面はできているということで、天沼って多くの人が使われると思

、 、 、 、っているのですけれども それは地元だけに 皆さんに公開する どの程度の皆さん

地元に公開されたのか、伺いたいと思います。地元といいますと、嵐山町民全員も地

元になってきますし、どの程度のことを地元というふうにして、皆さんにお示しされ
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たのか、伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

川島地区の住民の方でございます。一応、各３区ありますので、各区長さんにお話

をさせていただきまして、各区長さんから川島地区の方々にそういうお話をしていた

だいているところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 これは、天沼地区の基本計画というのは、川島地区のそれぞれの３

区の区長さん、３人の区長さんが、住民の方にそれぞれどういう形かでお話を持って

いったということなのですか、それとも口頭でお話をして、図面とかいうのは、川島

地区の区長さんだけが持っていらして、私どもは、要するに、川島地区のものである

から、ほかの住民の人は、特にどういうふうなものかもわからずに、それで進めてい

くというものなのですか。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 お答えいたします。

この天沼の整備につきましては、地区の協議会というのですか、地区に検討委員会

というのがございます。そちらで、最初、ある程度打ち合わせをさせていただきまし

て、25年度に基本計画図を作成したと。その関係がありまして、検討委員会と区長さ

んには図面のほうをお渡しをいたしまして、それで区の皆さんにお話をしていただい

ているという状況でございます。なお、まだ、基本計画図ですので、今後、またその

検討委員会と地元の方等がもっと違う形がいいのではないかという話になった場合に

、 。は 多少の修正等が必要になってくるのではないかと考えているところでございます

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、まちづくり整備課に関する部分の質疑を

終結いたします。

暫時休憩をさせていただきます。
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休 憩 午後 ２時４９分

再 開 午後 ２時５１分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、こども課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方はどうぞ。

佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 １点だけお伺いをさせていただきます。

31ページ、この中ほどでありますけれども、小中一貫教育推進モデル事業委託金で

すけれども、これは県のほうからのモデル校として指定を受けて行った事業でありま

すけれども、今年度は町のほうで、単独で予算まで組んでいただいて、継続をいただ

いたという経緯があります。それには、町のほうも、この事業がそれだけ大切である

と。そしてまた、しっかりとした成果が上がっているというような判断のもとに、そ

のような方向に来たのかなと思いますけれども、その成果についてお伺いをいたした

いと思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

大野副課長兼主任指導主事、お願いいたします。

〇大野陽康教育委員会こども課学校教育担当副課長兼主任指導主事 それでは、お答え

いたします。

小中一貫教育推進モデル事業でございますが、これは、児童生徒の学習意欲、それ

から理解力等の向上、それからいじめや不登校などのいわゆる中１ギャップの解消、

それから問題行動の未然防止を図る、そして小中一貫教育推進モデルということで行

ってきたものでございます。この成果なのですけれども、特に、中学校の不登校生徒

の減少、小中学校それぞれの教員が小中の学校行事、小中の合同行事、授業を実際に

協力、連携して行うことによって、小学校、中学校の特色を理解することができ、ま

た、９年間を見通した教育の重要性に気づくこともできました。そういった教員の意

識改革が進んだということ、それが大きな成果だと思います。

あわせて、保護者の方々、それから地域の住民の方々の小中９年間を一貫して教育

する意義への理解が深まり、学校、家庭、地域が、学校案内やＰＴＡとの合同で行う

小中連携の行事等も充実してまいりました。
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以上でございます。

〇松本美子委員長 佐久間委員、どうぞ。

〇佐久間孝光委員 今、さまざまな効果を報告していただきましたけれども、学力面に

ついてはいかがでしょうか。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

大野副課長兼主任指導主事、お願いいたします。

〇大野陽康教育委員会こども課学校教育担当副課長兼主任指導主事 特に、数学科にお

いては、算数、数学なのですけれども、中学校の数学の教員が小学校の算数の授業に

参加、また、外国語についても、小学校の授業に参加したのですけれども、そういっ

、 。たことでも子供たちの学力については かなり向上したのではないかと考えられます

あわせて、小学校の教員が中学校の理科の授業、また、中学校教員による音楽や図画

工作の授業、小学校６年生の授業、そういったこともございまして、学力的には高ま

ったと思います。この例でいいかどうかわかりませんが、４月に全国の学力テストが

行ったわけですけれども、中学校につきましては、国語、数学ともに全国、それから

県の平均を上回るという、そういう成果が得られています。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかにございますか。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 ３点ばかりお伺いします。

まず、22ページの幼稚園の通園バスの使用料についてお伺いします。こちら１人

2,000円ということですけれども、バスが２台あるのは存じ上げているのですけれど

も、ルートが何ルートで回っているのか、お伺いしたいと思います。

それにあわせて、恐らく、この123ページに書いてある燃料費３万3,152円がバスの

燃料費でよろしいのか、それともほかのところなのか、教えていただきたいと思いま

す。

、 、 、 、それと 75ページのファミリーサポート緊急サポートセンター こちら 利用人数

大分金額もちょっとふえているようですので、利用人数をお伺いしたいと思います。

そして、132ページの給食の食材検査手数料、きのう東京電力からほぼ手数料の分

はいただいたというお話は伺ったのですけれども、この食材検査手数料は何回、どち

、 、 、 、らに 前回勉強したときと同じだったらあれなのですけれども 何回 どこに出して
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食材は大体何品目ずつぐらい出されたのか、お伺いしたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

奥田幼稚園長、お願いいたします。

〇奥田定男教育委員会こども課嵐山幼稚園長 それでは、バスコースについてお答えし

ます。

大型バスが折り返しにしておりまして２回、２コースです。小型バスは北部、七郷

方面を回りますので、約１時間かかります。したがって、１回、計３コースで今運行

しております。昨年も同じです。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

藤永副課長、お願いいたします。

〇藤永政昭教育委員会こども課学校教育担当副課長 燃料費のことでございますが、

、 、123ページに出ています燃料費につきましては これは冬場に使うストーブですとか

そういう灯油代ですとか、そういったものでございまして、バスの燃料費といいます

と、次の124ページの一番上のほうに、園児送迎バス運行事業というのがあると思う

のですが、その中の需用費の燃料費、こちらがバスの燃料費になっております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 前田副課長、お願いいたします。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 私のほうから、75ページのファミリ

ーサポートセンター事業の利用人数ということでございます。平成25年につきまして

は、利用人数、件数でございますけれども、ファミリーサポートセンターの利用件数

450件ございました。昨年よりも若干件数が伸びております。特定の方が何回も使わ

れるというケースが非常に多くて、その方がいらっしゃると多くなったりということ

もありますので、年によってはばらつきがあるのですけれども、昨年度につきまして

は若干伸びたということでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 簾藤こども課長、答弁をお願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えいたします。

132ページの学校給食の食材費の検査手数料の件でございますけれども、19品目、

委託をお願いしている会社でございますけれども、東松山市の環境テクノでございま
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す。大体、品目とすると、１回について、昨年ですと１品目から２品目というような

形で、一時よりもかなり、前年に比べますと減ってきている。それは前年度実績の中

で、特に放射能でひっかかって給食をとめたとか、その食材を使わなかったとか、そ

ういう例もありませんでしたので、根菜類とか、そういったものの中で選ばせていた

だいた19品目ということでご理解いただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 幼稚園バスの件はわかりました。

そうしますと、北部のほうから１時間もかかるということですから、１回というこ

となのですが、北部というのはどこからどこまでの地域なのか、それを教えていただ

きたいと思います。

それと、２つ目は、ファミサポの件は、使われる方が、やはり病児・病後で使うの

か、それとも習い事があるので、使っていらっしゃるのか、使い道に関して、ちょっ

とお伺いをしたいと思います。

食材検査のほうは、19品目ということなのですけれども、きのうの何課の答弁でし

たか、東電の補償があったということで伺っているのですけれども、この東電の補償

は何年ぐらい続く予定があるのか、東電のほうから何か通達が、５年はこちらで見ま

すよとか、何かそういう通達が来ているのか、お伺いしたいと思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

奥田幼稚園長、お願いいたします。

〇奥田定男教育委員会こども課嵐山幼稚園長 北部バスコースでございますけれども、

一番遠く、まず、嵐山郷にお一人乗りまして、嵐山郷、古里、吉田集会所、それから

文化村、それから地産団地へ入りまして、志賀２区、そして千手堂を拾って帰るとい

うコースになっております。

〇松本美子委員長 前田副課長、答弁お願いいたします。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 ファミリーサポートセンター事業の

利用内容ということでございますが、先ほどお話ししましたように、450件の中の内

訳でございますけれども、主に一番多いのが、410件弱の保育所、幼稚園の帰宅後の

預かり、もしくは迎え等が410件弱ということで、一番多く出ております。その他の

預かりが、これも習い事の場合のお迎え等が15件、先ほど出た病児・病後児につきま
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しては、昨年度は４件ございました。

以上が主な内容でございます。

〇松本美子委員長 簾藤こども課長、答弁をお願いをいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えいたします。

東電の補償というお尋ねでございますけれども、これは町で放射能関係でかかった

ものを、町全体でまとめて東電のほうに提出するということで、私どものほうで何年

というのは、ちょっとまだ聞いてはおりません。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、お願いいたします。

〇畠山美幸委員 そうしましたら、75ページのファミサポの件ですけれども、病児・病

後という使い道のほうが多いのかなと思っていたら、そうではなくて、お迎えとか習

い事のことが多いということですけれども、学年的には、さっき幼稚園、保育園のお

迎えで410件がほとんどで、習い事15件というのは、幼稚園、小学生、細かいとこま

で聞いて申しわけございませんけれども、どのくらいの方が使っているのか、お伺い

したいと思います。

食材の検査は、今回は補償がございましたけれども、来年はどうなるかわからない

というのが現状でよろしいのか、もう一回確認したいと思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

前田副課長、お願いいたします。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 先ほどの利用内容の年齢的なもので

ございますけれども、一番多い保育所、幼稚園のお迎え等預かりにつきましては、や

っぱりひとり親家庭のお宅が一番多いということでございます。そこへ保育所の預か

りとお迎え、400件以上です。それと、習い事の場合につきまして、これは小学生が

塾に行ったりとか、帰るとか、そういったものの出迎え等の送迎が主でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 簾藤こども課長、答弁をお願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えいたします。

先ほど、お話し申しましたように、町で、全体で一括して申請するということで、

町はまた比企で調整をとってやるという話も聞いておりまして、私どものほうでは、

、 、 。今年から もう引き続いて補償があるかどうかというのは ちょっとわかりかねます
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申しわけございません。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

そのほかに、吉場委員、お願いいたします。

〇吉場道雄委員 １つ確認の意味でお尋ねします。

先ほど、31ページの先ほど佐久間委員が言った小中一貫教育の関係なのですけれど

も、先ほど、大野指導主事の関係は、小中一貫で効果が出たということなのですけれ

ども、不登校の関係も効果が出たって言ったのですけれども、この前、25年の評価が

ありました、教育委員会が出した中で。そこに、不登校の関係は、24年と25年比べま

すと、結構25年のほうが数が多くなって、教育委員会の評価ではＢクラスになってい

るのですけれども、どのようにして、不登校のほうがよくなったっていうことであれ

言われたのかどうか、ちょっとお伺いします。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

大野副課長兼主任指導主事、お願いいたします。

〇大野陽康教育委員会こども課学校教育担当副課長兼主任指導主事 お答えいたしま

す。

不登校の割合についてなのですけれども、平成25年度については、小学校が４人、

中学校が12人でした。この人数というのは、前年に比べると、小学校についてはわず

かにふえているのですけれども、中学校は減少しているということでございましたの

で、先ほどのようにお答えをさせていただきました。

以上です。

〇松本美子委員長 吉場委員、どうぞ。

〇吉場道雄委員 不登校のほうはもう効果が出ているということなのですけれども、本

当に今、指導主事が言ったように、小学校の場合はそうなのですけれども、中学校に

なると、本当に数が多くなるのです。埼玉県、平均をしても、埼玉県よりか不登校の

数が多くなるということは、何か原因があると思うのですけれども、ちょっとわかっ

たらお願いします。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

大野副課長兼主任指導主事、お願いいたします。

〇大野陽康教育委員会こども課学校教育担当副課長兼主任指導主事 お答えいたしま

す。
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平成25年度の中学校の不登校の生徒の割合、12人というのが2.52％になります。こ

れに対して、埼玉県のデータは24年度のものになるのですが、2.42ということで、確

かにそれに比べると、0.1ポイントですが、高いということにはなってございます。

その原因についてなのですが、大変申しわけありませんが、私どものほうでまだ十分

把握し切れてないところがございますので、また、そちらについてもしっかりと把握

して、指導に努めてまいりたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

大野委員、どうぞ。

〇大野敏行委員 121ページ、菅谷中学校舗装工事、現地調査でお邪魔しまして、教頭

先生が対応してくれて、大変喜んでおりました。草等も生えなくなって、大変いいと

いうことでございました。学校の環境を整備していく、整理していく、よくしていく

ということは大変大事であります。そして、菅谷中学校に関しては、もう一つ大事な

ことがあったような気がします。健常者と一緒に、そうでない人も学びたいというよ

うなこと、車椅子等で学んでいる人が、この舗装をどのような形で活性化して、活気

よく勉学に励んでいるかどうか、そこら辺のところはどのような形に変わってきたで

しょうか。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

簾藤こども課長、お願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えいたします。

舗装工事、おかげさまで、溝とか水たまりとか、そういうものがご案内のとおりな

くなったということでございます。学校は喜んでいます。また、身障者の方の利用勝

手とすると、段差がない、溝とか、砂利ではないものですから、舗装道路から、その

まま校舎のほうへ問題なく入れるということで、私どもは考えています。

以上です。

〇松本美子委員長 大野委員、どうぞ。

〇大野敏行委員 ということは、そんな人の、級友のお世話になのなくても、自立して

自分で動き回れているということでしょうか。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

簾藤こども課長、お願いいたします。
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〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えいたします。

基本的には、そういう形で積極的に活動をしていると理解しています。なお、やは

り友達とは、それぞれ助けている姿を見るということも多々ございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 大野委員、どうぞ。

、 、〇大野敏行委員 基本的な考え方として 嵐山町の中においてのそういう教育の場面で

同じようなことが起こったとしても、基本姿勢は変わらないということでしょうか。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

簾藤こども課長、お願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えをさせていただきます。

児童生徒の障害の程度、これもございます。その都度、入学する前に、その子に合

った施設づくりというか、手直しをして、極力支障のないような体制でお迎えしたい

ということでご理解いただきたいと思います。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑ございますか。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 73ページの学童保育の件で七小の委託料が昨年と比較して下がってい

るのです。ちょっとどういう実情で下がったのか、伺いたいと思います。

それから、こども医療費の養育医療給付金、これ未熟児の場合、対象となって、今

回１人だということで載っていました。私が聞きたいのは、これ補助、国、県から来

るのは健康いきいき課で、支出はこども課と、こういうばらばらのことでよいのかと

いう聞き方はおかしいのですが、よいのかって聞いたら、いいですという答えしかな

いのでしょうけれども、一緒にしたほうがいいと思うのですけれども、何かできない

理由がありましたら伺いたいと思います。

それから、奨学金のことを聞こうと思ったのですが、110ページ、25年度は借り入

れが何人で、返済は何人くらい、順調に返済されていたのか、少し返済がおくれるよ

うな人もいたのか、伺いたいと思います。

それから、学校全体にちょっとかかわるのですけれども、電子黒板の利用状況とい

うのはわかるでしょうか、伺いたいと思います。

それと、不登校は先ほどお聞きしまして、わかりました。いじめはどうだったので

しょうか、前年と比較しての状況をちょっと伺いたいと思います。
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それから、中学生が卒業して、高校を希望した人は全員高校に入っていったのか、

状況がわかりましたら伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

前田副課長、お願いいたします。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 私のほうから、学童保育の件と養育

医療の件についてお答えさせていただきます。

七郷小学校の学童保育室の委託料の減でございますが、これにつきましては、県の

ほう、国、県の補助金の中に障害児加算というのがございまして、25年度につきまし

ては、その障害児が七郷小学校の学童保育室、いなくなりました。その分で150万ぐ

らい加算が減ってしまいまして、その分で減少しているものでございます。また、養

育医療の件でございますけれども、確かに、当初、25年度から養育医療の制度になり

まして、当初予算に組み込むときに、健康いきいき課のほうとこども課のほうで調整

をさせていただきまして、こども医療の支給ということでは、こども課のほうで対応

させていただいて、養育医療という健康管理の面ということで、補助金の申請等につ

きましては、健康いきいき課ということで、昨年度につきましては、当初予算、予算

から編成させていただきました。この件につきましては、今後、検討余地もございま

すので、十分調整させていただきまして、検討させていただければと思います。

以上でございます。

〇松本美子委員長 では、答弁を、簾藤こども課長、お願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えいたします。

奨学資金の関係でございます。お二人申請がありまして、お二人とも借り入れたと

いうことでございます。

それで、昨年の返済状況でございますけれども、ここ何年かの方たちは、滞りなく

入っていると、ただ過年度というか、古い方のほうが何人か残っていると、ただそれ

は定期的に納めていただいておりますので、時間とともに解消するのかと、このよう

に捉えております。

それから、電子黒板の利用状況につきまして、お答えさせていただきたいと思いま

すけれども、ご案内のとおり、かなり大きなものだったと思うのです、昔の、昔のと

いうか、今設置している電子黒板につきましては大きなものということで、なかなか
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使い勝手が悪いというのは私どものほうも理解してございまして、具体的には、何時

間というのは、ちょっと申しわけございませんけれども、今、手元に資料ございませ

んけれども、昨年、小学校については、ポータブルの、巻いてというか、じゅうたん

みたいなというか、そういったものを１個ずつ設置しましたので、かなり使っていた

だいているものと、このように確信をしております。

以上です。

〇松本美子委員長 では、答弁をお願いいたします。

大野副課長兼主任指導主事、お願いいたします。

〇大野陽康教育委員会こども課学校教育担当副課長兼主任指導主事 それでは、いじめ

の現状について、まずはお答えさせていただきます。

、 、 、嵐山町では いじめの未然防止 それから早期発見について力を入れておりまして

学期１回のアンケート、それから教育相談週間を各校で設定し、２者面談等を実施し

。 、 、 、ています さらに さわやか相談員 スクールカウンセラーの配置等もありますので

そういった中での状況ということですけれども、昨年度、平成25年度認知されたいじ

めの件数なのですが、小学校は零件、中学校については、１年生女子について１件報

告がありました。ただし、この中学校女子１件につきましても、早期発見、早期対応

ができましたので、現在は解消となってございます。いじめについては以上です。

続いて、不登校生徒の進学ということにかかわってなのですけれども、不登校生徒

のうちの……

〔何事か言う人あり〕

〇大野陽康教育委員会こども課学校教育担当副課長兼主任指導主事 失礼しました。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

簾藤こども課長、お願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

中学生からの高校進学ということでございますけれども、希望している、しっかり

したデータを今手持ちはないのですけれども、私の記憶によりますと、希望している

方全員が高校に行っているということであったかと、このように捉えております。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 わかりました。高校の進学、ちょっとそれ聞いたのは、子供たちの貧



- 162 -

、 、困がどういう影響が出ているかなと 高校へ進学したくてもできていない子供たちが

嵐山町にいるのかなということでちょっと聞いてみました。それいないということな

ので、それは嵐山では結構なことですので、わかりました。

それで、要保護・準要保護、この金額が玉中の場合、ずば抜けてというか、ふえて

いるのです。ほかは大体同じ、前年と同じなのですけれども、ごめんなさい。122ペ

ージです。これはどういう理由でふえてきたのかをちょっと伺いたいと思います。

それと、ちょっと１点……

〇松本美子委員長 川口委員に申し上げます。122ページにつきましては、１回目に質

問等がなかったかなというふうに思っておりますけれども……。

〇川口浩史委員 だから、貧困子の問題で。

〇松本美子委員長 ２回目からということになると思うのですが……。

〇川口浩史委員 貧困の問題で、どういう状況になっているのか聞いて、こちらも聞こ

うと思ったのです。

〇松本美子委員長 １回目の質問からお願いできればよかったと思っていますので、ち

ょっと角度変えてもらうか何かしてください。

〇川口浩史委員 いや、別にそれはいいのではないの。こういう、これはどういう影響

が出ているのかということで聞いているのですから。それは、委員長さん、そのくら

い取り上げないと、これは委員長らしくないよ。

〇松本美子委員長 暫時休憩させていただきます。

休 憩 午後 ３時２３分

再 開 午後 ３時２５分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

川口委員の質問に関しまして、答弁のできる範囲内で結構ですので、122ページの

件につきまして、答弁をお願いしたいと思います。もう一度、改めて、川口委員に申

。 、 、 。し上げます 質問をもう一回 再度していただいて 答弁をいただきたいと思います

お願いします。

〇川口浩史委員 122ページの玉中の要保護・準要保護の扶助費が、昨年に比較して大

幅にふえているのです。ちょっと私、貧困の問題で、つなげてご質問しようと思った

、 、 、のですが 先ほどのはないということなので ちょっとこれだけ２回目の質問ですが
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お許しいただきたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

簾藤こども課長、お願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

ちなみに、要保護が昨年４人の方、その前年３人です。それで、準要保護につきま

、 。 、しては19人 前年が10人ということで９人ほど準要保護もふえています したがって

。 、 、金額的にも多くなっているというのが現状でございます 要因とすると 志賀小学校

七郷小学校から玉ノ岡に入学する。２校が合わさっているのかなという気もしますけ

れども、細かい分析はしてないのですけれども、記憶によりますと、母子家庭が多く

なっているという現実はあると思います。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

河井委員、どうぞ。

〇河井勝久委員 １点、質問いたします。

122ページの中学生社会体験チャレンジ事業のうち、委託料の関係、これ社会体験

をするのに、保菌検査の委託をしているわけなのですけれども、どんなことの保菌検

、 、 、 、査をしているのでしょうか 例えば 事業を体験するのに この保菌が必要とされる

携わる業務というのは何なのでしょうか、お聞きしておきたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

藤永副課長、答弁をよろしくお願いします

〇藤永政昭教育委員会こども課学校教育担当副課長 保菌検査の件なのですが、一応、

保菌検査を受けるということでやっているのは、社会体験チャレンジのときに、食品

だとか扱う、そういったお店だとか、業者さんに行くときに、この保菌検査を実施し

ております。この保菌検査につきましては、サルモネラ、Ｏ-157、赤痢、そういった

項目の検査をして、異常ないというのを確認をしてから、その事業所のほうでお世話

になっているという状況でございます。ちょっと今、チャレンジの事業の一覧表を見

ているのですが、食品を扱っている業者さんですと、ヤオコーですとか、あとはマク

ドナルド、そういった食品を扱っている業者のところでは、保菌検査を実施して行っ

ていると思います。

以上です。
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〇松本美子委員長 河井委員、どうぞ。

〇河井勝久委員 食品を扱うところだけですか。病院だとか、そういうところはないわ

けでしょうか。

それで、幾日前からこの検査というのは入るわけでしょうか。それぞれ希望を出し

て行くのだろうと思いますけれども……。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

簾藤こども課長、お願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えします。

受け入れの事業所によって、期日が変更というか、変わってきます。ですから、そ

ういったところに行くまでには結果が出るような検査、大体１週間ぐらいではないか

とは思うのですけれども、その都度やっていると思いますので、受け入れがあしたか

らというのと、先月受け入れたというのとは、また違ってきますので、検査が必要な

受け入れの事業所なりなんなりが、そのあかしというか、検査結果で安心をして受け

入れていただくようにしているということでご理解いただきたいと思います。

〇松本美子委員長 答弁漏れだと思いますので、お願いをいたします。病院の関係だと

思います。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 ちょっと病院までは、嵐山病院とかも事業所として

入っていますので、そういったところも検査の対象としてやっていると思います。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はどうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 たくさんあるので、一番最後にしようと思った。

〇松本美子委員長 では、渋谷委員にお願いしたい、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 すみません。今のところ９件あります。

まず最初に73ページ、こども医療費の関係なのですが、今回、こども医療費という

形で出されていて、乳幼児医療費とこども医療費に分けていないのですが、県費はち

ゃんと入ってきていますから、乳幼児医療費の人数と金額、それからこども医療費の

人数と金額をまずいただきたいと思います。

２点目です。74ページ、育児支援事業というのがありますけれども、それの評価を

伺いたいと思います。いろいろな各事業が行われているわけなのですけれども、ちょ
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っとおもしろいなと思ったのが アロマ講師16人 そして保育サポーター２万9,050円、 、

というのがあるのですけれども、これに対しての育児支援事業について、町自体はど

のように評価しているか、伺いたいと思います。

３点目です。これ75ページです。保育費なのですけれども、保育費は、全体では２

億5,147万8,550円で、そのうち負担金、県補助金、国補助金、それぞれあるのですけ

れども 町の本来の負担金というのは幾らになるのか 町の負担金というのは7,571万、 。

6,470円と出ていますけれども、町の本来の負担金というものは幾らになっているの

か、伺います。

次が、４点目で109ページになります。教育委員会事務局総務事業ですけれども、

臨時職員賃金で700万8,000円となって、それは10人分になっていますけれども、これ

はある程度は想像がつくのですけれども、大体、どのような事業をこれ10人でやって

いらっしゃるのか、伺いたいと思います。

５点目、110ページの小川町広域適応こども教室負担金66万5,000円ですけれども、

先ほどのお話しですと、不登校の状況で小学生が４人、中学校が12人ということでし

た。それで、これを活用されている方とか、実際に不登校でどのような形になってい

るのか、伺いたいと思います。

６点目です。111ページです。発達障害早期支援対策事業ですけれども、前年度、

小学生が10人、中学生が５人、予備軍が９人という形でした。これで、早期支援対策

事業が行われたわけですから、当然、どのような形かで発達障害についての対応がで

きたと思うのですけれども、特に予備軍に関しては、ある程度の対応ができたのでは

ないかと思うのですけれども、25年度では、どのような状況になっているか、伺いた

いと思います。

７点目ですけれども、111ページ、学年費です。この学年費も、これまで小学生が

何人で幾ら、中学生が幾らというふうになっていたわけなのですけれども、これも学

年費という形でまとめられていますので、小学生と中学生をしっかり出していただき

たいと思います。

８点目ですけれども、先ほどの要保護・準要保護の支援費ですけれども、総額で見

ますと、25年度は1,077万8,582円になりました。私の計算が間違っていなければなの

ですけれども、菅谷小、志賀小、それぞれの人数が出ていたわけなのですけれども、

今回、人数が出ていないのです。それぞれの人数を伺いたいと思いまして、総計の人
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数も、したがって、総計の人数も出ていなかったということなのです。それを伺いま

す。

９点目、121ページです。菅谷中学校の部活動の外部指導員の報償費が11人で19万

8,500円、玉ノ岡中学校の部活動の外部指導員の報償費が５人で21万6,000円でした。

部活動の現状、少子化で非常に、先生の対応が難しくなってきていると思いますが、

子供の部活動の現状を伺いたいと思います。

、 。 。 。 。それと すみません 10点になってしまいました 10点目です これ幼稚園費です

幼稚園費なのですが、これは122ページになりますが、25年になって、職員が24年か

ら５人だったのが４人、そして臨時職員が５人が６人になっています。これで、この

ような対応で、臨時職員が６人というのは、障害児がいたりとか、そのほかいろいろ

なことがあると思うのですが、どのような事情での６人で、職員は各クラスに１人ず

つ、そういう配置だと思うのですけれども、その点について伺いたいと思います。

、 、 。 、それと 園医報償費 園医が８人になっているのです 71万8,600円となっていて

、 、これは何かほかのものに比べると異常に高いような気が 高額であると思うのですが

園医がこれだけたくさんの方をお願いしたような状況について伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 質疑の途中ですけれども、暫時休憩をさせていただきます。50分に

再開とさせていただきますので、お願いいたします。

休 憩 午後 ３時３９分

再 開 午後 ３時４９分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

こども課に関する部分の質疑の再開をさせていただきます。

渋谷委員さんの質疑に対しまして、答弁をお願いをいたします。

前田副課長、お願いいたします。

〇前田宗利教育委員会こども課こども担当副課長 それでは、私のほうから73ページの

こども医療費の件、それと74ページの育児支援相談員相談事業の件、最後に75ページ

の保育委託金、町の持ち分についてお答えいたします。

まず、73ページのこども医療の内訳でございますが、これ、今回の予算の関係上、こ

ども医療費に一本化してしまいまして内訳が載りませんでした。申しわけございませ
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んでした。内訳といたしましては、乳児医療分が、件数が１万768件、金額が1,530万

7,869円でございます。こども医療の分が、件数が１万818件、金額が2,154万4,859円

でございます。

続きまして、育児支援相談事業の評価ということでございます。育児支援相談事業

、 、 、 、につきましては 広場事業ということで 北部交流センター ふれあい交流センター

町民ホール等で広場事業を行っておりまして、今年で３年目になります。当初１年目

のときは、こういった事業をしていませんで、参加者も非常に少なかったのですが、

２年目からいろいろなこういった事業を企画いたしまして 参加者のほうが 昨年25年、 、

度の参加者が 北部交流センター ふれあい交流センター等の開設日数が全部で133日、 、

ありました。お父さん、お母さん、子供さんの全体の延べ人数ですけれども、参加者

が2,860人ございました。アロマとかリンパマッサージ等、こちらにつきましては、

児童福祉のほうでやっておりますこういった事業は、虐待の予防という意味合いが多

いと思っておりまして、なるべくお母さん方、お子さんに気軽に参加していただける

、 。 、 、ような そういった事業を心がけております 北部交流センターにつきましては 今

、 、ございますけれども カーペット敷きで小さいお子さんが参加できるような雰囲気で

あそこ、ゼロ、１歳のお子さんがほとんどなのですが、そこで、昨年度は84日開設い

たしまして、延べの参加者が1,718人ございました。ふれあい交流センター等でもや

っております。ただ、町民ホールで毎週金曜日にやっておりますけれども、こちらが

３歳とかちょっと大きなお子さんが参加が多くて、昨年度は31日開催いたしまして延

べで1,010人参加をいただきました。見ていただきますと、非常に、大体１回10人か

ら20人程度の参加がありますので、非常に３年目になって定着をしてきたのかなとい

うのがこども課のほうの評価でございます。

続きましては、75ページの保育の委託金の町の持ち分ということでございますが、

75ページにございますように、実施委託料が２億5,072万8,950円でございまして、こ

こから国庫負担金、県負担金、保育料を引きますと、それが町の持ち分ということに

なると思います。その金額が7,442万8,820円、これが実際に町の持ち出しの分という

ことでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

簾藤こども課長、お願いいたします。
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〇簾藤賢治教育委員会こども課長 私のほうから、とりあえず109ページの臨時職員の

賃金の関係でお答えさせていただきたいと思います。10人ということでございます。

この内訳とすると、学生生活指導支援員という名称の方が、菅小が４人、この方たち

の中でも週５日お願いできている方と、週２日の方がそれぞれお２人ずつ、それから

特別支援学級補助員として、菅谷小学校、週５日の方が１人、菅谷中に週２日の方が

お一人、玉中に週２日の方が１人ということになるかと思います。それで、金額がか

なり120万ほど前年に比べて上がっていると思うのですけれども、大きな理由とする

と、24年までは、学習指導の関係の方には、１日5,100円だったのです。それで、前

から特別支援をお願いしている方については6,000円だったと、時間が違うという話

だったのですけれども、24年までは。実態として、１時間、学習指導の方たちも、子

供がいると、そのまま面倒見てしまうという実態の中で、昨年同率の時間ももちろん

１時間延ばしまして金額も同額の6,000円にしたということの中で、大きな理由とし

ては考えられます。とりあえず１点、そういうことでご理解をいただきたいと思いま

す。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

大野副課長兼主任指導主事、お願いいたします。

〇大野陽康教育委員会こども課学校教育担当副課長兼主任指導主事 それでは、ご質問

の５つ目にありました小川町広域適応指導教室について、それから６つ目にございま

した発達障害等早期支援対策事業についてお答えさせていただきます。

まず、小川町の適応指導教室にかかわってなのですが、本町から正式な入室手続を

とって通っていた児童生徒が、小学校５年生１名、中学校３年生２名でございます。

３名が正式な手続をとっての入級という扱いになってございます。中学３年生の２名

につきましては、この３月で卒業しているわけなのですけれども、それぞれ１名がＫ

ＴＣ中央学院大宮キャンパスという通信制の高校サポート校に進学しました。もう一

名は、埼玉県立鳩山高校に進学しております。小学校５年生につきましては、現在６

年生なのですが、引き続き適応指導教室に通級している状況でございます。

小川町ではないのですけれども、もう一名中学３年生だったお子さんで、春日部に

ある松実高等学園中等部というところに通っていたお子さんもございます。その子に

つきましても、その高等部に進学という形になってございます。

続いて、発達障害等早期支援対策事業にかかわってなのですけれども、こちらにつ
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きましては、２名の臨床心理の専門家による巡回相談を実施しました。それぞれの幼

稚園、学校の訪問回数なのですけれども、１回は半日ということでカウントしてある

のですが、嵐山幼稚園３回、菅谷小学校５回、七郷小学校４回、志賀小学校４回、菅

谷中学校２回、玉ノ岡中学校２回となってございます。私も昨年度菅谷小学校におり

、 、 、ましたので 一緒に その先生がいろいろとご指導いただいたわけなのですけれども

この巡回相談の中で、専門家の目で児童生徒の様子を観察し、担任であるとか、関係

職員にそれぞれの指導内容、指導方法等についてアドバイスをいただいたり、校内の

支援体制づくりへの助言もいただいたりしていました。また、全体研修を通して、発

、 、 、達障害と思われる児童や生徒 それから 特別な支援を必要とする児童生徒について

理解を深めたことができたように思います。教員にとってみましても、児童生徒一人

一人に対する指導、それから支援の充実、そういったものが図られたと思っておりま

す。

以上です。

〇松本美子委員長 藤永副課長、答弁お願いいたします。

〇藤永政昭教育委員会こども課学校教育担当副課長 それでは、私のほうからは、小中

学校の学年費補助につきまして、お答えさせていただきます。

まず、小学校なのですが、人数が菅谷小学校で469名、七郷小学校で114名、志賀小

学校で276名、合計859名でございます。

続きまして 中学校ですが 菅谷中学校が268名 玉ノ岡中学校が208名 合計476名、 、 、 、

です。

小学校につきましては、１万円ということで859人で859万円、中学校につきまして

は、２万円ということで476名の２万円ということで952万円で、合計1,811万円とな

っております。

続きまして、私立の小学校、中学校へ行っている方が、まず小学校の私立へ行って

いる方が９名でございます。９万円です。で私立の中学校行っている方が13名でござ

います。26万円で、合計しますと1,846万円という金額になっております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 簾藤こども課長、答弁をお願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

要保護・準要保護の総額と、それぞれの人数というお尋ねでございます。菅谷小学
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、 、 、 、 、 、 、校 要保護２名 準要保護65名 七郷小学校 要保護ゼロ 準要保護８ 志賀小学校

要保護ゼロ、準要保護19名、菅谷中学校、要保護１、準要保護36名、玉ノ岡中学校、

要保護２名、準要保護19名ということの人数でございまして、合計しますと、要保護

が５名、準要保護世帯が147。金額でございますけれども、総額で申し上げますと、

1,077万8,582円となります。

それから、121ページの部活動の関係で、お答えさせていただきたいと思います。

まず、菅谷中学校の内訳でございますけれども、剣道が２名、ソフトテニスの女子が

１名、柔道が２名、吹奏楽が１名、柔道の必修の関係で、７人ということでございま

す。１回1,500円なのですけれども、必修の方については1,000円お支払いをしている

ということになるかと思います。

続いて、玉ノ岡中学校の関係でございますけれども、男子テニス１名、野球１人、

必修の柔道が２人、それから玉ノ岡中学校は、理科の実験指導員の方を１人外部講師

ということでお願いをしております。この辺で５名、最終的に５人ということになり

ますけれども、金額的にはお一人の方がかなりのこま数というか、何回も来ていると

いうようなことになるかと思います。いずれにいたしましても、児童生徒が減少する

中で、教員の数も減ってくると、そういう中で、部活を選択していくというのも一つ

の難しくなる要因かなとは思うのですけれども、いずれにいたしましても、現在、こ

ういった形で、外部の方お願いしながら、なるべく児童生徒が希望する部活を実施し

ているというのが現状でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、奥田幼稚園長に答弁をお願いいたします。

〇奥田定男教育委員会こども課嵐山幼稚園長 122ページの幼稚園の臨時職員の賃金と

人数のことでございますけれども、通常幼稚園の場合、４クラスありまして、４人の

本採用職員と年長さん、年少さんに１人ずつの副担任、それから預かり保育の担当、

、 、それから事務職員 つまり臨時職員は４人と本採用４人でやっていたのですけれども

現在本採用職員が育休１人、産休１人おりまして、臨時職員６名をお願いしていると

ころでございます。

続きまして、123ページの園医謝礼等の８人でございます。内訳でございますが、

内科医、歯科医、薬剤師、歯科衛生士、学校評議員、以上含めて８人でございます。

71万6,800円の内訳でございますが、主なものは、園医の報酬、内科医、歯科医とも
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に15万円ずつ30万円、薬剤師が８万円、それから、健康診断においでいただくときに

２万4,000円、それから、さらには未就園児の教室の方に22万9,900円ほど、昨年度支

出してございます。

主な内容としては以上でございます。以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 ２件ほど伺うのですけれども、まず、発達障害児の早期支援対策事

業で、昨年ははっきりと、発達障害の子供さんが、小学校が10名、中学校が５名、予

備軍が９名という形でお話しなさっていて、そういうふうな形でのものというのは出

てきているのでしょうか、それとも、出てこないで、それはたまたまそのような形だ

ったということなのか、伺いたいと思います。

それと、先ほどの幼稚園のことなのですが、園医報償の中に薬剤師さんが入ってき

ているというのは、私は理解が、わからないのですけれども、学校評議員さんと薬剤

師さんが園医報償の中に入っているということなのですか。それがちょっとわからな

いんですが……。

〇松本美子委員長 答弁をお願いをいたします。奥田幼稚園長、お願いいたします。

〇奥田定男教育委員会こども課嵐山幼稚園長 薬剤師さんも従来から報償費の中で支払

いを済んでおります。それから、未就園児教室に当たっていただいている方にも、一

応報償費として、ここから支出して、これは一昨年からであります。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

大野副課長兼主任指導主事、お願いいたします。

〇大野陽康教育委員会こども課学校教育担当副課長兼主任指導主事 お答えさせていた

だきます。

先ほどの発達障害等早期支援対策事業について、人数についてということでお問い

合わせがあったわけなのですけれども、こちらにつきましては、巡回支援の専門の先

生がいらっしゃるときには、学校全体での子供たちの様子ということで、それぞれの

担任から上げてもらう児童、または生徒の観察という形をとっておりました。ですの

で、具体的な人数ということになりますと、ちょっと、こちら、十分把握し切れてい

なくて大変申しわけないのですが、ただ発達障害ということで、特別な支援を受けて

いる子供については、８名いたかとも記憶しております。定かな数字でなくて申しわ
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けございませんが、そのような形で発達支援の支援を受けておりました。

以上でございます。

〔何事か言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 これ、園医謝礼等々で８人になっているわけなのですけれども、こ

のくくり方が何とも言えず不思議なくくり方がなされているのですけれども、それと

園医というのは、私は、わかるのですけれども、薬剤師っていう方が直接、ほかのと

ころでも入ってきているのですね。学校なんか今まで薬剤師という形で出てきたのを

余り見てないので、そういうような形で、薬剤師の方が子供たちにどのようにかかわ

っているのか、伺えたらと思うのですけれども……。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

奥田幼稚園長、お願いいたします。

〇奥田定男教育委員会こども課嵐山幼稚園長 薬剤師さんの主な業務は水質検査、幼稚

園の飲料水の水質検査を年２回、定期的に行っていただいております。そのほか、通

常はありませんけれども、相談といいますか、医療に関する相談は随時お願いしてい

るところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

簾藤こども課長、お願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 薬剤師の関係でよろしいですよね。

〇松本美子委員長 はい、お願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 今、園長がお話いただいたようなことをはじめとし

て、麻薬とかそういった危険性のお話等も薬剤師の先生がしていると、指導をしてい

る。麻薬だとか、そういった機会があると、撲滅というか、こういう体の、というの

が、そういった講習等がそういうのを学校の求めに応じてもやっておる現状がござい

ます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

そのほかに、質疑のある方は、どうぞ。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、こども課に関する部分の質疑を終結いた
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します。

暫時休憩とさせていただきます。

休 憩 午後 ４時１０分

再 開 午後 ４時１３分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、健康いきいき課に関する部分の質疑を行います。

質疑のある方は、どうぞ。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 では、２点ほど質問させていただきます。

最初に、66ページの一番上段なのですが、難病患者の見舞金ということで出ており

。 、ます 運悪く多難な病気に見舞われた方にお見舞金ということでございますけれども

何人ぐらいの方に、どのくらいの回数で、１回だけではゃないかなというふうに思う

のですが、そこら辺を教えていただきたいというふうに思います。

それと、あと１点なのですけれども、64ページですが、ちょうど中ほどに精神障害者

、 、 、の小規模の作業所の運営費ということで 負担金が出ておりますが 何カ所ぐらいで

またそこに入っている方の、働いている方の人数等わかれば教えていただきたいとい

うふうに思いますが、以上、２点だけですけれども、お願いいたします。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

石井健康いきいき課長、お願いいたします。

〇石井 彰健康いきいき課長 それでは、お答えをいたします。

66ページの難病患者支援事業に関してですけれども、見舞金、こちらのほうは、年

額１万円ということでございまして、57人分の１万円掛けてもらって57万円というこ

とでございます。こちらのほうの57件なのですけれども、継続の方が48件、また新規

の方が９件でございます。

続きまして、64ページの精神障害者小規模作業所運営費の関係なのですけれども、

こちらのほうは、深谷にあります、かわもと・桑の実というところの……

〔 もうちょっとゆっくり」と言う人あり〕「

〇石井 彰健康いきいき課長 失礼しました。深谷市にあります、かわもと・桑の実と

いうところの施設なのですけれども、地域活動支援センターというところですけれど
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も、こちらのほうに利用者１名利用しておりまして、こちらのほう、事業費を人数分

で案分をして、嵐山町は１名分ですけれども、60万円ということで、こちらのほう負

担をしております。こちらのほうは県の補助等はございません。

以上でございます。

〇松本美子委員長 長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 １点だけ再質問させていただきますが、66ページの難病患者の見舞金

ということでございますけれども、年額１万円ということで、年に１度お見舞いを申

し上げているということで、１回限りなのでしょうか、この辺をちょっと。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

石井健康いきいき課長、お願いいたします。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

１回のみでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

ほかにございますか。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 ４点お伺いいたします。

まず最初に、63ページの民生委員推薦会委員報酬６人、そして、費用弁償、民生委

員推薦会費用弁償６人ということで、24年度には載っていなかったので、どのような

、 、 。内容というか どのようなことをなされたのか 事業内容をお伺いしたいと思います

それと、その同じページの下のところに、死亡人措置事業ということで、葬祭業を

委託料されたということで、何年か前にもこういうことがあって、たしかおひとり暮

らしでお亡くなりになってしまったというときが、過去にも決算に載っていたような

気がするのですけれども、今回も孤独死をされた方がいたのかどうなのか、この事業

の内容をお伺いしたいと思います。

それと、78ページの高齢者肺炎球菌、こちらが今まで、年齢が75歳以上だったかと

思うのですけれども 25年度から65歳以上に拡大をしていただいたと思います 274名、 。

ということなのですけれども、対象者に対して274というのは、何％ぐらいの率にな

、 。 、 、 、るのか お伺いをしたいと思います そして 隣の79ページの子宮がん検診 ＨＰＶ

76名ということです。こちらも25年度からの内容になっておりますけれども、対象者
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に対してのこれも率、対象者何人いて、76人で何％だったのか、お伺いしたいと思い

ます。

あともう１点が、その同じページの子宮がんＨＰＶ費用助成3,000円とあるのです

けれども、これは何で3,000円で、こういう助成が出たのかをお聞きをしたいと思い

ます。

あと、さっき４点と言ったのですけれども、あと保健推進員さんがたしか人数が、

25年度からふえているのですけれども、ちょっとそのページが見つからなくて。

〔 77」と言う人あり〕「

〇畠山美幸委員 ありがとうございます。77ページの保健推進員さん……

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸委員 61名ということで出ておりますけれども、当初もうちょっと人数いた

ような気がしますけれども、結論では、61名とここに書いてあるのですけれども、内

容をお伺いしたい、事業内容をお伺いしたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をよろしくお願いをいたします。

高橋副課長、お願いいたします。

〇高橋喜代美健康いきいき課社会福祉担当副課長 それでは、私から畠山議員さんから

の１番目、２番目の質問に対してお答えをさせていただきます。

まず、１番目の質問でございますが、63ページ、事業名３の民生児童委員運営事業

でございますが、こちらの民生委員推薦会につきましては、昨年が民生委員３年に１

回の改選の時期でございました。そのために、民生委員さんを推薦していただくため

の会として、委員会を１回開かせていただきました。委員は、嵐山町民生委員推薦会

の会則にのっとり、７名の委員さんにお願いしておりますが、１名は行政関係という

ことで、健康いきいき課長が務めさせていただきましたので、実際に委員報酬が発生

した方は６人でございます。報酬は１人5,000円で６人分、合計３万円、費用弁償に

つきましては、1,000円掛ける６人で6,000円でございます。委員会の内容につきまし

ては、民生委員さんの推薦でございますので、各地区から推薦のありました民生委員

さんの適性につきまして審査をしていただきましたが、皆さん適性だということにな

りまして、地区から出されました民生委員さんを県・国に推薦をさせていただきまし

て、無事に12月１日に新しい委員さんに改選をさせていただいている次第です。
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次に、２点目でございますが、63ページ、４の行旅病人、死亡人措置事業でござい

ます。こちらは、平成25年４月29日に千手堂地内の竹林で、タケノコ掘りをしており

ました住職さんが人骨を発見いたしました。住所、氏名、年齢、性別は不詳でござい

まして、平成24年４月ごろの死亡と推定されました。しかしながら、こちらにつきま

しては、身元が判明しなかったために、小川警察署から町のほうに所定の処理をお願

いしたいという依頼がございまして、25年８月27日に火葬に付し、千手地内の無縁墓

地に保管させていただきました。委託料につきましては、葬祭業務の委託ということ

で、死体検案料、死体運搬費、火葬費、諸経費につきまして、13万3,900円かかりま

した。この13万3,900円と役務費の官報掲載料１万2,852円と、８、報償費の読経料の

３万円合わせました17万6,752円が、県に請求をさせていただきまして、歳入として

受け入れをさせていただいております。

私からは以上です。

〇松本美子委員長 石井健康いきいき課長、答弁をお願いいたします。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

私からは、77ページ、保健推進員の関係なのですけれども、平成24年度の48人から

平成25年度が61人ということで13人を増員をさせていただきました。これは、世帯数

の多い地区がございまして、増員をしたところでございますけれども、保健推進員の

役割といたしましては、地域住民の健康づくりや各種健康診査等による啓蒙推進をお

願いをしているところでございます。今後、効果が上がるように、町としても連携し

ていければというふうに考えております。

続いて 78ページの高齢者肺炎球菌の率の関係ですけれども 対象者およそ4,700人、 、

のところ 戸別接種 肺炎球菌274人とそのまた下のところの肺炎球菌ワクチンの38人、 、

を合計したもので割ると6.6％ということになります。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁を、村上副課長、お願いいたします。

〇村上伸二健康いきいき課健康管理担当副課長 私のほうから、ＨＰＶの受診の率とい

うことでお答えさせていただきたいと思います 子宮がんのＨＰＶですけれども 30歳。 、

から40歳の女性を対象ということで、受診率につきましては、8.7％となっておりま

。 、 、す それと 子宮がんのＨＰＶ3,000円の費用助成ということでございますけれども

こちらにつきましては、町の助成を受ける前に直接ご自身で全額負担された方につい
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て、償還払いでお支払いしているものであります。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 最初の２点につきましては、わかりましたので、結構です。

77ページの保健推進員さんの人数61人で、地域の住民の健康を推進するということ

で、私も過去にやったことがありましたけれども、今回、事業内容は、先ほどの説明

ですと、地域で人数の多い、住民の多いところに多く人数をふやしたというお話でし

たけれども、仕事の内容的には、何かプラスアルファがいつもでしたらヘルスクッキ

ングのお誘いですとか、地域の健康診断とかを、あと、お便りを届けるとかって、そ

ういうお仕事だったのですけれども、何かブラスアルファのお仕事はあったのか、お

伺いしたいと思います。

それと、肺炎球菌のほうですけれども、周知のほうはしていただいたと思いますけ

れども、どのような形で今回10歳下からの対象になりましたということを、どのよう

な周知をされたのか、お伺いしたいと思います。

子宮頸がん検診のほうですけれども、3,000円のほうはわかりました。ＨＰＶのほ

うが8.7％ということで、子宮頸がん検診がほかにもありますから、これだけが一概

、 、ではないのですけれども やっぱり相変わらずパーセンテージが低いのですけれども

今回こちらもＨＰＶが含まれての検診が始まりましたということで、周知のほうはど

のようにされたのか、お伺いしたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

石井健康いきいき課長、お願いいたします。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

77ページの保健推進員の件ですけれども、畠山委員おっしゃるとおり、今までもい

ろいろ受診率向上のキャンペーン等お願いをしたり、また嵐山まつりのときに、また

そういうところの、保健推進員には出席をしていただきまして、キャンペーン等も手

伝っていただく、そのような形も行っておりました。また、地区に戻って、そういっ

た受診率向上のチラシ等を配布方々、またお願いをしていただいているところでござ

います。

次に78ページなのですけれども、こちらのほうの肺炎球菌のほうは広報、あるいは
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ホームページ等を通じて、広報のほうを行ってまいりました。

以上です。

、 、 。〇松本美子委員長 それでは 答弁漏れでございますので お願いをしたいと思います

ＨＰＶの周知の方法ですけれども、答弁をお願いいたします。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 失礼しました。こちらのほうも、広報、またホームペー

ジで広報という形で行っております。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 先日、26年度になってからですけれども、がん検診だったか、特定健

診しましょうという通知がポストの中に入っていたのですけれども、あの仕事という

のは、保健推進員さんがなさったお仕事だったのかどうなのか、お聞きしておきたい

と思います。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

石井健康いきいき課長、お願いします。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

こちらで、保健推進員の会議のときにお願いをしたところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいでしょうか。

そのほかに質疑のある方は、どうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 64ページなのですが、64と65になるのですけれども、障害者の方の

介護給付訓練等給付費が187人で前年度よりも11人ふえているのです。一方なのです

けれども、自立支援医療給付費というのが1,714万7,444円で、前年度が2,070万円ほ

どだったのです。重度心身障害児医療費支給事業も4,469万9,624円で、前年度が

4,891万、ほとんど92万ぐらいになっているのですけれども、重度心身障害児医療費

給付金、それぞれ対象になる方がふえたからといって医療費は下がってくる、大体下

がってきているというふうに思えるのですけれども、それはそういうふうに考えてよ

いのかどうかってことなのですが、同じように使っていらっしゃるのかどうかちょっ

とわからないのですけれども、重度心身障害児医療費給付金というのは、償還払いで
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すよね。償還払いであるために、年度的な変化があるのか、自立支援医療費は負担金

なので、これはちょっと違うなと思って見ているのですけれども、その点について１

。 、 、 、点伺いたいと思います 人数はふえていて 176から187人にふえているので これは

どの年齢の方がふえてきたのか伺いたいと思うのです。

これは直接関係はないのですけれども、78ページに一応インフルエンザの予防接種

というふうな形になっているのですけれども、25年度のインフルエンザの嵐山町での

罹患状況というのはわかると思うのですが、それについて伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

石井健康いきいき課長、お願いいたします。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

64ページから65ページの初めに介護給付訓練等給付費の人数がふえているというこ

とでございます。こちらのほう、比較しますと、ふえているのが主に就労継続支援Ｂ

型のところで５名ふえています。それと、あと計画相談も、こちらのほう20名ふえて

いる状況でございます。それと、重度心身障害者医療費支給事業なのですけれども、

こちらのほう、毎年そちらの今の人数とは違いまして、その年、その年でまとめて請

求を出してくる方もいらっしゃるし、その年によって金額が変わってくるということ

でございます。

〇松本美子委員長 村上副課長、お願いいたします。

〇村上伸二健康いきいき課健康管理担当副課長 インフルエンザの高齢者の個別接種の

対象人数が5,022名に対しまして2,178名の接種ということで、43.37％の方が接種さ

れております。ただし、この接種期間につきましては、平成25年の10月20日から12月

25日までの数値となっております。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 すみません。予防接種のところでたまたま出したのですけれども、

インフルエンザの25年度の罹患状況というのですか、それについて伺っているのです

けれども、予防接種をされた方が罹患しているかどうかとていうのはわからないわけ

なのですけれども、罹患状況というのはどんなものか、伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 石井健康いきいき課長、答弁をお願いいたします。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。
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今、ちょっと資料ございません。その状況、把握しておりません。申しわけござい

ません。

〇松本美子委員長 よろしいですか。

そのほかに質疑のある方、いらっしゃいますか。

川口委員、どうぞ。

、 、〇川口浩史委員 64ページの社会福祉協議会の補助金が 昨年も聞いたのですけれども

下がったので、今年もまた、ついに1,000万円を切ったわけですよね。事業を縮小し

てきたと、昨年は。今年はどんな事業を削減したのか、この補助金を削減した理由を

伺いたいと思います。

それから、77ページ、先ほど、保健推進員の件でご質問あって、私も質問しようと

思っていたのですけれども、61人にふやして、その効果が、どうしても短期間で効果

を求めてしまうのは悪い癖なのですけれども、効果どうだったのだろうかと。特にこ

の受診率の向上を目指すということでは、基本健診などがありましたね。基本健診な

どの伸びがどうだったのか、その辺に結びついているのかどうか、ちょっと伺いたい

と思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

石井健康いきいき課長、お願いいたします。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

64ページの社会福祉協議会補助事業についてですけれども、こちらのほう、880万

9,000円ということで、補助金を出しておりますけれども、こちらのほうの内訳です

けれども、派遣職員の人件費分、それと金婚式、それと、あと戦没者慰霊事業費とい

うことのこの３点について、合計で880万9,000円でございます。昨年から比較しまし

て、金額が減少しているのが、おもちゃ図書館関係です。人件費等がここから減って

おります。これは、一応、社会福祉協議会が実施するおもちゃ図書館の運営事業なの

ですけれども、こちらのほうが、埼玉県地域子育て支援拠点事業ということで、該当

することによりまして、こども課のほうの所管する特別保育対策等事業費の地域子育

て支援拠点事業ということで、そちらのほうから補助金が交付をされているというこ

とで、こちらからは、おもちゃ図書館分が削られているということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 村上副課長、お願いいたします。



- 181 -

〇村上伸二健康いきいき課健康管理担当副課長 保健推進員さん人数ふやして、各種キ

ャンペーン等行いました。その結果、特定健康診査、また各種がん検診の受診率です

が、残念ながら大幅に上がるという結果にはなっておりません。特定健診につきまし

、 、 、 、ては やはり25年度も県平均以下ということで また 各種がん検診につきましては

種別によっては、前年度24年度よりもふえたものもありますし、また下がっているも

のもあるということで、保健推進員さんを25年度ふやしたことで、直接的に、各種の

健診率が上昇したということは、残念ながらなっておりません。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 社協の件なのですが、そうしますと、事業そのものでは、大きな変更

はないということで理解してよろしいのでしょうか。ただ、この派遣職員の給料を下

げたということですが、この派遣職員さん、何をやっていた方なのでしょうか。ちょ

っと伺いたいと思います。

それから、保健推進員の件なのですが、そうですか。そういう結果で、ちょっと短

期間で結果を見るというのは難しいと思うのです。ぜひ、これが好転するような対策

、 、をしていっていただきたいと思うのですが どんなことをしていこうとしているのか

もし中身ありましたら伺いたいと思うのです。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

石井健康いきいき課長、お願いいたします。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

社協事業の件ですけれども、先ほど申し上げましたように、派遣職員、金婚式、戦

没者慰霊事業という形で今回、25年度は支出しておりますけれども、この派遣職員と

いうのは、事務局長分ていうことでございます。それと、事業的には、昨年、24年度

から比較すると、そのおもちゃ図書館分が金額が減っただけでございまして、事業が

少なくなったということではございません。

以上です。

〇松本美子委員長 村上副課長、答弁をお願いいたします。

〇村上伸二健康いきいき課健康管理担当副課長 保健推進員さんの活動についてでござ

いますけれども、なかなかすぐに直結的に結果に結びつかないということであります

が、保健推進員さん、各地区から選出されて出ていただいております。中には、地区
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の中で順番で出ているような方もいるのですけれども、そういった方々に対して、た

だ、町の配り物をしてもらうということだけだと、なかなか健康に対する意識が広ま

らないということで、推進員さんになっていただいたということをきっかけに、いろ

いろな講座のようなこともやりますし、また、推進員さんご自身、また推進員さんの

ご家族について、健康について深く理解していただいて、何が今嵐山町の健康にとっ

ては大切なのかということを理解していただくと、そういったことが少しずつ広まっ

ていけば、町全体に健康に対する意識がどんどん広まっていくのではないかという形

で、そういう形で、単なる行政のお手伝いではなくて、保健推進員さんとしての知識

といいますか、ノウハウというものもだんだん身につけていただけるように、会議等

でいろいろなことをやっております。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑はございませんか。

質疑がないようですので、健康いきいき課に関する部分の質疑を終結いたします。

以上で、歳入歳出、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の添付書類の質疑

は全て終了をいたしました。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会をいたします。大変ご苦労さまでした。

（午後 ４時４３分）
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決算審査特別委員会

９月１８日（木）午前９時３０分開議

議題１ 「認定第１号 平成２５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審

査について
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〇出席委員（１１名）

１番 森 一 人 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 佐久間 孝 光 委員 ４番 長 島 邦 夫 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 吉 場 道 雄 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 安 藤 欣 男 委員 10番 渋 谷 登美子 委員

11番 松 本 美 子 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

青 柳 賢 治 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 山 岸 堅 護

主 席 主 査 岡 野 富 春

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

井 上 裕 美 総 務 課 長

中 嶋 秀 雄 地域支援課長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

山 下 次 男 町 民 課 長

石 井 彰 健康いきいき課長

青 木 務 長寿生きがい課長

植 木 弘 文化スポーツ課長

環境農政課長大 塚 晃 農業委員会事務局長兼務

山 下 隆 志 企業支援課長
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根 岸 寿 一 まちづくり整備課長

新 井 益 男 上下水道課長

内 田 勝 会 計 課 長

小 久 保 錦 一 教 育 長

簾 藤 賢 治 教育委員会こども課長

柳 勝 次 代表監査委員

清 水 正 之 監 査 委 員
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◎開議の宣告

〇松本美子委員長 皆様、おはようございます。

ただいま、出席委員は11名であります。定足数に達しておりますので、決算審査特

別委員会の会議を開きます。

（午前 ９時２９分）

◎諸般の報告

〇松本美子委員長 ここで、諸般の報告をいたします。

本日の委員会次第は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎認定第１号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 総括質疑に入る前に、過日、各課の質疑の際に確認することになっ

ておりました事案につきまして、各課長より回答の申し出がありましたので、発言を

許可します。

初めに、主要な施策の説明書59ページ、町全体の年金保険料納付額について、山下

町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 お答えをさせていただきます。

川口委員さんのご質問でございましたが、平成25年度の嵐山町の国民年金の保険料

の納付状況ということでございました。川越年金事務所のほうに確認をさせていただ

きましたところ、回答いただきましたので、ご回答させていただきたいと思います。

25年度の保険料の状況ですが、全体で１万7,738月分で、金額といたしますと２億

6,358万4,320円が嵐山町の保険料ということでございます。

〔何事か言う人あり〕

〇山下次男町民課長 月数で言いますと１万7,738月分で、金額といたしまして２億

6,358万4,320円でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 次に、主要な施策の説明書22ページですけれども、Ｂ＆Ｇプール使

用者中、子供の割合について及び体育施設使用料に関する部分で、使用料免除件数に
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ついてを、植木文化スポーツ課長からご答弁をお願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お手元に配付させていただきました体育施設使用料、

25年度の関係でございます。畠山委員さんからのご質問の関係の資料でございます。

使用料免除の件数、有料者、それから無料者の内訳等がございますので、こちらの

一覧表と、こちらご参照いただければと思います。

それから、25年度の利用料の日ごとの内訳でございますが、プールのこちらの別紙

のほうのこれをご高覧いただければと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 次に、主要な施策説明書105ページですけれども、オオムラサキの

森、来場者人数について、大塚環境農政課長、お願いいたします。

〇大塚 晃環境農政課長 それでは、安藤委員さんご質問の平成25年度のオオムラサキ

活動センターの入場者についてお答え申し上げます。

平成25年度の入館者でございますが、6,997人でございます。この数字につきまし

ては、活動センターに入館し、受付簿に記入していただいた方の人数、それからあと

ボランティアに参加された方の人数でございます。記帳されない方や、あるいは園に

訪れて散策だとか、観察していただいた方については把握しておりません。

以上でございます。

〇松本美子委員長 次に、昨日のまちづくり整備課に関する部分の質疑について、発言

の訂正を求められておりますので、これを許可します。

根岸まちづくり整備課長、お願いいたします。

〇根岸寿一まちづくり整備課長 昨日の佐久間委員さんのご質問のうち、除雪費用の機

械借り上げ料につきまして、高い金額について５万1,000円と答弁いたしましたが、

これは、半日当たりの金額でございました。正しくは、１時間当たり１万3,000円で

ございますので、訂正してお詫びいたします。

〇松本美子委員長 それでは、認定第１号 平成25年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認

定についての件を議題といたします。

既に全課局に関する質疑並びに平成25年度決算事業現地調査を終了しております。

本日は、歳入歳出を含めて総括的な質疑をお受けいたします。

総括質疑につきましては、４名の方から届け出をいただいております。

初めに、第10番、渋谷登美子議員。
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〇渋谷登美子委員 それでは、５点にわたって質問いたします。

まず、少子高齢化で家族状況が変わってきていることと、それから、工業団地への

、 、 、転入しないで入って仕事に行ってらっしゃる方等いらして 新築住宅 それから空き

新築住宅は、今年度の消費税８％に上がる前につくった方も多いと思うのですけれど

も、新築住宅、それから新しいアパート等の住宅、全部の嵐山町の住宅状況、それに

加えて空き家があって、空き家管理台帳をつくったわけですけれども、それについて

の住宅状況の把握がどのようになっているか、25年度で伺いたいと思います。

全部先に言うのですね。失礼しました。２点目です。

２点目は、社会保険料と非常勤職員の方がいるのですけれども、それの社会保険料

に実際に加入されている方、加入の条件、そしてほかにも嘱託職員と臨時職員、それ

から賃金という方もいらっしゃるわけですけれども、賃金は個別に時間給で払ってい

るのだろうなというふうな感じがあるのですけれども、その点について伺います。

まず、全体でどのくらいの方が臨時職員として働いていらっしゃるか、そのうち雇

用保険に加入されている方、全部だと思うのですけれども、社会保険に加入されてい

る方、どのような方が社会保険に加入されているか伺いたいと思います。多くの方が

扶養控除内で働いているという感じでは、ずっと上げてきてみたのですが、その点に

ついて伺いたいと思います。

３点目です。３点目は、公金の滞納者についての督促等、催告等の手続はどのよう

に行われているのか。特に、そのほかに年金からの税金と、それからこれ一般会計に

なってしまうので、ちょっと難しいかなと思ったのですけれども、介護保険料、国民

健康保険料、後期高齢者の徴収額というのはどのようになっていて、人数と、そして

、 、 。それは どこで 担当課としてはどのようにして行っているのか伺いたいと思います

その次ですけれども、こども医療費の関係ですけれども、こども医療費の関係も５

年になるのですか、それで、こども医療と、代替事業との実際の関係のこと、実際に

どうなっているのか、検証されているのかどうか伺いたいと思います。私個人は今き

のうの数値で検証してみたのですけれども、それについて伺いたいと思います。

それから、５番目になりますが、５番目は、嵐山町の各公共施設のＣＯ の削減策２

についてどのようにしたか、伺いたいと思います。光熱費という形では出てきている

わけですけれども、実際には電気料は上がっているわけですし、その中に水道費も入

っていますので、その点について伺いたいと思います。
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以上です。

〇松本美子委員長 それでは、順次答弁をお願いをいたします。

それでは、中西税務課長、お願いいたします。

〇中西敏雄税務課長 それでは、住宅の戸数ですけれども、木造、非木造、それと、こ

れは住宅とアパートもまぜてあります。合計が6,945棟です。それと、25年中に建築

された住宅は97棟、アパートが８棟です。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

大塚環境農政課長、お願いいたします。

〇大塚 晃環境農政課長 私のほうから、空き家の件につきましてお答えいたします。

町のほうでは、平成24年12月から25年の７月にかけまして、町内全域の空き家の調

査を行いました。その調査で292棟の空き家の候補が確認されました。それから、ま

た26年の１月から２月にかけまして、空き家と推定される住宅の所有者159人の方を

対象にアンケート調査を行いました。98件の回答をいただきました。内容でございま

すが、空き家の設備や利用状況、それから維持や管理状況、今後の活用の意向等につ

いてのアンケートを実施したところでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 井上総務課長、答弁お願いいたします。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

平成25年度の、まず嘱託職員の人数でございますが、８名でございます。臨時職員

につきましては63名でございます。社会保険の加入要件でございますけれども、１日

当たりの労働時間及び１カ月当たりの労働日数、これが正職員の４分の３以上、かつ

。 。週３時間以上の方が対象でございます 平成25年度は16名の方が対象でございました

保険料は、雇用主と被保険者の折半でございまして、保険料率を申し上げますと、

17.12％でございます。金額にいたしまして356万8,023円でございました。

また、雇用保険につきましては、31日以上の雇用が見込まれる１週間当たり所定労

、 、 。働時間が20時間以上の方 これが対象でございまして 対象者は33名でございました

これらの要件を満たしている方全てがそれぞれの保険に加入をしていただいていると

いうことでございます。

以上です。
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続けてでいいのですよね。

〇松本美子委員長 はい、お願いいたします。

〇井上裕美総務課長 ＣＯ 対策の進捗についての件でお答えいたします。２

各公共施設とも消費電力の削減ということで、夏のクールビズ、冬のウォームビス

の徹底は図っているところでございます。また、照明のＬＥＤ化につきましても、平

成23年度には町民ホールのハロゲン灯を50個、庁舎内の非常灯を240個、平成25年に

は庁舎トイレの電球74個をＬＥＤ電球に交換したところでございます。また、道路照

明灯につきましても 平成24年度から新規設置分をＬＥＤとしておりまして 平成25年、 、

度末で57カ所の設置をいたしております。新規建設、改修を予定する施設につきまし

ては、これからは太陽光発電も含め、考慮していく必要があると考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 中西税務課長、答弁お願いいたします。

〇中西敏雄税務課長 それでは、３番目のまず公金徴収に係る延滞金の処理手続ですけ

れども、主な公金といたしまして、税務課では、個人町民税、法人町民税、固定資産

税、軽自動車税、国民健康保険税、町たばこ税と交付金については100％ですので除

いてあります。この税につきましては、課税、納付書の発送、それと督促状の発送、

催告書の発送、これは全部税務課で行っております。それと、町民課の後期高齢者医

療保険料ですけれども、課税納付書の発送は町民課、督促状の発送も町民課です。催

告書の発送は税務課で行っております。長寿生きがい課の介護保険料ですが、課税納

付書発送、それと督促状の発送は長寿生きがい課で行っております。催告書の発送は

税務課で行っております。上下水道課の水道料金、下水道・浄化槽使用料ですけれど

、 、 、 。も 納付書の発送 督促状の発送 催告書の発送は全部上下水道課で行っております

こども課の保育料ですけれども、納付書の発送、督促状の発送、催告書の発送、これ

は全部こども課で行っております。

それと、年金からの税等の引き落としの関係ですけれども、まず、個人町民税、件

数が1,395件、収入済額7,430万300円、国民健康保険税、件数ですけれども、656件、

収入済額6,149万7,300円、後期高齢者医療保険料、件数ですけれども、1,825件、収

入済額8,291万6,310円、介護保険料、件数4,301件、収入済額２億1,078万9,900円で

す。収納率は全部100％です。

以上です。
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〇松本美子委員長 それでは、簾藤こども課長、答弁をお願いいたします。

〇簾藤賢治教育委員会こども課長 私のほうから、４点目のこども医療費と代替事業の

関係についてということで、検証されているかというようなご質問でございます。

大変申しわけないのですけれども、まだ25年度の決算の中では、全てを検証したわ

けはございませんけれども、前提となるのは、コンビニ診療で増加部分、それから国

庫関係増加見込み分ということで、試算的なものが多いものですから、どこまで検証

できるかというのはさておきまして、今わかっている数値的なものでお答えいたしま

、 、 、すと 小中学校の学年費の補助につきましては きのうお話ししたとおり1,846万円

それから予防接種については、おおむね500万円ぐらいという話は聞いております。

なお、また保育料の減額につきましては、今、試算を始めたところでございます。

大変申しわけございませんけれども、そんな状況でございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 嵐山町というのは、今まで住宅計画というのをつくっていなくて、

区画整理をずっと過ごしてきたのですけれども、今後の少子化に対して、少子高齢化

で世帯数が減っていくことの中で、このような形で、実際には新しい住宅ができてい

て、そして空き家もふえていくという中で、今後の対策というのは、考えられていな

かったのだと思うのですけれども、初めて空き家について行ってきたわけですけれど

も、それについてやはり、今現在で住宅にかかわるものの検証というのは、やはり行

われていくべきだったと思うのですけれども、空き家に関しては、何とか空き家台帳

という形で、どのような形でやってきましたというものができたのですけれども、空

き家に関してはそれはできたわけですけれども、全体についてのということは全く考

えずに空き家台帳だけをつくっていたということなのか、特に、いろいろ住宅の問題

というのはこれからも出てくると思うのですが、検証はやっぱり空き家だけであった

のかどうか、伺いたいと思います。

〔何事か言う人あり〕

〇渋谷登美子委員 一遍にやるのか。

〇松本美子委員長 続けて、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 ごめんなさいね。わかりました。
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現状の今の、よく私も、主要な施策の説明書を見ていますと、例えば先ほどのです

と、私が出ていたという社会保険料の金額と計算したのと違うのです。例えば、さわ

やか相談員だと 別部門で42万9,935円とか それから文化財の嘱託のところで3,702円、 、

とか出てきていて、この差はどういうふうなところから出てくるのか、全額一致で総

務課が社会保険料というのは、カウントしていると考えてたのですけれども、若干違

うようです。そうすると、嘱託職員と、それから非常勤のパート職員の差というのは

どこにあるのか、伺いたいと思うのです。報酬の方は、年額幾らという形で幼稚園長

さんとか、学校給食センター長さんとか、社会教育指導員という形で出てくると思う

のですけれども、それの雇用契約のあり方と社会保険料の、でも雇用契約はいろいろ

な契約のあり方があっても、社会保険料はそれに関して出していくという形だと思う

のですけれども、その社会保険料の計算の仕方も違っているのかどうか、伺いたいと

思います。

公共料金の督促のことですけれども、これは恐らく各課共通の部分があると思われ

るんですけれども、その点についてはどのような捉え方をして、連絡というのがある

のかどうか伺いたいと思います。

そしてまた、年金からの徴収は、住民税と国保税が税務課という形で、介護保険が

長寿生きがい課で、後期高齢が町民課という形だったと思うのですけれども、それも

また、それぞれ担当でやっていくということのメリットもあるのでしょうけれども、

デメリットもあるかなと考えるのですけれども、そこら辺について考えられたことが

あるかどうか伺いたいと思います。

次に、こども医療費の代替事業との関係なのですが、私が計算しましたところ、こ

ども医療費、窓口払いで、償還払いを求める方と、それから求めない方といらっしゃ

ると思うのですけれども、求めない方は、もともと医療にかかっているかどうかとい

うことも、カウントが現在ではわからないわけですよね、そのような方が。それで、

考えて計算してみましたのですけれども、学年費だけなのですけれども、学年費だけ

でやってみますと、１人当たりの窓口払いを続けたことによって、医療費の窓口払い

をしたこととの差というのは、これが学年費だけで考えると、１人当たり9,253円に

なるのです。それで見ますと、１人当たりの9,253円で見ますと、学年費だけの部分

で考えますと、小中学生の１人当たりというのは、こども医療費の補助手続をやった

ことでの補償したことで、１人当たりの部分というのは１万6,793円になります。そ
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して、9,253円を足すと、小中学生だけで医療費というのは２万6,046円になったこと

になるのです。実際に、窓口払いを。そして、乳幼児医療費ですと、こども医療費と

いうのは、１人当たりが２万2,780円になりまして、9,253円足すと、３万2,033円と

いうふうな形で実際払った形になるのです。こども医療費で見ますと、こども医療費

というのは総額ですよね。それで見ますと、平均が１万6,793円になるのかな、１人

当たりが１万8,472円になるのです。そして、9,253円を足すと、２万7,726円になる

のです。これに、保育料の町独自分というのは、１年間平均して3,000万円ぐらい町

独自分を加えているのです。そうすると、１人当たりでは、小中学生に、学年費と保

育料の町独自分を加えますと、4,846万円がプラスアルファになっているということ

になりまして、小中学生では、医療費に関しては、４万1,083円、そして乳幼児医療

費に関しましては、４万7,070円が実際に窓口払いをしたときになるというふうなカ

ウントになるのです。

東松山市の25年度の１人当たりのこども医療費というのは２万4,747円、そして滑

川町では２万5,529円、小川町が２万1,223円という形で、嵐山町は、この学年費の補

助と保育料を、こども医療費の窓口払いをしないで実際に行ったか、その部分を代替

にすると、すごい金額に、実際にこども医療費以上の金額を支出しているという形の

計算になっていくのです。私が検証した中でですよ。そして、予防接種はちょっと金

額的にわからなかったので、予防接種の部分は加えていないのですけれども、そのよ

うになりますと、実際に、こども医療費の窓口払いというか、実際に補助をしている

のに、学年費の補助は学年費の補助として単独で考えて、保育料の補助は保育料の補

助として単独で考えて、こども医療費の窓口払いというものを進めていったほうがい

いと思うのです。それは、今まで検証されていなかったことで、そういうふうに私は

計算したわけなのですけれども、実際に検証してみると、そのような形になってくる

ということなのです。

以前、町長は、嵐山町のドクターにもこのことについて話したけれども、それでい

いんのではないのですかというお答えだったということでしたけれども、私自身がド

クターと話してみると、必ずしもそうではないです。実際に医療費の、医療機関に行

ってみて、私もそうですけれども、子供を２人も３人も抱えていて、そして、その子

をあやしながら、お金を払っていくわけですよね、お母さんが。大体の人は、お父さ

んが子供を医療機関に連れていくということはほとんどあり得ないので、あることも
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、 、あるでしょうけれども ２人も３人も抱えて医者に連れていくということはないので

実際にお医者さんに行ったときに、払う人というのはお母さんなのですよ。お母さん

が赤ちゃんを抱きながら、そしてここのバッグを引き出して、片方で子供が泣きなが

らやっていくということにかかわるものなのですけれども、それの代償というのはど

うなのかなというふうな感じで、今考えているのですけれども、町長は、全てのお医

者さんとこども医療費の窓口払いの廃止ということについて話し合われたことがある

のかどうか、25年度分についてもそうですけれども、伺いたいと思うのですが、その

点を伺います。

それと、各種のＣＯ 対策なのですけれども、これは申しわけなかったです。私が２

電力料という形で出せば少し出てきたのかなと、効果が反映できたのかなというふう

、 、 、 、に思うのですけれども それについては 実際には 効果の電力料の比較というのは

まだ難しいのでなさっていないかと思うのですけれども、その点については、いかが

でしょうか、伺います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

安藤副町長、お願いいたします。

〇安藤 實副町長 私のほうから、１番の住宅政策、あるいは空き家の問題について、

お答えをさせていただきます。

委員さんからは、町の住宅政策というのは、どういうふうにとってきたのだと、そ

れから空き家との現在の課題との問題ですけれども、振り返ってみますと、昭和45年

に都市計画法が施行になって、嵐山町が1970年代から団地等の開発によって住宅、あ

るいは人口も増加の一途をたどってきたわけですけれども、大体2008年、国と同じよ

うな８年から10年がピークで、そこから人口が減少してきたと。改めて、住宅を何戸

を目標するとかということはなかったというふうに思います。総合振興計画上では、

目標人口は２万3,500人とか２万5,000人とか、そういう目標値を掲げながら、まちづ

くりを行っていくと。そのまちづくりも、嵐山町の場合は、志賀２区の地産団地が最

後で、大きな団地造成をやっていません。区画整理事業によって、ヘクタール何人と

いう目標を掲げながら、住宅地を提供してきたと。それによって、今振り返ってみま

すと、比企郡内で人口減少が、東松山市、滑川町を除いてですけれども、減少率は一

番少ない状況にあるというのは皆さんご承知のとおりでございまして、今までとって

きた政策に大きな過ちはなかったのだろうと、そういうふうに思います。
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それから、空き家の問題ですけれども、292戸という話で、税務課長から6,945棟の

住宅があると。嵐山町のそれで除してみますと、空き家の割合というのは4.2％にな

。 、 、ると思います ７月の末に全国住宅土地統計調査の速報値 ５年に１回ですけれども

。 、 、ここで発表になりました そのときの全国の空き家の数が820万戸 ５年前が790万戸

それに対して30万戸ふえている。その全住宅に占める割合が13.5％ということでござ

いまして、町の空き家も大きな問題ですけれども、数は、全国に比べればまだ少ない

ほうかなと思います。今、空き家の管理条例を策定に向けて今作業進めておりますけ

、 、 、 、 、 、れども 今までの空き家の所有者に対して 指導 勧告 命令 それだけではなくて

行政代執行まで頭に置きながら、どうやっていったらいいかというふうな課題はござ

います。これを、今政府が進めている地方の創生の中で、空き家の問題も対策を考え

られておりまして、利活用、委員さんがいつもおっしゃっているような利活用につい

、 、 、 、て 例えばＮＰＯですとか 福祉目的だとか さまざまな利活用にしていったときに

一定の国としても補助を出していくと、それから古いものは別として、新しい、もっ

たいない建物については、リフォームをする、その制度も国では考えているのだとい

うふうな、これは新聞の記事ですけれども、そういうふうな状況にございます。町と

、 、 、いたしましては こういったものにアンテナを高くして 町でできるものについては

積極的に取り組んでいきたいというふうに考えています。

以上です。

〇松本美子委員長 続けて、井上総務課長、答弁をお願いいたします。

〇井上裕美総務課長 社会保険料の差があるというようなお話でございました。ご指摘

いただきましたように、さわやか相談員の運営事業で社会保険料がご指摘をいただい

た42万9,935円でございます そのほかに その他の社会保険料加入者は313万8,088円。 、

の方がいらっしゃったと。合計で先ほど申し上げた356万8,023円というのが、社会保

険料として支払った金額ということでご理解をいただければというふうに思います。

それから、嘱託職員、非常勤のパート職員の差のようなお話でございました。嘱託

職員につきましては、特定の学識経験または技術を有する者、そういった方を嘱託員

として、雇用については１年間雇用です。臨時職員につきましては日々雇用というこ

とで、一応半年を期限に定めて任命をしており、さらに継続して半年と、これを続け

て、今原則的に３年を目安に交代をしていただくというのが今の嵐山町の状況でござ

います。
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このことにつきましては、年の当初に募集を広報、あるいはホームページでいたし

まして、そして応募していただいた方、新しい方は全員ですけれども、面接をさせて

いただきます。全員の面接の中で、その方の例えば働き方でありますとか、勤務時間

でありますとか、職種ですとか、勤務日数の希望ですとか、勤務可能時間ですとか、

それから働き方、自分は配偶者の扶養の範囲の中で働きたいとおっしゃっている方が

多いわけでございますけれども、そういったもろもろの内容を全てお聞きをして、役

場のほうから、役場の各課から雇用申請というのが上がってくるわけでございますけ

れども、その雇用申請と登録をさせていただいた臨時職員のその条件、それを合った

方をこちらから連絡をして、これこれこういう条件でこういう仕事がございますが、

どうでしょうかというお話をしながら、採用している経過がございます。そういうこ

とでございますので、それぞれの方につきましては、条件等承知の上で働いていただ

いているという認識でございます。

それから、ＣＯ 、電力量の差でございますけれども、25年度の電力量については２

調べてありますが ちょっと申し上げますと 電気料でございますが 8,053万1,610円、 、 、

でございました。その電気のうち東京電力の関係が4,594万7,381円、それからＰＰＳ

にもお願いしておりまして、日本ロジテック協同組合という会社でございますが、そ

こに支払った額が3,458万4,229円でございます。先ほども申し上げましたが、この消

費電力の削減につきましては、全町挙げて取り組んでいるわけでございます。昨年の

資料を持っておりませんので、昨年と比べて若干ふえたのか、上がったのかという、

この場で申し上げられませんが、ただ気持ちは前向きにいつも努力をしているという

ことでご理解をいただきたいというふうに思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、中西税務課長、答弁をお願いいたします。

〇中西敏雄税務課長 それでは、滞納の関係ですけれども、滞納者については、複数滞

納している方が多くおられます。例えば、税と水道料、保育料とか、そういう複数滞

納している方がおられますので、各担当が横の連絡を取りながら、滞納整理を行って

いる状況です。

それと、年金の関係ですけれども、年金特徴の関係ですけれども、これは、当初年

金機構に個々のリストを送付しまして、年金から引いていただいております。先ほど

申し上げましたように、収納率100％ですので、これは、課税側としては、よいシス
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テムだと考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、岩澤町長、答弁をお願いいたします。

〇岩澤 勝町長 ４番目のこども医療費の関係についてお答えさせていただきます。

大切なこの財源をいかに使うかというのは、我々に課せられた一番大きな問題であ

るし、それをしっかり検証していくということは、大きな柱にしなければいけないと

いうふうに思っています。そういう意味で、委員さんがいろんな形で検証をしていた

だいている、大変敬意を表する次第でございます。

それで、基本的な考え方というのは、前々からお話をしておりますけれども、貧困

問題ですとか、家庭状況がいろんなものがあるからという議員さんからの今までの質

問がございました。そういうことももちろん考慮して考えているわけですけれども、

一番の基本というのは、医療費を窓口払いをするのだということで、国で決めている

ということは一番だと思うのです。それ一つ考えておかなければいけない。何で国で

決めたのだということです。それと、私どもにとってあれなのは、医療費を抑えると

いうことは大きな使命に今なっています。だけれども、お医者さんにかかるなという

ことと医療費を抑えるということは全く別問題でありまして、医療にかかるなという

ことではなくて、どんどんかかっていただいて結構なのですけれども、医療費を削減

をするというのは、大きな課題であるわけです。

そういう中で、国では、法で決めた範囲の中で、こういう形でやりなさいというこ

とを決めているわけですけれども、その中に、窓口では、窓口の払う部分を一部払っ

てくださいよということを国で決めている。そして、それが医療費の抑制にもなるの

ではないだろうかということであるわけです。それで、国がやっている、すると話が

またちょっとそれてしまいますけれども、今、埼玉の町村の中で、多くの町村が窓口

払いをやめているわけです。それで、まだ県がやっているのです、嵐山町と同じよう

に。それで、毎年県への要望というので出しているわけなのです。だけれども、知事

の考え方というのは、国がやってないではないかと、それと県でもやっぱり医療費は

しっかり抑える方向でいかないといけないのだ、そのためにはということでこういう

形をとらしてもらう。それと、もう一つは財源の問題です。大切な財源をここのため

にかなりの高額になるわけですから、それを投入することというのが、ほかの事業を

行うのと比べたときに、どうなのだって考えたときに、県ではその判断ができないと



- 199 -

いうことで、今までのとおり続けているということなのです。町でも、議員さんがい

ろんな形で検証していただいて、こういうことですということで、大変敬意を表しま

すけれども、前々お話をしておりましたように、このまま続けさせていただきたい。

それと、医師会との関係の話が出ました。お医者さんは、全てが賛成しているわけ

ではないよということです。私も、面と向かって１人ずつ先生方にお話をしたのでな

くて、先生方がお集まりいただいたその会合の席でそういうことを出しました。それ

で、あるお医者さんが、それは町長の、町の説明が足りないのだ、もっと出したほう

がいいよということをある先生がお話をしていただいた。そして、ほかの先生もその

ほうがいいということで、そういう方向。それで、各お医者さんのところに担当参り

まして、こういうものを話していただきたい、町ではこういうふうにやっていますと

いうことでご了解いただいて、全てのところからご了解をいただいて、どうぞやって

くださいということになって、嵐山町のやっていることをご支持をいただいて、それ

で進めていただいている。薬屋さんにもそのとおりでございます。そういうような形

で町民の皆さんに周知を図って、それで粛々と嵐山町では窓口でも説明をしながら、

学校の先生方にもお話を申し上げ、校長先生方からも時々お話をお伺いをする中で、

今の形を続けてくれることというのは、ご父兄にとって大変ありがたいという意見が

多いという話も聞いておりますので、現状では変える考えもございませんし、町民福

祉の向上にとって貴重な財源をこういう形で使わせていただくというのは間違ってな

いというふうに思っております。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 空き家対策、住宅状況の把握なのですが、今の状況では4.2％とい

うことで、今後の嵐山町のひとり暮らしの状況というのを考えられたときに、やはり

住宅のあり方というのを検証すべきではないかと思うのですけれども、今入っていら

っしゃる方というのは、子供さんを持っていらっしゃる方に入ってきていただくとい

う形で、嵐山町では補助金ですか、転入促進をする形にしました。ですけれども、そ

れ以前に、嵐山町では、住宅はひとり暮らしの方がふえてきているということも兼ね

合いをして、そしてその中で検証していくということが、私は作業としてないのでは

。 、ないかなと思うのです ただ単純に空き家管理をしていくということだけではなくて

住宅全体、世帯構造も変わってきているわけですよ。世帯構造も変わってきていて、

そしてなおかつ、恐らくレオパレスなんかもふえてきていて、その中にはどのくらい
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の人が入っているかということも検証されていないみたいですし、実際に住民票のな

い方がどの程度嵐山町に住んでいらっしゃるかということも検証されていないという

ことはわかっているのです。そういった状況の中で、嵐山町は空き家率が低いですよ

って、全国的に見れば過疎地域がいっぱいあるわけですから、東京都内ですと千代田

、 、 、区なんかからは お金が払えないからみんな撤退していくわけですから 住宅として

そういうふうな形から見ると、4.2％というのは少ないのかもしれませんけれども、

実際に見ていると、住宅状況というのは、検証すべき時点に来ているとは思うのです

が、その点を伺いたいと思います。

次なのですけれども、もう一つ、社会保険料の形なのですけれども、この説明書の

中に書かれている社会保険料というのは、総務の中に書いてあるのは、私の写し方が

悪かったのですか。370万8,748円と自分では記録しているので、全然それが違ってい

たのかどうかわからないですけれども、実際の金額とは違うのかなと思ったりして、

、 、 。 。今見ているのですけれども あれっと思ったのですが 違うのかな 管理費ですよね

総務管理費で、労災に関しては20万8,022円というふうな感じでは書いてあるのです

けれども、私の写し方が間違っているのかもしれないのだけれども、現実的に、さわ

やか相談員のも入れて365万8,023円という形になってくるのですか。違うような気が

していたのですけれども、私の写し方が間違っていたのならば、ちょっとページ数も

書いてないのでわからないのであれなのですけれども、これで、全部加えて365万

8,023円というのが総務課で実際に持っている支出の内容という形でよろしいのです

か。私ちょっと違うかなと思っているのですけれども、それぞれの社会保険料という

のは、社会保険料は、さわやか相談員に関しては42万9,935円という形であって、そ

れで文化財発掘には3,702円という形で別にあって、別の形での社会保険料という形

ではないということですよね。ちょっと違うのかなと思って聞いていたのですけれど

も、それだけ確認したいと思います。

あと、こども医療費の関係に関しましては、もう言っても仕方がないのかなと思う

のですけれども、実際に、今準要保護、要保護もふえているわけですよね。それで、

こども医療費だけで医療費を抑えていくという感覚が私はおかしいなと思っているの

ですけれども、全体で見て医療費を削減していくという形でなく、こども医療費だけ

で嵐山町は医療費を削減していくという方針で、それもあれですか、国全体がそうで

はないからという形で、ほかの市町村見てみますと、重度心身障害者の医療費も窓口
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払い廃止しているところってあります。私、都道府県でやっているのかと思ったので

すけれども、そうではなくて市町村単位でやっている。ひとり親家庭の医療費の問題

も、窓口払いの廃止をしているところというのはふえてきている。そして、こども医

療費の問題に関しては、ほかの市町村と同じように合わせていかないと、この市町村

だけ突出してしないとか、別の形をやっていくというふうになってくると、親はみん

ないろんな方たちと接しています。その中で、嵐山町だけそれをやっていくというこ

とはもう無理ではないかなと思うのですけれども、かなり多くのお母さん方からは、

実は批判されています。批判されているけれども、それは町長のところに届かないと

いうことではないかと思うのです。町長は、そのことに関しては、耳を、アンテナを

持ってないのではないですか。救急車で運ばれて、例えば大きな病院に行きますと、

毛呂山のほうですか、埼玉医大に行くと、まず預かり金というのを出さないと診ても

らえないとか、そんなふうな形も言われているのです。そういった実際のこども医療

の現場というのを全く考えないで、そして、こども医療費を削減するという形で、こ

こにばかりに突出しているということに関しては、私は、反省なさっていいことだと

思うのです。ほかの市町村の首長さんたちといろいろ話を聞いていますと、やはり、

、 、医療費のことに関して こども福祉に関しては同じレベルにしていかないといけない

そういうふうな部分は、必ず見ていらっしゃるようですね。嵐山町だけ、ここでこど

も医療費だけで窓口払いの廃止をしないで、そして医療費全体を削減していく、そう

いうふうなこと自体があり得ていいのですか。これは、言ってもしようがないかなと

思いながらなのですけれども、一遍こぶしを上げてしまったらそれを下げないという

形でやっていくのと、そうではなくて、もう一回皆さんに慎重な意見を聞いていくと

いうことがあると思うのです。乳幼児が一番医療費はかかるのですよ。だけれども、

乳幼児には、本当は、全然、今の町長の考え方でやっていくと、入ってこない、窓口

払いの廃止を続けていることでの恩恵というのはなく、そして中学生に一番恩恵があ

る。それも、私立の小中学校に行っている子供たちにも恩恵がある。こども医療費の

窓口払いを続けていくことでの部分というのは、私どうやってそれが計算できるのか

わからないのですけれども、そこの部分というのは、反省すべき点ではないかと思う

のですけれども、こども医療費に関して、こども医療費の窓口払いを続けることで医

療費、医療費全体ですよ。高齢者の医療費やみとりのところでの医療費までも削減す

るということはできないと思うのですけれども、医療費全体を考えてこども医療費と
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いうことを考えられるべきなのか、ほかの市町村とペースを合わせないでも嵐山町独

自でやっていくだけのメリットというのは、どこに考えられているのか伺いたいと思

います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

安藤副町長、お願いいたします。

〇安藤 實副町長 それでは、１番目の問題ですけれども、渋谷委員さんおっしゃられ

るとおりかなと、自分の家の周りを見ても、あるいは市街化区域内の高齢化が進んで

いる地域を見ても、ひとり暮らしの方、あるいは高齢者がお二人でお住まいの家庭、

。 、 、 、本当に多くなっています そうすると お年寄りの見守りの問題 住宅政策以外にも

福祉にかかわる問題、さまざまなことが今後大変になってくるなというふうに感じて

います。そこで、ある自治体では、その地域が見守り活動を行う、あるいは家の草や

何かが茂っているその環境にかかわる問題も、地域を挙げて取り組んでいく、いろん

な形のものが出ているようでございまして、嵐山町としてどう取り組んでいったらい

いか、これからしっかり検討して進めていきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 続けて、井上総務課長、答弁をお願いいたします。

〇井上裕美総務課長 お答えいたします。

金額の関係でございますけれども、主要な施策の説明書、41ページに、下のほうで

ございますけれども、臨時非常勤職員管理事業というのがございます。ここで社会保

険料、先ほど渋谷委員がご指摘いただきましたように370万8,748円でございます。こ

の中には、先ほど申し申し上げました社会保険料が313万8,088円、それと雇用保険の

、 、 、 、関係 これが46万3,131円 労災保険の関係が10万7,529円 これが入っておりまして

合計がこの金額になるものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、岩澤町長、答弁をお願いいたします。

〇岩澤 勝町長 お答えをさせていただきます。

医療費の窓口払いの件ですけれども、渋谷委員さんのこういう細かいところまで検

証いただいて、お考えいただいているということに、先ほどから敬意を表すると言っ

ていますけれども、全くそういう姿勢がこういうものには必要だと思うのです。それ

で、そういうものを考えた上での、やっぱり嵐山町に貴重な財源を使う、そして嵐山
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町の町民福祉の向上を考えたときには、これは間違っていないというふうに先ほど言

わせていただきましたけれども、そう思っております。

それで、窓口払いということ、先ほどちょっとこだわっていろいろな形でお話いた

だきますけれども、こども医療費ということを考えたときに、無料化というのがどれ

ぐらい、全部同じレベルでやらなくてはおかしいではないかという話ありましたけれ

ども、全国で考えたときに、こども医療費の無料化というのがどれくらいばらつきが

出てしまっているのか、埼玉の中でもばらつきが出ている。それで、その上で窓口払

いをやっている、やらないというようなことになっているわけです。ですから、どち

らがどうだということになると、医療費が無料か、無料でないかというのは、それこ

そこちらのほうが額は大きくなるでしょうし、いろんな形で影響というのは大きいの

ではないかと思うのです。

それで、同じレベル、同じレベルということで何度もお話ございましたけれども、

やっぱりそういうふうにすべきだと思うのです、子育てなのですから。日本の大切な

、 。 、宝を育ているわけですから ですから国にしっかりしてもらいたいのですよ それを

国がやらない、しかも県がまだそこのところまで進まないというところを、医療費の

無料化を進めている、それできるからいいですよ、この地域は。だけれども、できな

いところは、まだ大変おくれていると思うのです。そういう地域というのは日本中に

ばらつきがすごく出てしまっている。それでこの辺は、そういう高いレベルの無料化

が進む中で、さらに窓口払いをということなのです。ですから、そういういろんな角

度から考えた場合に、私は、医療費の無料というのを義務教育のところまでやるべき

だと、やりたいということで、それがいいだろうと、議員の先生方のご指導いただき

ながら、そういうことも決め、それと窓口払いというのを、これが行われたという状

況を見てもらいたいと思うのですよ。燎原の火のごとくっていつも言っていますけれ

ども、ペラペラペラですよ。本当にこれはあっという間に広がっていく。それで、考

えてみてもらいたい。これは、本当にやりやすい、首長にとってやりやすいことなの

です。これやったからって批判が出ることってないのですよ。だけれども、やるとや

らないということを考えたときに、どうなのだということを、そこのところを私は重

く考えて、窓口払いは続けていただいている状況です。ですから、ぜひご理解をいた

だいて、議員さんからも、ほかの方で、そうではないほうがいいよという方がいらっ

しゃったら、話をかけていただけるとありがたいと思います。
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以上です。

〇松本美子委員長 渋谷委員、総括質疑、大変ご苦労さまでした。

質疑の途中ですけれども 暫時休憩とさせていただきます 再開につきましては 45分、 。 、

からということにいたします。

休 憩 午前１０時３０分

再 開 午前１０時４２分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き、総括に入らせていただきます。

次に、８番委員、川口委員さんに総括をお願いします。

どうぞ、川口委員。

〇川口浩史委員 初めに、中部清掃協議会についてです。昨日、支出について伺ったの

ですが、私が一番聞きたかったのは、反対者への対策費があるのかなと思って伺った

のですが、それはお答えがありませんでした。仮にあっても答えないのでしょうけれ

ども、そういうことで聞いたのですけれども……。

中部清掃協議会として、吉見町の大串地区に決定したわけです。ここは、既に中部

環境が焼却場を持って、現在も焼却をしております。そこの隣接地に今度建てるとい

うことであります。やっぱり、ここは、まずいのではないかなというふうに思うので

す。そもそも中部環境が建つ段階で地元住民は大きな反対運動も起こして、自殺者ま

で出たと、これ新聞に載っていましたけれども、裁判を起こしたわけです。その裁判

の、裁判所が和解で11～12項目あったかな、その第10項に、ごみ処理施設を新設また

は増設しないとこう明記されているわけです。この近隣を含めて、この地域に。そう

いう裁判所の和解なのです。それを両者が、吉見町と地元住民が和解を結んだとそう

いうところですので、そこにまた建てるということですから、これはやはりまずいと

いうふうに思うのです。

当初、吉見町の顧問弁護士もこの和解を知っていますから、あそこには建てられな

いよということを町長に申し出ていたと新井町長は、何て言うか、ふざけるなよでは

、 、 、ないだろうけれども 何としても建てようということで その顧問弁護士を首にして

。 、あそこに建てられるという弁護士を今度顧問弁護士にしたのです まさにあれですよ

、 、集団的自衛権の内閣法制局長官を取りかえて行使容認にしたような あのやり方です

あの地方版です。あれを吉見町はやったということで、道理に合わないことを私はや
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っているなというふうに思うのです。そこをやっぱり認めてはいけないというふうに

思うのです。それが第１点。

それから、地元住民からの要望ということを吉見町は言っているのです、新井町長

は。地元住民からの要望書が上がっているのですけれども、その要望書の表題には、

「一般廃棄物処理熱回収施設の建設について」と書いてあるのです。ごみ処理施設の

建設とはどこにも書いていないわけです。これは、熱回収施設だったら、私だって欲

しいというふうに思います。そういうのを要望があったとして、ごみ処理施設の建設

の要望があったとして、新井町長がそれを受けて、要望があったのだと言っているわ

けなのです。実際、それも地元住民の率ではもう50％切っていると。そういうことで

すから、こういう要望も話にならない要望書であるということ。

そして、３つ目に、あそこの地域は、吉見町の洪水ハザードマップでは、５メート

ルにも水につかる地域に指定されているということであります。それを、そういう地

域を想定して対策するには、また費用もかかってしまうということから、あそこの地

域に反対をすることが道理だというふうに考えるのですけれども、これだけ言えば普

通の人は反対を、そうだなというふうになるのですけれども、町長もそういうふうに

なっていただきたいと思います。ご答弁をいただきたいと思います。

それから、２点目です。今回の決算の中で、防空ごうが埋められておりました。あ

そこの防空ごうが価値があるかないかというのは私のようなものにはわかりません。

、 。私が問題にしているのは 何の議論もなしに埋められてしまったということなのです

埼玉県の平和資料館、東松山市にありますけれども、平和のために戦争時の物をいろ

いろ展示しているわけです。やっぱり戦争の遺跡について、嵐山町もとっておくもの

はとっておく、保存しておくものは保存して保存しておくということが必要ではない

かなと思うのです。

それで、伺いたいのは、何で議論もなしに埋められてしまったのかをちょっと伺い

たいと思います。

それから、３番目に自転車の活用、これたびたび一般質問でもしておりますが、活

用をまたお話ししたいと思います。

今年、広島で豪雨災害がありまして、その広島を含めて西日本の多雨、雨が多い、

そして日照が少なかったと、平年の半分だったというお話ですが、気象庁は異常気象

、 、であると その異常気象の要因に温暖化もその要因の一つだというふうに気象庁自身
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こう話しているわけです。

嵐山町は、環境基本計画のストップ温暖化地域推進計画をつくったわけです。温暖

化の要因であるＣＯ の排出量、嵐山町の平成23年度は、平成２年度の比で約２倍に２

なっているのだということです。それを削減するために、自動車からのＣＯ の排出２

を減らそうということを推進計画でうたっているわけです。21ページにありますけれ

ども、読まなくてもいいですね。そういうことで、自動車からの排出を減らそうと言

ったら、やっぱり役場の人間だってそれは努力しなければいけないというふうに思う

のです。私が前に質問をしたら、嵐山町は田舎だからどこにでも置けるので、自転車

など使う必要ないのだ、とこういう答弁だったわけです、ぶっちゃけて言えば。温暖

化を誰がつくり出したかという、私はそこには加害責任の認識がないというふうに思

うのです。今の文明を享受している人は全員加害者ではないですか。そうでしょう。

嵐山町民は立派な加害者です。ここに勤めている人も加害者です。やっぱりそこの責

任を自覚すべきだというふうに思うのです。そういうことで、加害責任を自覚してや

るために自転車をぜひ使っていただきたいというふうに思うのです。書いてこなかっ

たので、ちょっと１点そこで伺いたいと思います。

最後、不用額について、これ数年前に不用額の問題についてお聞きをしたのですけ

れども、今回２億5,000万円ほどなっているわけです。これだけのお金が余ったわけ

です。初めに伺いたいのは、区からの要望と対応数、率がもしわかりましたら伺いた

いと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

岩澤町長、お願いいたします。

〇岩澤 勝町長 中部環境について、ご質問をいただきました。

、 、 。 、中部環境 ご承知のように 吉見の庁舎で会議を開いております 大変お忙しい中

川口委員さんには傍聴に来ていただきまして、つぶさに会議の状況を把握をしていた

だております。感謝申し上げます。

そういった中で、今ご質問をいただきました。今までの経過も川口委員のお考えの

経過をお伺いをいたしました。そういう中で、さきの会議で、この場所も決定をさせ

ていただいたということでございます。そして、申すまでもないことですけれども、

熱回収施設をつくるに当たって、今まで私どもが使っているところは熱回収施設では

なくて、ごみの焼却施設なのです。そこのところで燃やしてなくすという焼却施設だ
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ったわけですが、今度は今お話のように熱回収施設として、資源として、ごみを、今

までの燃やしていたものを使ってやっていこうということでございまして、会議で賛

成を表明しましたとおり、この施設は一日も早く完成をさせるべきだいうふうに思っ

ております。これこそ町民福祉の向上に立った考えであるというふうに固く思ってお

りますので、１番の答弁とさせていただきます。

〇松本美子委員長 それでは、続けて答弁をお願いをいたします。

植木文化スポーツ課長。

〇植木 弘文化スポーツ課長 それでは、２番の戦争遺跡の保存についてお答えを申し

上げます。

戦争の惨禍を二度と引き起こさないように、過去の誤った出来事を記憶し、あるい

は語り継ぐということの意義は重要だというふうに認識をしております。その上で申

し上げます。

文化財の指定は、国は文化財保護法、県は県の文化財保護条例、町は町の条例に基

づいて指定を行っております。特に、土地に根差すものは、いわゆる記念物として史

跡という分類になっておりまして、町にとって歴史上、または学術上、価値の高いも

のというものが条件となっております。

特別委員会のときにも申し上げましたけれども、町には第二次世界大戦末期に海軍

関係の軍需工場や燃料を貯蔵したと見られる防空ごうなどが数カ所ございます。しか

し、現在のところ、国、県を含めて指定文化財となっているものはございません。そ

の理由としては、そうした遺跡の実体が軍の機密事項であったために、客観的な事実

を記載した記録が残されていないこと、また大戦末期に建設の途中で未完成のまま放

置されてしまったことにより、事実の検証が困難であり、形としてわかりにくく、実

体としての資料的な価値が低いなどということが考えられます。戦争遺跡の文化財指

定の難しさがそのあたりにあるというふうに考えております。

そこで、今回の埋め戻しについてでありますが、記憶に新しいところでは、全国的

に事故が頻発して、国が補助金を出して、危険な特殊地下ごうを埋め戻したことがご

ざいました。たしか小泉内閣のころではなかったかと記憶しております。町内でも、

平沢地区内の地下ごうを埋め戻しているかと思います。今回、杉山の地下ごうを埋め

戻したのも、通学路上にあるこの地下ごうの安全対策ということでございます。この

地下ごうについても、博物誌の聞き取り調査等でそうした情報があるのみでございま
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して、確実な記録は残されておりません。現状では、文化財指定に値する条件を満た

しているとは言えず、安全対策上の埋め戻しはやむを得ない措置であったかというふ

うに考えております。

ただ、埋め戻しというのは、遺跡の破壊ではございませんで、活用の方法なり、価

、 。値というものが見出されれば 活用することはできるというふうにも考えております

現状では、そうした判断のもとでの埋め戻しは、やむを得なかったのではないかと

いうふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、井上総務課長、答弁をお願いいたします。

〇井上裕美総務課長 お答えをいたします。

環境基本計画ということで、私が答弁することを想定はしていなかったわけでござ

いますけれども、ＣＯ の排出ということで職員も自覚して自転車の活用をすべきだ２

というご意見がございます。この件に関しましては、先ほど川口委員からもお話があ

りましたように、一般質問でも何回かご質問をいただいております。その都度申し上

、 、 、 、げてはおりますが 町の地形の問題 坂道が結構ありますから あるいは天候の問題

天候の問題と申しますのは、雨の日も風の日もたくさんあります。いつでも自転車が

活用できるわけではございません。そして、職員は定員適正化の中で減らしていると

いう状況もございます。そういったもろもろの効率的な面から考えたとき、果たして

自転車の活用が、確かにＣＯ の削減にはなるとは思いますが、それが適しているの２

かどうかということが問題になろうかと思います。人口の多い都市、前にも申し上げ

たと思いますが、そういうところでは駐車禁止の区域が多かったり、駐車スペースが

なかったり、そういうこともあって自転車の活用は有効な部分があろうかというふう

に思います。町にはそういう部分はございませんので、総合的なことを考えたとき、

自転車の活用は、まだまだ私ども嵐山町では効率的な面から難しいのではないかとい

うふうに考えております。

ただ、職員の中では、自主的に自分の健康管理も含めて、自転車通勤をしている職

員が、季節によりますけれども、多いときには10人前後の職員が通勤のために自転車

の活用をしております。また、職員の中でサイクリングクラブというのがございまし

て、サイクリングクラブ、今15人ぐらいいるとは思いますけれども、そういったこと

で活動もしている状況でございます。
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以上です。

〇松本美子委員長 中嶋地域支援課長、答弁をお願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 私のほうからは、区からの要望件数についてお答えをさせて

いただきます。

区からの要望件数、平成25年度は、73件のご要望がございました。このうち当該年

度の25年度中に対応ができなかった件数、こちらが29件ございます。この29件という

のは、ほとんどが道路の改修等の道路整備、あるいは側溝整備等の内容でございまし

、 、 、て 後年度の事業計画の中で計画をさせていただきます 検討をさせていただきます

ということでお答えをさせていただいているところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員どうぞ。

〇川口浩史委員 中部清掃協議会は、そうですか。あれだけしゃべると普通はそうです

ねと言うはずなのですけれども、逆なのですね。町民福祉の向上になるのでこれが一

番だというふうに言われてしまうと、もう何言ってもだめでしょうから、ただ、地元

住民は行政と約束したことが、単なる約束ではないのです。裁判所の和解ですから、

それが守られないというのは本当に行政への不信を強くするというふうに思います。

町長もその不信を買うという人になってしまうということで、不名誉なことになると

思います。それだけ申し上げておきます。

戦争遺跡なのですが、機密事項であったり、未完成であったりとなかなか事実の検

証が不可能な面があるのだということでおっしゃりながら、埋め戻しはやむを得なか

ったということで、検証がされていないのにどうしてやむを得なかったというふうに

言うのか、ちょっと私にはわからないのですけれども、百穴にしても、松山城の下で

もあそこは一緒なのかな、でもそうですよね。これ、吉見町どういう対応でとってい

るのか。遠くでは、長野県の松代大本営、私もあそこの地下入ったことありますけれ

ども、あれは長野県で保存しているのか、松代町で保存しているのか、ちょっと私も

そこまで調べてありませんけれども、保存をしているわけです。ですから、嵐山町も

今そういう審議をする場所、条例がないのであれば、やっぱりつくってでも保存をし

ていくことが必要だというふうに思うのです。その上で、ここは残しておこう、ここ

は埋めてもいいでしょうとそういう判断をしていくことが必要だと思うのです。課長

だけの判断でやむを得なかったなんていうことでは、これでは、幾ら課長が見識があ
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っても１人で決めるのでは、これはまずいわけです。そういうことで、条例が必要だ

ということをおっしゃって、ほかの文化財がそういうことでおっしゃっているのです

から、条例化をしていっていただきたいというふうに思います。お答えをいただきた

いと思います。

それから、自転車の件で、天気の件は再三私も申し上げているとおり、雨の日に乗

ることはないです、乗らなくていいというふうに私はもう申し上げているわけです。

坂は多いですよね、ここ自身が。それで、電動自転車と言ったら、あれはすぐぼっ壊

れるからなんて話をしてくるわけです。もう８年も乗っているのだと言っているわけ

ですので、そういう面では乗り方もあるのではないですか。

、 、 、要は 加害責任を 広島の豪雨のようなことが日本中で起こる可能性があるのだと

これは専門家が言っているわけですから、嵐山町でいつ起きたっておかしくないわけ

です。その加害責任を感じたら、少しでも何でもやってやろうというのが、そういう

気持ちが沸くのが普通ではないのですか。そういう気持ちのもとで推進計画をつくっ

てきたのではないのですか。それは別なのだと言うのだったら、お話しいただければ

いいですよ。それで、要は、田舎だから、車どこでもとめれるからということを言っ

ているのですけれども、田舎で何で自転車が悪いのですか。堂々と乗って、私に言わ

せれば旗を立てて乗ればいいのです。その旗に「嵐山町はＣＯ 削減のために自転車２

を活用しています」という、そういうアピールを町民にするべきです。してください

よ。話題をつくりなさいよ、私に言わせれば。新聞、テレビに載るような話題をつく

っていかなければだめです。ただ、協議だけしていたのではだめだということをもう

一度申し上げて、ただ、課長ではもうそこまでしか答弁できないでしょうから、どっ

ちか２人の方にお聞きしたいと思います。課長では同じことを言うでしょうから。

それから、不用額の件なのですが、そうですか、ちょっと予想がずれてしまって、

これもまた困ったなって今思っているのですが、全部、後年度でやるというような。

本当は残事業がないと困るのですけれども、残事業を優先してやるべきだって、ここ

でこう言いたかったのですけれども、町長が、前、私が質問したときに、職員が努力

して経費を余らせて何が悪いのだって、その余ったお金が不用額になるのだと、そう

いうお答えをしたのですけれども、もちろん最少の経費で最大の効果を上げるという

、 。 。 、のは これは当然です これ自治法に書いてあるまでもなく そこで生まれた差額を

問題はその差額をほかの事業で生かすことが必要だと、その上で余ったのなら、今回
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、 、ちょっとその上で余ってしまったのだから ちょっと言いようがないのですけれども

それを私は、しっかり町長のほうにはお考えを持っていただきたいと。余ったから、

もうそのまま余らせておきますではなくて、必要な事業がもしできる事業があるのな

ら、それを優先してやるべきだということを、ちょっと考え方だけ伺っておきたいと

思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

植木文化スポーツ課長お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

少し前の統計になりますけれども、平成19年６月現在で、国が10件、都道府県が７

件、市町村が62件の文化財指定、戦争遺跡に関する文化財指定がございます。全国で

ございます。そのほかに登録文化財が48件、国の登録文化財です。それから、特別区

、 。 、の登録文化財が４件 合計で131件の戦争遺跡の指定がございました 特にその中で

、 、 。広島の原爆ドームは その後 ユネスコの世界遺産に登録をされたりもしております

しかし、先ほども申し上げましたように、文化財の指定は難しさがありまして、非

常に少ない数でございます。ご指摘のように、著名なものでも、長野市の松代大本営

の地下ごう、それから横浜市の日吉の慶應義塾大学のキャンパス内の旧海軍司令部の

地下ごうなどは指定となっておりません。観光協会あるいは保存会というような団体

が保存をして、一部公開されているものもあると、それが事実でございます。

埼玉県内では、深谷市に国の登録文化財が１件あるのみで、近隣の吉見百穴、ある

いは松山城の地下にも地下軍需工場の跡の地下ごうがありまして、一部が公開されて

、 、おりますけれども こちらについても吉見百穴の指定地とかぶっているということで

その地下の軍需工場の一部が公開をされているということでございます。

吉見町に伺ったところによりますと、戦後10年ぐらい経過した時点での工事に参加

、 、された方からの聞き取り調査があるのみで やはり客観的な資料がないということで

指定は見送られているということでございます。また、吉見町内には数カ所の地下ご

うがございますけれども、崩落の危険性があるということで、場所の情報も公開はし

ていないということでございます。

現状では、町の条例、国の法に照らして、法令に基づいての安全対策上の措置とし

て今回の埋め戻しがされたものでございまして、個人の判断で行ったものではござい

ません。
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以上です。

〇松本美子委員長 続いて、井上総務課長、答弁をお願いいたします。

〇井上裕美総務課長 ちょっと私の答弁の中で、言葉が足りなくて誤解をされている部

分があると思いますので、その点について答弁を差し上げたいと思います。

まず、天気の関係も申し上げました。これにつきましては、夏の暑い時期、冬の寒

い時期、こういった時期に自転車を活用するということは、職員の健康管理の面でも

ちょっと問題があるだろうということがあります。先ほど、田舎だからどこでも車を

、 、駐車できるから必要ないというふうに申し上げたわけではなくて 都会といいますか

人口密集地域と申しますか、そういったところのほうが自転車を有効に活用できるで

しょうということで申し上げたわけでございます。

ＣＯ の削減につきましては、自転車に限らず、あらゆる面で努力していかなけれ２

ばならない問題だというふうには認識しております。ストップ温暖化計画の中でも、

できるだけ自動車の使用は控えて自転車や公共交通機関の利用に努めますという形で

記載もございますので、町の職員が出張する場合などにつきましては、なるべく公共

交通機関をこれからは優先していくのが必要ではないかというふうに考えておりま

す。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、岩澤町長、答弁をお願いいたします。

〇岩澤 勝町長 答弁させていただきます。

今、そのＣＯ の削減の話ありました。課長のほうからの答弁ございますが、その２

ような形で町として進めさせていただいているということでございます。

それで、つくっていただきましたストップ温暖化の推進計画の中にも、今のように

自動車を控えて自転車を活用しましょうというのが書かれております。それで、ここ

に書かれているものも、９個書いてあるからというのではなくて、これだけやればい

いというものではないわけですけれども、９個ある。それで、そのほかにもたくさん

あるのです。ＣＯ 削減のために頑張っていきましょうというのが、家庭でのエネル２

ギーの使用量を考えていきましょうとか、緑のカーテン、遮光カーテン等を、家庭の

電気製品を買いかえるときは考える。家を新築、改築するときは太陽光発電等のエコ

ドライブをやってとか、いろいろあるわけです。そういうことを当然念頭に置いた上

で、さらに自転車を使っていきましょうという考え方だと思うのです。それで、基本
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的に、先ほどから話をしていますように、あなた方は罪つくりなのだと、そういうこ

とをやっているのだということなのですよね、ＣＯ をつくっているわけだというこ２

とです。そういう意識を持ってやりなさい、そのとおりだと思うのです。そういう意

識があるから皆さんが家庭の中で、あるいはいろんなときに温暖化対策ということを

話に出すわけです。

特に、このところで異常気象というのが毎日というか、毎月というか、本当に次か

ら次にいろんなことが起きてくる。異常気象というのが毎日言われたり、毎月言われ

たりと、異常気象というのは30年に１回あるかないかというのを異常気象だという話

を聞いているのですが、それが毎月だとか何だかということになると、どういうこと

なのだろうということなのですが、だからストップ温暖化、ＣＯ ということになる２

わけですけれども、そういうものを自転車を例に挙げたのはわかりますけれども、た

だ嵐山町で今自転車を皆さんがいろんな形で車のかわりにお使いくださいというよう

なことを町として、行政として進めていくというのはちょっとどうかな、今、それだ

けの勇気が私にはちょっとない、というのは、道路ができているところを、自転車専

用道路みたいなものが全部つながっているとか、あるいは県でも緊急にやっています

けれども、道路改正ができないので道の脇のところに青いラインを塗って、このとこ

ろをということで、道路が直せないのでそういう状況をつくって車を通している。そ

ういう中で自転車をということですから、ちょっと嵐山町の中では、今すぐすぐとい

うのは危険かな。

それと、これは全く別の話になってしまいますけれども、自転車を乗るのに今県で

も県警でもヘルメットを自主的にやってくださいと、皆さんやってください、お母さ

んもかぶってくださいという運動をやっているわけですけれども、町でも子供たちに

はやらなければいけないというように考えていますが、これからは。そういうような

状況で、まだ環境整備というのが少しできてないかな、そんな感じがしております。

ただ、ＣＯ 削減については、しっかりと、推進計画もできているわけですので、２

それらに沿ってやっていく。特に、自然を愛しということで嵐山町では緑と環境をと

いうことを一番重きに置いて、そして町民も誇りに持ってそれらを進めているわけで

すので、委員さんおっしゃるようにＣＯ 削減には、さらに町でも自転車以外にも取２

り組んでいきたいというふうに考えています。

それから、不用額の話がございました。そして、町のほうで、毎月いろいろ課長会
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でも報告をしながら、検討しながら事業について、地域から要望が上がった事業につ

いてやってきているわけです。それらについては、今まで行ってきている判断基準、

それに沿って、すぐやれることはすぐやる、そうでなくて、全体計画の中で考えてい

くということを担当課で考えたものについては、そういう中で考えていっていただく

ということで課長会にも報告があります。そういう中で事業は行わせていただいてお

ります。

それと、お金が余ったというのですけれども、余ってしまったのではないのです。

いろんな努力をおっしゃっていただきましたけれども、そういう状況の中でできるだ

け残していくということで、そういう形で結果として２億5,000万ということがある

わけですけれども、できるだけそういう形でお約束をして議会で承認をいただいて、

やっていいよと、やりなさいよと言われた事業はしっかり計画どおりにやっていく、

つくる、使用するということでやらしていただいております。ですので、これからも

そういう形でお願いをした、そしてご理解をいただいたものについては計画どおり、

しっかり期限内に仕上げていって、町民要望に応えていくというふうにやっていきた

いというふうに思います。

それから、これはちょっと念のためですけれども、私、この９月で10年目を迎えま

した。本当に皆さん方にお世話になって10年を迎えることができました。それで、一

番最初のときには、この地域要望というのが、区長から町でいろいろお届け物をして

たときに聞いてきなさいということで、ご用聞きって言っているのですが、そこのと

ころで話を聞いてきて、そうするといろんな要望が、この道路がもう何年も前に言っ

てあるのだけれどもとか、このふたがどうだとか、電気の球が切れっ放しだとか、い

ろんなことが上がってきました。それらを一つ一つ担当課で努力をしていただいて、

今上がってくる枚数というのは、本当に限られた枚数、そして、その中でもやれるも

のはすぐやる。だから、課長会が開かれる、報告が出る前にもう終わってやってしま

ってもらっているものなんかもかなりあります。それで、そういう状況ですので、地

域から言われているものって、本当に道路広げてくださいとか、道路舗装してくださ

い、土側溝を直してください、側溝があるところをふたをしてくださいとか、そうい

うようなのが多いです。ですから、これからも町民要望が上がったものについては、

真摯にしっかりスピードを持って応えていくというふうにやっていきたいというふう

に思います。
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残事業と言いますか、要求のあったものについてはそういう対応をこれからもしっ

かり図っていきたいというふうに思います。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、３回目ですけれども、どうぞ。

〇川口浩史委員 戦争遺跡なのですが、そうですか、なかなか条例をつくってやってい

るところというのはないのですか。そうすると、嵐山町は保存会待ちになるというこ

となのですかね。そういうことでは、いろんなものが経年劣化でしていくわけですの

で、まずいなというふうに思うのです。これ至急調査をしていただいて、ここは残し

ておこうというところをやっぱり町自身で判断をして、私はやっていただきたいとい

うふうに思うのです。もう、課長はやりそうもないので、ちょっと町長にお願いした

いと思います。

それから、温暖化の関係なのですが、夏と冬、それは暑いとき、ばか寒いときにそ

れはいいですよ、乗らなくても。天気がよくても体調が悪いときだってあるのですか

ら、そういうときも乗らなくていいですよ。本当に調子のいいときに乗っていただく

だけで、それは前もお話ししているわけです。

上尾市は、上尾市も結構、細い道路あったり、歩道がなかったり、いろいろ知って

いますよ、私、行ったりしたことありますけれども、あそこが自転車を進めるまちづ

くりとかっていう何かそういうことで、あそこのブリヂストンありますからやってい

るのです。むしろ、私は職員に危険な道路の改修を知るためにも、私は乗っていただ

きたいというふうに思うのです。

それが第１点と、それとＣＯ を削減するのに、町もそうやって努力しなければな２

らないのですけれども、やっぱり町民です。この推進計画の薄っぺらい文を、あれを

配布しただけで理解してくれるかっていったらなかなかわかっていても難しいという

面があると思うのです。職員自身が努力しなかったら、そういう点で、先ほども申し

上げましたとおり、自転車に旗立てて、嵐山町はＣＯ 削減に自転車を活用していま２

すよ、それで乗り回すのです。そういうことしなかったら町民の協力なんか得られな

いのです。そうでしょう。やっぱり話題をつくっていかなかったら、やっぱりだめだ

と思うのです。話題をつくろうともしないのだよね。ただ、夏暑いから、冬寒いから

とか、そういうことで話題づくりをして、できれば新聞、テレビに載るような話題づ

くりをしていって、嵐山町という町はおもしろいなと、ほかにも波及効果及ぶかもし

れないではないですか。ぜひ、やっていっていただきたいと思うのです。町長にお願
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いしたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁を岩澤町長、お願いいたします。

〇岩澤 勝町長 防空ごうを町の判断でということでご質問をいただきました。課長の

ほうから細かい答弁をさせていただきました。

町がということですよね、町の判断でやりなさいということなのですよね。ですか

ら、町では法令準拠なのです。決まったことをやるわけなのです。それで、いろんな

形でそういうものを史跡として残すとか、あるいはいろんなものを文化財として残し

たいとかいうような取り組みというのは、地域の皆さんが長い間、そういう思いを持

って、その物に対して、そのことに対して、その人に対して、そういうものに対する

思いとものがずっとあって、今、三富やっていますよね、三富新田。あそこのところ

もそういった人たちが長くやってきた中で、循環型農業というのを今、認めてくださ

いよという中でやって、今まで杉山の防空ごうについて、地域の中でどうするとか、

ここのところの保存のために町の補助金があるとか、あるいは組織づくりをやるべき

だとかいうような話も、私はまだ聞いておりませんでしたけれども、そういうような

ことというのがあって、そこのところをそういうふうにしたからといったって、そう

いう思いがなければだめですから、ですからそういった意識づくり、平和に対する考

え方、しっかりした思いというようなものを町でも、あるいは地域の人たちも、ある

いは個人個人がしっかり思えるような、そういった意識づくり、人づくりというもの

が、町にはしっかり求められているのだろうと思いますし、そういうことを委員さん

おっしゃっているのではないかなというふうに思うのですが、そういうふうに思って

います。平和に対しては。

それから、ＣＯ 、環境問題についてもそうです。ちょっと極端なこと言っていま２

したけれども、危険なところも自転車で通って、それをあれなのだということですけ

れども、それぐらいの意識を持って取り組んでいかなければいけませんよということ

だと思うのです。全くそのとおりだと思うのです。ですから、そういった意識を町民

の人たちに持ってもらう、この意識づくりをいかに、さらに進めていくか、これが行

政に求められていることだと思うのです。

それでどういうことやるかというのは、この計画の中に書いてあるのです。緑のカ

ーテンをつくりましょうとかいうことなのです。電気製品を買いかえるときには省エ

ネのものに選びましょうよとか、あるいは電気の球をどうしましょうよというような
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ことを書いている。エコドライブ、ドライブやるときにはどうしましょうよ、太陽光

発電等の設備導入を考えていきましょうよということを書いてあるわけですけれど

も、こういうものというのを総体で町とするとやってくださいよという、この行政と

しての取り組み、これを町民の人たちにそれこそ話題をつくって発信をしていく、そ

ういうことが必要なのではないかと思うのです。ですから、そういうものを補助金、

助成金を出したり、あるいはいろんな考え方のもとでやっていったりというようなこ

とやっていますけれども、委員さんおっしゃるようにさらにこれを進めていかなけれ

、 。ばいけないというご指導はおっしゃるとおりだと思いますので 進めたいと思います

〇松本美子委員長 川口委員、どうもご苦労さまでした。

それでは、暫時休憩を取らせていただきます。再開につきましては、40分とさせて

いただきますのでよろしくお願いいたします。

休 憩 午前１１時３２分

再 開 午前１１時４０分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

長島委員に総括質疑をお願いしたいと思います。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 それでは、指名がありましたので、質問させていただきます。

３点ほどお願いしたいというふうに思いますが、よろしくお願いいたします。

まず１点目に、ボランティア支援事業についてお伺いをいたします。ふれあい交流

センターの開設以来、ボランティアセンターでボランティア活動の支援事業を始めて

おります。ボランティア支援について、センターの開設の目的、ホームページから読

ませていただきますが 「ボランティア活動をしてみたい、ボランティアをお願いし、

たいなどといったそういった相談の窓口です。ボランティアコーディネーターがお話

を伺い、ボランティアの橋渡しを行います。また、ボランティアに関する情報収集や

広報活動、研修、講座の開催、ボランティア団体、関係機関との連絡調整も行う事業

を行います」と、そのような説明がされております。

そこで、お伺いをいたしますが、平成25年度、約180万円ほどの支出で個人、団体

への支援、運営管理など事業を行っておりますが、課題をお伺いをしたいというふう

に思います。及び個人の申請数、また参加者数、また団体の申請数等もお伺いをした
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いというふうに思います。

２点目に移ります。２点目は、元気アップ事業についてお伺いをいたします。この

事業については、昨年の委員会、一昨年というかちょっと不明でございますが、説明

がございまして、比企郡の９市町村で構成し、元気アップ実行委員会をつくり、比企

郡内の人口増加、定住促進が一番の目的ですと答弁されておりました。

私としましても、比企がいろんな面でタッグを組む、似たような地区での課題を話

し合う、全体で活性化を図る、すばらしい事業だというふうに思っております。課題

もあると思いますので、現在進めている事業を含めて、お話をしていただければとい

うふうに思います。

３点目でございますが、広域路線バス事業についてお伺いをいたします。この事業

には約830万、大きなお金が支出されております。ときがわ町との共同運営により、

少ない利用者ながらも、利用者にとっては利便性のある事業となってきたというふう

に思います。また、町内の循環、北部方面においても、同様に思われます。

しかしながら、利用者が少ない現状であり、利用者の分析、現行の運行の課題をお

伺いをいたします。及び負担金、補助金がどのように使われたのか、お伺いをいたし

ます。また、利用者等のアンケートもとっておりましたら、結果をお聞きをしたいと

いうふうに思います。

質問としましては、以上３点、よろしくお願いしたいというふうに思います。

〇松本美子委員長 それでは、順次答弁をお願いをいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 それでは、私のほうからは、ボランティアの関係につい

てのお答えをさせていただきます。

ボランティアセンターにつきましては、平成24年６月に設置をされました。25年度

のボランティア登録団体数が49団体、個人の方が56人いらっしゃいました。センター

としての事業ですけれども、幾つか今、委員さんお話しになりましたような幾つかの

事業を行うというふうに条例でも定めておりますけれども、その中で、センターとし

てはボランティアの方への支援、あるいは普及啓発とか研修・育成というような目的

で、まず公開講座を実施しております。９月８日とそれから12月８日、２回講座を行

いまして、９月には82名、12月には66名の参加をいただきました。また、ボランティ

アの登録をされている方、あるいはボランティアをしてほしい方、そういう方たちの
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仲を取り持つためのマッチング交流会といたしまして、交流会を行いまして、施設関

係の方が12施設、ボランティア団体が18団体、個人の方お二人が参加して10月５日に

その交流会を実施しております。

また、ボランティアセンターの事業、広く町民に知っていただいて、新たにボラン

ティアに興味を持っていただく機会として、ボランティアフェスタというのを実施し

ておりまして、こちらは今年の３月２日に行いまして、270名の参加をいただいてお

ります。

また、ボランティアの活動状況としましては、49団体中39団体の方が活動報告をい

ただいておりまして、町内が38団体、町外の団体が１団体、延べ405回の活動がされ

ております。それから、その405回は報告をいただいた数でございますが、そのうち

の14件については、ボランティアセンターが仲介をして実施をしていただいた件数で

ございます。まだ、非常に少ないのが実態でもございます。

ボランティアセンターを通さずに、社会福祉協議会ですとか、あるいは施設にじか

にお話をしていただくというようなことが、ボランティアセンターの設置以前から行

われているものについては、そういう方法をとられているというところが多くて、な

かなかセンターが仲介して活動していただくというところまでは至っていないのが現

状でございます。

ボランティアセンターが設置されて以来、今現在、登録をしていただいている団体

というのは、福祉関係、それ以前からやられているもの、例えば高齢者あるいは障害

者支援というような関係の福祉関係のボランティアですとか、あるいは学校応援団や

登校見守りのような子育てに関係するようなボランティア、あるいは地域活動や防災

などの地域コミュニティに関するボランティア、そのほかにも防災ボランティアです

とか、多岐にわたるボランティア活動があるわけなのですけれども、こういった活動

を今、縦割りでくくり切れない部分が多くあるわけなのですけれども、ボランティア

センターがこうしたボランティア活動、全てを一括で管理をするということは現実的

、 。ではないというふうに考えておりまして かなり困難があるということでございます

ただ、センターでは、そうした情報を全て網羅して、把握をしておくということが大

切だろうというふうに考えております。そして、ボランティアをやりたい人には、そ

の機会、その情報を提供し、そしてボランティアを受けたい人、必要とされる方には

ボランティアを紹介したり、あっせんしたりするというような、そういう役割が求め
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られているのかなというふうに考えております。

設置要綱にもありますように、ボランティアを登録していただいている団体や個人

の方につきましては、そのスキルアップを図っていただくための支援、研修会や講習

会等を開催してスキルアップを図っていただく、あるいは必要な情報を収集し、研究

し、そういったものをあわせて提供していくということがボランティアセンターの大

きな仕事ではないかというふうに考えております。

いずれにしても、平成25年度につきましては、まだ設置して１年が経過しておりま

せん。ということで、言いわけにはなりますけれども、徐々に町民の方にも周知を図

りながら、実績を積み重ねていって、最初に申し上げましたような本来の機能という

か役割というものが十分に果たせるように、これから努力をしてまいりたいというふ

うに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは続けて、中嶋地域支援課長、答弁をお願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 私のほうからは、まず比企元気アップ事業について、お答え

をさせていただきます。

委員さんご質問していただきましたとおり、比企元気アップ実行委員会が設置をさ

れておりますが、この設置目的といたしますと比企地域の市町村及び県、地域団体が

連携を図り、比企地域を取り巻く大きなチャンスを生かして、地域の活性化につなげ

ることを目的とするということで、この実行委員会が設置をされております。

そういたしまして、この事業の内容でございますけれども、平成25年度について、

どのような事業を行ったか、まず申し上げたいと思います。

この事業の予算的なものを申し上げますと、収入といたしましては、委員さんご質

問にありました、９市町村の負担金、それぞれが10万円ずつで90万円でございます。

さらに 埼玉県のふるさと創造資金 こちらの資金をいただきまして この金額が90万、 、 、

円、それから預金利子等、繰越金を含めて25年度の予算は180万123円という予算でご

ざいました。

これに基づきまして、25年度実施いたしました事業といたしますと、観光部門とそ

れから企画的な部門、この２つに分かれておりますが、申し上げたいと思います。ス

イーツサイクリングｉｎ森林公園という事業を行っております。それから、比企グル

メツアー、それからＰＲパンフの作成、これはスイーツ、比企地域内のスイーツのパ
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ンフレット、こういったものを作成しております。それから、ホームページのリニュ

ーアル、それから各種イベントへの出店、それからＮＨＫ公開セミナーのときがわ町

の文化センターでのＰＲ、あるいは青少年夢のかけはし事業、これも東松山の市民文

化センターで行われました、こういった事業への共催。そして、企画部門といたしま

すと、広域観光活性化セミナー、これは職員ですとか、あるいは観光協会、そういっ

たところにも呼びかけまして、セミナーを開催をいたしております。さらに、そのセ

ミナーの延長といたしまして、比企エリアのプロモーション戦略の策定という形で、

今後のこの実行委員会として戦略、どのような形で進めていくか、そういったものも

検討をいたしております。

それで、今、１つのこの課題でございます。今現在、このセミナーを開いた中でも

一番の課題となりましたのは、埼玉県と言えばということです。埼玉県と言えば、ど

こをイメージするか。それは、埼玉県内の県民もそうですし、県外の方たちがそうい

った課題に対して、埼玉県と言えばどこをイメージしますか、その中で恐らくイメー

ジされるのは、例えば小江戸の川越ですとか、浦和レッズのある浦和、あるいは観光

と言えば秩父というようところ、すぐ出てくるのかな、その中で、比企という位置は

県外の皆さんにとって、埼玉県と言えば比企と言っていただける方がどれだけいるだ

ろうか、結局、行き着くところは、埼玉県の中心にあります比企地方、この地域にあ

る資源、それは我々としますと、川越や秩父やそういったところに対してまさるとも

劣らない資源があるのではないか、あるだろうと、それをまず我々職員同士が出し合

って、埼玉県と言えば比企と言われるような、そういったＰＲ活動であったり事業、

それに取り組むことが最大の今の課題ということで、そのためにはどうしたらいいか

ということで、一つの戦略としてスイーツフェスタを行ったり、あるいは各種事業へ

ゆるキャラを参加させて、この比企地方をＰＲをしたり、あるいはサイクリングのツ

ーリストを招くというような事業を行って、その戦略を進めているという状況でござ

います。

続きまして、路線バスについてお答えをさせていただきたいと思います。路線バス

につきましても、委員さんからご指摘が、ご質問がありましたとおり、25年度の実績

を申し上げますと、まずはときがわ町との負担金については、これは固定額でござい

まして、300万円の支出をさせていただいております。さらに、町の２つの路線、嵐

山の循環器線とそれから市外の循環線、こちらについての補助金として527万6,000円
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を支出させていただきました。この支出額を見てみますと、この３年間ほど、ほとん

ど同じぐらいの額の補助金を出させていただいている、ということは、いわゆる利用

者数を考えてみても、その乗降客数については、あまり変動がないというふうになり

ます。そして、この補助金の内訳でございますけれども、どのような形でこの補助金

を算出しているかといいますと、この２つの路線に対します、いわゆるイーグルバス

の、その運行経費、それから車両代、それから直接の人件費、こういった経費からい

わゆる運送収入、利用料金、これを差し引きまして、その不足分をこの額で補助をさ

せていただいているというものでございます。

現在の状況を分析ということでございました。町のほうでもイーグルバスに乗降客

の状況、要するに何時に発進している路線は駅の東口で何人乗って、その方たちがど

こで何人おりたというようなデータをいただいております。これを見させていただき

ますと、まず駅から発進をして乗る乗客は、朝方に集中をしている。そして、おりる

場所は工業団地、それ以外の乗降客のところは非常に少ないです。本当に乗る人もほ

とんどいないという日も結構あります。ですから、ほとんどの駅発の利用者というの

は、工業団地の利用者が多いと、それ以外の一般の利用者の方は非常に少ないと。ち

なみに、例えば、嵐山病院さんを通る路線を考えても、嵐山病院でおりる乗客数は非

常に少ない、１日に１人か２人、そんなような状況でございます。

そして、今後の一つの課題でございますけれども、この補助金が変わらないという

理由には、一つ理由がありまして、イーグルバスがほかの路線で運用している、そう

いったものを赤字補填を内部留保といいましょうか、そういう形で努力をしていただ

いて今の現状があるということもございまして、例えば補助対象になっていない工業

団地線、花見台の団地線があるのですけれども、その辺では、その部分が今いただい

ているデータでは1,000万円ぐらいのマイナスが出ていると、それをほかのところか

らの補填で運用をしているという状況でございます。現在、一番苦慮しているのは、

まずは人の確保、いわゆる運転手さんの確保というのがイーグルバスさんに聞きます

、 、 、と 非常に運転手のなり手がいない 確保ができないという状況が現実に起きている

その人件費の増嵩というのは今後ますます見込まれるし、その運転手の確保というの

が非常に今困難な状況であるという状況も聞いております。そういったことが、今後

どのような影響になってくるか、町にそれが補助金の増額であるとか、あるいはそう

いったものが相談が寄せられてくるということになるかと思います。
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それと、もう一つは、アンケートの関係でございます。こちらについては、イーグ

ルバスさんのほうでバスの中にはがきといいましょうか、ご要望とかそういったもの

を書いていただけるような、そういうシステムを持っておりまして、ほとんど、余り

このアンケートというか、それで要望で上がってきているものはないのですが、私の

ほうにいただいておりますのは、これは2010年から2012年までのものが４件いただい

ております。その中の要望といたしましては、女性会館前と大蔵の間に蛇坂上のバス

停を希望しますとか、あるいは巡回バスでベイシアに行けるようにお願いをしたいと

か、あるいは役場入口のバス停をもっとＰＲしたらもう少し乗降客がふえるのではな

いですかというようなご意見、こんなようなご意見をいただいております。

なお、町のほうに直接的にこのバス停等のご意見というのは、ほとんどございませ

ん。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員の総括質疑の途中でございますけれども、暫時

休憩とさせていただきます。再開につきましては、１時30分とさせていただきますの

でお願いいたします。

休 憩 午後 零時０１分

再 開 午後 １時２７分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

長島委員の総括質疑ですけれども、２回目からということになりますけれども、お

願いいたします。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 それでは、再質問させていただきます。

いろいろなデータを聞かしていただいてありがとうございました。全然知らないこ

とが多くありまして、どこから質問していいかわからないような状態でございますけ

れども、順次、私が肝心なところだと思っているところを質問をさせていただきたい

というふうに思います。

まず、ボランティアセンターの関係からでございますけれども、25年度に限って、

始まったばかりなので、思ったようにまだ推移をしているわけではないと。特に、嵐

山町のボランティアの全体を統括するまでにはまだいってないと。現状は統括はされ
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てない、把握も完全にされているわけではないというふうなことで伺いました。

所期の目的というのは、私も一般質問でやったことはございますが、やはりこれか

ら進むに当たって、そこに１番の目的に書かれているとおり、私はボランティアをど

こかで、町にボランティア活動をしたいと、そのように思っている方が駆け込むとこ

ろがボランティアセンターだというふうに思います。そこから物事が始まっていくと

いうふうに思いますので、やはりそこを基本に考えていただいて、統括できるところ

までの団体にはちょっとほど遠いよと、そこまでは持っていけるかどうかわからない

よというふうなことではなくて、そこの中で人員が足らないのであれば、まだふやし

てでも、全ての方が、これから多くなっていくボランティアを目指している方に、十

分情報が提供できるようにやっていきたいというふうに、それが課題だというふうに

思うのですが、その点について考えをお伺いしたいというふうに思います。

２点目の元気アップについては、いろんな事業、これについてもなさっているなと

、 。 、 、 、いうふうに感じ 思っています ついこの間 私 課長も説明がありましたけれども

スイーツフェスタ、今年初めてではないかなというふうに思いますが、私もちょっと

行こうとしたら、時間を間違えてしまって行き損ねてしまったのですが、何か東松山

で中心に、何かいろんなスイーツを出して売ると。その中で、去年から東松山では梨

ジュースですね。それで、今年では、けさも新聞で見ましたですけれども、新聞だっ

たかな、ちょっとよく、一つの情報で見ましたですが、梨のゼリーを今年は販売する

のだと、そんなふうに聞きました。各自治体とも元気アップと絡めて、各自治体をＰ

Ｒする。町として、比企が独自性が出ていくように、埼玉といえば比企という先ほど

課長からありましたように、そのように目指しているのではないかなというふうに思

います。

それで、これからお聞きをするのですが、県も90万円を出しているということでご

ざいます。県の目的は、当然比企の元気が出るようにということで、うちのほうも負

担をしましょうということでございましょうけれども、県の目的はそれだけなのでし

ょうか。ほかに大きく考えているものがあるのではないかなと私は思うのですが、そ

の点がおわかりでしたらお伺いをいたします。

それと、定住促進の効果というのは、そのようなものを含めて、それが定住促進に

つながればいいなというふうに考えているのだというふうに思いますが、定住促進に

限って、何かありましたらお聞きをしたいというふうに思います。
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それとあと１点、広域路線バスなのですが、本質問に入る前に、課長にちょっと先

ほどの答弁の中で、私だけではなくてほかの方もちょっとよくわからないのだという

ふうなことがあったものですから、まず最初にお聞きするのですが、花見台の工業団

地のほうへ向かうバスが、非常に乗降客がふえてえると。それについても何か赤字が

あり、1,000万あるのだというふうにおっしゃったように聞こえるのですが、そこら

辺のことが、ちょっと私だけではなくてほかの議員さんも何かわからないということ

で、そこをまず最初に説明していただければと思います。

、 、 、 、そして 私の質問でございますけれども 現在の運行の状況 この状態を維持する

維持していく、それには乗降客がふえれば当然負担金も補助金も下がってくると。逆

に今より減れば、逆にその数字が今度上がっていかなければ現状維持することはでき

ない、そういうふうに単純に思います。これから、若い人の車離れとかいうようなこ

とも聞きます。非常に車を維持していくのは経費もかかりますので、公共機関を利用

するという考え方が多くなっていくというふうに思います。

実際私の見る限りでも、今までそういう姿は見なかったのですが、ちょっとバス停

から離れているところなのですけれども、そこからも何人か連れだって会社から帰る

とき、または自分の勤めているところから帰るときに徒歩で来て、そこでバス停で待

。 、 、っている姿を見ます 前はそういう姿は見ませんでしたが 最近そのような方が数者

私の中で見かけられます。

ですから、特に私が言いたいのは、ときがわ路線のほうですから、ときがわ町とで

きるものだったら話をしてみていただいて、やはり企業さんですとか、人がたくさん

利用するようないろんな施設がありますので、そのようなところのＰＲも、じかに向

かうのも結構ですし、ダイレクトメール出すのもいいでしょうし、このような時間割

で現在運行しておりますと、ご用命がありましたら、ご利用できるようでしたらお願

いをいたしますと、そのようなこともやってみたらどうかなというふうに思うのです

が、一つの提案ですが、お考えありましたらお伺いしたいというふうに思います。

以上３点、お願いいたします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

先ほど私の答弁がわかりにくかった、悪かったのかなということがあると思うので
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すが、まずボランティアセンターの役割なのですけれども、既に先行して実績を上げ

、 、 、ている 例えば福祉関係のボランティアですとか 子育て関係のボランティアですか

その他いろいろ役場の中でも、各課がそれぞれ抱えているボランティアがあるのです

が、そういうものを全部ボランティアセンターで一元管理をしていくのだということ

ではないというお話を申し上げました。

そうではなくて、あくまでもその情報を一元管理をするのだということでございま

して、ボランティアセンターに来ていただければ、あらゆるボランティアの情報が提

供できますということなのです。現在まだ十分に役割が果たせないのは、ボランティ

アセンターそのものが、町民の方に十分にその役割というものが周知徹底が行き届い

ていないのではないかということで、いろいろな事業もさせていただいているところ

なのですけれども、あくまでもその普及啓発ですとか、あるいは情報の提供、そして

関係団体や関係機関との連絡調整というものが、このボランティアセンターの主な役

割ということでございますので、もう既に２年と半年ほどが経過しまして、情報につ

いてはほとんど把握はしております。

その情報をこれからどのように生かしていくかということで、町民の方に、そのボ

ランティアを必要とする方に、あるいはボランティアをしてみたいという方に、大い

にこのセンターを利用していただくということに、これからはより力を注いでいかな

ければいけないのかなということでございまして、具体的なお話を申し上げますと、

例えばボランティアコーディネーターというのがおりまして、そういう職員がおりま

して、その日常的な活動として、事業所ですとか、施設ですとかって訪問しまして、

そのボランティアセンターのいろんな情報を提供したり、活用についての働きかけを

行ったりとかそういうことも行っておりますし、あるいは広報を通じていろいろな情

報の提供を行ったりということで、今まで行ってきた事業以外にも、そういう活動も

始めたところでございます。

言いわけにはなってしまいますが、もう少し時間をかけて実績が上がってくるのを

見守っていただきたいと、それに応えるための努力をしていきたいというふうに考え

ております。

以上です。

〇松本美子委員長 続けて、中嶋地域支援課長、答弁をお願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。
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まず、元気アップの関係でございます。県の目的もまたあるのではないかと、こう

、 、いうご質問でございまして この元気アップ実行委員会の中のメンバーとしましては

川越比企地域振興センター東松山事務所がメンバーに入っております。当然のことな

がら、川越比企地域振興センターでございますので、この比企地域の振興を図るとい

う県の機関になっております。その機関を中心として、県の補助事業をいただいてい

るという構図なのですけれども、県全体としても、この間の一般質問の中でも町長の

ほうからお答えをさせていただきましたように、人口減少の対策、人口増加、そうい

ったものは埼玉県、それぞれの各市町村だけの問題ではなくて、県全体の問題である

という位置づけといいましょうか、意識、これは当然あるわけでございまして、そう

いった県全体のレベルアップと、その中でもやはり比企地域については、先ほど知名

度という点では低いところがございます。しかしながら、比企地域は、東上線からす

れば池袋から１時間という地理的な条件も恵まれておりますし、この辺のやっぱり地

域の魅力アップというのは、県全体としてもかなり重要な位置づけを持っているとい

うふうに思っております。そういった点で、近隣の９の市町村と振興センター、一体

、 。的になって県の事業を活用しながら 今振興策を図っているという思いでございます

またもう一点、定住促進の位置づけが強いのではないかということでご質問いただ

きました。今現在は、この比企を、いかに比企の中の資源を、それぞれの市町村がさ

らに磨き上げて、そしてアピールをしていけるか。そして県民だけではなくて、県外

。 、 、の方たちにこの比企というものを知っていただけるか そのためには 一番の一つの

今やり得る実効性の高いものとして、こういった観光資源の掘り起こしというものに

力を入れているわけでございますが、それをひいてはやはり定住促進、一番の目的は

比企の魅力をアップすると同時に、そこに魅力を感じて住んでいただく、それが一番

の目的でございまして、そのための一つのプロセスを経ているというような感じで捉

えてやっているところでございます。

続きまして、先ほどの私の説明で、1,000万の赤字というのがあって、それがちょ

っとよくわからなかったということなのですが、花見台に行く路線には大きく２つの

路線がありまして、要は１つは、嵐山の駅を出発をし、花見台に行って帰ってくると

いう花見台工業団地を中心とした路線。それからもう一つは、同じように駅を出発を

して、循環器センターのほうまで行って帰ってくる路線、こういった路線がございま

。 、す 町の補助対象になっているのは循環器センターのほうへ行って戻ってくる路線が
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補助対象になっていると。その赤字補填分が500万ちょっとの赤字補填になっている

と。花見台工業団地線というのは、その町の補助対象外の路線でございまして、そち

らについては約1,000万ほどの赤字が出ているという内容でございます。そういった

ことで、その花見台工業団地線、２つの補助対象のものと、補助対象でないものがあ

るというふうにご理解をいただければというふうに思っております。

それから、委員ご質問のように、そのとおりでございまして、乗降客がふえて、い

わゆる利用料金がふえるということになれば、町からのいわゆる赤字補填でございま

すので、赤字補填分は減っているということになります。今現状を考えますと、今の

利用客が大幅にアップするというのはなかなか難しいというふうには思っておりま

す。

と申しますのは、先ほど数字は申し上げませんでしたけれども、今の嵐山町の循環

器線ですね、いわゆる赤字補填分、補助を出している分、こちらの年間の25年度の利

用客数は6,156名でございます その前年度と比較しますと 前年度が6,400人で244人。 、

減になっております。それから。もう一つの市街循環線、こちらにつきましては年間

の利用者数が525人、25年度、前年度が356人で、こちら169人ほどふえております。

しかしながら、これは年間の利用数でございまして、これを１日当たりに利用客数

というふうに考えますと、２人に足りないというのですか、２名ぐらいという形にな

ります。そういったことで、この利用客数が大幅に何倍にもなるというのはなかなか

難しい状況であって、赤字補填がなくなるということはちょっと考えにくい状況かな

とは思います。

しかしながら、ＰＲという点では、お話はいただきましたように、まずは路線の維

持を図るということでは、この赤字の部分がさらに、今は車両の運行経費、先ほども

申し上げましたのは、人件費が今後は高くなるであろうと。燃料費も上がっておりま

す、運転手の確保はできない、ということになりますと、当然このイーグルバス自体

の赤字がどんどん膨らんでいく。そうすっと利用客数がある程度ふえても、その赤字

補填を出し切れないということになりますので、本当に根本的な問題にもなり得る。

当然そういった利用客数の増については、町としてもでき得る限りのＰＲをさせてい

ただくということについては、当然やっていくべきだというように考えております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員、どうぞ。３回目です。
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〇長島邦夫委員 それでは、３回目の質問をさせていただきます。

ボランティアセンターのことなのですけれども、その課長さんの考えているこのボ

ランティアセンターの姿と私の考えているのはちょっとずれていますので、ちょっと

違っていますので、その点は質問には控えさせていただきたいと思いますが、職員さ

んがお一人で勤めていて、なかなか大変なのだろうなというふうに、今の状態におい

ても、なかなか情報を把握する等はできているけれども、それをより生かしたものに

ついてはまだ不足しているところがあるのではないか、そういうふうなお話だったよ

うに思います。その点から含めれば、さらにお一人でもふやしてさらに進めていくよ

うに、ここまでが限度だというふうな考え方ではなくて、さらに進められるようなお

考えはないかどうか、一つお聞きをしたいと思います。１点だけで結構です。

で、次に移りますが。

〇松本美子委員長 はい、どうぞ。

〇長島邦夫委員 比企の元気アップのことですけれども、県はどんな目的を持っている

のか、いわゆる東上線、いわゆる川越以北は、人口が減少するのがもう目に見えてい

るのだと、前からそのような予想はされていました。そういうところから、この元気

アップ等のいろいろの事業を、県は力を入れてやっているのだというふうに思います

が、やはり比企のまとまりをもっと強くしたい、県はそのような考え方があったので

はないかなというふうに。各町で、ただ単独でこういうふうにいろんな事業をやって

いくより、その統合した、統合というか、全体をひっくるめて、比企、東松山を含め

て元気を出して、その川越以北は人口が減少した、そんなことにはならないようにと

いうことでやっているだというふうに思いますよね。

よく、この比企の合併が、平成の合併がありましたですけれども、やはり合併して

もどんどん、どんどん人口が少なくなっていけば、結局はもとのもくあみ。やはり合

併してでも、やっぱりそこから人口が多少なりともふえていくような、元気が出てい

くような方向性が見えなければ、何の合併だったかわからないと、そんな話もしたと

ころから聞いたことがございます。うちにも、この嵐山の議会にも、あちこちから今

議会の視察が来て、そういう合併をなさったときのところの弊害、またメリットも聞

いています。ですから、県とすると、そのようなところを狙ったのではないかなとい

うふうに私思ったものですから、県はほかに考え方はあったのではないのですかとい

うふうにお聞きをしたのですが、わかりましたから、これについては答弁は結構でご
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ざいます。私はそのように思っいてたものですから、それについては結構でございま

す。

それと、最後の広域路線バスのことなのですが、やはり、先ほどの1,000万のこと

はわかりましたので結構です。共同のときがわと進めている、または単独で循環器の

線、そして花見台の線と、いろいろやっている中で総合的に考えて、町ではその路線

を今維持しているのだというふうに思います。

でも、ときがわの線については、共同の路線なので、ときがわとすると、前私も一

般質問したことありますけれども、何も嵐山の駅に行かなくても、つきのわの駅のほ

う行ったほうが、利用者の便はいいのだとかなんとか、そのようなときがわの人に聞

いたことがありますが、ときがわとその路線についての維持をすることについての話

し合いというのは、何かやっていることがあるのでしょうか。その点だけお聞きをし

たいというふうに思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

ボランティアセンターにコーディネーター１人で大変ではないかというお話でござ

います。コーディネーターは１人でございますが、ふれあい交流センターの職員が一

緒にお手伝いをさせていただいております。

それから、ボランティアコーディネーターは基本的には最低週３日の出勤でござい

ます。現状ではもう少し出勤をしていただいているというのが現状なのですが、交流

センターについては休館日というのがございませんので、週７日間あるわけで、残る

４日については常にボランティアセンターの入口をオープンにしておりまして、どな

たでも寄っていただけるように、そして入口に職員がいないときには、事務所のほう

に声をかけていただきたいということで、声をかけていただいて職員が対応するよう

にもしております。

それから、ボランティアセンターにはボランティアサポート委員会というのがござ

いまして、10人の委員さんがいらっしゃいます。ボランティアセンターが行う仕事を

いろいろお助けをいただいておりまして、まさにボランティアセンターがやる仕事と

して、例えば広報の編集、発行ですとか、研修の企画や育成、運営ということですと

か、あるいは必要な調査や研究、あるいは需給の調整ですとか、そういったことを行
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っていただいております。

このボランティアサポート委員さんにつきましては、各種のボランティアの団体、

あるいは福祉施設やそういった福祉団体の関係者、ボランティアに関する知識をお持

ちの有識者、社会福祉協議会ですとか、そういった各出身母体から出ていただいて構

成をされておりますので、いろいろな情報が捕捉、補填ができるのかというふうに考

えておりまして、現行では、そういうふうに１人のボランティアコーディネーターで

すけれども、そういうサポートの体制があるということでございます。

それから、今後の計画ですけれども、町としましてはボランティアセンターそのも

のも、職員を増員するというよりも、町民の方、ボランティアの方に運営をしていた

だくような体制というのが理想ではないかというふうに考えておりまして、いずれは

そのような体制が組めればいいのかなというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、中嶋地域支援課長、答弁をお願いいたします。

〇中嶋秀雄地域支援課長 お答えさせていただきます。

ときがわ町さんとの協定の中では 今現在嵐山町で これも負担金を定額で今300万、 、

円、そのいわゆる不足分といいましょうか、イーグルバスの赤字補填として、嵐山町

分としては300万円を補填をさせていただいている。この300万の計算につきましては

、 、 、先ほどと全く同じでございまして 運用経費からいわゆる収支 利用料金を引いた額

それをときがわと嵐山町が案分をしてそれぞれ補填をしていると。嵐山町分について

は、この４年ぐらいでしょうか、300万ということで補填をさせていただいている。

、 、 、その300万という根拠は 協定をする前の その時点での嵐山町のいわゆる案分で

不足分が300、その当時、ちょっと資料が今手元にないのですが、380万ぐらい、嵐山

町がそれ以前は負担をしていたと。ただ、ときがわに行くために、嵐山の駅から行く

利用客も多いだろうという形で、その比率を、嵐山町を300万というふうにさせてい

ただいたというものでございます。

このときがわとの協定の中の路線というには、嵐山町ではバーベキュー場等も入っ

ておりまして、そこへの利用客も利用しております。そして、なぜときがわとこうい

った協定をさせていただいているかというのは、ときがわ町へ行かれる方も嵐山町の

駅を利用してもらおうと、そういったことでの嵐山町の集客という部分も含めて、こ

ういった提供をさせていただいているということでございます。



- 232 -

、 、 。利用客数は このときがわとの路線については ここのところではふえております

それだけバーベキュー場の利用者、あるいはときがわ町に行かれる方が嵐山の駅を利

用されているということはふえているのかなというふうには思います。

での話し合いの件でございますけれども、何としてもこの300万のその負担案分と

いうのを決めたのが、もう４年ほど前の実績でございますので、今現在、その利用客

数、先ほどどこの駅で乗って、どこのバス停でおりると、そういったものをこのとき

がわとの路線についても出していただくように、イーグルバスさんのほうには今お願

いをしております。その結果が出たところで、もう一度ときがわ町さんとは話し合い

をさせていただいて、この300万の負担割合が正しいかどうか、その辺は協議させて

いただきたいということで検討をいたしておるところでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員さんの総括質疑を終了させていただきます。

最後になりますけれども、畠山委員の総括質疑をお願いいたします。どうぞ。

〇畠山美幸委員 今回、３点にわたって総括質疑をさせていただきます。

、 、 。まず １問目ですけれども 海なし県のＢ＆Ｇプールの活用についてでございます

今年の夏も温暖化の影響で、館林では８月５日には39.5度の最高気温をたたき出し、

熊谷市では同日38.8度というように猛暑に見舞われました。そんな真夏に海のないこ

の埼玉県、また嵐山町におかれましては、オアシスであるＢ＆Ｇのリニューアルオー

プンができました。現地調査も行い、プール循環浄化装置改修、プール本体塗装を施

し、安全でかつプール内の嵐丸の絵は、水が苦手な子供さんでも喜んで入れるような

夢を与えるようなものだなと思いました。

質疑の中でも、利用人数についていろいろ確認をさせていただきました。利用人数

は3,045名、無料で４日間やっていただきました。554名という答弁がございました。

詳しい資料も出していただきました。そのうち大人は1,346名、子供は2,323名の利用

がありました。そういう利用状況がありました。

その利用していただく中で、子供さんが多いわけですけれども、嵐山まつりでピス

トン輸送をしていただいたという経過がございます。そういうような中で、子供さん

を対象に、運送なども考えながら運営をしてきたのか。また、高齢者の介護につなが

るような内容が入っていたのかどうなのか、利用状況のここ数年の比較と、今の言っ

た内容などを考えての25年度の活用だったのか。また、今後の課題について伺いたい
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と思います。

２番目ですけれども、デマンド交通についてでございます。高齢者が元気で外出し

ていただく支援として、平成23年７月から試行的に始まりました。その後は利用者に

アンケートをとりながら、２点の変更を加えながら実施していただいています。その

結果、利用者実数は398名、利用券枚数は8,155枚、その内訳は枚数利用率では北部が

8.6％、南部が2.6％、中部は88.7％との答弁をいただきました。２点の変更後のアン

ケート満足度では、満足が51.1％、どちらでもない41.8％との回答がございました。

このことなども踏まえながら、評価また課題などをお伺いしたいと思います。

３番目ですけれども 地域の健康を推進する保健推進員についてでございます 25年、 。

度町長の施政方針の中には、保健推進員を48名から67名へ増員し、地域が主体となっ

て行う健康づくりの体制強化を図り、町民誰もが元気に生活できるよう生活習慣病予

防対策を行うとありました。保健推進員は健康で幸せな家庭づくり、明るいまちづく

りの推進に活動いただきます。40歳誕生を迎える方への健診案内の手渡し、町で実施

する各種健診や健康づくり講座、ヘルスアップクッキングなど、町とのパイプ役とな

って声かけや取りまとめをお願いしますとありますが、評価と課題についてお伺いし

たいと思います。

以上３点です。

〇松本美子委員長 それでは、随時答弁をお願いをいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

まず、Ｂ＆Ｇのプールの利用について、団体で利用していただくための、お子様の

ためのピストン輸送等の、その輸送まで送迎を考えているかということでございます

が、基本的に学校がある１学期の間については、各小中学校で、自分のところの学校

の自校のプールを利用していただいておりますので、その間については、こちらのＢ

＆Ｇのプールを団体で利用するということはございませんでした。

その夏休み期間中については、特にそういったようなイベントとか、そういう形で

はその送迎というのは行っておりません。また、送迎を依頼されたということもござ

いませんでした。団体でお使いいただいたのは町立の幼稚園でお使いいただきました

けれども、送迎までを依頼されたという経緯はございません。

それから、高齢者介護についての利用はどうかということでございますが、小川町
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ではパトリアおがわというところで温水プールがございまして、こちらは完全に町の

健康増進課が所管しているそういう施設なのですね。年間ご利用いただける施設でご

ざいますが、Ｂ＆Ｇのプールについては、季節的な夏季のみ、７月の海の日から８月

いっぱいというのが基本的な利用期間でございますし、またこちらはスポーツ施設で

ございますので、文化スポーツ課のほうではそういった介護等についての利用という

のは考えておりません。

それから、今後の課題でございますが、本来ですと、通年利用できる施設、温水プ

ール等で利用できる施設にすれば一番いいというふうには考えておりますが、埼玉県

内でもＢ＆Ｇのプールがある施設が、９つの市町村でＢ＆Ｇの海洋センター持ってい

るのですが、そのうちの８施設でプールを行っております。で、温水プールがあるの

は、白岡市１カ所のみなのです。白岡市については、まだ白岡町のときにその計画を

されて、当初から温水プールを設置したわけなのですが、平成10年のその当時の建築

費で12億195万ほどかかっているということでございまして、当時の町の持ち出し分

も５億6,300万ほどになるということでございまして、費用対効果とかその他いろい

ろな財政状況とか考えてみますと、ちょっと現実的ではないのかなということでござ

います。

その年の天候によって、入場者数はかなりばらつきがございます。昨年は非常に多

かったのですが、今年は天候の悪い日が多くて、入場者数もかなり下回ったというこ

とがございまして、あと天候の不順というよりも季節の不順というようなことで、本

当に、海の日から８月いっぱいが夏季のプールに適した期間なのかというのも見直す

必要があるのかなと、それは今後の課題ではないかなというふうに考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは続けてお願いをいたします。

青木長寿いきがい課長、答弁をお願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは私から、２点目のデマンド交通事業につきまし

てお答えをさせていただきたいと思います。

ただいまのご質問の中にもございましたが、ご案内のとおりこの事業につきまして

は、高齢者の外出支援、あるいは社会参加を促進するために、平成23年の７月から試

行的に実施をしているものでございます。これまでちょうど丸３年経過をしたところ

でございますが、平成25年４月から事業の一部を見直しをして実施をしているところ
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でございます。

この見直しに当たりましては、１年半ほど実施をいたしまして、その結果を見て、

やはり駅から遠方の地にお住まいの方の利用がなかなか伸びないという状況がござい

ましたので、一定の要件に該当する場合には、１と２、２枚の利用、あるいは乗り合

わせの利用を可というように見直して実施しているところでございます。平成25年度

、 、 、につきましては こういった見直しの効果もあり 実利用者数では前年比12.1％の増

総利用枚数では30.6％の増という形で、順調に推移をしてきているところでございま

す。

先ほどアンケートというお話もいただきました。本年、平成26年の４月から５月に

かけまして、実際にご利用されている299名の方からアンケートをいただいたところ

でございます。その結果でございますが、この事業を利用することによって外出をす

る機会がふえたとお答えになった方が103人、全体の34.4％ございました。それと、

家族が送迎する回数が減ったとお答えになった方が59名いらっしゃいました。19.7％

。 、 、でございます こういった結果を見ますと 当初この事業の目的としている外出支援

あるいは社会参加を促進するという目的が、とりあえずは達成ができているのかなと

いうふうに思っております。

また、このアンケートで、この事業全体についてどのようにお思いになりますかと

いうようなことで問うているわけでございますが、今の事業、このままでよいとお答

えになった方が全体の約９割いらっしゃいました。内容を見直すべしというふうにお

答えになった方は2.7％と、その他の方は未記入というような回答でございました。

こうしたことから、効果のほうは上がっているのかなというふうに考えております。

また、今後の課題というご質問でございますが、駅から遠方の方、特に北部の利用

者がなかなか伸びないというのは、やはり地域性というものが一つのこういう要因と

してあるのではないかというふうに考えております。それ以外には、例えば武蔵嵐山

病院が移転をするということがもう決まっておるというふうに伺っております。ある

いは小川赤十字病院が建て替えを行うと、こういったことによって通院をする方がふ

えていく。人の移動の流れが変わっていくということが予想されます。こういったこ

とに対して、どういった今後対応ができるのか、あるいはしていかなければいけない

のか、こういったことを今後の利用状況等も見ながら検討してまいりたいというふう

に考えております。
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以上でございます。

〇松本美子委員長 続けて、答弁をお願いをいたします。

それでは、石井健康いきいき課長、お願いをいたします。

〇石井 彰健康いきいき課長 それでは、３番の保健推進員の活動についてお答えをさ

せていただきます。

この保健推進員さんには 各地域において健康受診率向上キャンペーンとして 40歳、 、

の誕生日を迎える方のお宅を訪問をしていただきまして、特定健診、がん検診等の案

内を配布をしていただき、健診を勧めていただいているところでございます。受診率

を一気にアップをさせるということはなかなか難しいと思いますけれども、徐々に率

をアップをしていくようにまた努力をしていければというふうに思っております。

また、食生活改善に関してヘルスアップクッキング講座を開催をしておりますけれ

ども、これに関しましても各地区の方に紹介をしていただき、参加を勧めていただい

ているところでございます。ちなみに平成25年度は14回を開催をいたしまして、町民

の方延べ253人参加をしていただきまして、保健推進員さんで90名参加をしていただ

いているところでございます。

それとあと 「めざせ100歳元気！元気！事業」ということも実施をしているわけで、

すけれども、この実施のときは、保健推進員さんにも協力をいただいて事業のほうを

行っているところでございます。町の保健福祉事業に対しまして、貢献ということで

していただいているところでございます。

それと、保健推進員さんの人数に関してですけれども、初めに委員さんから、48名

、 、から67名への増員というお話をいただきましたけれども 平成25年度におきましては

61人を委嘱をいたしました。当初は67人を予定をしておったところですけれども、こ

れは各地区で、100世帯に１人ということで予定をしておったところですけれども、

地区の事情によりまして、ちょっと選出予定数が選出できないという地区もございま

して、25年度は61人ということで委嘱をさせていただきました。

ちなみに今年度、26年度におきましては、１人増員をしまして62人ということにな

っておりまして、この推進員の人数におきましても、今後その予定人数に近づけるよ

うに、いろいろ委員になっていただけるような説明をしていって、協力をしていただ

くように努力していきたいと思っております。

以上です。
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〇松本美子委員長 それでは再質問を、畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 再質問をさせていただきます。

プールの関係ですけれども、確かに小学校は夏休みに入ってから、学校でプールを

受け入れしている期間がありますので、その時期はいいのですけれども、やはり北部

のほう、Ｂ＆Ｇがある位置が南部に面してありますので、例えばふるさとのブルーベ

リー農園のあのあたりから子供さんが行こうと思うと、やはり親御さんがいないと行

けない状況があります。中学生ぐらいになりますと、文化村あたりから10キロぐらい

になるでしょうか、自転車で子供たちは行っているのですけれども、やはり小学生の

高学年、中学年ぐらいですと、なかなかＢ＆Ｇまでお友達同士で自転車を使って行く

というのは大変困難な、自転車を使うという委員さんもいましたけれども、やはり子

供たちはちょっと大変な状況で行けません。

そういう中で、もしできるのであれば、嵐山まつりでピストン輸送している形態を

まねるとするならば、行政バスが嵐山町あるなと思いますけれども、その辺の活用に

ついてどのようにお考えがあるかお伺いしたいのと、あと、先ほど温水プールは白岡

にあるということですけれども、温水プールにするのは本当にお金がかかることなの

で大変だなと思いますけれども、高齢者の関係は、今はやっていないということです

けれども、例えば大人の泳ぐプールが今６コースあるのかな、５コースか６コースあ

るかと思うのですけれども、例えば１つの列を開放、高齢者の歩行とかスポーツの施

設だというお話でしたけれども 何かそういう考えがあっても 夏休みというか 40日、 、 、

間ぐらいですけれども、プールに入って運動できるというそういう意味で、高齢者に

ワンレーンぐらい開放してもよろしいのではないのかなという考えが今後検討された

。 、らよろしいのではないかということについて確認をしておきたいと思います それと

そうですね、それだけお願いします。

そして、２番目ですけれども、デマンド交通についてです。先ほど課題としては、

今後通院とかそういうもので人数もふえてくるかな、あと北部のほう、南部のほうの

利用人数が少ないのだというお話がありましたけれども、別の計算式をすると、ちょ

っとデータが違うのかなと思いました。北部に75歳以上の高齢者が391人、対象者、

先ほど課長のほうから人数聞かせていただいたのですけれども、北部にいらっしゃる

75歳以上は391人、そのうち39名、きのうの答弁の中にあったのですけれども、39名

が北部で今利用されている方というと、10％の方が利用しているなということがわか
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りました。そして南部は、195名が75歳以上の方で、そのうちの利用者は10名ですと

いうきのう答弁があって、そうすると19.5％の方が利用しているなということがわか

りました。そして中部では、1,375人の方が対象人数がいる中で、349名の方がご利用

ですから、3.9％の方がご利用しているなというのが確認できました。

となると、やはり北部、南部は足が必要な方が多いのだなということと、中部はや

はり駅が近いとかということもあるので、本当に分母より分子のほうが、何て言った

らいいのかな、とにかく分母も多いし分子も多いけれども、パーセンテージにすると

そういう結果が出ました。となると、やはり北部、南部は迎車とかがあるために利用

が厳しいのかなというのは考えられます。

、 、前に私も言わせていただきましたけれども 迎車チケットというものを別につけて

利用頻度の、必要のない人は使うことがないわけですけれども、利用のある方は使え

ばいいというような迎車チケットも添付しておくべきではないのかなというそういう

お考えが、今回25年度のときになかったのかどうなのか、お聞きしたいと思います。

そして、３番目の推進員さんの件ですけれども、確かにきのうの答弁では67名、た

しか７という字がどこかにあったなと思って、70幾つだったか、67だったかってわか

らなかったのですけれども、確認しましたら67名ということで、町長も施政方針でお

話しなさっていましたが、実際問題61名ということで掲載がございました。しかしな

がら、やはり民生委員さんにしても、区長さんにしても、区でお願いしても、本当に

やってくださる方がなかなか見つからなくて大変な状況というのは本当によくわかり

ます。そういう中で61名の方を、48名から61名出してくださったというのはすばらし

いかなとは思います。しかしながら、目標は67だったのですけれども……。

、 、先ほど人口100人に対して１人を充てたいというお話がございまして これも資料

先ほど始まる前にいただいたものがあるのですが、やはり人口の多い志賀２区は５名

いたり、むさし台とか２名とか３名とかがいますけれども、今回ここはどうしても欲

しかったのだけれども、出なかったという地域がどこに当たったのか、ちょっと確認

をさせていただきたいと思います。

それと、やはり先ほどヘルスアップクッキングの人数もお伺いしましたけれども、

やはりきのうの検診率の、私も全部聞いたら申しわけないなと思ったので、高齢者の

肺炎球菌ですとか、子宮頸がんのＨＰＶの部分しか聞かなかったのですけれども、検

診率も本当に相変わらず10％行かないような状況で、本当に肺炎球菌は6.6％、それ
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で子宮頸がんのほうは8.7％という答弁もいただいていますけれども、やはりそうい

う検診などに、そういう人たちを活用して、ポスティング活動をどんどんやっていた

だければ、もっと受診率は上がるのかなというのは思いますので、また今度その辺の

ご検討があったのかどうなのか、確認をさせていただきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

植木文化スポーツ課長、お願いいたします。

〇植木 弘文化スポーツ課長 お答えいたします。

まず、北部のほうのお子さん方が、自分で自転車をこいで行くのは厳しいだろうと

いうご指摘のとおりかと思いますが、行政バスをシャトルバスとして期間中、50日ぐ

らいあるわけですけれども、その間毎日をやるというのは現実的には無理かと思いま

す。考えられるのは、例えば水泳教室を行うとか、日を決めて、回数を決めてやると

いうことであれば可能かなと思いますので、それにしても学校さんですとか、関係機

関と協議をさせていただいて、可能かどうかを検討させていただきたいと思います。

それから、高齢者への歩行のためのとかということでの１コースを開放はどうかと

いうことですが、こちらについては恐らく可能であろうかと思います。６コースござ

いますけれども、常に６コースが人で埋まっているということはほとんどありません

ので、１コースを何らかのそういう優先コースにするというような、あるいは時間帯

を設けるとか、そういうようなことで検討させていただきたいかと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 続けて、お願いいたします。

青木長寿生きがい課長、答弁お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 ２点目のデマンドにつきまして、お答えをさせていただ

きます。

まず、先ほど私の答弁の中で、地域性がというお話を申し上げました。この地域性

というのを私なりに考えてみますと、例えば１つには、免許の所持率がどうなのかと

いうことは当然あろうかと思います。先ほど391名ほどの方、対象者というふうに委

員さんお話しになりましたが、この中には免許を取得されている方も実は含まれてい

ます。というのは、どの方が免許をお持ちなのかというのはちょっと把握はできませ

んので、総体として75歳以上の在宅の方が1,961人中、免許所持者が704人、これは警



- 240 -

察からのデータでございますが、差し引き1,200名程度と、これが対象者と。これが

どういうふうな分布になっているのかわかりませんが、ただ恐らく推測では、やはり

北部あるいは南部にお住いの方のほうが、どうしても免許の所持率が高いのではない

かというようなことは思われます。

それと、お住いの形態というのでしょうか、家族構成であったり、あるいはその近

隣、地域のつながりというのでしょうか、そういった部分でのまた違いというのも当

然あろうかと思います。こういったことを加味すると、一概に北部あるいは南部とい

うのが、本当にこう町が支援策として行う足の確保が必要なのだというふうには、私

は言い切れないというふうに思っています。それが１点です。

それと、迎車のチケットを添付を考えなかったのかというお問い合わせでございま

すが、平成25年の４月から、先ほども申し上げましたが、制度の一部を直しました。

というのは、やはり皆さんからいただく声の中に、迎車を使い、家に来た段階で既に

料金が発生していると、こういったことを何とかならないかというようなお話もいた

だきました。こういったことを考慮いたしまして、制度を見直したということで、１

年やってまいりました。

その１年をやった結果として、ではそれを行うことによって、お配りしている利用

券が足らなかった方、どのくらいいるのかということをちょっと調べましたら、全体

で44名の方が全てお配りをした利用券を使い切ったのですね。44名中、北部の方が５

。 、 。名なのです ですから 39名の実利用者に対して５名というような結果になりました

例えばこの結果が、39名のうちもう大半の方が使い切ってとても足りませんよという

ような状況がもしあるのだとすれば、そういったところは今後の制度の中で考えてい

く必要があろうかというふうに思っております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 石井健康いきいき課長、答弁をお願いいたします。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

初めに、人数の件なのですけれども、これ各地区100世帯に１人の目安で予定人数

を算出したわけですけれども、この中で予定数に満たなかった地区としては、４地区

予定数に満たないところがございました。中でも志賀２区、お話のとおり世帯数が多

いわけですけれども、志賀２区の場合ですと、予定だと９名の計算になるわけですけ

れども、実際は６名を選出していただいているところでございます。なかなかこの地
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区の事情等もございまして、この辺も難しい点かなというふうに思っておりまして、

今後の課題かなというふうに思っております。

またあと、今後の受診率の向上のためなのですけれども、推進員さん等にもいろい

ろ意見を聞きながら、これからどうしていったらいいかというのもいろいろ考えて検

討していきたいと思っております。

以上です。

〇松本美子委員長 畠山委員に申し上げますけれども、質疑の際には簡潔にお願いした

いと思います。３回目ですから、どうぞお願いします。

〇畠山美幸委員 再質問します。

、 、 、まず １番目のプールの活用ですけれども ぜひ行政バスなどの利用を考えながら

先ほど課長の答弁にもありましたけれども、日を決めて、回数を決めて、あとはプー

ル教室ですか、そういうものも考えての考えがあるということです。あと、高齢者の

ほうも何とか、結局歩行の訓練というか、そういうスポーツにもやっぱり入ると思い

ますので、ぜひ考え入れていただきたいと思います。

でも、町長にも確認しておいた方がいいですかね。町長に、ぜひその行政バスの利

用の考え方で、とにかく全域の子供たちを、あんなにきれいになったプールに来てい

ただけるようなお考えを持っていただけるかどうか確認をしておきたいと思います。

そして、２番目のほうのデマンド交通ですけれども、今の、44名が全て使った方の

うちの５名が北部の方だったということで、今課長のほうから答弁いただきましたの

で、この後試行的が何年続くのかわかりませんけれども、９割の方がこのままの状況

でオーケーだって言っていただいている部分もありますので、再質問はありません。

そして、３番目の人数の100人に対して１名ずつのというお考えのところは、今志

賀１区、２区で８名の方はいてくださっております。たしか保健推進員さんというの

は、費用弁償というか、報償というか、１年間幾らというのがあったと思うのですけ

れども、その辺、皆さんやる前に、そういうお金がいただけますよというのを、皆さ

ん確認していらっしゃるのか。もしかしたらボランティアでやらなくてはいけないの

かしらって思っている方がいたらもったいない話、大した金額ではなかったですけれ

ども、その辺の周知はどうなっているのか、最後確認しておきたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。
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岩澤町長、お願いいたします。

〇岩澤 勝町長 プールの件でお答えさせていただきます。

、 、プール 遠くの子供たちが利用しやすいように行政バスをピストン輸送しなさいと

したらどうかという話ですね。それで、これ夏休みなのですよね。活用をぜひ図って

いただくというのは、これはありがたい話で、行政のほうもお願いしなければいけな

いわけですけれども、学校の夏休みというのは暑いから休むわけですけれども、学校

は学校としてのこの目的というのも持っていると思うのですね。ですから、この日は

学校休みですよ、だから今度は別にこっちのところで集めてこっちに行こう、来るよ

うにということを、学校の中ではどこまでそういうことをやったらいいと思っている

のか、子供たちの夏休みの教育の中では、社会体験だとかいろいろある中で、どうい

うふうに考えているのかというのは、地域、私のほうではなくて、学校に、校長先生

はじめ学校に聞いてみないといけないなというふうに思うのです。それで、休みは休

みで勉強ですから、子供の。ですから、どこまでそういうような形で、ここは学校の

プールが終わった、だからここからは今度は町のプールに、バス出すから今度はこっ

ちにということのわけですけれども、学校で夏休みにやるべきプール授業というのが

あるとしたら、もっと延ばすかもしれないし、縮めるかもしれないしということで、

これはやっぱり学校の事情も考える必要があると思うのですね。それが１つ。

それから、どれぐらいの子供が、七郷小学校何人いるかご存じだと思うのですが、

その子供さんがバスで、それで夏休みを自由にやりなさいとやっている中で、どれぐ

らいな形のものがそこのところに集まってくるのかというようなこともありますし、

それでプールに子供たちをこういうふうに夏休み来させてやるというのを、レジャー

というか時間潰しにやらせるのか、あるいは水泳のプール、水泳を教えるためにやる

のかというその目的もあると思うのですね。ですから、そういうものに沿っては、た

だあそこのところに集めて、それでスタッフも同じような状況でやっていいものなの

かどうなのかというようなことだとか、幾つかこういう条件があるかなという感じが

するのですね。

活用してもらうのってのは、もうぜひ活用してもらいたいと思うのです。ですから

それはオーケーなのですけれども、そのかわりにバスが、あるいは子供たちを夏休み

にどこまで縛っていいのか、あるいはそこのところをどういう目的で水の中に入れる

のかとかいうようなことというのを、やっぱり教育委員会といいますかね、専門のほ
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うにも聞いたりとかいうことが必要だと思うのです。それと、もう一つ、やるとする

と、町のほうではどういう対応をして待っていたらいいのかということにもなると思

うのですね。そういうこと。

それから、介護のプール、一つのというのありましたけれども、これも今のスタッ

フでどうなのだろうかとか、あるいは介護予防ということになると、ちょっとまた違

ってくるかなというような感じもするのです。ですから、そこのところでは、その指

導をする方、あるいはそういう人たちをどれぐらいどういう形でやったらいいのかと

いうのも、ただこう集まってくださいというだけではなくて、やっぱり町のほうでも

専門的な知識を持った中で、こういう形でこういうことでというのがいいかなっての

は、もしあれだとするとそういうような状況もあろうと。

ただ、ほかのところでいろいろこれから進んできているのというのは、介護予防っ

て、夏休みの何日間だけでなくて年間を通じてやらないとというような問題もあると

思うのです。それで、その常設のプールというようなところと契約をして、それで週

に何日、どこどこのところを町営のバスでとやるとか。こういうような形で介護予防

を年間を通じてやっていくとかという委託をしてやっていくというようなところも、

あちこちのところで見えているわけですね。それで、そういう形のほうが、監査委員

さんからご指摘いただいている費用対効果という形で見ると、そちらのほうが有利な

のではないだろうかなというようなことも考えられたり、いろいろこう難しい状況も

想定されますので、検討をさせていただきたいなと思います。全体ひっくるめて検討

させていただきたいなというふうに思います。

それから、ちょっといいですか。デマンド、もう結構ですという話ありましたけれ

ども、ちょっとバスの、先ほど長島委員さんのバスの話もありましたので、バスの状

況の基本的な状況、今の状況、バス会社のほうからいろいろ、先日の社長さんが来ら

れてお話をした中で、バス業界の現状というのをちょっとお話しさせていただきたい

、 、 。 、のですけれども 経営の現状 状況というのがあるのですね 経営の状況というのは

これ日本全国ですけれども、人口減少社会にどう対応していくか、人間が少なくなる

のですから乗る人は少なくなってきてしまうということ。それから、先ほどもありま

したけれども、課長の説明ありましたけれども、運転手さんの問題、これが以前はか

なりの高給だったということなのですね。それが、タクシー業界、バス業界というの

が競争が激化をしてきて、だんだん競争が激しくなる、利益率が下がってくる、給料
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もそれで下がってしまうということで、運転手さんの待遇というのが、必ずしも今最

高にいいという状況ではないということなのです。

そういう中で、観光事業と、観光バスと路線バスの関係、それで観光バスってご承

知のように、外国から来るお客さんも月ごとにふえているような状況で、観光バスが

足りないと。それで、人が足らない、運転手さんが足らないという状況で、路線バス

を抱えている会社のところも、バスの運転手さんの待遇改善というのが急がれている

わけなのです。ですから、そこのところで、給料も含めた待遇改善ということをやら

なければいけない。

それと、ここのところで、いろんな電力事情が急変をしておりまして、燃料の高騰

がある。そういうようなことで、バスの維持費、それから安全基準の厳格化というの

が国のほうでも進めている中で、車両を、ですから一定程度の形を守らないといけな

いということで、これの車両のほうの維持経費、こういうものもかかってきていると

いうような状況があって、バスの業界というのは大変厳しい状況です。

それで、こういう新聞のあれもあるのですけれども、これなんかを見ましても、全

国の43万キロに及ぶバス路線は、11年までの５年間で約２％、8,160キロが廃止に追

い込まれたと書いてあるのです。こういうような状況を、乗り合いバスなんかの場合

も厳しい状況。それで、読売新聞ですけれども、鳩山町が出ているのですが、埼玉の

鳩山でも 無償で運行した省エネ路線バスの利用者が過疎化によって減ったため 10年、 、

度から予約制の乗り合いタクシーを本格化した。それで、こういうことをあちこちの

ところで競争をして、こういう形なのですね。片道100円ということなのですね。そ

れで、ほかのところでも片道何百円というようなこうあるわけですけれども、これも

この最後のほうのところに問題が書いてあるのですが、タクシー事業者の一部などか

らは、民間が太刀打ちできない料金設定で大変不公平だと。要するに業界が崩れてし

まうという状況がこうある。

、 、 、しかし この新聞だと 予約型のバス普及支援を国がやっていくのだということで

来年度、予約制のバス、要するにデマンドバスをこれを補助金をつけていこうという

記事なのですけれども、そういうバス業界の状況がある。それが、ですから、路線バ

スにもデマンド交通のほうにも何らかの影響というのは出てくるというふうに、つけ

足しですけれども、そんな状況でございます。

〇松本美子委員長 それでは、石井健康いきいき課長、答弁をお願いいたします。
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〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

報償費ですけれども、年額9,000円でございます。

それと、周知の方法ですけれども、年度初めの会議のときにお知らせ等させていた

だいております。

以上です。

〇松本美子委員長 以上で、総括的な質疑を終了いたします。

これにて全ての質疑を終結をいたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第１号 平成25年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を

採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇松本美子委員長 挙手多数。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

◎散会の宣告

〇松本美子委員長 本日はこれにて散会いたします。

大変ご苦労さまでございました。お世話になりました。どうもありがとうございま

した。

（午後 ２時４０分）
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決算審査特別委員会

９月１９日（金）午前９時３０分開議

議題１ 「認定第２号 平成２５年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」の審査について

２ 「認定第３号 平成２５年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について」の審査について

３ 「認定第４号 平成２５年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て」の審査について

４ 「認定第５号 平成２５年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて」の審査について

５ 「認定第６号 平成２５年度嵐山町水道事業決算認定について」の審査につい

て

６ 「議案第４６号 平成２５年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて」の審査について
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〇出席委員（１１名）

１番 森 一 人 委員 ２番 大 野 敏 行 委員

３番 佐久間 孝 光 委員 ４番 長 島 邦 夫 委員

５番 畠 山 美 幸 委員 ６番 吉 場 道 雄 委員

７番 河 井 勝 久 委員 ８番 川 口 浩 史 委員

９番 安 藤 欣 男 委員 10番 渋 谷 登美子 委員

11番 松 本 美 子 委員

〇欠席委員（なし）

〇委員外議員

青 柳 賢 治 議長

〇特別委員会に出席した事務局職員

事 務 局 長 山 岸 堅 護

主 査 久 保 か お り

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

中 西 敏 雄 税 務 課 長

中 村 滋 収税課課税担当副課長

田 畑 修 収税課収税担当副課長

山 下 次 男 町 民 課 長

太 田 淑 江 町民課保険・年金担当副課長

青 木 務 長寿生きがい課長

今 井 良 樹 長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長

近 藤 久 代 長寿いきがい課包括支援担当副課長

新 井 益 男 上下水道課長

藤 原 実 上下水道課管理担当副課長
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深 澤 清 之 上下水道課施設担当副課長

清 水 延 昭 上下水道課下水道担当副課長

小 久 保 錦 一 教 育 長

柳 勝 次 代表監査委員

清 水 正 之 監 査 委 員



- 251 -

◎開議の宣告

〇松本美子委員長 決算審査特別委員会の第５日目でございますけれども、また本日か

ら始めさせていただきます。

ただいま出席委員は、11名であります。定足数に達しておりますので、決算審査特

別委員会の会議を開きます。

（午前 ９時３０分）

◎諸般の報告

〇松本美子委員長 ここで諸般の報告をいたします。

本日の委員会次第は、お手元に配付しておきましたのでご了承願います。

それでは、直ちに本日の審査を始めます。

◎認定第２号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 認定第２号 平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定についての件を議題といたします。

既に本会議において提案説明及び細部説明並びに監査報告は終わっておりますの

で、直ちに質疑に入ります。

質疑は、歳入歳出一括してお願いをいたします。

では、質疑のある方はどうぞ。

それでは、川口委員どうぞ。

〇川口浩史委員 25年度で短期保険証の発行数、資格証、ちょっとお聞かせください。

それから、６割軽減、４割軽減の人数を伺いたいと思います。

それと、差し押さえの件数、状況を伺いたいと思います。

それから、150ページの表の上に、括弧で現役並み所得者は３割と、70歳以上74歳

まで３割ですけれども、嵐山町では人数が何人になるのか伺いたいと思います。

それと、その表の下の不当利得受診による診療分、食事差額分、不当利得戻入とい

うのですか、ちょっと説明を伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。
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太田副課長、お願いいたします。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

まず、短期証なのですけれども、26年３月末現在で187世帯あります。それで、更

新していただいた方が81世帯で、未更新の方が106世帯です。

それから 資格証なのですけれども 資格証は 26年３月末現在で８世帯です 26年、 、 、 。

５月から１世帯が短期証に移行しました。

以上でございます。

〇松本美子委員長 続けて、お願いをいたします。

中西税務課長、お願いいたします。

〇中西敏雄税務課長 ６割軽減、４割軽減の人数及び世帯と金額も答えた方がよろしい

ですか。

〔 はい」と言う人あり〕「

〇中西敏雄税務課長 それでは、まず６割軽減から、医療給付分、世帯数632、被保険

者866、均等割額467万6,000円、平等割額700万1,000円ちょうどです。後期高齢者支

、 、 、 、 。援金分 世帯数632 被保険者866 均等割額498万8,000円 平等割額はございません

、 、 、 、 。介護給付分 世帯数262 被保険者289 均等割額208万円 平等割額はございません

６割軽減の合計ですけれども、均等割額が1,174万4,000円、平等割額700万1,000円。

、 、 、 、 、 、次に ４割軽減ですが 医療給付分 世帯数130 被保険者314 均等割額113万円

平等割額92万7,000円 後期高齢者支援金分 世帯数130 被保険者314 均等割額120万、 、 、 、

5,000円 平等割額はございません 介護給付分 世帯数69 被保険者88 均等割額42万、 。 、 、 、

2,000円、平等割額はございません。４割軽減の合計ですけれども、均等割額275万

7,000円、平等割額92万7,000円。６割軽減と４割軽減合わせた均等割額の軽減額です

けれども、1,450万1,000円、平等割額792万8,000円です。

次に、差し押さえの額ですけれども、差し押さえですけれども、まず所得税の還付

、 、 、 、 、金の差し押さえ１件 １万8,886円 預金の差し押さえ８件 64万5,289円 合計９件

66万4,175円です。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、山下町民課長、答弁をお願いいたします。

〇山下次男町民課長 それでは、150ページの一般被保険者の療養給付費の関係につき

ましてお答えをさせていただきたいと思います。
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まず、初めの70歳から75歳未満の方で現役並み所得者の３割分の人数ということな

のですけれども、ちょっと今資料がございませんので、すみません、お答えできませ

ん。申しわけございません。

それから、表の下の支出済額と保険者負担額の差額の関係でございます。これにつ

きましては、見ていただきますと実際の支出済額は上に書いてございますけれども、

10億8,825万8,133円となってございます。表の中で、保険者負担分というところの全

体を見ていただきますと10億8,824万5,406円ということで、こちらの差額が出てござ

います。それを説明しているものでございまして、不当利得の受診による診療分とい

うことでこの7,812円の減算でございます。これにつきましては、過年度分の２件分

でこの減算がされていると。それから、食事差額分の5,400円の減算ですけれども、

３件分ございました。非課税の世帯の方が1,700円分の減です。それから、非課税世

帯の長期該当の方ということで、3,700円の減算で5,400円ということになります。そ

れから、不当利得戻入に係る指定公費分485円というようなことですけれども、これ

は１件分の加算でございます。指定公費分というのは、70歳以上で本来２割負担分の

ところを１割に据え置いているというこの差額の分を、国から来るものですが、これ

が加算されて１件分、485円というものでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、質疑を続けて。

どうぞ、川口委員。

〇川口浩史委員 短期証が 昨年件数が消えてしまっているのです 59件て 今回187世、 、 。

帯って、世帯数ではなくて、これが件数になるのでしょうか。そうすると、一気にふ

えたことになるわけですよね、ちょっとどういう状況でこう一気にふえたのかを伺い

たいと思います。

６割軽減、４割軽減、徐々にですけれども、これもちょっとふえているという状況

がわかりました。こういう軽減がふえていながら保険税が若干ふえているわけで、そ

の保険税というのは140ページに歳入のほうで載っていますけれども、ちょっとご説

明がいただけるでしょうか。伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

太田副課長、お願いいたします。
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〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 回答させていただきます。

去年の、何件ということでお答えしたと思うのですけれども、恐らく去年も世帯と

いうことで同じだと思うので、その辺はそういうことでご理解いただければと思いま

す。

〔 じゃあ、今年は何件」と言う人あり〕「

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 187件です。去年、件数で何件ということで

お答えしていると思うのですけれども、件数は世帯で、イコールで見ていただいてお

願いしたいと思います。

〇松本美子委員長 太田副課長にお願いをいたしますけれども、質疑に対しては、増加

の部分をということになってきているかなって質問は、と思っていますので、増加の

部分に対してのお答えをいただければというふうに思います。前年度と比べて。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 増加ですか。すみません。

〇松本美子委員長 それでは、山下町民課長、お願いします。

〇山下次男町民課長 それでは、お答えをさせていただきたいと思います。

今、副課長のほうからお答えさせていただきましたとおり、去年、件数ということ

でお答えをさせていただいたかと思いますけれども、件数と世帯というのはイコール

で読みかえをしていただけますでしょうか。それで解釈をしていただければと思いま

すけれども、ただふえた理由としましては、増加の理由としましては、やっぱり滞納

の世帯がふえたということで、新規に短期証の該当になる世帯がふえたというような

ことでございます。

それと、あと更新に来ない方もいらっしゃいますので、とめ置きというのも実際発

行されてなく、窓口でまだ発行されていないというのもあるというようなことでござ

いまして、今お答えをさせていただいた数字になっているというものでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、中西税務課長、答弁をお願いいたします。

〇中西敏雄税務課長 平成25年度の国民健康保険税については、調定額については現年

課税分、滞納繰り越し分、両方合わせて1,044万9,432円減ということで減っておりま

す。

、 、収入済額については 平成24年度と比較して284万9,337円ふえておりますけれども

まず収納率、平成24年度は78.38、平成25年度は80.22という、1.84ポイントふえてお
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ります これも収税担当ががんばった成果だと思っております それと この80.22の。 。 、

収納率ですけれども、埼玉県で６番目の成績です。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、どうぞお願いします。

〇川口浩史委員 短期証の関係なのですが、そうすると、今までのやり方はそんなに変

わっていないと、どんどん短期証を発行する政策に切りかえたのだという、そういう

ことではなくて、未更新の人がふえたからだというこういう説明でした。そういうこ

となのですか。未更新に対してどういう対策をとってきたのか、ちょっと伺えればと

思います。

そうですか。歳入の件はわかりました。なかなか努力したということで、いいので

すけれども、住民がどうだったのかなっていうのはちょっと心配もするのですけれど

も、きちんと理解を得られて、得られて払ってくれたのでしょうけれども、無理な、

生活費に支障を来すような取り立てはなかったのか、やっぱりそこはちょっと聞いて

おきたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 お答えいたします。

短期証の関係でございますが、短期証に該当される方のやり方といいましょうか、

該当になる方についての方針は今までどおり変わっておりませんで、過年度の分の滞

納がある方の世帯が対象となってくるというようなことでございまして、その方への

短期証の交付に関しましては、更新日というものを、昨年は大体土曜日だったと思う

のですが、その日ということで１日設けまして、この日にやりますというような通知

を出しまして来ていただくというような方針をとりました。ただ、その日が都合が悪

ければ前後いつでも、随時そういうことはできますのでというようなことも入れまし

て通知を出して対応しているというような状況でございます。

短期証の世帯の方で18歳以下のお子様がいる世帯につきましては、子供さんに関し

ましては最低６カ月以上の保険証を出さなくてはいけないということになってござい

ますので、そのお子様につきましては郵送で保険証のほうは送らせてもらっていると

いうような状況でございます。

以上でございます。
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〇松本美子委員長 続けて、中西税務課長、答弁をお願いいたします。

〇中西敏雄税務課長 税務課の収税担当においては、滞納者において徴収面での納税の

緩和措置を行っております。納付能力が十分でない納税者に対しては納税相談等を行

い、生活状況調査票、これは収入状況、借入金等の状況、ほかの自治体の滞納状況、

住居の状況、家計の状況、本人所有資産の状況、分納計画の有無等の調査を、これ調

査票ですけれども、これを提出していただき、納税者の個別事情により強制徴収する

ことが適当でない場合には、納税の緩和措置として徴収猶予、滞納処分の停止等を行

っております。また、所得資産等がない場合には、公的扶助に該当するか福祉サイド

と相談をしていただいております。

以上です。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方はどうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 150ページに医療費の状況が出ているわけですけれども、負担金と

医療費の状況が出ているわけなのですけれども、昨日、どのくらいの年齢層に対して

の人数を聞いたのです。去年もそれを実は聞いておりまして、どのようになっている

かといいますと、人数はこのように去年と今年では減っています。子供さんも136人

から122人、70歳から74歳の人も減っています。全体的に減っていて、これは２割、

こことここは２割と３割にすると２割です。それだけがここに出ているので、それで

やるとこんな感じに減っています。

ところが、医療費の総額というのは、子供さんがこういうふうにやっぱり減ってい

るのです。子供の数が減っているから減っています。こちらも、７歳から69歳までの

方も人数が減っているから減っています。ところが、70歳から74歳の人たちの医療費

というのは、人数が多少減っているにもかかわらずこのようにふえています。今度、

具体的に１人当たりの医療費を見ます。１人当たりの医療費を見ますと、ゼロ歳から

６歳 ２割の人たち ２割の人たちは１人当たりが24年度は18万529円だったのが 25年、 、 、

度は12万7,346円になっています。６歳から69歳の人、これ３割負担の人ですけれど

も、こちらも若干減っているのです。これは、22万4,699円が22万3,515円。

ところが、70歳から74歳の方、これは昨年は43万8,487円だったのが51万4,776円に

なっていまして、全体としては１人当たりが昨年は26万3,580円だったのです、これ

が青なのです、24年度が。それが、今年は27万2,963円になっているのです。これ、
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１人当たりの医療費なのですけれども、そうしますと、ゼロ歳から６歳までの未就学

児の医療費が下がったのはなぜか。そして、70から74歳の医療費が非常に伸びていま

す、１人当たり。１人当たりにするとこのように伸びています。それに対しての予防

策はどのようなものをとっていったのか、それを伺いたいと思うのです。これは、医

療費を削減するということでの効果としてどのようなことを考えて、どのような事業

を行ったにもかかわらずこのような結果になってしまったのか、それを伺いたいと思

います。１点です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 お答えをさせていただきたいと思います。

医療費の関係でございますけれども、ゼロ歳から７歳の関係で何か予防策はという

こともございましたが、それらにつきましては、町民課のほうでは特に予防策とかそ

ういうのはやっていないですけれども、健康いきいき課のほうで、そうした就学前の

お子様に対する健診ですとか、予防接種ですとかいろんなことをやっていただいてい

るというふうに思っております。そういったことで下がった。

それと、あと24年度につきましては、はっきりちょっと覚えていないのですけれど

も、１件、１人高額の医療の方がいらっしゃいました。それによって随分１人当たり

の医療費が高かったというようなことが言えると思います。それが、25年度につきま

してはなかったから低かったのだということだと思います。

それから、70歳から74歳以上の関係でございますけれども、そちらにつきましては

特定健診等の実施をしていただいたり、人間ドック、併診ドック等をやってございま

す。それからまた、いきいき課のほうでは住民健診、そういったようなこと。健診を

受けていただきますと健診後の相談ですとか、いろんな面で相談もやっていただいて

おりますし、特定健診後にはメタボといいましょうか、保健指導の該当者につきまし

ては指導をやっていただいているというようなことで、そんないろんな対策はしてい

ただいていると思いますが、ただやっぱり70から74歳の方につきましては、いろいろ

そういうことをやっても、ここは嵐山だけではないですけれども、全国といいましょ

うか、全市町村のそういった方の高齢化に対しての医療費、65歳以上の医療費という

のは高くなっている状況だというようなことだと思います。１回病気になってしまっ

てその医療を受けたときに、医療の高度化等によりまして医療費自体も高くなってい
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るというようなことがございまして、高くなっているというようなことだというふう

に思っております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 そうしますと、平成24年度は１人700万以上の高額医療を使った方

がいらっしゃるということですか。そういうふうになります、今のお話ですと。１人

、 、当たりに １人とても高額の療養を使った方がいらっしゃるというふうになりますと

１人当たり５万3,000円ぐらい違うのです 25年度と24年度では すると ５万3,000円。 。 、

掛ける125で、700万円ぐらいになりませんか。そんな感じになってきますけれども、

そのくらいの高額療養を使った方がいらっしゃるということで……。70歳から74歳に

関しまして、24年度と25年度と、これは圧倒的な差だと思うのです。１人当たり７万

近い金額が医療費で違ってくる。それは、高額療養費で当然70歳から74歳の方は使わ

れる方多いと思うのですけれども、どのような疾病が多かったのか。

24年度に関して、私は、25年度は子供の人数も少なくなっているのですけれども、

療養費を抑えたということも考えられるのではないかなというふうに考えているので

すけれども、そして、70歳から74歳の方に関しては、逆にどうしようもなくなってか

かられる方と高額療養費の方もいらっしゃると思うのですけれども、高額療養費の方

がどのくらいふえてきているのか、25年度と24年度で。これだけの差が出てきてしま

ったということは、かなり大きいと思うのです。それに関して、防止するためのもの

というのは、普通に一般的にというふうな形ですけれども、24年度と25年度とでこれ

だけの差が出てくるというのは何が問題なのですか。同じことをやっていると思いま

す。未就学児に対しても同じような健診を24年度と25年度やっています。恐らく70歳

から74歳の３割負担になる方に関しても、３割と２割になる方に関しても同じような

状況で、24年度と25年度と特に大きく変化があったということがあるのでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えをさせていただきます。

まず、就学前の関係で、先ほど去年はお一人、そういった高額の方がいらっしゃっ

たというお話をさせていただきましたが、それの金額については今ちょっと資料がな

いのでわからないのですけれども、ただそれだけが要因ということではなくて、いろ
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んな要因はあるのだと思いますけれども、一つにはそういうのがあったので高かった

のだということでちょっとお答えをさせていただきたいと思います。

それから、25年度の疾病、どのようなものが多かったというようなご質問だと思い

ますけれども、入院と外来とあわせてお答えをさせていただきたいと思いますけれど

も、それで多かったものが、嵐山町では費用額で見て多かったということでちょっと

お答えをさせていただきたいと思いますけれども、慢性の腎不全、これは透析がある

ということで、その医療費全体を100％としたときに7.2％がそういう状況でした。そ

れから、続いて高血圧症ということで5.9％、それから糖尿病ということで5.6％、上

位の３つの病気はこういったような状況でございました。

それから、高額の関係でございますけれども、去年に対しましてということでござ

いますが、10万点以上ということで、100万円以上の高額の状況でお答えをさせてい

ただきたいというふうに思いますけれども、24年度と25年度を見てみますと、上位３

つというのが、新生物、がんです。それから、循環器系の病気、それから筋骨格系の

病気ということで、上位３つは変わっていません。それで、件数的に見ますと、24年

。 、 、度は100万円以上の件数が134件ございました それが 25年度は109件ということで

若干でございますけれども、減っております。新生物で見ますと48件が46件に、それ

から循環器系の病気が、これは31件で件数は変わりませんでした。両方31件でござい

ました。筋骨格系の病気が19件が13件ということで、若干減ってございます。24年度

が一番医療費が、嵐山町としますとこの全体の会計の中でも高くて、初めてこの全体

の国保の財政、20億を初めて超えたのが24年度でした。25年度も20億超えて、ちょっ

と若干は下がっているのですけども、同じような状況でした。24年度は、23年度から

一気に１億以上上がってしまったというような状況がございます。これについて、ど

うしてとかっていうのはなかなか判断が難しいことで、それがわかればこちらもあれ

なのですけれども、いつ病気になるかというのはわからなくて、今言ったように高額

になるような病気の方が多ければやっぱり医療費は上がってしまうのだということだ

と思いますので、若干ですが今お話しさせていただいたとおり、25年度につきまして

は、25年度ちょっとこういった高額のも下がっています。ですから、全体的に見ると

25年度はちょっと落ちたと。また、今年も若干、去年を少し上回るような、今、７月

ぐらいまでの医療費の状況ですけれども、それでちょっとこの間も補正をさせていた

だきましたが、今年もちょっと高くなっているのかなと、去年に比べれば高くなって
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いるような状況でございます。

、 、ですから その医療費がどうしてそう高くなった理由ということなのですけれども

何が問題かというのですけれども、町のほうでできる健診ですとか、そういった予防

対策のものにつきましては、ほかの市町村と変わらずこちらのほうも実施をしている

ということだと思います。ただ、たまたま年度、年度によってそういうふうに病気に

なられる方がいるような状況で、こういう高い年、低い年というような形のものが出

てきているのではないかなというように考えております。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 透析があるというのはすごく金額が高くなっていくというのはわか

るのですけれども、これ7.2％で、透析の方というのは何人ぐらいいらっしゃるので

すか。これが大きいですよね。

それと、もう一つですけれども、未就学児の場合なのですが、未就学児、人数が減

っています 実際に国保にかかわる人数は減っていますし 多分全体の未就学児の20％。 、

ぐらいが国保なのかなというふうに見ているのですけれども、その中で国民健康保険

に加入者になる方というのは低所得者の方が多いですよね。そこの部分での、低所得

者の方が子供さんでどのくらい、世帯でどのくらいいらっしゃるかということは把握

されていないですか。このような形で、１件当たり100万以上のものがあったとして

も、100万以上のものが高額療養費で使われたものがあったとしても、恐らく1,000万

とか500万とか使われるような方、なかなかなかったのではないかなと思うのですけ

れども、そうすると、医療費を抑えてきているとことは考えられないですか。122人

になっていて、子供さんが10人以上減っているのです。なおかつ医療費が非常に、未

就学児に関しては低くなっている。これは健診とかそういうこと以前の問題として、

どのように実際にゼロ歳から６歳の方が医療機関に利用されているかわかりません

か。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えをさせていただきたいと思います。

未就学児の関係の医療費が減っているということでございます。低所得者の把握と

いうことでございますが、ちょっとそちらのほうの把握につきましてはしておりませ
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ん。

それから、医療費を抑えるといいましょうか、医療にかかるのを控えているという

ようなことかなというふうに思うのですけれども、私のほうではそういったようなこ

とはないのかなというふうに思っております。低所得者の方、医療費を支払い、かか

るとき支払いをできないような方というのが何人ぐらいいるかというのはちょっとこ

ちらのほうでは把握していませんが、いずれにしましても窓口払いは一旦は当然町で

はしていただいて、後から返るようなシステムというような形にはなってございます

けれども、そういったことで、必要なときに医療にかかっていないということは私と

してはないというふうに思っております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 山下町民課長に申し上げますけれども、透析の件が出たかなと思う

のですけれども、答弁をお願いいたします。

〇山下次男町民課長 失礼しました。透析をされている方が22人いらっしゃいます。透

析をされますと、その１年間に１人当たりの医療費というのが約500万円ぐらいは１

人当たりかかってしまうというようなことが言われております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかに、質疑がございますか。

安藤委員、どうぞ。

、 、〇安藤欣男委員 国保会計については いずれにしても医療費をいかに下げるというか

、 、 、病気を少なくするかということが目的 一番の効果だと思うのですが 聞きたいのは

150ページの総務費の中で印刷製本費、パンフレット代があるわけですが、24万

。 、 、 、7,000円 この窓口配布用 あるいは嵐山まつり啓発用 ジェネリック医薬品普及用

制度改正用というふうなパンフレットをつくって配布したようですが、これ、それぞ

れの、特に聞きたいのはジェネリックの関係が聞きたいのですが、どんな配布の仕方

をされたのか、それと嵐山まつり啓発用というのもあるのですが、これは何をどうい

うふうに配布したのかお聞きをしておきます。

それから、ジェネリックの関係で155ページ、ジェネリック医薬品差額通知委託料

というのがあるのですが、金額は5,831円ということで、これはどういう関係の委託

料なのでしょうか。ジェネリックを使ったという医療機関からの通知をもらうための

何かやっているのか、あるいは国保連合会の関係なのか、その辺をちょっとお伺いい
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たします。

それから、同じ155ページですが、特定健診の関係が出ておるわけですが、特定健

診の受診率がなかなか上がらないということで苦労されているようですが、上げる努

力をすることが一番大事かなとは思ってはおります。今年度の状況、それから、飯能

市が大変こう、何か特別なことやったのかどうかわかりませんが、健診率が抜群によ

くなったというようなことを聞いておりますが、その健診のアップの研修会等々が参

加はしているのですか、その辺お聞きしておきます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 それでは、お答えをさせていただきます。

まず、150ページの総務費の印刷製本費の関係でございますけれども、パンフレッ

トということで、窓口配布用、嵐山まつり啓発用というようなことで、一応４種類の

、 。パンフレットを購入させていただきまして 1,400部ほど購入させていただきました

それが19万3,725円でございます。

これにつきましては、窓口には置いてございまして、来られた方が持っていってい

ただくというようなことで使用してございます。それから、嵐山まつりの啓発用とい

うのは、健康いきいき課のほうでも嵐山まつりのほうに一緒にといいましょうか、出

ています。そちらのほうのパンフレットの関係で使用しているものでございます。

それから、ジェネリック薬品普及用のパンフレットでございます。こちらにつきま

しては、3,000部の3,717円でございます。これは、保険証の更新がございますが、そ

ういったときに一緒に封筒に入れましてお送りをしてお知らせといいましょうか、使

用しているというようなものでございます。

、 。それから 155ページのジェネリック医薬品差額通知の委託料の関係でございます

これにつきましては、ジェネリックの差額通知を作成をしていただくための委託料の

分が4,880円でございます。それは、国保連合会のほうに委託をしまして、差額通知

というのを作成、該当される方なのですけれども、をつくっていただいております。

通知のほうは年２回ほど行っておりまして、１回目が54通、それから２回目が70通作

成をいたしました。その内容としますと、ジェネリック医薬品に関するお知らせとい

うような形でございまして、下記のほうに明細が書いてあるのですけれども、例えば

平成25年７月にあなたに処方された医薬品を同一成分のジェネリック医薬品に切りか
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えた場合、少なくとも何円以上自己負担額が安くなる可能性がありますというような

、 、 。形で その下に実際使った薬名が入っていまして それが自己負担額が幾らですよと

それをジェネリックにかえた場合はこのくらいの金額になりますというようなことが

書いてあって、それをお知らせして、この差額が安くなるというような形のお知らせ

をしているものでございます。

それと、あと、この差額通知に関してコールセンターのほうを利用してございまし

て、コールセンターの利用料というのが951円ほどかかってございます。この通知が

送られたときに問い合わせをしていただく先をコールセンターのほうにお願いしてい

るものでございます。

特定健診の受診率の関係でございます。特定健診につきましては、平成25年度が、

実際の特定健診だけを、特定健診を受けていただいた方は3,905人の対象人数に対し

まして865人の方が特定健診を受けていただいています。そうしますと、率とします

と22.2％というような形になります。ただ、特定健診、こちらのほうにつきましては

人間ドック等の健診をしたものが特定健診にかえられるといいましょうか、同じよう

にみなすことができるというような形で、町のほうでは人間ドック等の希望者の方が

、 、多いものですから 数年前から定数があったものを無制限にしたりというような形で

そこのほうでも人数をふやすようなことを、方策をとっております。人間ドックの受

診の方が347人おりました。それと、ほかの機関、例えば農協さんですとか、商工会

ですとか、消防署の消防団員の方等が健診をした、その健診の結果、データをいただ

きますと、それも特定健診をやったということでみなすことができますので、そうい

った方で データをもらえた方が33人おりました それを合計しますと 一応1,245人、 。 、

というような形になりまして、それを率にしますと31.88％というような形になりま

す。

先ほど、飯能市の例が出されましたけれども、飯能市のほう、確かに高いのだと思

います。嵐山町でも昨年度は新たな取り組み等として、小学生のお子様に親御さんに

対して健診を受けてくださいみたいなことを子供から書いていただいて、その手紙を

渡して、親御さんたちもお子さんからそういう手紙をもらえば受けるというような気

持ちになるのかなというようなことで、去年は小学生４年生を対象にやっていただい

たのだというふうに思っております。そういったことで、実際この健診につきまして

は、これも健康いきいき課のほうで実施をしていただいているわけでございまして、
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健康いきいき課のほうでいろいろ受診率の向上に対して、いろんな方策をとっていっ

ていただけるのかなと思っております。研修会等につきましても、そういった機会に

は職員のほうは参加しているというような状況でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、安藤委員、どうぞ。

〇安藤欣男委員 国保に対する理解を一層深めていただくという手立ては重要なことで

ございますので、できるだけパンフレットの配布が全体に行き届くようにお願いをし

たいなと思います。

ただ、ジェネリックの関係では、切りかえのときに入れていますというのですが、

これは保険証と一体となって医療機関に出せるような、そういう工夫というのはでき

ないものなのでしょうか。ただ、なぜかというと、今通知の委託料をお聞きしたので

すが、実際的には124件ということで、ジェネリックを使った方にこういうことだっ

たという通知を出しているというふうな捉え方をしたのですが、そうではないのです

か 154通と70通という その説明がちょっとわからなかったのですが これだと124人。 、 、

しか、幾人使っているのかちょっとわからないのですが……。実際そのジェネリック

の医薬品を使うことによって薬価は大分下がるのだと思うのですが、ここの部分とい

うのはもうちょっと力を入れる必要があるかと思うのですが、その捉え方はどうなの

でしょう。

それから、特定健診ですが、全体的には31.88％ということでありますので、ペナ

ルティーは受けずに通っているのかなと思うのですが、この前年に比べて、１回で聞

けばよかったのですが、聞かなかったのであれなのですが、この傾向的にはどうなの

でしょうか。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 それでは、お答えをさせていただきます。

まず、ジェネリック医薬品を使うのは、保険証の中に一体となったようなものとい

うような感じでございますけれども、その辺につきまして、保険証の作成のほうもこ

、 、ちらのほうは連合会のほうに委託をしている状況でございますが パンフレットには

切り取り式になっていまして、カードのような形で切り取りを入れるような形になっ
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てございまして、ジェネリック希望カードみたいな形になっている、それを切り取っ

ていただいて保険証と一緒に出していただくというのがこのパンフレットのあれでご

ざいまして、保険証と一緒ではないのですけれども、カードを一緒に出していただけ

ればご利用いただけるというようなことになっていますので、今のところはそういっ

た形でご利用のほうをしていただきたいというふうに思っております。

それから、先ほどの通知の関係でございますけれども、使った人に出しているのか

という、ちょっと私のお答えがまずかったのかもしれませんが、そうではなくて、使

っていない人に逆に出しているのです。ですから、先ほど例えばの例で話もしました

が、これは、25年の７月にお医者さんにかかったということで、その月にお医者さん

、 、にかかったときにこういう薬が出ていますけれども これはジェネリックではなくて

それをもしジェネリックにかえたらこれだけ安くなる可能性がありますよという通知

でございます。だから、切りかええていない人に対して出している通知です。ぜひこ

ういうふうにかえてくださいみたいなことの通知でございます。以上でございます。

それと、人数の関係ですけれども、これが７月に、例えばです、その抽出している

月にお医者さんにかかってかえられる、まだ全部がジェネリック医薬品があるわけで

はございませんので、それがかえられる可能性がある方のを抽出止されてこれを作成

しているのだということでございます。ですから、全員のことということではござい

ません。以上です。

、 、 、 、それと 特定健診の関係でございますが 状況でございますが 24年度は32.54％

その前の23年度が28.39％ということで、23年度を見ますと若干上がってきているの

ですけれども、24年度に比べると25年度はちょっと低かったということで、そんな状

況になってございますけれども、なかなかその辺を一気に上げていくというのも難し

いのかなというふうに考えてございまして、特に去年からペナルティーというような

お話があったわけなのですけれども、去年につきましては全然これが何も対策をして

いないゼロ％というようなところがペナルティーの対象になるということで、市町村

の国保ではそういったところはなかったということでございます。今後はどういうふ

うになるかわかりませんが、ペナルティーがなくなったわけではなくて、まだペナル

、 、ティー自体はあるのですけれども どの部分でペナルティーにしていくかというのは

今申し上げましたとおりに、昨年は何もしてなくてゼロ％というのが対象だったとい

うことで、今後はそれがどういうふうに変わってくるかなというのはちょっと今の状
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況ではわかっていません。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、そのほかにございますか。

畠山委員、どうぞ。

〇畠山美幸委員 確認させていただきたいのですけれども、先ほどの155ページの特定

健診の人間ドック、脳ドックの関係ですけれども、3,905人中347人だっていう答弁だ

ったのですけれども、154ページのほうに、人間ドックの委託料というところに、人

間ドック委託料と併用ドック委託料で 308人 45人とあるのです これを足すと353人、 、 。

になるのですけれども、数字、私が聞き間違えていたらあれなのですが、344人と、

これだとちょっと数が違うのですけれども、何かほかにもあるのか確認します。

それと、155ページのところに子宮がん検診、乳がん検診と、受けた方の人数、金

額がありますけれども、こちらは全体が何人で何人というのがわかりますか。この対

象者が、子宮がん検診の対象者が何人中この人数ですよというのがわかれば教えてい

ただきたいと思います。子宮がんと乳がんです。その３点、お願いします。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 155ページの特定健診の関係でございます。先ほど申し上げまし

た人間ドックの関係で347人というふうなことで申し上げたと思うのですけれども、

こちらのほうに、154ページになるのですか、足しますと153人というふうになるので

すけれども、これにつきましては、特定健診のほうは40歳以上の方が対象になってい

ます。人間ドックは35歳以上の方が対象になっています。ですから、35歳から40歳未

満の方がこの差額というような形で、差の人数はそちらの人数が入ってございますの

で、それは特定健診のほうにはカウントができないというような形でこの差が出てき

ているというものでございます。

それから、子宮がん、乳がん検診の対象の人数については、こちらのほうは健康い

きいき課のほうでやってございますので、この実施をした、いただいた方の人数はこ

ちらのほうも把握はしているのですが、対象者の人数につきましては申しわけござい

ませんが、把握してございません。

以上です。

〇松本美子委員長 よろしいですか。
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〇畠山美幸委員 はい。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第２号 平成25年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件を採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩とさせていただきます。

休 憩 午前１０時２９分

再 開 午前１０時４１分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第３号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 認定第３号 平成25年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定についての件を議題といたします。

既に本会議において提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますの

で、直ちに質疑に入ります。

質疑は、歳入歳出一括してお願いをいたします。どうぞ。

渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 それでは、後期高齢者の保険料、161ページにあるわけなのですけ

、 、 。 、 、れども 昨年 軽減被保険者の割合というのは57.8％でした それで ２割軽減の人

５割軽減の人、７割軽減の人、それから被扶養者軽減という、それぞれの人数と軽減

額を伺いたいと思います。
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それと、あと普通徴収の方は、きのうのあれですと特別徴収が1,825人ということ

で、339人という形で見てよろしいのかどうか伺いたいと思います。

あと、この中で施設入所の方はどのくらいいらっしゃるのか。それから、介護保険

との合算で後期高齢の医療費を支払っている人というのはどのくらいいらっしゃるの

か、これわからないのかな。

それと、昨日の話で、健診にかかわるものは２年後ではないとそちらに来ないとい

うことでしたよね、後期高齢の健診にかかわる状況というのは。そうすると、そのよ

うなことで不都合はないのかということと、主たる疾病の状況というのはどのような

ものになっているのか伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

太田副課長、お願いいたします。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

まず 軽減の件なのですが ７割軽減が対象者数845人です 軽減額が2,390万2,287円、 、 。

です。５割軽減が対象者数83人、軽減額が169万8,816円です。２割軽減が対象者数

161人、軽減額が132万4,037円。それから、被扶養者の５割軽減なのですけれども、

172人、軽減額が348万4,840円です。合計で対象者数が1,261人、軽減額が3,040万

9,980円。

以上です。

〇松本美子委員長 続けて、答弁をお願いいたします。

山下町民課長。

〇山下次男町民課長 お答えをさせていただきます。

保険料の普通徴収の関係でございますけれども、普通徴収につきましては、延べ人

数ということで637人で、調定額が4,027万8,920円で、収入済額が4,011万1,980円と

いうような状況になってございます。

それから、施設入所等介護の保険料等と一緒に払っている方の人数というようなこ

とでございますが、こちらのほうではちょっと把握はしてございません。

それから、健診にかかわる状況がわかるのは２年後というようなご質問があったか

と思うのですけれども、その健康診査がございますけれども、その状況は２年後では

なくて、状況としては健康診査が終わったら随時来ますので、把握はして、それを健

康いきいき課のほうで健診のデータ入力等はしてございますので、その方の状況につ
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いては健診が終わって数カ月後にはわかるような状況にはなってございます。

それから、後期高齢者の方の主たる疾病はどういうものかというようなご質問かと

思いますが、費用額で一番多いものからといいましょうか、それでご説明させていた

だきたいと思いますけれども。

やっぱりこちらのほうも循環器系の疾患というものが多くて、件数にしますと25年

度ですけれども、１万924件で、費用額が４億6,497万3,010円となってございます。

それから、次に多いのがやはり新生物ということで、がんの関係でございます。件

数はこれは少ないですけれども、1,204件、費用額は１億3,532万1,890円でございま

す。

、 、それから その次が損傷ですとか中毒及びその他の外因の影響というようなことで

件数が919件、費用額が１億1,991万1,730円というようなことで、上位を見ますとそ

のような病気が多くなっているというようなことでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかにございますか。

川口委員どうぞ。

〇川口浩史委員 普通徴収の人数が延べで637人というと、実数だとどのくらいになる

のですか。

いや、７割軽減が845人でしょう。特徴の人の７割軽減の人がいるということなの

ですか。特徴というのは18万以上でしたっけ、18万以上で７割軽減がいないのではな

いのですか。所得、たしか70万円ぐらいの人が７割軽減に入るのではなかったかなと

思っているのですけれども、ちょっとそこをお聞きしたいと思います。

それから、162ページでご質問したいと思いますが、上の表の後期高齢者、県への

納付金が平成24年度、１億4,600万余り、それから25年度が１億5,300万円ということ

で、679万4,600円ふえているということであります。人数もその前ページに60人ほど

ふえているわけですけれども、やはり、ちょっと計算したのですけれども、人数以上

に医療費が伸びているのではないかなと思うのです。

先ほど循環器が１万924とあったのですが、昨年私のメモでは521件だったのです。

やはり循環器は今大幅に伸びているという理解でよろしいのでしょうか。それが、こ

この県への納付金に影響していると、増加していると、そういう理解でよろしいので

しょうか。
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それと、県の会計はどういうふうになっているか。これで、来年27年でまた変わる

わけですよね、金額が。もしわかりましたら伺いたいと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いをいたします。

太田副課長、お願いいたします。

〇太田淑江町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。

軽減の関係なのですけれども、７割軽減の中には特徴分も入っております。ただ、

人数、金額等は把握していないので、ちょっと今お答えできないのですけども、そう

いうことでお願いいたします。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、山下町民課長、答弁お願いいたします。

〇山下次男町民課長 それでは、お答えをさせていただきます。

164ページの広域連合への納付金の関係でございます。

こちらの納付金につきましては、２つに内容が分かれておりまして、保険料分の納

付金分というものと、保険基盤安定の負担金ということで、今、渋谷委員からのご質

問もありましたけれども、その軽減した分を広域連合のほうに納付するものというこ

とになってございます。

、 、それで 去年度医療費のほうが伸びていたというような感じでございますけれども

若干、去年のと見ますと、こちらのほうでは基盤安定ということで、税の軽減をした

分でございますので、そちらのほうが若干伸びています。保険料のほうも24年度は１

。 、億1,757万4,830円でございました これが25年度が１億2,324万1,660円ということで

若干はふえてございます。確かに医療費のほうは全体的にもふえている状況ではある

と思いますが、こちらについては保険料のほうの関係の納付金でございます。

それから、循環器系の疾患が多いということで、昨年は527件というようなことだ

ったというようなことで、先ほど私が申しました件数は１万924件ということでござ

いますけれども、昨年のその527につきましては、恐らく入院だけの件数なのかなと

いうふうに思っています。私が先ほど申し上げた件数につきましては入院と外来を合

わせて全てのものにつきましてのものが昨年はこの件数があったということでござい

まして、その辺をご理解いただければというふうに思います。

、 。 、 、 、それから 県の会計でございます 県のほう 保険料につきましては 今年から26

27ということで保険料のほうは改定になってございます。実際また来年度はもう見直
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しの時期に入ってきて、また28年度から新たなということになるのですけれども、こ

の26、27の保険料率を決めるに当たっては、それほど24、25と変わらないような、保

険料が上がらないようなことで考えたということでございまして、剰余金がございま

すが、67億円、その剰余金を利用しまして、24、25とほぼ同じような保険料というこ

。 、 。とに抑えたというようなことでございます ですから まだ剰余金の残もございます

それから、財政安定化基金のほうも約84億円ぐらいこの25年度末ではあるというよう

なことでお聞きしていますので、それほど急激に医療費のほうがまた伸びなければ、

財政のほうはそれほど心配しなくてもある程度やっていけるのかなというふうに考え

ております。

以上です。

〇松本美子委員長 答弁漏れがございますので、お願いしたいと思いますが、普通徴収

、 。の件で実人数というふうな質疑があったと思うのですけれども お願いをいたします

〇山下次男町民課長 失礼をいたしました。

実人数ついては ちょっと調べてございません 延べ人数の先ほど申し上げた637人、 。

ということでご理解いただきたいと思います。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 そうですか、７割軽減にも特徴の人がいるわけですか。18万円以上で

すから、どうしているのかなと思う感じがするのです。それはいいです。そういうふ

うになっているのでしょうから。

ちょっと聞きたいのは、県の医療費の状況というのは、こちらでは全然つかめてい

ないというか、こちらに連絡は来ていないという、そういうことなのでしょうか。も

う少し情報を流してもらったほうがいいなとも思うのです。

先ほどジェネリックの話もあったわけですけれども、後期医療者のジェネリックの

利用状況というのもどうなのかということもありますので、そういうのもわからない

のでしょう。わかるのでしたらちょっと伺いたいと思いますけども。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 お答えをいたします。

広域のほうからも県全体の医療費の状況というようなものは資料等いただいており
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ます。今ちょっと探したのですけれども、大変申しわけない、今ちょっと見つからな

いので申しわけございません。すみません。今ちょっと資料がないということでご理

解いただきたいというふうに思います。

〔 それではジェネリックの利用状況がわかる」と言う「

人あり〕

〇松本美子委員長 それでは、質疑の途中ですけれども、暫時休憩をさせていただきま

す。

休 憩 午前１０時５９分

再 開 午前１１時００分

〇松本美子委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

先ほどの川口委員の質疑に対しまして答弁をお願いいたします。

山下町民課長、お願いいたします。

〇山下次男町民課長 大変失礼いたしました。

県全体の医療費の関係につきましては資料をそろえまして、後ほどお答えをさせて

いただきたいというふうに思います。

それから、ジェネリックの関係につきましては、後期につきましてはちょっと資料

がございません。

以上でございます。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第３号 平成25年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についての件を採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇松本美子委員長 挙手多数。
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よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩とさせていただきます。

休 憩 午前１１時０１分

再 開 午前１１時０３分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第４号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 認定第４号 平成25年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

質疑は、歳入歳出一括して行います。

質疑のある方はどうぞ。

長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 それでは、お聞きいたします。

私の場合は、特にボランティアの活動に関してだけ質問をいたします。

いろんな方が介護についていろいろご協力をいただいているように、この支出を見

ますとうかがえます。183ページの元気はつらつ、次の184ページのなごみの関係の講

座の関係、いきいきステップアップの講座の支援、それと、これはふれあい会の事業

と書いてありますが、そこにも26名の方、また、次の186ページには「めざせ100歳元

気！元気！事業」についてのボランティアの活動の方がいろいろ携わっていただいて

おります。

計算してみますと、１人当たり500円というふうに見えますが、その500円を支出す

るに当たってどのくらいの時間帯に当たって500円という数字が出てくるのか、まず

お聞きをしたいというふうに思います。

それと、そのボランティアの方に、185ページのいきいきステップアップ講座の中

にボール体操指導のボランティアの育成委託料と書いてありますが、多分これ、ボー

ル遊びをするに当たってどんな方向にするかという勉強会なのではないかなというふ

うに思いますが、初めてそのボールを使った体操をするために、その指導者となるべ
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きの講座だというふうに思いますが、ただ私なんかが思うに、その指導がよくなるだ

けということしか頭に浮かばないですが、指導するということになると難しいことだ

というふうに思うのですが、そこら辺の効果的なものをお聞きできればというふうに

思います。

ほかにも何か、私がこれを見る限りではそれしか載っていませんでしたが、育成講

座等、どこか載っていたら教えていただければというふうに、ほかのことをやってい

ましたら教えていただきたいというふうに思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

近藤副課長、お願いいたします。

、 。〇近藤久代長寿生きがい課包括支援担当副課長 それでは お答えさせていただきます

まず、それぞれの教室のボランティアの時間なのですけれども、大体教室が１時間

半から２時間、教室によって違うのですけれども、１時間半から２時間となっており

ます。

続きまして、ボランティアの養成なのですけれども、これは「めざせ100歳元気！

元気！事業」で各地区を回って体操等の介護予防の教室を行っておるわけなのですけ

れども、その教室を修了した後に、自主グループとして活動したりとかするために、

その活動の場で指導ができるようにということでボールボランティアの養成を行って

おります。このボランティアの養成は25年度に実施しまして、５日間でシンコースポ

ーツというスポーツの専門の会社のほうから講師に来ていただきまして、ボール体操

の方法を教えてもらったりということでやっております。

それで、この「めざせ100歳元気！元気！事業」の自主グループに指導者として入

る以外にも先ほどお話がありました元気はつらつ体操教室、シニアいきいきなごみ教

室、シニアいきいきステップアップ教室、ふれあいの会 「めざせ100歳元気！元気！、

事業」のほうにも参加していただいている状況です。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、長島委員、どうぞ。

〇長島邦夫委員 先ほどちょっと漏れてしまったのですが、たくさんの方がいろんな講

座のお手伝いをしているというふうに書かれておりますが、ダブっているのではない

かなというふうには思います。それで、全体的には何名ぐらいの方がボランティアと
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して活動なさってくれているのか。

それと、今、ふれあい会ですか、そういうボランティアの方が集って何かをしてい

るというようなこともあるのでしょうか。

そこ、２点だけお聞きをいたします。

〇松本美子委員長 答弁をお願いいたします。

近藤副課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課包括支援担当副課長 ボールボランティアの方はそれぞれの

事業にダブって参加されている方もいらっしゃいまして、昨年度養成して参加してい

ただいている方が22名になっております。

それから、今のところ、町の事業だったりとか自主グループの活動のほうにご協力

をいただいているのみで、ボランティア同士の方が集まって何かするというのは今の

ところはございません。

以上です。

〇松本美子委員長 長島委員、お願いいたします。

〇長島邦夫委員 すみません、もう一回確認なのですけれども、ボランティアとして協

力いただいている方は22名でよろしいのですか、総数です。

〇松本美子委員長 答弁をお願いできますか。

近藤副課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課包括支援担当副課長 実人数で22名となっております。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 173ページに保険料の状況が載っているのですけれども、特別徴収と

普通徴収、それぞれ人数がわかりますでしょうか。

それから、７割、５割、２割軽減の人数と金額がわかりましたら伺いたいと思いま

す。あわせて、特別徴収がそのうち何人、普通徴収が何人ということで、そこまで細

かくわかりましたら伺いたいと思います。

それから、181ページに介護予防サービス等諸費、給付費で、居宅サービス事業者

、 。が要支援者に提供したと この人数は何人くらいに提供したのか伺いたいと思います

それから、183ページの中の表に二次予防事業対象者把握事業業務委託、事業内容

として元気度チェック表を今回はやったということなのですが、どういう内容のもの
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なのでしょうか。ちなみに、昨年度は100万円からの費用でこの事業把握をしている

わけですけれども、昨年度と変えた理由等もあわせて伺えればと思います。

186ページに脳の健康教室、これを始めたわけですよね。参加した人数、効果等、

どういうふうに評価しているか伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

青木長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきたいと思います。

まず、173ページの保険料の関係でございます。

特別徴収と普通徴収のそれぞれの人数をというご質問かと思います。特別徴収につ

きましては4,301名、普通徴収が666名、合計4,967名ということでございました。

２点目でございます。それぞれの軽減の関係です。先ほど委員さん、３割、５割、

７割というようなお話をされましたが、介護保険の場合には、恐れ入ります、169ペ

ージをちょっとごらんをいただきたいと思います。こちらの（４）のところに、所得

段階別第１号被保険者数ということで、先ほど申し上げました4,967名の内訳のほう

を記載をさせていただいております。参考までに申し上げますと、第１段階、第２段

階につきましては50％軽減をしていると、特例第３段階につきましては30％軽減とい

うような形で、特例第４段階までは軽減をし、第５段階以降は基準額に対して15％あ

るいは25％加算をしているというような形になっております。

また、この所得段階別の特別徴収と普通徴収の人数ということですよね。大変申し

わけございません。この段階別の特別徴収、普通徴収の人数の割合につきましては手

元に資料がございません。申しわけございません。

、 。続きまして 181ページの介護予防サービス給付費の人数ということでございます

こちらについては、例えばこの給付費につきましてはいろんなサービスがあるわけ

でございます。そういったものを１つだけご利用されている方、あるいはダブって、

あるいは３つ、４つ併用してお使いになっている方、いろいろいらっしゃるかという

。 、ふうに思います なかなか実数というものを出すのは大変難しい状況でございますが

それぞれのサービスごとに１カ月の利用者数を調べてありまして、そちらでは予防給

付の利用者は合計で124名、参考までにこれは平成26年の２月の利用者ということで

ご理解をいただきたいというふうに思います。
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３点目、４点目のご質問につきましては、副課長から答弁をさせていただきます。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

近藤副課長、お願いいたします。

〇近藤久代長寿生きがい課包括支援担当副課長 それでは、まず183ページの元気度チ

ェック表の内容についてお答えさせていただきます。

この元気度チェック表は要介護、要支援状態となる心配のある方を把握するために

行うもので、内容的には運動機能の状態、栄養状態、口腔状態、鬱の状態、認知症の

状態等をチェックする内容になっております。

そして、委託内容としては、この元気度チェック表の発送、それから回収をしたチ

ェック表を集計して対象者を抽出してアドバイス表を発送するというところまで委託

しております。昨年度は102万9,000円ということで委託料があったのですが、今年度

は66万に減っておりますが、これは毎年入札で業者のほうを選定しておりまして、内

容的には昨年度と変わらない方法で事業が行えている状況です。

続きまして、186ページの脳の健康教室についてお答えいたします。脳の健康教室

は65歳以上の方を対象に認知症予防のために今年度新規に実施した事業です。これは

毎週１回６カ月間、全部で24回なのですけれども、教室に来ていただくというものに

なっておりまして、定員が20名のところ19名の参加をいただきました。

それで、効果なのですけれども、ちょっと客観的な効果というのは測定はしていな

いのですけれども、脳の健康教室の修了後にアンケートのほうを調査を行いました。

教室の満足度につきましては71％の人が大いに満足、23％の人が満足ということで、

不満があるという方はいらっしゃいませんでした。それから、毎日の生活の変化はど

うですかという質問に対しましては、生活に張りができた、それから物忘れが減って

きた、友人ができた、意欲が沸くようになった等のご意見を聞かせていただいており

ます。なかなか、認知症の方ではないので、予防の部分なので、客観的な効果判定と

いうのも難しいところはあるのですが、今後は教室で使っているテキストがある程度

レベルアップをしていくものがありますので、どのくらいレベルアップしたかとかと

いうところで効果判定できるといいなと思っております。

以上です。

〇松本美子委員長 川口委員。

〔何事か言う人あり〕
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〇松本美子委員長 答弁を青木長寿課長にお願いしたいと思います。

どうぞ。

〇青木 務長寿生きがい課長 大変申しわけございません。先ほどの答弁の中で１点訂

正をさせていただきたいと思います。

先ほど予防給付の人数を私124名ということで申し上げさせていただきました。こ

の人数につきましては福祉用具貸与だとかそういったものも含めての総数ということ

で答弁を申し上げたわけですが、委員さんご質問の２款２項１目の介護予防サービス

給付費3,334万3,039円、こちらにつきましては、申しわけございません、96名という

ことで訂正をさせていただきたいと思います。大変失礼しました。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、質疑をお願いいたします。

〇川口浩史委員 わかりました。要支援者、今度変わりますので、ちょっと事前に知っ

ておきたいなと思って質問いたしました。

保険料の関係なのですが、特別徴収が4,301人、169ページの一番上に、一番上のは

世帯数か、世帯数だといいのかな。そうか、ちょっと今数字がごちゃごちゃになって

しまって、わかりました。

先ほど、この前に後期高齢者のをやったのですけれども、特別徴収で7割軽減者が

いると。しかも、１人や２人ではないみたいなので、普通徴収の人数からすると。そ

うすると、こっちも相当というか、ある程度の人数はいるのだろうなと思ってお聞き

しました。後で調べていただければ結構です。

それで、二次予防事業の対象者把握なのですけれども、そうですか、これ、今まで

は入札でやっていなかったわけ、入札でやっていたわけ、だけれども、今回は一気に

半分でもないけれども、金額が下がったと。内容は同じなのに下がったということは

そうですか。下がっていればいいことですけれども、それ以上言ってもしようがない

ですね。わかりました。

脳の健康教室の件なのですが、これは19人、特定の人が週１回24週やって、その結

果をアンケートで見たら71％の人が満足していたと、そういうことなのでしょうか。

いろんな人がこの24週の中に入って読み書き計算をしたということではなくて、特定

の人がやったという、そういうことなのでしょうか、伺いたいと思います。

いいです。

〇松本美子委員長 よろしいですか。質疑ありますか、川口委員、よろしいですか。
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それでは、答弁をお願いいたします。

青木長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきたいと思います。

まず、１点目の特別徴収に関しては、後でという委員さんのお話でございますが、

例えば介護の場合、７割軽減というのはないのです。一番多くても５割軽減をしてい

ると。第１段階、第２段階の方という形になっています。第１段階の方については、

対象となる方は生活保護受給者の方並びに老齢福祉年金受給者で、その方の属する世

帯全員が市町村民税非課税の方ということでございます。第２段階の方については、

世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万

円以下の方、この方が第２段階に該当するということでございます。

介護保険料の特別徴収に関しましては、年金の年間の支給額が18万円以上の方につ

いては特別徴収の対象となるというような形になっていますので、この第２段階の中

にもかなりの方が特別徴収で納めていただいているというようなご理解をしていただ

ければというふうに思います。

２点目の脳の健康教室でございます。そもそもこの脳の健康教室の内容でございま

すが、簡単な読み、書き、計算、本当に小学生の低学年の子供さんが習うような、そ

ういった易しい計算、あるいは音読、こういったものを行うというようなことが主な

内容となっております。

なぜこういったことを行うのかということなのですけれども、東北大学の川島先生

という方が考案したものなのですけれども、その方が、検証の中ではこういった簡単

なことを継続して行うことによって認知症に大きな関連があると言われる前頭前野が

活性化するというようなことでございます。ということは、いろんな方が１回だけや

りましたと、それでよくなる、予防ができるというようなものではございませんで、

やはり継続をして行うということがございますので、特定の方、今回は19名でござい

ましたが、その19名の方に24回、毎週毎週おいでをいただいて、繰り返してこういっ

たことをやっていただく。それと同時に、宿題というものがありまして、自宅にお帰

りになっても教材をやっていただくと、自分で勉強していただくと、要は毎日毎日そ

れを繰り返していただく、それを24週続けたということでございます。

先ほど検証というお話がございましたが、町で行ったのは24週ですが、それ以降、

それぞれの皆さん方が自主的に町で教えてもらったことを取り組んでいただく、こう
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いったことを続けることによって、その方の認知症予防が図られるということになろ

うかというふうに思います。

以上でございます。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 脳の健康につきましては、そうですか、同じ人がやることによってそ

の効果のほどがわかるということで、わかりました。

保険料の件なのですが、第１段階は生活保護などの人ですよね。今課長は第２段階

から特徴の人が入るのだと、そういう意味だったのですか。第２段階に入るという、

第２段階、80万円以下ですから、18万円以上ですよね、10カ月で180万、それに２カ

月ですから200万円を超えますよね。そうすると80万円を所得としては超えるのでは

ないかなと思うのですけども、第２段階でももしいるとしたらなぜいるのかなという

のが私の疑問なのです。さっきの後期もそうなのですけれども、どうしているのだろ

、 、 、 、うかというのが それでちょっと人数を 第１段階はわかります いないというのは

いいのです。第２段階以上の段階で特徴の人数がわかったら、後でいいですので教え

ていただければと思います。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

青木長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきたいと思いますが、繰り返しに

なってしまいますが、介護保険の場合、特別徴収を行う対象の方というのは年金の支

給額が年額で18万円以上いただいている方については特別徴収という形になっていま

す。

先ほど私は、第１段階は生活保護並びに老齢福祉年金受給者で云々ということでお

答えをさせていただきました。第１段階、例えば生活保護を受給されている方でも年

金を受給されている方がいます。年額18万円以上受給されている方はいます。ですの

で、第１段階でも特別徴収の方はいらっしゃるというようなご理解をしていただけれ

ばと思います。

ですから、全ての段階、第１段階から第８段階まで、全て特別徴収の方はいらっし

ゃるということでございます。

以上です。

〇松本美子委員長 ほかに質疑のある方はどうぞ。
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渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 まず、170ページなのですが、170ページに要介護認定者が出ている

のですけれども、これで私が計算したところによりますと、人口比率では4.2％にな

っています、認定比率で。それで、県やほかの市町村と比べて、この認定比率という

のはどういうものなのか伺いたいと思います。

その次に、171ページになりますけれども、これは施設介護を利用されている65歳

から75歳までの方の人数と、75歳以上の方の人数を伺えたらと思います。

それと、その次に居宅介護があるわけなのですけれども、居宅介護は人数がそれぞ

れ出ているわけなのですけれども、利用率はどのようになっているか伺いたいと思い

ます。

あと、171ページの下なのですが、ここにサービス未利用者という形が出ています

けれども、それが今回は174人ということです。それで、居宅介護を利用されている

方の家族の集まりとかそういうのは開催されていたのか、またこのサービス未利用者

のうちの病院に入院している方はどのくらいいらっしゃるのか、そして介護をするた

めに仕事をやめた方というのはどの程度いらっしゃるのか把握していらっしゃるかど

うか伺いたいと思います。

それから、181ページになりますけれども、それぞれの居宅介護サービス計画給付

費とそれから介護予防サービス計画給付費が出ているわけなのですけれども、一番最

後です。件数はどのくらいで、人数的にはどのくらいいらっしゃるのか伺いたいと思

います。

あと、182ページになりますけれども、高額介護サービスがありますが、これそれ

ぞれどのくらいの人数の方が使われていて、償還払いですので、平均すると20万円ぐ

らいのものを償還払いで返すわけなのですけれども、どのような形で償還払いになっ

ているのか伺いたいと思います。

その次に、特定入所者、これ183ページになりますけれども、特定入所者介護サー

ビス費というのがあって、その下にまた特定入所者介護予防サービス費というのがあ

るのですけれども、これはどのような形で使われているのか、1,512件で何人ぐらい

の方が実際に使われていらっしゃるのか伺いたいと思います。

それと、これ直接ではないのですが、町民の方が主として施設入所で利用されてい

る施設数、それから居宅介護サービスで利用されている事業者数、特に一番割と気楽
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といいますか、使われている数というのはどの程度事業者数があるのか把握されてい

るものを伺いたいと思います。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

青木長寿生きがい課長、答弁お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 それでは、順次お答えをさせていただきたいと思います

が、大変質問の項目が多くて、ちょっと資料を探しながら、申しわけございません、

させていただきたいと思います。

まず、１点目の認定者の数の比率、今委員さん、人口比4.2％ということでお話を

いただきました。人口比で出すという方法もあろうかと思いますが、介護の場合の認

定率については被保険者に対してどうかというような形で割合を出すというようなこ

とが通例となっております。それで申し上げさせていただきたいと思います。

嵐山町の場合、第１号被保険者に対する認定者の割合が14.2％というような数字に

なっております。これは、706人が認定者でございますが、それに対して第１号被保

、 （ ） 、険者数が4,967 これは169ページの ２ のところに書いてあるわけでございますが

この4,967で除して出したものが認定率ということで使っておりまして、14.2％とい

う数字になっております。

全国の平均で見ますと、若干とっている時期が違いますので、それはご了承いただ

きたいと思いますが、2013年の９月時点で全国ではこれが18.3％、埼玉県では14.4％

というような数字となっておりまして、嵐山町は14.2でございますので、ほぼ県平均

と同数かなというふうに思っております。

近隣の状況ということでございます。順次申し上げますと、東松山市が15.6、滑川

町が15.1、小川町が16.6、吉見町が15.5、川島町が15.4、鳩山町が11.8、ときがわ町

が17.1という数値となっております。嵐山町の数値につきましては、先ほど申し上げ

ましたように県の平均値に近いわけでございますが、近隣の自治体と比べますと低い

状況になっているのかなというふうに考えております。

次が、施設介護サービス受給者数、嵐山町では122名の方がご利用されたわけでご

ざいますが、こちらの65歳から74歳までの方並びに75歳以降の方の割合については、

データのほう持っておりません。申しわけございません。

ただ、言えるのは、例えば介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、こういった施



- 283 -

設の利用者については圧倒的に75歳以降の方が多いというふうに考えております。こ

れは介護保険自体がそうなのですけれども、65歳から74歳までの方の介護保険の利用

者割合、あるいは認定をとっている割合、こういったものは本当にかなり低い割合な

のです、３％、４％ぐらい。75歳以降、急に認定率が上がってくるという状況を見て

も、こういった施設介護サービスを利用される方は圧倒的に75歳以上の方が多いので

はないかというふうに考えております。

次に、居宅介護サービスの利用率というご質問でございます。申しわけございませ

ん。認定をとっている方に対してどのくらいの方が居宅介護サービスを使われたかと

いうことで申し上げますと、総数で申し上げますと、割合で55.2％の方がお使いにな

っているということでございます。

、 、 。 、 、 、次に 未利用者数 25年度は174人いらっしゃいました このうち まず １点目

こういった方々の家族の集まりを持つような機会があったかというお話でございます

が、そういった機会は町のほうでは設けてはございません。

また、入院の方がどれくらいいるのか、あるいは介護をするために仕事をやめた方

はどのくらいいるのか、こういったものを把握をしているかというお話でございます

が、申しわけございませんが、そういった人数については把握してございません。

ただ、一つ申し上げたいのは、このサービス未利用者数、認定者に対しまして嵐山

町の場合には24.6％、およそ４分の１の方がサービス未利用というような状況でござ

いましたが、この割合というのは他の自治体を見ても特別高いというような割合には

なっておりません。ちょっと手元に資料はないのですけれども、国の統計上は嵐山町

とほぼ同様に４分の１の方についてはサービスをお使いになっていないというような

形になっております。

こういったことはどういったことなのかなということだと思うのですけれども、１

つは、例えば認定をとって住宅改修をやりますという方が大変多いのです。住宅改修

をやった場合には、これだけの方はサービス未利用者数にカウントされますので、そ

ういった方がいらっしゃると。あとは福祉用具を購入される、貸与と購入と２つある

のですけれども、例えばポータブルトイレだとか入浴用の補助の椅子だとか、そうい

ったほかの方が使ったようなものを貸与でというようなものにふさわしくないものに

ついては購入ができるというような制度になっております。こういった福祉用具をみ

ずから購入して、そういったものをお使いになりながらご自身の残された能力をもっ
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て自宅で生活をされている、こういった方が大変多いというふうに思っております。

あとは、家族の方がしっかり介護をできる家庭におられる方も多いかなというふうに

思っております。

あともう一つ、念のためのというのでしょうか、ちょっと心配だからいざというと

きにすぐ使えるような形で認定だけはとっておきたいというような方が多いと、こう

いったことも国の統計からしますと出ておるということで申し上げたいと思います。

181ページの居宅介護サービス計画費並びにその一番下の介護予防サービス計画給

付費でございます。こちらのそれぞれの件数でございますが、居宅介護サービス計画

給付費につきましては3,438件になります。また、介護予防サービス計画給付費につ

きましては1,184件でございます。お一人の方が１年間を通して介護を使っている場

合には、お一人が１年間で12件というふうにカウントするということでございます。

ちょっと実数のほうは把握はしておりませんが、単純に計算すれば、例えば居宅介護

サービス計画費3,438を12で割りますと286と、これが実数に近い数字になるのかなと

いうふうに思っております。

また、介護予防サービス計画費につきましては12で除すと98人、これに若干上乗せ

がされた、例えば年の途中からお使いになった方、こういった方についていらっしゃ

いますので、若干これにプラスアルファがあるのかなというふうに思っております。

次が、182ページの高額介護サービス費と同予防サービス費でございます。それぞ

れ、件数につきまして、1,535件と６件というふうに資料のほう記載をさせていただ

いております。こちらについては、これも先ほどの計画給付費と同様、お一人の方が

１年間ご利用して、毎月毎月該当になるということであれば12件というふうにカウン

トをするということでございまして、1,535件、高額介護サービス費を12で除します

と127という数字がございます。こちらに何人か足した数字が実数になるのではない

かというふうに思います。

それと、ただいまの高額介護サービス費の償還払いの、どのような形でされている

かということでございますが、年４回、３カ月、３カ月で区分をしまして該当者に対

してはお支払いをさせていただいているということでございます。

それと、182ページから183ページにかけての特定入所者介護サービス費でございま

す。こちらにつきましては、資料にも記載をさせていただいておりますが、施設入所

者並びにショートステイ利用者が食費、居住費、かかるわけでございますが、その中
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の所得段階が第１段階から第３段階の方に対して標準的な費用の額と負担限度額との

、 。差額を給付しているものでございまして こちらも1,512件というふうにございます

ショートステイも入っていますので全てではなのですが、これもお一人の方が毎月該

当になるということであれば12件でございますので126人、これが実数に近い数字に

なるのかなというふうに思っております。

それと、最後、町民の方が主として利用している施設、事業者です。これは、いろ

いろサービスがあるわけでございますが、まず特別養護老人ホームです。こちらにつ

きましては90名の方が利用されているわけでございますが、利用されている施設総数

は15でございます。15施設、うち町内の２施設、らんざん苑、武蔵野ユートピアダイ

アナクラブを利用されている方が約４分の３、67名が町内施設ということでございま

す。あとは県内の各市町村にある施設ということでございます。

介護老人保健施設につきましては、全部で12の施設をご利用いただいております。

町内には施設がございませんので、全て町外ということでございます。

認知症対応型共同生活介護、グループホームです。こちらにつきましては、６施設

をご利用されております。うち嵐山町では１つ、ひだまりの丘がございますので、そ

ちらを約４割の方が利用されている状況です。

それと、あとは居宅介護支援ということで、これはケアマネジメントの関係でござ

います。こちらについては、全部で29の施設をご利用になっていまして、町内では７

つ、居宅介護支援事業者がございますのでご利用いただいていると。町内施設の利用

割合は約８割ということでございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、渋谷委員、どうぞ。

〇渋谷登美子委員 ありがとうございます。

町内、認定率がほとんど県と同じであって、そして比企郡の中では嵐山町は低いと

いうふうな形ですけれども、これはどのような理由があると思われますか。私は、積

極的なということではなくて、割と町場に高齢者が集まっていらっしゃることが多い

ので、交流が多いということが一番いいのかなというふうに思ったりしているのです

が、その点について、それぞれ、各市町村を見ますと、決して家が市街地に中心に集

まっているところというのは滑川とそのくらいなのかなというふうに感じているので

すけれども、その点についてはどのようにお考えになるか伺いたいと思います。
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それから、居宅介護の利用はちょっとずつ上がっていっているのかなと思って、全

体よりはふえているのかなとは思うのですけれども、55.2％、それでなおかつ未利用

者がいて、未利用者の方は多分介護度が、そのお話を聞きますと介護度が非常に低い

方という感じで見られるのですけれども、介護度の低い方はやはり居宅介護は使わな

いで済ませても大丈夫というふうに町のほうでは考えていると考えてよろしいのでし

ょうか。

あと、今のところ、大体町内の方は町内の施設を割と多く利用されているみたいな

のですけれども、町外のほうを利用されるというのは、老健はたまたま嵐山町にはな

いわけですですけれども、町外のほうを選択される理由とか、それともたまたまそこ

がうまく入れたからそっちに行くというふうな形なのか、それは選択される方がいる

のかどうか伺いたいと思うのです。

あとすみません、サービス計画については、サービス計画とそれぞれの事業者さん

とかあると思うのですけれども、サービス計画は事業者さんのものもを使われている

のか、嵐山町の地域包括支援センターの計画でやっていくのか、どっちが多いのです

か。そこのところを伺いたいと思いますけれども……。

〇松本美子委員長 それでは、答弁を求めます。

青木長寿生きがい課長、お願いいたします。

〇青木 務長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

まず、１点目でございます。先ほど認定率の関係で答弁をさせていただきました。

今委員さんから、嵐山町の場合には地域性から中心地に高齢者が集中をして住んでい

るので交流があるということがいい効果を生んでいるのではないかというようなお話

がありました。私も今委員さんがおっしゃられるようなことも一つにはあるというふ

うには思っています。やはり高齢者が生活しやすい状況にあるということは介護予防

にも当然つながるというふうに思っております。

ただ、このような、近隣と比べて若干認定率が低いというのは、１つの事由によっ

てこういった状況があるというふうには考えておりませんで、やはりさまざまな介護

予防事業であったり、あるいは町の健康づくり事業であったり、スポーツ事業であっ

たり、生きがいづくり事業であったり、いろんな文化活動であったり、いろんな町の

事業であったり、あるいは町民の独自の活動であったり、そういったことがそれぞれ

の皆さん方の介護予防に寄与しているということがあるのかなというふうに私は感じ
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ております。

ただ、こういった、昨年とたまたま同数の706人の認定率ということでございます

が、こういった状況が一過性のものなのかどうかということについては、今後の状況

を注視していく必要はあろうかというふうには思ってはおります。

２点目でございます。未利用者の関係です。未利用者については多くの方が介護度

の低い方が多く、そういった方は使わなくても大丈夫なのかというふうに町は考えて

いるのかというお話でございます。

、 、 、 、 、未利用者174名中 比較的軽度の方 要支援１ ２ 要介護１の方が全体の約７割

171人、69.5％いらっしゃいます。委員さんおっしゃるとおりということでございま

す。こういった方については、サービスを使わなくてもよいということではなくて、

こういった軽度の方は基本的にはご自分の持っている能力を生かして、それを維持す

るということがとても大事だというふうに思います。誰かの手助けがあれば生活はし

やすい状況になるということはあると思いますが、ただ自分でできることをほかの方

にやっていただくということは、これはもう介護予防という観点から当然違いますの

で、自分でできることをやりながら、先ほど答弁申し上げました住宅改修で手すりを

つける、段差を解消する、福祉用具を使う、こういったものをご利用しながら、でき

るだけ自分の能力を生かして生活をしていただくということが、これがご本人の尊厳

を保つというのでしょうか、そういったことにもつながりますし、そういった方向が

望ましいというふうに考えております。

３点目でございます。施設を選択する場合に町外の施設を選択する理由はどういっ

たことがあるのかというご質問でございます。

これも幾つか理由はあるのではないかと思いますが、私は、一番大きいのは、例え

ば介護者の問題、介護者というか家族の問題があるかと思います。施設に入ったとし

ても家族はやはり関係を持っていくということになろうかと思います。その当人とも

、 、関係を持っていきますし その施設とも関係を持っていくということでありますので

その家族のいる近くの施設を選択するというのは、これは一つ大きいかというふうに

思います。それと、ご案内のとおり、例えば特別養護老人ホームについては待機者と

いうような状況があります。幸いにして嵐山町は他の市町村と比べ、本年４月の状況

では10人の待機者ということで、これは、県内でも大変少ない人数になっております

が、ただ、では今申し込んですぐ入れるというような状況ではないというふうに思い
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ます。やはりこう一日でも早くというようなご希望がある方については、入れるとこ

であればというような、そういったことで町外の施設を選択をすると。これも理由と

しては、あろうかというふうに思います。

。 、 、４点目でございます サービス計画 事業者のものを使っているのかというような

事業者のものなのか、包括のものなのかということでございます。要介護の方につい

ては、これは、もう議員さんご案内のとおり、事業者でプランをつくっていくという

形になっております。要支援の方につきましては、基本的には、町の包括支援センタ

ーでプランをつくるということでございますが、全ての件数を包括でこなすというの

、 、 、は大変厳しい状況にありますので 要支援の方であっても 包括でプランをつくる方

町内等の事業所に委託をしてプランをつくっていただく方、これが両方いらっしゃい

ます。

要支援の方の他の施設への委託の率でございますが、全体の約65％委託をしており

ます。残りの35％につきましては、町の包括支援センターのほうでプランニングをし

ているというような状況でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 よろしいですか。そのほかに質疑はございませんか。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第４号 平成25年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件を採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩とさせていただきます。午後の再開は１時30分とさせていただきますの

で、お願いをいたします。

休 憩 午後 零時０７分
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再 開 午後 １時３０分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

審議に入る前に委員の皆様に申し上げます。認定第３号、後期高齢者医療特別会計

決算認定の件について、午前中の審議の中で、県全体の医療費動向の質疑がありまし

た。これに関し、担当課より資料が提出されました。お手元に配付いたしましたので

ご了承願います。

◎認定第５号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 認定第５号 平成25年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。

質疑は、歳入歳出一括して行いますので、どうぞ。質疑のある方は、挙手をお願い

します。

川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 195ページの一番下の下水道使用料の25年度から不納欠損を行うとい

、 。 、うことで168万7,735円 不納欠損を初めてしたわけです 初めてでありますけれども

この不納欠損どういう状況のもとでというか、不納欠損にしたのかを伺いたいと思い

ます。

それから、次の196ページの浄化槽の使用料に収入未済額が載っているのですけれ

ども、件数とちょっとお支払いいただけない何か理由を聞いているのでしたら伺いた

いと思います。

それから、次の197ページの上のマンホール転落防止柵交換工事保険金、この保険

金がこういうのにあるのですか。何か事故があったので、収入として17万1,150円入

ったのでしょうか。どんな事故があって、中身を伺えればと思います。

それから、199ページ、表の一番下に水質分析調査等が出ておりますが、結果を伺

いたいと思います。

それから、19番の市野川流域下水道の維持管理ですが、昨年とここの量と金額がそ

。 、 。 、んなに変わらないのです 不明水工事は 25年度どの程度進めたのでしょうか まず
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そこを伺いたいと思います。

それから、前のほうでもいいのですが、浄化槽の関係ですが、昨年度何基設置した

のか伺いたいと思います。

先ほどの市野川のところの一番下の浄化槽再利用補助金、これはどういうもので支

出をしたのでしょうか。

以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

新井上下水道課長、お願いいたします。

〇新井益男上下水道課長 それでは、お答えいたします。

まず、不納欠損の関係でございます。195ページの下水道使用料の不納欠損168万

7,735円の内容につきましてお答えいたします。

件数につきましては352件、この内容につきましては、平成11年度分から平成19年

度分までの関係でございます。

それで、内容につきましては、転出先不明、それから、死亡、倒産、徴収不能とい

うような理由で、それぞれございまして、合計が352件、内容につきましてちょっと

申し上げますと、転出先不明としまして、平成11年分から平成19年分の合計が300件

でございます。それから、死亡の関係で、やはり平成11年度から平成19年度までで

37件、それから倒産の関係で８件、それから徴収不能として７件、合計で352件、金

額にしまして168万7,735円でございます。

それから、初めて不納欠損をしたということではありませんで、過去には平成13年

度、平成15年度、平成16年度にそれぞれ下水道の使用料につきましては不納欠損をし

た実績がございます。その後、大変申しわけなかったのですけれども、平成11年分か

ら平成19年度分につきましては、本来ならば、毎年不納欠損として計上しなければな

らなかった分をしないで来たということで大変申しわけなかったというふうに思って

おります。

それから、196ページの浄化槽の未納の関係でございます。３万4,628円の未納の内

、 。 、 、容ですけれども ５件分でございます 平沢の地区の方が２名 志賀地区の方が１名

吉田地区の方が１名、越畑地区の方が１名、それぞれ未納となっている状況でござい

ます。

それから、197ページ、マンホールの関係です。マンホール転落防止柵交換工事の
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保険金ということで17万1,150円の関係でございます。これにつきましては、毎年流

域下水道の採水検査というものを実施しております。24時間採水ということで、２時

間置きに流域下水道の地点を決めて、水の量がどのくらいあるかという採水量を調査

するのを毎年行っておりますけれども、その実施しているときに、小川町在住の方が

県道菅谷嵐山線と都市計画道路が交わる交差点、ローソンのある交差点なのですけれ

ども、交差点の中にマンホールがございまして、24時間採水の関係でマンホールのふ

たをあけてバリケードとカラーコーンを置いて、なおかつ交通整理員も配置して採水

をやっていたのですけれども、小川のほうからヤオコーのほうへ行くのに右折して、

、 、バイパスのヤオコーに行くというような方でしたけれども 小川町在住の女性の方が

その採水検査の場所に見落としたというふうなお話でしたけれども、バリケードとカ

ラーコーンを突き破って、マンホールがふたあいているところに突っ込んできたとい

うような事故がございました。たまたまその事故につきましては、けが人がいなくて

済んだわけなのですけれども、警察の立ち会いのもとに事故処理はさせていただきま

した。その関係で、全額向こうに修理費というのですかね。マンホールの中におりる

ための内側に階段をたたんであるというような状況のものがありまして、マンホール

全体をちょっと直させていただきました。その費用として17万1,150円、これは保険

会社からいただいたお金でございます。

それから、199ページの水質分析でございます。これにつきましては、流域下水道

、 、 、の流入水の水質分析の調査ということで 今お話がありましたけれども １年に１度

24時間採水の調査をして、流域下水のほうに調査結果の報告をさせていただくもので

す。町内小川幹線の箇所で４カ所、嵐山幹線の箇所で２カ所、計６カ所の採水量の調

査等を行っております。そのときにあわせて水質の調査も１度実施したという内容で

ございます。

それで、調査結果の内容につきましては、調査項目がアンモニア性窒素から始まり

まして、全部で44項目の項目がございます。その中でこの基準がそれぞれありますけ

れども、基準を超えているというようなものはありませんでした。全部基準値の中に

おさまっているという調査結果の報告でございます。

それから、続きまして、199ページの市野川の流域の下水道の負担金の関係のお尋

ねかと思います。内容は、維持管理負担金の不明水のことの関係でよろしいのでしょ

うか。
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不明水につきましては、今年度、ここにありますけれども、維持管理負担金として

137万2,811立方メートルの維持管理負担金が１億1,394万3,313円の内容でございます

けれども、昨年度と比較しまして、昨年度より79万6,966円維持管理負担金はふえて

おります。昨年度がちなみに１億1,314万6,347円ということで、昨年度と今年を比べ

ますと、今年のほうが79万6,966円ふえているという状況です。

それで、不明水の関係ですけれども、不明水につきましては、平成25年度が10万

2,518立方でございます これにつきましては 24年度の不明水が11万6,104立方で25年。 、

度10万2,518立方ということで減少しているという状況です。

ちなみに、総汚水量から不明水量の割合を計算しますと、平成24年度が8.52％、平

成25年度の割合は7.47％というふうになっております。特に、この不明水対策をした

かということでは、特別の工事をやっているわけではございません。

それから、浄化槽設置の関係と、それから、その前に浄化槽の再利用ということで

199ページの負担金補助及び交付金の一番下ですね。浄化槽再利用補助金、平沢地内

で既設の浄化槽について雨水利用をするという関係で１件の方に５万円の補助をした

という実績がございます。

それから、浄化槽の関係の平成25年度の実施内容についてのお尋ねかと思います。

平成25年度浄化槽につきましてお答えいたします。総基数が107基、町管理型としま

。 、 、 、して平成25年度107基買い取りをいたしました 内容は 転換が72基 それから新築

建て替え等30基、それから、地区集会場が５基、合せて107基でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 わかりました。197ページのその事故なのですが、これはこっちが保

険に入っていて、それでマンホールを少し修理しなければいけないのでもらったとい

。 、 。うことなのですか 相手の車の保険からもらったのか ちょっと伺いたいと思います

それから、不明水の関係なのですが、昨年課長は、平成24年度9.3％って私のこれ

メモに書いてあるのですけれども、8.52が正確なのですか。8.52から7.47に、25年度

は7.47になったということで改善が進んでいるということなのでしょうか。特別な工

事というか、不明水工事はやってきたと思うのですけれども、特に志賀２区は。その

工事はもう終わって、ほかの不明水が出ているようなところの工事はどうなのかをち

ょっと聞きたいのですけども……。
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以上です。

〇松本美子委員長 それでは、答弁をお願いいたします。

新井上下水道課長、お願いいたします。

〇新井益男上下水道課長 お答えいたします。

197ページのマンホール転落防止柵の交換工事の保険金の内容でございます。こち

らにつきましては、事故の内容が相手方の100％悪いという状況ですので、こちらの

保険ということではなくて、相手方の保険で全額直していただいたという内容でござ

います。

それから、不明水の関係ですけれども、ちょっと私昨年度の答弁までちょっと覚え

てなくて、大変申しわけなかったのですけれども、平成23年度、24年度、25年度の総

汚水量から不明水量を割った率で申し上げますと、不明水の割合として、平成23年度

が11.28％、平成24年度が申し上げましたけれども、8.52％、それから平成25年度が

7.47％というふうに推移しております。

それから、志賀２区地内の公共ますの修繕工事ですけれども、土台の中に入ってし

まっているとか、すぐに家屋の関係があって手がつけられないというような場所がま

だ残っておりますけれども、そこまでちょっと対応できないという状況で残っている

箇所がございます。それは、建て替えに際してとか、すぐに工事につけられない場所

が残ってしまったという内容でございます。内容としては56件残っているということ

でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 不明水の関係なのですが、そうすると、志賀２区のほかはどうなので

しょうか。そんなに古くないから不明水は余りないのかな。そうすると、もう建て替

えのときということになると、大きく改善はしないのかなって、不明水の関係は。や

っぱりそういう見通しでよろしいのでしょうか。

〇松本美子委員長 それでは、答弁お願いいたします。

新井上下水道課長、どうぞ、お願いします。

〇新井益男上下水道課長 お答えいたします。

不明水の関係につきましては、そういう明らかに雨水が入り込む場所という特定が

できているところもありますけれども、それ以外に老朽化しながら不明水というふう
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になるかというのもあるかと思いますけれども、そこにつきましては、実態把握がで

きないというような現状かなというふうに思っております。

それから、近年、集中豪雨というようなものがありますけれども、この近辺にはそ

ういうものが幸いにしてありませんが、往々にしてそういうのが起きたときに、どこ

から入ってしまうかというのは実態的にはわからないかなというふうに思っておりま

す。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、そのほかに質疑のある方は、どうぞ。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 ないようですので、質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第５号 平成25年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件を採決いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

ここで休憩といたします。

休 憩 午後 １時５１分

再 開 午後 １時５２分

〇松本美子委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第６号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 認定第６号 平成25年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件

を議題といたします。

既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告は終わっておりますので、直

ちに質疑に入ります。
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質疑は、歳入歳出一括して行います。

質疑をどうぞ。

川口委員。

〇川口浩史委員 357ページがいいのかな。ちょっとほかのページがちょっとわからな

いのですが……。

過年度損益修正損、いつもの水道を使った人が逃げてしまったというようなことで

今まであったのですが、ちょっとこの件について伺いたいと思います。

それから、水道料金を値下げをしたわけです。それでも剰余金7,400万円ほど出て

。 。 。いるという結果でした どうなのでしょうか 余り将来のことを聞くとまずいのだな

大体見通しどおりの結果であったのか、ちょっと伺いたいと思います。２点。

〇松本美子委員長 答弁をお願いをいたします。それでは、答弁をお願いいたします。

藤原副課長、どうぞ。

〇藤原 実上下水道課管理担当副課長 それでは、お答えいたします。

こちらの過年度損益修正損は、いわゆる委員さんおっしゃるとおり不納欠損の内容

、 。 、でございまして 平成19年度水道料金不納欠損分でございます その理由については

全部で21名いたわけなのですけれども、そのうち18名が居所不明となっております。

ほかは死亡とか破産とか、そういった方がいらっしゃるという状況でございます。

以上です。

〇松本美子委員長 続いて、新井上下水道課長、答弁をお願いいたします。

〇新井益男上下水道課長 それでは、収益の関係でお答えいたします。

この資料の369ページをごらんいただきたいと思います。369ページに有収水量及び

水道料金というような表があるかと思います。この中で家庭用、営業用、工業用、そ

れから学校等官公庁というような区分で幾つかの区分に分けてございます。一番右側

に合計としまして件数、水量、それから料金というような割合で表示をさせていただ

いております。

これにつきましては、平成24年度と平成25年度、合計欄の水道料金の一番下、右側

。 、 、です 平成25年度が４億6,429万8,360円という これは調定額でございますけれども

平成24年度と平成25年度の調定額を比較しますと、ここのところで平成24年度の関係

が４億6,564万8,780円ということで、平成24年度と平成25年度の差が135万420円ほど

の減額ということで、調定額にしますと、減額の額が水道料金の改定に伴って予測さ
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れたよりも大幅によかったと。その内容につきましては、少し分析をさせていただき

ましたが、工業系の水道料金の使用についてがよかったということでございまして、

家庭用と営業用につきましては、この表にございます家庭用、営業用の使用水量、そ

れぞれ昨年と比べて減になっておりますけれども、工業用、それから、娯楽施設利用

量、こちらの水道の使用水量については、平成25年度増となっております。特に、花

見台工業団地の関係の使用水量の大口の方、この方の使用水量の増が、料金の値下げ

、 。は行いましたけれども 営業利益のほうにおいてはプラスの影響になっているかなと

差し引き調定額ではマイナスですけれども、料金そのものに大きな影響がなかったと

いうのは、その影響があったのかなというふうに思っております。

以上でございます。

〇松本美子委員長 それでは、川口委員、どうぞ。

〇川口浩史委員 水道料金の件なのですが、そうですか、工業用がよかったわけなので

すか。加入金が24年が1,900万円で25年が2,800万円ですので、加入金だから、家庭用

も企業もあるわけですけれども、企業がそんなにあったかなと思うと家庭がほとんど

なのかなと思うのですよね。それでも加入がふえていても家庭用の使用量は減ってい

るという、そういうことでよろしいのでしょうか。

〇松本美子委員長 答弁お願いいたします。

新井上下水道課長、お願いいたします。

〇新井益男上下水道課長 お答えいたします。

お尋ねのように、平成25年度の加入金につきましては、132件の加入金がございま

した。平成24年度が110件でございまして、加入金の件数としましては22件増加して

おります。金額につきましては、お話がありましたけれども、24年度が1,962万

4,500円、25年度が2,823万4,500円ということで、25年度は消費税の駆け込み需要と

いうことで、新築住宅の増加が、あるいはアパートの加入金の増加ということで増加

がありました。特に、新設13ミリの件数につきましてお答えしますと、24年度の新設

が13ミリが99件でしたが、25年度の13ミリの件数は96件、それから、20ミリが７件、

それが25年度は20ミリが25件ということで、20ミリというのですかね。そちらの件数

のほうがふえているというような状況がございまして、加入金は一度きりのお金でご

ざいます。２カ月に１遍の水道料金の関係のほうが大口の従量制で、水量の多いとこ

ろの方が特に使用料がよかったという結果がございまして、先ほどの家庭用とか、そ
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れから営業用とかという構成比で申し上げますと、25年度の家庭用の件数でこれを割

りました構成比が93.53というような数字でございます。93.53という家庭用の件数の

比率です。その工業用は、比率が0.78というような比率です。

平成24年度の構成比を見てみますと、やはり家庭用が93.46、それから工業用が

0.80ということで、件数の比率では、本当に工業用はわずかでございます。ただ、水

道料金の比率にしますと、25年度の工業用の水道料金の比率が30.34％、24年度の工

業用の水道料金の比率が29.82％、これが30.34％になったということで、ここでも工

業用の水道料金は198万7,000円ほど前年度と比べてふえているという状況がございま

して 家庭用と営業用は 家庭用が369万8,000円ほど減額です 営業用も107万4,000円、 、 。

ほど減額になっておりますけれども、工業用が198万7,000円ほど増額になっていると

いうことで、そんな差し引きがございまして、前年度から比べてそれほど大きな影響

を受けずに済んだという内容でございます。

以上でございます。

〇松本美子委員長 そのほかに質疑のある方、どうぞ。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより認定第６号 平成25年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件を採決

いたします。

本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は認定すべきものと決しました。

◎議案第４６号の質疑、討論、採決

〇松本美子委員長 次に、議案第46号 平成25年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余

金の処分についての件を議題といたします。

。 。既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっております 直ちに質疑に入ります
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どうぞ、質疑のある方。

〔 なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇松本美子委員長 討論を終結いたします。

これより議案第46号 平成25年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇松本美子委員長 挙手全員。

よって、本案は可決すべきものと決しました。

◎閉会の宣告

〇松本美子委員長 以上をもちまして、決算審査特別委員会に付託されました決算議案

６件並びに議案第46号の審査は全て終了いたしました。５日間にわたりまして慎重審

議大変お疲れさまでございました。また、柳代表監査委員、清水監査委員、岩澤町長

をはじめとする町理事者の皆様方には、大変ご多忙のところご出席をいただき、あり

がとうございました。

決算審査特別委員会の審査報告書の作成につきましてお諮りをいたします。

審査報告書につきましては、正副委員長に一任させていただきたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。

〔 異議なし」と言う人あり〕「

〇松本美子委員長 ご異議なしと認めます。

よって、本委員会の審査報告書の作成につきましては、正副委員長に一任させてい

ただきたいと思います。

これをもちまして、決算審査特別委員会を閉会といたします。

大変ご苦労さまでございました。ありがとうございました。

（午後 ２時０８分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成２６年 月 日

委 員 長
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